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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
　

「
地
方
官
官
制
」

の
改
正
と
県
庁

の
職
務
分
課
の
変
遷

１
　
戦
時
体
制
以
前

の
県

の
職
務
分
課

２
　
戦
時
体
制
下

の
県

の
職
務
分
課

３
　
占
領
体
制
下

の
県

の
職
務
分
課

一
一

「
地
方
自
治
法
」

の
施
行
と
県
庁

の
職
務
分
課

の
再
編

結
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

本
稿
は
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）
ま
で
の
県
庁

の
職

務
分
課

の
推
移

の
経
緯
を
た
ど
り
、
組
織
的
改
編

の
意
味
を
確
認
し
、

こ
れ
を

時
期
的

に
区
分
し
て
整
理
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課

の
変
遷

に

つ
い
て
」

（以
下
、
前
稿
）

で
既
に
整
理
を
行
な

っ
た
。
本
稿
は
大
正
末
年
以
降

に

つ
き
職
務
分
課
の
整
理

を
継
続
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

柴

田

知

彰

さ
て
、
本
稿
は
論
題
に

「
昭
和
戦
前
期
」
と
冠
し
た
が
、
敗
戦
後
の
昭
和
二

十
二
年
ま
で
の
職
務
分
課
も
対
象
に
入
れ
た
い
。
日
本
の
地
方
自
治
制
は
、
一
．

十
二
年
の
新
憲
法
と

「地
方
自
治
法
」
施
行
に
よ
り
全
く
新
し
い
局
面
を
迎
え

て
い
る
。
明
治
以
降
の
中
央
集
権
的

・
官
僚
主
義
的
な
地
方
制
度
が
否
定
さ
れ
、

特
に
都
道
府
県
は
公
選
知
事
を
も

つ
普
通
地
方
公
共
団
体
に
生
ま
れ
変
わ

っ
が
。

こ
れ
に
対
し
、
敗
戦
後
も

「
地
方
官
官
制
」
に
準
拠
し
て
い
た
時
期
の
地
方
制

度
は
、
昭
和
戦
前
期
の
継
続
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
秋
田
県
で
は
、
二
十
二

年
五
月
三
日
の

「地
方
自
治
法
」
施
行
後
、
九
月

一
日
ま
で
に
機
構
再
編
を
完

了
し
て
い
る
。
こ
の
間
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
の
地
方
制
度

へ
の
移
行
期
と
見
倣

せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
二
十
二
年
九
月

一
日
ま
で
の
職
務
分
課
を
整
理

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

地
方
官
庁
機
構
は
明
治
後
期
に

一
応
の
完
成
を
見
た
後
、
大
正
期
に
は
社
会

と
政
治
の
変
動

へ
の
対
処
を
迫
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
の

う
ち
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
大
正
期
の
延
長
と
言
え
る
。
し
か
し
、

昭
和
六
年
の
満
州
事
変
か
ら
軍
部
が
台
頭
し
、
十
二
年
の
日
中
戦
争
勃
発
後
は

戦
時
体
制
が
恒
常
化
し
た
。
二
十
年
の
敗
戦
後
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
体
制

一



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

下
で
非
軍
事
化
と
民
主
化
の
時
代
に

一
変
す
る
。
本
稿
で
は
、
政
治
経
済
お
よ

び
社
会
が
わ
ず
か
二
十
年
余
り
で
急
激
に
変
動
し
た
時
期
の
地
方
官
庁
機
構
を

分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
史
料
群
の
出
所
が
外
界
の
著
し
い
状
況
変
化
の
影
響

を
受
け
た
顕
著
な
事
例
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
明

ら
か
に
し
、
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
県
庁
文
書
群
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る

作
業
の
基
礎
と
し
た
い
。

昭
和
戦
前
期
お
よ
び
敗
戦
直
後
の
秋
田
県
庁
の
分
課
の
変
遷
に
言
及
し
た
刊

行
書
は
至

っ
て
数
少
な
く
、
『
秋
田
県
史
』
資
料
明
治
編
上
と

「
秋
田
県
行
政

機
構
総
合

一
覧
」
が
有
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
太
平
洋
戦
争
開

始
前
後
か
ら
戦
中
に
か
け
て
記
載
に
空
白
部
分
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
「
秋
田

県
報
」
を
追
う
こ
と
で
可
能
な
か
ぎ
り
県
庁
機
構
の
変
遷
を
そ
の
職
務
内
容
の

点
検
を
通
じ
て
検
討
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
の

「地
方
自
治
法
」
施
行
を
境
と
し
、
二
章
に
分
け
て
叙
述
し
て
み
た
い
。

一
　

「
地
方
官
官
制
」
の
改
正
と
県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷

県
は
国
家
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
職
務
分
課
は
基
本
的
に
国
家
の
地
方
官
制

お
よ
び
そ
の
職
務
を
規
定
す
る
法
令
等
に
基
づ
い
て
改
編
さ
れ
た
。
「
地
方
官

官
制
」
に
基
づ
く
地
方
制
度
は
明
治
十
九
年

（
一
八
八
六
）
か
ら
昭
和
二
十
二

年
ま
で
続
き
、
そ
の
期
間
を
通
し
て
五
回
の
全
面
改
正
が
実
施
さ
れ
た
。
最
後

の
全
面
改
正
は
大
正
十
五
年

（
一
九
二
六
）
六
月
四
日
で
あ
る
。
以
降
、
昭
和

二
十
二
年
ま
で
府
県
の
機
構
再
編
に
関
わ
る
部
分
改
正
が
数
回
有

っ
た
も
の
の
、

全
面
改
正
は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
。

明
治
後
期
大
正
期
の
職
務
分
課
を
整
理
し
た
前
稿
は
、
「
地
方
官
官
制
」
の

全
面
改
正
を
も
と
に
五
期
に
分
け
て
叙
述
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
は

「
戦

時
体
制
以
前
」
・
「戦
時
体
制
下
」
・
「
占
領
体
制
下
」
の
時
期
区
分
を
設
け
て
叙

述
す
る
方
法
を
採
り
た
い
。
右
の
三
期
で
叙
述
し
た
方
が
、
時
代
の
画
期
を
よ

り
明
確
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
右
の
時
期
区
分
を
設
定
す
る
場
合
、
地
方
官
庁
機
構
に
お
け
る

「戦

時
体
制
下
」
の
開
始
時
点
を
い
つ
と
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
戦
時
体
制
で

は
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
政
治

・
経
済

・
社
会

・
文
化
の
全
分
野
に
わ
た
り
、
戦

争
に
対
応
し
た
国
内
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
昭
和
十
二
年
七

月
七
日
の
日
中
戦
争
勃
発
を
も

っ
て

「戦
時
体
制
下
」
の
開
始
時
点
と
考
え
た

い
。
同
年
九
月
に
戦
時
統
制
三
法
が
公
布
さ
れ
、
次
い
で
十
月
に
は
戦
時
経
済

統
制
の
実
行
機
関
と
し
て
内
閣
に
企
画
院
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
翌
十
三
年
四

月
に
は
、
本
格
的
な
統
制
法
規
で
あ
る

「
国
家
総
動
員
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。

「
地
方
官
官
制
」
も
、
十
二
年
以
降
、
経
済
統
制
や
総
動
員
に
関
わ
る
部
分
改

正
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
地
方
官
庁
機
構
の
戦
時
体
制

へ
の
再
編
は
十
二
年

か
ら
始
ま

っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

よ

っ
て
本
章
で
は
、
大
正
十
五
年
六
月
四
日
以
降
を

「
戦
時
体
制
以
前
」
、

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
降
を

「
戦
時
体
制
下
」
、
同
二
十
年
八
月
十
五
日
以

降
を

「占
領
体
制
下
」
と
し
て
時
期
区
分
を
設
定
し
て
み
た
い
。



１
　
戦
時
体
制
以
前
の
県
の
職
務
分
課

大
正
十
五
年
六
月
四
日
の

「
地
方
官
官
制
」
全
面
改
正
の
後
、
府
県
の
機
構

再
編
に
関
わ
る
部
分
改
正
は
昭
和
十
年

一
月
十
九
日
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
本
節
で
は
、

ａ
大
正
十
五
年
六
月
四
日
以
降
、
ｂ
昭
和
十
年

一
月
十
九
日
部

分
改
正
下
の
二
項
を
設
け
て
叙
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ａ
　
大
正
十
五
年
六
月
四
日
以
降

大
正
十
五
年
六
月
四
日
改
正
の

「
地
方
官
官
制
」
で
は
、
府
県
の
職
員
に
知

事

・
書
記
官

・
地
方
事
務
官

・
地
方
警
視

・
地
方
小
作
官

・
地
方
技
師

・
視
学

・

属

・
警
部

・
小
作
官
補

・
技
手

・
通
訳

・
警
部
補
を
置
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

知
事
は
勅
任
、
書
記
官
以
下
地
方
技
師
ま
で
が
奏
任
、
視
学
以
下
が
判
任
と
さ

れ
た
。
書
記
官
の
定
数
は
東
京
府
で
二
人
、
そ
の
他
の
府
県
で
二
人
と
さ
れ
、

各
部
の
部
長
に
充
て
ら
れ
た
。
府
県
の
機
構
は
知
事
官
房
と
内
務
部

・
学
務
部

・

警
察
部
の
二
部
制
を
基
本
と
し
、
内
務
大
臣
の
須
要
に
よ
り
府
県
を
指
定
し
て

土
木
部
、
産
業
部
、
衛
生
部
を
置
く
こ
と
も
で
き
た
。

こ
の
改
正
に
基
づ
き
、
大
正
十
五
年
六
月
二
十
九
日
に

「秋
田
県
庁
中
処
務

細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
分
課
、
分
掌
、
事
務
代
理
、
処
務
順
序
、
公
文
例
、

文
書
編
纂
、
服
務
、
当
直
の
八
章
編
成
で
、
附
則
と
公
文
例
様
式
が
付
け
ら
れ

た
。
図
１
は
そ
の
分
課
で
あ
る
。

図
１
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
追

っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
大
正
十
五

年
七
月
二
十
六
日
、
内
務
部
に
お
い
て
農
林
課
が
廃
止
さ
れ
、
農
務
課
と
林
務

課
が
新
設
さ
れ
た
。
林
務
課
の
独
立
は
、
林
野
行
政
の
強
化
と
業
務
内
容
の
向

上
を
目
的
と
し
た
も
の
だ

っ
た
。
大
戦
景
気
に
よ
る
濫
伐
で
管
内
の
林
野
の
荒

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

廃
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

そ
し
て
、
昭
和
元
年
十
二

月
二
十
六
日
、
「
秋
田
県
吏

員
職
制
」、
「秋
田
県
吏
員
令
」

お
よ
び

「秋
田
県
吏
員
鈴
衡

規
程
」

が
制
定
さ
れ
た
。

「
府
県
制
」
第
七
五
条
に
基

づ
く
有
給
吏
員
に
関
す
る
規

程
で
あ
る
ｃ
有
給
吏
員
は
府

県
Ｋ
雇
用
さ
れ
、
定
員
を
設

け
ず
必
要
に
応
じ
て
歳
出
予

算
の
範
囲
内
で
任
用
で
き
た
。

こ
れ
以
降
、
秋
田
県
の
有
給

吏
員
制
度
が
確
立
す
る
と
と

も
に
、
「
地
方
官
官
制
」
、
「
地
方
待
遇
職
員
令
」
、
「秋
田
県
吏
員
職
制
」
の
二

種
類
の
規
程
に
基
づ
く
職
員
が
存
在
す
る
形
に
な

っ
た
。

次
に
昭
和
三
年
二
月
九
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
で
府
県
に
地
方

視
学
官

（奏
任
）
が
配
置
さ
れ
た
。
地
方
視
学
官
は
学
務
部
に
所
属
し
、
学
事

の
視
察
ほ
か
の
事
務
を
分
掌
し
た
。
従
前
は
学
務
部
長
の
視
学
官
兼
務
で
あ

っ

た
が
、
専
任
の
地
方
視
学
官
を
置
い
た
こ
と
で
学
校
現
場
の
視
察
が
よ
り
強
化

さ
れ
た
。
社
会
主
義
運
動
の
高
揚
に
対
し
、
文
部
省
が
行
な

っ
た
思
想
問
題
対

策
の

一
環
だ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
同
年
七
月
七
日
に
は
、
警
察
部
に
特
別
高

三
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

等
警
察
課
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
共
産
党
員
を
大
量
検
挙
し
た
三

・
一
五
事
件

を
契
機
に
、
特
別
高
等
警
察
課
の
設
置
が
未
設
置
の
県
に
も
命
じ
ら
れ
た
た
め

で
あ
る
。
当
時
、
秋
田
県
内
で
高
揚
し
た
労
農
運
動
に
と

っ
て
は
深
刻
な
打
撃

に
な

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

昭
和
四
年
七
月

一
日
に
は
、
警
察
部
の
巡
査
指
導
所
が
警
察
練
習
所
に
改
称

さ
れ
た
。
ま
た
八
月

一
日
、
警
察
部
に
健
康
保
険
課
が
新
設
さ
れ
た
。
七
月
二

十

一
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
対
応
し
、
「健
康
保
険
法
」
施
行
に

関
す
る
事
務
を
分
掌
し
て
い
る
。

一
方
、
昭
和
五
年
二
月
四
日
の

「秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
部
分
改
正
で
、

県
令
達
の
種
類
に
条
例
と
規
則
が
新
た
に
加
わ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
前
年
の
地

方
制
度
改
正
に
よ

っ
て
、
従
来
は
自
治
体
と
し
て
機
能
を
欠
い
て
い
た
府
県
に

対
し
、
条
例
と
規
則
の
制
定
権
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
大
正
期
以
来
の

地
方
自
治
権
拡
大
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

翌
昭
和
六
年
九
月
に
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
が
、
地
方
官
庁
機
構

へ
の
直
接

的
な
影
響
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
。
七
年
四
月
十
八
日
に
は
、
知
事
官
房
に
お
い

て
文
書
課
か
ら
統
計
課
が
分
離
独
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
九
月

一
日
、
学
務
部

で
社
会
課
か
ら
社
会
教
育
課
が
分
離
独
立
し
た
。
同
年
、
文
部
省
が
社
会
教
育

振
興
の
た
め
、
市
町
村
に
社
会
教
育
委
員
を
設
置
す
る
施
策
を
道
府
県
に
対
し

て
講
じ
た
こ
と
が
契
機
で
あ
る
。
次
い
で
十
月
六
日
に

「地
方
官
官
制
」
が
部

分
改
正
さ
れ
、
府
県
に
商
業
組
合
監
督
官
お
よ
び
商
業
組
合
監
督
官
補
を
設
け

て
地
方
事
務
官
お
よ
び
属
を
充
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「
商
業
組
合
法
」
施
行

に
関
す
る
事
務
が
分
掌
で
あ
る
。
同
法
は
、
昭
和
恐
慌
下
で
中
小
商
工
業
者
を

四

窮
乏
化
か
ら
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
十
二
月
二
十
二
日
に
は
、
内
務

部
の
農
務
課
と
商
工
水
産
課
が
廃
さ
れ
、
産
業
第

一
課
と
産
業
第
二
課
に
再
編

さ
れ
た
。

ま
た
、
昭
和
八
年
二
月
四
日
の

「秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
部
分
改
正
で
、

法
令
の
解
釈
に
関
す
る
事
項
や
県
令
そ
の
他
令
達
事
項
に
つ
い
て
は
、
課
長
を

経
て
法
令
審
査
会
の
審
査
に
付
す
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
翌
九
年
十
二
月

十
八
日
に
は
、
法
令
審
査
会
に
関
す
る
規
程
を
別
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

法
令
の
解
釈
や
令
達
の
作
成
過
程
が
、
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
段
階
に
進
ん
だ

と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
改
正
で
知
事
官
房
に
官
房
主
事
が
置
か
れ
た
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
内
務
部

関
係
で
は
、
大
正
十
五
年
六
月
二
十
日
に

「秋
田
県
土
工
区
事
務
所
処
務
規
程
」

が
制
定
さ
れ
た
。
十
三
年
に
上
工
区
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
土
木
課
員
の
郡
駐
在

の
形
で
あ

っ
た
が
、
再
び
土
工
区
事
務
所
の
設
置
と
な

っ
た
。
事
務
所
は
管
内

九
箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
年
六
月
二
十

一
日
に
は
、
上
工
区
事
務

所
が
土
木
事
務
所
に
改
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
七
年
六
月
十
七
日
に

「秋
田
県
財

務
出
張
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「秋
田
県
財
務
出
張
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。

財
務
出
張
所
は
内
務
部
庶
務
課
の
主
管
下
で
、
県
税
お
よ
び
税
外
諸
収
入
に
関

す
る
事
務
を
処
理
し
た
。
財
務
出
張
所
の
設
置
に
関
す
る

「地
方
官
官
制
」
の

部
分
改
正
は
無
く
、
秋
田
県
独
自
の
出
先
機
関
だ

っ
た
可
能
性
も
有
る
。
設
置

の
背
景
と
し
て
、
昭
和
恐
慌
や
前
年
の
東
北
冷
害
に
よ
る
県
税
滞
納
者
の
増
加

等
が
考
え
ら
れ
る
。
財
務
出
張
所
も
管
内
九
箇
所
に
設
置
さ
れ
た
。

他
に
土
木
関
係
の
機
関
で
は
、
昭
和
六
年
五
月
二
十
日
、
「
平
沢
港
修
築
事



務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
事
務
所
は
由
利
郡
平
沢
町
に
設
置
さ
れ
た
。

農
業
関
係
の
機
関
で
は
、
大
正
十
五
年
の

「臨
時
農
業
水
利
改
良
事
務
所
規

程
」
お
よ
び

「臨
時
農
業
水
利
改
良
事
務
所
処
務
規
程
」
に
基
づ
き
同
年
四
月

十
七
日
に
斉
内
川
用
水
改
良
事
務
所
が
設
置
さ
れ
て
以
降
、
管
内
各
地
に
用
水

改
良
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
管
内
の
用

水
路
や
溜
池
な
ど
水
源
施
設
の
老
朽
化
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
特
に
昭
和
七
年

度
の
時
局
匡
救
事
業
の
発
足
後
、
用
水
改
良
事
務
所
の
設
置
数
が
増
加
し
た
が
、

本
稿
で
は
繁
雑
を
避
け
る
た
め
記
述
を
省
略
す
る
。

ま
た
、
昭
和
九
年
八
月
十
八
日
に

「秋
田
県
立
青
年
修
錬
農
場
規
程
」
が
制

定
さ
れ
た
。
青
年
修
錬
農
場
は
、
農
民
精
神
の
陶
冶
お
よ
び
農
業
実
地
訓
練
に

よ
る
農
山
漁
村
の
中
堅
人
材
養
成
を
目
的
と
し
た
。
時
局
匡
救
事
業
の

一
環
か

ら
始
ま

っ
た
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
青
年
修

錬
農
場
は
南
秋
田
郡
天
王
村
と
豊
川
村
に
設
置
さ
れ
た
。
九
月
二
十

一
日
に

「
秋
田
県
立
青
年
修
錬
農
場
処
務
規
程
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。　
一
方
、
七
年

十
月
四
日
に
は

「秋
田
県
種
鶏
場
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
種
畜
場
か
ら
種
鶏
場

が
分
離
独
立
し
た
。
前
年
、
東
北
冷
害

へ
の
対
処
と
し
て
有
畜
農
業
を
奨
励
す

る
た
め
、
種
畜
場
に
種
鶏
部
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
種
鶏
場
の
位
置
は
北
秋

田
郡
大
館
町
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
八
年
二
月
二
日
に
は

「秋
田
県
種
畜
場
処

務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
「
秋
田
県
種
畜
場
規
程
」
は
既
に
明
治
四
十
四
年

に
制
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
昭
和
二
年
四
月
八
日
、
水
産
試
験
場
鮭
鱒
人
口
孵
化
場
が
管
内
八

箇
所
に
設
置
さ
れ
た
。
八
年
二
月
二
十
四
日
に
は
農
事
講
習
所
が
蚕
業
講
習
所

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

に
改
称
さ
れ
て
い
る
。

商
工
業
関
係
の
機
関
で
は
、
昭
和
二
年
二
月
二
十

一
日
に
工
業
講
習
所
が
廃

止
さ
れ
た
。
同
年
五
月
三
日
、
工
業
試
験
場
が
商
工
大
臣
の
認
可
を
受
け
設
立

さ
れ
た
。
県
内
主
要
産
業
で
あ
る
醸
造
業
に
前
途
有
望
な
金
属

・
木
材

・
染
織

工
業
等
を
併
せ
、
総
合
試
験
場
を
目
指
し
た
も
の
だ

っ
た
。
工
業
試
験
場
の
醸

造
部
は
秋
田
市
上
中
城
町
、
工
芸
部
は
同
土
手
長
町
の
物
産
館
内
に
置
か
れ
て

い
る
。
四
年
二
月
二
十
六
日
に
は
、
工
業
試
験
場
川
連
分
場
が
設
置
さ
れ
た
。

分
場
は
雄
勝
郡
川
連
村
に
置
か
れ
、
川
連
漆
器
工
芸
の
試
験
を
行
な

っ
た
。
さ

ら
に
六
年
五
月
二
十
二
日
、
「秋
田
県
醸
造
試
験
場
規
程
」
の
制
定
に
よ
り
、

工
業
試
験
場
の
醸
造
部
が
醸
造
試
験
場
と
し
て
分
離
独
立
し
た
。
九
年
五
月
二

十
五
日
に
は
川
連
分
場
が
川
連
漆
器
試
験
場
に
改
称
さ
れ
た
が
、
未
だ
工
業
試

験
場
の
分
場
扱
い
だ

っ
た
。

ま
た
、
昭
和
八
年
二
月
二
十
八
日
に
は
、
「
秋
田
県
物
産
斡
旋
所
規
程
」
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
物
産
斡
旋
所
は
、
県
内
物
産
の
改
善
な
ら
び
販
路
の
拡
張

を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
。
所
長
は
内
務
部
産
業
第

一
課
長
が
兼
務
し
て
い
る
。

物
産
斡
旋
所
は
本
所
と
東
京
販
売
所
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
は
秋
田
市
の
物
産

館
内
、
後
者
は
東
京
市
麹
町
の
丸
ビ
ル
内
に
置
か
れ
た
。
東
京
方
面

へ
の
販
路

拡
張
の
始
ま
り
で
あ
る
。

検
査
所
関
係
で
は
、
昭
和
七
年
二
月
九
日
、
「秋
田
県
藁
工
品
検
査
所
規
程
」

が
制
定
さ
れ
た
。
藁
工
品
検
査
所
は
明
治
四
十
四
年
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
た

が
、
今
回
の
規
程
に
よ
り
穀
物
検
査
所
で
事
務
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
し
て
、
九
年
二
月
十
二
日
、
「
秋
田
県
農
産
物
検
査
所
規
程
」
の
制
定
に
よ

五



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

り
、
穀
物
検
査
所
が
藁
工
品
検
査
所
の
分
掌
を
統
合
し
農
産
物
検
査
所
に
発
展

し
た
。
「
秋
田
県
藁
工
品
検
査
所
規
程
」
は
廃
止
さ
れ
た
。
二
月
二
十
日
に

「秋
田
県
農
産
物
検
査
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
穀
物
お
よ
び
藁
工
品
の

検
査
を
分
掌
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
昭
和
四
年
二
月
二
十
六
日
、
「秋
田
県
木
炭
検
査
所
規
程
」
が
定
め

ら
れ
た
。
木
炭
検
査
所
は
、
木
炭
検
査
お
よ
び
木
炭
生
産
の
改
良
を
分
掌
し
た
。

当
時
、
木
炭
は
市
民
生
活
上
ま
た
軍
需
上
の
重
要
な
燃
料
で
あ

っ
た
。
秋
田
県

で
は
、
大
戦
後
の
不
況
に
伴
い
山
村
振
興
対
策
と
し
て
製
炭
業
が
重
視
さ
れ
、

昭
和
に
入
り
県
産
木
炭
製
品
の
市
場
声
価
を
高
め
る
に
至

っ
た
。
木
炭
検
査
所

の
設
置
は
、
製
品
の
さ
ら
な
る
品
質
向
上
と
統

一
を
目
的
と
し
た
。

学
務
部
関
係
で
は
、
昭
和
九
年
九
月
十

一
日
に

「秋
田
県
国
民
精
神
文
化
講

習
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
講
習
所
は
学
務
部
内
に
置
か
れ
、
小
学
校
、
実

業
補
修
学
校
、
中
等
学
校
の
教
職
員
、
青
少
年
団
の
指
導
者
そ
の
他
教
育
関
係

者
を
対
象
に
し
た
講
習
を
行
な

っ
た
。
日
本
精
神
に
関
す
る
研
究
的
講
習
と
思

想
問
題
教
育
が
目
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
年
六
月

一
日
に
は
文
部
省
に
思
想
局
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
講
習
所
の
設
置
は
教
育
関
係
者
の
赤
化
防
止
お
よ
び
思
想

統
制
の

一
環
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に
大
正
十
三
年
に
農
事
試
験
場
内

に
開
設
さ
れ
た
実
業
補
修
学
校
教
員
養
成
所
は
、
昭
和
十
年
四
月
九
日
、
青
年

学
校
教
員
養
成
所
に
改
称
さ
れ
た
。
同
年
、
青
年
学
校
制
度
が
発
足
し
、
実
業

補
修
学
校
と
青
年
訓
練
所
を
合
わ
せ
青
年
学
校
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
九
年
十

月
九
日
に
は
、
陶
育
院
が
千
秋
学
園
と
改
称
さ
れ
た
。

警
察
部
の
衛
生
関
係
で
は
、
大
正
十
五
年
十
月
十
六
日
、
衛
生
試
験
所
が
平

エハ

（
錦
）

鹿
郡
横
手
町
に
設
置
さ
れ
た
。
雄
勝

・
平
鹿

ｏ
仙
北
三
郡
の
細
菌
検
査
、
衛
生

試
験
、
物
品
消
毒
、
寄
生
虫
検
査
な
ら
び
に
駆
除
等
の
業
務
に
あ
た

っ
た
。
ま

た
、
昭
和
八
年
七
月
二
十

一
日
に
県
立
能
代
新
柳
病
院
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

翌
九
年
九
月
二
十
五
日
に
は

「健
康
相
談
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
健
康
相

談
所
は
、
貧
窮
者
を
対
象
に
結
核
予
防
や
治
療
に
関
す
る
指
導
相
談
を
行
な

っ

た
。

ｂ
　
昭
和
十
年

一
月
十
九
日
部
分
改
正
下

昭
和
十
年

一
月
十
九
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
が
実
施
さ
れ
た
。

府
県
の
職
員
構
成
は
書
記
官
以
下
変
化
な
い
が
、
書
記
官
の
定
数
が
東
京
府
で

二
人
か
ら
二
人
、
そ
の
他
の
府
県
で
二
人
か
ら
四
人
に
増
員
さ
れ
た
。

府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房
と
総
務
部

・
学
務
部

・
経
済
部

・
警
察
部
の
四

部
制
を
基
本
と
し
た
。
従
前
の
内
務
部
は
総
務
部
と
経
済
部
に
分
離
し
て
い
る
。

ま
た
、
内
務
大
臣
が
須
要
に
よ
り
府
県
を
指
定
し
て
置
け
る
部
は
土
本
部
と
衛

生
部
に
な

っ
た
。

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
よ
る
府
県
機
構
の
再
編
に
対
応
し
、
昭
和
十

年
二
月
六
日
、
「
秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
も
部
分
改
正
さ
れ
た
。
全
八
章
編

成
に
変
化
は
無
く
、
第

一
章
分
課
と
第
二
章
分
掌
を
主
と
し
た
改
正
で
あ
る
。

分
課
は
図
２
の
形
に
な

っ
た
。

「地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
で
、
知
事
官
房
か
ら
総
務
部
に
職
員
の
進
退

賞
罰
の
分
掌
が
移
管
さ
れ
た
た
め
、
総
務
部
に
人
事
課
が
設
け
ら
れ
た
。
明
治

以
来
の
秋
田
県
の
職
務
分
課
で
、
初
め
て
人
事
専
門
の
課
が
登
場
し
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
総
務
部
調
査
課
は
従
前
の
知
事
官
房
統
計
課
か
ら
分
掌
を
移
管
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「丁輛
耕 林 土商 農 経
地 務 木 工 務 済
課 課 課 水 課 更

産  生
課  課

学務部―｛‐‐‐‐

さ
れ
た
。
経
済
部
経
済
更
生
課
は
、
従
前
の
内
務
部
産
業
第

一
課
の
農
業
関
係

を
も
と
に
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
に
関
す
る
分
掌
を
加
え
て
い
る
。
同
部
農

務
課
は
、
従
前
の
内
務
部
産
業
第
二
課
か
ら
農
畜
蚕
業
関
係
を
移
管
さ
れ
た
。

―
―
上
――
螂髪

ま
た
、
同
部
商
工
水
産

課
は
内
務
部
産
業
第

一

課
よ
り
商
工
業
関
係
、

産
業
第
二
課
よ
り
水
産

関
係
を
移
管
さ
れ
て
い

る
。
学
務
部
お
よ
び
警

察
部
の
分
課
に
は
全
く

改
編
が
無
い
。

図
２
以
降
の
本
庁
職

務
分
課
の
変
遷
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
ま

ず
、
昭
和
十
年
五
月
三

十

一
日
、
警
察
部
に
警

察
部
長
書
記
室
が
新
設

さ
れ
た
。
各
種
議
員
選

挙
法
令
の
施
行
や

一
般

政
治
そ
の
他
の
情
勢
、

警
察
機
密
に
関
す
る
事

項
を
扱

っ
た
。
ま
た
、

経
済
部

‐

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

高
等
警
察
課
が
廃
止
さ
れ
、
分
掌
を
保
安
課
お
よ
び
特
別
高
等
警
察
課
に
引
き

継
い
だ
。
次
い
で
、
八
月
二
日
に

「警
察
監
察
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
警
察
部

に
監
察
員
を
置
く
こ
と
と
な

っ
た
。
監
察
員
に
は
警
察
練
習
所
長
が
充
て
ら
れ

て
い
る
。
警
察
事
務
の
監
察
が

一
段
と
強
化
さ
れ
た
。
十
月

一
日
に
は

「
庁
中

事
務
代
決
規
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。
部
長
、
官
房
長
な
ら
び
に
課
長
の
代
決
事

項
が
、
各
課
の
分
掌
ご
と
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
大
正
十

一
年
に

「各

部
署
各
課
長
代
決
事
項
」
が
廃
止
さ
れ
て
以
来
の
復
活
だ

っ
た
。
以
降
、
「
庁

中
事
務
代
決
規
程
」
は
職
務
分
課
の
変
遷
に
対
応
し
て
幾
度
も
改
正
を
繰
り
返

す
。そ

し
て
、
昭
和
十

一
年
八
月
二
十
九
日
に

「庁
府
県
臨
時
職
員
設
置
制
」
が

公
布
さ
れ
た
。
明
治
二
十
九
年
以
来
、
東
京
府
小
笠
原
諸
島
の
水
産
や
北
海
道

庁
の
拓
殖
な
ど
地
方
固
有
の
事
務
に
関
し
て
は
、
「‐地
方
官
官
制
」
の
規
定
に

よ
ら
ず
随
時
に
勅
令
を
発
し
職
員
を
配
置
し
て
い
た
。
「
庁
府
県
臨
時
職
員
設

置
制
」
は
そ
れ
ら
を

一
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
、
秋
田
県
を
含

む
東
北
各
県
に
、
出
稼
ぎ
者
の
保
護
奨
励
に
専
任
す
る
属
が

一
人
ず

つ
配
置
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
降
の
秋
田
県
は

「地
方
官
官
制
」
、
「
庁
府
県
臨
時
職
員

設
置
制
」
、
「地
方
待
遇
職
員
令
」
、
「秋
田
県
吏
員
職
制
」
の
四
種
類
の
規
程
に

基
づ
く
職
員
が
存
在
す
る
形
に
な

っ
た
。
や
が
て
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
、

「
庁
府
県
臨
時
職
員
設
置
制
」
は

「
国
家
総
動
員
法
」
に
基
づ
く
諸
勅
令
を
実

行
す
る
職
員
の
臨
時
配
置
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
総
務
部
関

係
で
は
、
昭
和
十

一
年
七
月
十
四
日
に

「秋
田
県
自
治
講
習
所
規
程
」
お
よ
び

ヒ

人
事
課

庶
務
課

地
方
課

会
計
課

調
査
課

学
務
課

社
会
教
育
課

社
寺
兵
事
課

社
会
課

警
務
課

保
安
課

高
等
警
察
課

特
別
高
等
警
察
課

刑
事
課

工
場
課

健
康
保
険
課

衛
生
課

警
察
練
習
所



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

「秋
田
県
自
治
講
習
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
自
治
講
習
所
は
県

庁
内
に
置
か
れ
、
市
町
村
吏
員
の
養
成
お
よ
び
訓
練
を
目
的
と
し
た
。
所
長
は

総
務
部
長
、
主
事
は
同
部
地
方
課
長
が
兼
務
し
た
。

学
務
部
関
係
で
は
、
昭
和
十

一
年
三
月
二
十

一
日
、
「
県
立
青
年
学
校
教
員

養
成
所
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。

経
済
部
関
係
で
は
、
昭
和
十

一
年
二
月
十
三
日
、
上
木
事
務
所
の
管
轄
区
域

が

一
部
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
年
十

一
月
二
十
二
日
に

「中
小
河
川
改
良
事

務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
夕
。
秋
田
県
で
は
、
前
年
度
よ
り
直
轄
河
川
改

修
計
画
と
し
て
第
二
次
治
水
計
画
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
子
吉
川
改
良
事
務
所

と
長
木
川
改
良
事
務
所
の
設
置
以
降
、
各
地
に
河
川
改
良
事
務
所
が
設
置
さ
れ

る
が
、
こ
れ
も
繁
雑
に
な
る
た
め
本
稿
で
は
記
述
を
省
略
す
る
。

ま
た
、
昭
和
十

一
年
十
月
六
日
に

「
県
営
集
団
農
耕
地
開
発
事
務
所
処
務
規

程
」
お
よ
び

「
県
営
集
団
農
耕
地
開
発
事
務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
時
局

匡
救
事
業
の

一
環
と
し
て
の
県
営
開
墾
事
業
で
あ

っ
た
。
同
月
九
日
、
県
営
大

野
台
集
団
農
耕
地
開
発
事
務
所
が
北
秋
田
郡
米
内
沢
町
に
、
県
営
潟
西
集
団
農

耕
地
開
発
事
務
所
が
南
秋
田
郡
潟
西
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る‐
。　
一
方
、
十

一
年

二
月
二
十

一
日
、
「
秋
田
県
川
連
漆
器
試
験
場
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
川
連
漆

器
試
験
場
が
工
業
試
験
場
か
ら
分
離
独
立
し
か
。
さ
ら
に
、
十
二
年
四
月
十
三

日
に

「
秋
田
県
工
業
試
験
場
規
程
」
が
廃
止
さ
れ
、
「秋
田
県
物
産
館
規
程
」

の
改
正
に
よ
り
工
業
試
験
場
の
機
能
が
物
産
館
に
吸
収
さ
れ
る
に
至
純
。
醸
造

部
と
川
連
漆
器
試
験
場
の
独
立
に
よ
り
、
工
業
試
験
場
に
は
工
芸
部
の
み
が
残

っ

て
い
た
。
ま
た
、
十

一
年
三
月
二
十

一
日
に

「秋
田
県
工
業
相
談
所
規
程
」
が

制
定
さ
れ
て
い
知
。
工
業
相
談
所
は
県
内
各
種
工
業
の
発
達
助
成
の
た
め
、
各

般
の
相
談
な
ら
び
に
調
査
、
研
究
、
試
験
、
設
計
、
製
図
等
の
依
頼
に
応
じ
た
。

工
業
相
談
所
は
、
四
月
四
日
に
物
産
館
内
に
設
置
さ
れ
た
。
十
月
十
六
日
、

（晰
）

「
秋
田
県
工
業
相
談
所
業
務
規
程
」
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
十
二
年

四
月
九
日
、
「
秋
田
県
工
業
指
導
所
規
程
」
お
よ
び

「
秋
田
県
工
業
指
導
所
業

（鵬
）　　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
（岬
）

務
規
程
」
の
制
定
に
よ
り
、
工
業
相
談
所
が
工
業
指
導
所
に
改
称
さ
れ
た
。
工

業
指
導
所
は
、
県
内
の
木

・
機
械

・
精
密
機
械

・
科
学
工
業
の
指
導
や
技
術
員

の
養
成
訓
練
を
行
な

っ
た
。　
一
方
、
二
月
三
十

一
日
、
「秋
田
県
物
産
斡
旋
所

規
程
」
の
全
面
改
正
と
と
も
に

「秋
田
県
物
産
斡
旋
所
業
務
規
程
」
が
制
定
さ

れ
た
。
同
日
、
物
産
斡
旋
所
は
全
て
東
京
市
麹
町
の
丸
ビ
ル
内
に
移
転
と
な

っ

（‐１‐
）

た
。学

務
部
関
係

で
は
、
昭
和
十

一
年
二
月
二
十

一
日
、
「
県
立
青
年
学
校
教
員

・
‐‐２
）

養
成
所
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。

警
察
部
の
衛
生
関
係
で
は
、
昭
和
十
年
七
月
三
十
日
、
「健
康
相
談
所
規
程
」

に
基
づ
き
、
県
立
道
川
健
康
相
談
所
が
由
利
郡
道
川
村
に
設
置
さ
れ
た
。
翌
十

一
年
五
月

一
日
に
は
県
立
大
館
健
康
相
談
所
が
北
秋
田
郡
大
館
町
に
、
県
立
横

一
‐１．
）

手
健
康
相
談
所
が
平
鹿
郡
横
手
町
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十

一
月
四
日
、

「
秋
田
県
健
康
保
険
相
談
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
政
府
の
管
掌
す
る
健
康

保
険
の
被
保
険
者
の
健
康
保
持
を
目
的
と
し
た
。

２
　
戦
時
体
制
下
の
県
の
職
務
分
課

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
の
日
中
戦
争
勃
発
後
、
府
県
の
機
構
再
編
に
関
わ
る

「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
は
三
回
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
十
七



・昴
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（＝
）　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
（鵬
）

年
十

一
月

一
日
、
昭
和
十
八
年
十

一
月

一
日
、
昭
和
十
九
年
七
月
八
日
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
十
八
年
の
部
分
改
正
は
、
秋
田
県
の
機
構
再
編
に
全
く
影
響
を
及
ば

し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
節
は
、

ａ
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
降
、
ｂ
昭
和
十

七
年
十

一
月

一
日
部
分
改
正
ド
、

ｃ
昭
和
十
九
年
七
月
八
日
部
分
改
正
下
の
三

項
に
分
け
て
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
地
方
官
官
制
」
お
よ
び

「
秋
田
県

庁
中
処
務
細
則
」
の
改
正
過
程
か
ら
、
地
方
官
庁
機
構
の
戦
時
体
制
化
が
明
ら

か
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ａ
　
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
降

昭
和
十
七
年
十

一
月

一
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
ま
で
に
、
機
構
再

編
に
関
わ
る

「秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
の
部
分
改
正
は
三
回
実
施
さ
れ
て
い

（中
）　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
（印
）

る
。
①
昭
和
十
五
年

一
月
十
二
日
、
②
昭
和
十
六
年
二
月
二
日
、
③
昭
和
十
七

（
‐２‐
）

年
七
月

一
日
で
あ
る
。

最
初
に
、
①
以
前
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
整
理
し
て
み
た
い
。
昭
和
十

二
年
九
月
十
日
、
「
輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
法
」
公
布
に
よ
り
戦
時
経
済
統
制

が
開
始
さ
れ
た
。
翌
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
、
各
府
県
に
貿
易
組

合
監
督
官
お
よ
び
貿
易
組
合
監
督
官
補
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
事
務
官
と
属

（
‐２２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

‐２３
）

を
充
て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
「
貿
易
組
合
法
」
施
行
に
関
す
る
事
務
を
分

掌
し
た
が
、
同
法
は
貿
易
組
合
を
国
家
統
制
の
下
部
機
関
化
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
中
戦
争
の
拡
大
す
る
中
、
十
月
十
五
日
、
初

（
‐２４
）

め
て
防
空
に
関
す
る
事
務
が
、
警
察
部
警
務
課
の
分
掌
に
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら

に
十

一
月
九
日
に
は
、
「
昭
和
十
二
年
度
秋
田
県
防
空
訓
練
統
監
部
規
程
」
が

（郎
）

制
定
さ
れ
る
。
防
空
訓
練
統
監
部
は
県
庁
内

に
置
か
れ
、
知
事
を
も

っ
て
統
監

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

と
し
た
。
組
織
機
構
と
し
て
庶
務
部

（予
算

・
経
埋

・
県
庁
防
衛
の
三
係
）
、

教
育
部

（普
通

・
教
育
の
二
係
）、
工
営
部

（工
営
の

一
係
）
、
警
防
部

（防
衛

・

防
毒
救
護

・
保
安

・
特
高

・
防
犯
の
五
係
）
が
設
け
ら
れ
た
。
宮
中
で
は
同
月

二
十
日
に
大
本
営
が
置
か
れ
て
お
り
、
戦
争
の
本
格
化
し
た
状
況
を
窺
え
る
。

翌
十
二
年
二
月

一
日
、
「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
、
各
府
県
に
産
業
組
合

監
督
官
を
置
き
、
地
方
事
務
官
ま
た
は
地
方
技
師
を
充
て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

（四
）

た
。
大
半
を
農
村
組
合
で
占
め
る
産
業
組
合
は
、
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
の

中
心
と
さ
れ
た
。
十
三
年
に
は
、
第
二
次
産
業
組
合
拡
充
三
カ
年
計
画
が
開
始

（晰
一

さ

れ

て

い
る
。

昭
和
十
三
年
五
月

一
日
、
「
国
家
総
動
員
法
」
が
施
行
さ
れ
る
と
、
戦
時
体

制

へ
の
編
成
替
え
が
急
速
に
進
ん
だ
。
ま
ず
、
六
月
七
日
、
学
務
部
に
お
い
て

社
会
課
か
ら
職
業
課
が
分
離
独
立
し
た
。
職
業
課
は
、
職
業
紹
介
、
労
務
需
給

調
整
、
職
業
指
導
な
ら
び
補
導
な
ど
を
分
掌
し
た
。
社
会
課
に
は
、
社
会
福
祉

的
な
分
掌
が
残
さ
れ
た
。
次
い
で
、
七
月
六
日
、
警
察
部
に
お
い
て
工
場
課
が

（硼
）

廃
止
さ
れ
、
「
工
場
法
」
施
行
に
関
す
る
事
務
を
保
安
課
に
移
管
し
て
い
る
。

大
正
十
五
年
に
誕
生
し
た
工
場
課
の
名
称
は
、
戦
時
体
制

へ
の
移
行
と
と
も
に

消
滅
し
た
。
そ
し
て
、
同
月
二
十
日
に

「秋
田
県
国
民
精
神
総
動
員
実
行
部
規

程
」
が
制
定
さ
れ
る
。
実
行
部
の
部
長
は
総
務
部
長
、
副
部
長
二
名
は
学
務
部

長
と
経
済
部
長
が
充
て
ら
れ
た
。
前
年
八
月
十
四
日
、
政
府
は

「
国
民
精
神
総

動
員
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
戦
争
遂
行
の
た
め
挙
国

一
致

・
尽
忠
報
国

・
堅
忍

持
久
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
国
民
精
神
総
動
員
運
動

（精
動
運
動
）
を
開
始
し

（蜘
）

て
い
た
。
実
行
部
は
、
秋
田
県
内

に
お
け
る
精
動
運
動
推
進

の
中
心

に
な

っ
た



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
翌
十
四
年
四
月
二
十
七

日
、
「
秋
田
県
臨
時
国
勢
調

（殴
）

査
部
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
月
二
十
八
日
に
は
、
学
務
部
職
業
課
の
分
掌

に
、
国
民
職
業
能
力
の
登
録
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。　
一
月
七
日
の

「
地
方
官
官

制
」
部
分
改
正
で
、
「
国
家
総
動
員
法
」
関
係
勅
令
の

「
国
民
職
業
能
力
申
告

令
」
が
学
務
部
の
分
掌
に
入

っ
た
た
め
で
あ
る
。
十
四
年
末
以
降
、
こ
の
他
に

も
総
動
員
関
係
勅
令
が
次
々
と
公
布
さ
れ
、
「地
方
官
官
制
」
の
改
正
に
よ
り

へ断
）

府
県
の
学
務
部
ま
た
は
警
察
部
の
分
掌
に
反
映
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
昭
和
十
四
年
五
月
二
十
三
日
に

一‐臨
時
震
災
復
興
建
築
部
規
程
」
が

制
定
さ
れ
た
。
同
月

一
日
、
男
鹿
半
島
で
烈
震
が
あ
り
民
家
や
交
通
網
に
甚
大

（Ｈ
）

な
被
害
が
出
た
。
臨
時
震
災
復
興
建
築
部
は
知
事
の
監
督
下
に
属
し
、
経
済
部

長
を
部
長
に
充
て
て
、
庶
務

・
資
材

・
労
力

・
建
築

・
運
輸
の
五
係
で
編
成
さ

れ
た
。
復
興
事
業
の
緊
急
性
が
窺
え
る
。

昭
和
十
四
年
十
月
十

一
日
、
一
地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
、
各
府
県
に
青

年
教
育
官
を
置
き
地
方
事
務
官
を
も

っ
て
充
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
青
年
教
育

官
は
学
務
部
に
所
属
し
、
青
年
学
校
教
育
そ
の
他
社
会
教
育
に
関
す
る
視
察
指

導
等
を
分
掌
し
た
。
同
年
四
月
に
青
年
学
校
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
体

（圏
）

制
下
で
、
近
代
的
な
兵
力
と
有
能
な
労
働
力
の
養
成
を
目
指
し
た
も
の
だ

っ
た
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
学
務
部

の
職
業
関
係
で
は
、
昭
和
十
三
年
七
月
十
六
日
、
「職
業
紹
介
所
出
張
所
処
務

（
‐４０
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

‐４‐
）

規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
年
の

「職
業
紹
介
所
官
制
」
に
よ
り
、
職
業
紹
介

所
が
国
営
と
な
り
、
従
来
の
失
業
救
済
機
関
か
ら
軍
需
産
業

へ
の
労
働
力
供
給

（Ｅ
）

機
関
に
再
編
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
市
町
村
で
設
置
し
て
い
た
職
業
紹
介
所
が
府

一
一一一）

県
知
事
の
指
揮
監
督
下
に
入
る
と
と
も
に
、
府
県
知
事
に
出
張
所
設
置
の
権
限

も
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
翌
十
四
年
六
月
二
十
九
日
に
は

「秋
田
県
傷
疾
軍
人

職
業
教
育
所
規
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。
職
業
教
育
所
は
秋
田
市
の
千
秋
公
園
内

に
設
け
ら
れ
、
所
長
に
学
務
部
社
会
課
長
が
充
て
ら
れ
た
。
戦
争
の
長
期
化
は

傷
庚
軍
人
の
数
を
増
加
さ
せ
、
復
員
後
の
社
会
福
祉
的
授
産
施
設
を
必
要
と
し

た
。
職
業
教
育
所
で
は
、
園
芸

・
工
芸

・
製
図

・
珠
算

・
簿
記
な
ど
の
科
目
が

教
授
さ
れ
て
い
る
。

経
済
部
関
係
で
は
、
昭
和
十
二
年
二
月
二
十
六
日
に

「‐道
路
工
夫
規
程
」
が

制
定
さ
れ
、
道
路
工
夫
を
上
木
事
務
所
の
所
属
と
し
た
。
翌
十
三
年
二
月
二
十

一
小
）

二
日
に
は

「船
川
港
務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
船
川
港
務
所
は
南
秋

田
郡
船
川
港
町
に
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
月
二
十

一
日
付
け
で
、
船
川
灯
台

（出
・

な
ら
び
に
船
川
防
波
堤
が
秋
田
県
か
ら
逓
信
省
に
所
管
替
え
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
、
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、
秋
田
運
河
工
営
事
務
所
が
秋
田
市
牛
島
町

に
設
置
さ
れ
た
。
雄
物
川
の
改
修
は
、
秋
田
市
お
よ
び
周
辺
の
水
害
除
去
と
河

口
改
良
を
目
的
と
し
大
正
六
年
に
着
工
さ
れ
た
。
翌
十
三
年
四
月
に
新
屋
放
水

（印
）

路
を
爆
破
導
水
し
、
五
月
に
運
河
が
起
工
し
て
い
る
。

農
業
関
係
の
機
関
で
は
、
昭
和
十
二
年
九
月
二
十
四
日
、
「
県
営
天
王
村
外

一
箇
町
干
拓
事
務
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「
県
営
天
王
村
外

一
箇
町
千
拓
事
務

一
‐５２
）

所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
干
拓
事
務
所
は
南
秋
田
郡
天
王
村
に
設
置
さ
れ
、

ヽ
■
）

天
王
村
お
よ
び
大
久
保
町
を
用
務
区
域
と
し
た
。
翌
十
三
年
四
月
二
十
八
日
、

（取
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（断
・

「
田
沢
疎
水
開
墾
事
務
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「
田
沢
疎
水
開
墾
事
務
所
規
程
」

（脇
）

が
制
定
さ
れ
る
。
開
墾
事
務
所
は
仙
北
郡
角
館
町
に
設
置
さ
れ
た
。
開
墾
事
業



は
、
玉
川
の
酸
性
毒
水
を
田
沢
湖
に
流
し
込
み
、
毒
性
を
薄
め
た
河
水
を
灌
漑

（Ⅲ
）

用
水
化
す
る
計
画
で
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
十
四
年
四
月
四
日
に
は
、
玉
川
鉱

（鵬
）

水
除
外
事
務
所
が
仙
北
郡
角
館
町
に
設
置
さ
れ
た
。
田
沢
疎
水
開
墾
と
は
ま
た

（印
）

別
事
業
で
あ
る
。　
一
方
、
十
三
年
二
月

一
日
に

「臨
時
農
業
水
利
改
良
事
務
所

規
程
」
が
改
正
さ
れ
、
用
排
水
路
幹
線
改
良
事
業
に
加
え
て
暗
渠
排
水
改
良
事

業
も
規
程
の
対
象
に
入

っ
た
。
十
四
年
八
月
十
九
日
に
は

「
男
鹿
地
方
震
災
復

興
耕
地
課
出
張
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
耕
地
課
の
出
張
所
が
南
秋
田
郡
船
越

（
‐６‐

）

村
に
設
置
さ
れ
た
。

蚕
業
関
係
の
機
関
で
は
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
二
十

一
日
、
「
秋
田
県
繭
検

定
所
規
程
」
制
定
に
よ
り
県
庁
内
に
繭
検
定
所
が
置
か
れ
て
い
る
。
前
年
か
ら
、

政
府
が
繭
検
定
施
設
の
普
及
と
検
定
事
業
の
統

一
を
全
国
的
に
推
進
し
て
い
た

（鵬
）

こ
と
に
よ
る
。
十
二
年
六
月
二
十
八
日
に
は

「秋
田
県
繭
検
定
所
処
務
規
程
」

（‐６．‐
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（断
）

の
制
定
と
と
も
に
、
検
定
所
が
南
秋
田
郡
寺
内
町
に
移
さ
れ
た
。
翌
十
四
年
二

月
二
十
日
に
は

「秋
田
県
立
蚕
業
講
習
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「秋
田
県
立
蚕

（
‐６６

）

業
講
習
所
規
程
」
が
廃
止
さ
れ
た
。
蚕
業
講
習
所
の
廃
止
後
、
「
蚕
業
練
習
生

（耐
）

規
程
」
に
よ
り
、
技
術
員
の
養
成
は
蚕
業
試
験
場
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

商
工
業
関
係
の
機
関
で
は
、
昭
和
十
二
年
十
一
一月
二
日
に

「秋
田
県
中
央
商

（岬
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（贈
一

工
相
談
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
相
談
所
は
物
産
館
内
に
置
か
れ
、
物
資
需

給
調
整
に
伴
う
県
内
産
業
の
維
持
お
よ
び
転
換
を
分
掌
し
た
。
戦
時
経
済
統
制

下
の
配
給
制

・
切
符
制
に
よ
っ
て
中
小
商
工
業
者
の
転
廃
業
が
増
加
し
、
軍
需

品

・
代
用
品
工
業

へ
の
転
換
指
導
が
必
要
と
な

っ
た
た
め
で
あ
る
。　
一
方
、
十

四
年
九
月
二
十

一
日
、
「秋
田
県
物
産
清
津
斡
旋
所
規
程
」
お
よ
び

「
秋
田
県

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

物
産
清
津
斡
旋
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
日
本
植
民
地
下
の
成
鏡
北
道
清

津
府
相
生
町

（現

・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
清
津
市
）
に
物
産
斡
旋
所
が

設
け
ら
れ
た
。
清
津
は
満
州
国
と
の
国
境
に
近
い
港
湾
都
市
で
あ
り
、
物
産
斡

旋
所
は
満
州
方
面

へ
の
県
内
物
産
の
販
売
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

検
査
所
関
係
で
は
、
昭
和
十
二
年
十

一
月
十
日
に

「秋
田
県
水
産
製
品
検
査

（配
）

所
規
程
」
制
定
に
よ
り
、
水
産
製
品
検
査
所
が
水
産
試
験
場
内
に
設
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
十
二
年
十

一
月
二
十
四
日
、
本
炭
検
査
所
の
支
所
が
増
置
さ
れ
て
い
る
。

十
二
年
五
月
二
十

一
日
に
は
、
農
産
物
検
査
所
の
支
所
の
管
轄
区
域
が

一
部
改

正
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
四
年
十

一
月

一
日
に

「秋
田
県
用
材
検
査
所
処
務
規
程
」

（応
）

が
制
定
さ
れ
た
。
用
材
検
査
所
は
県
庁
内
に
置
か
れ
、
管
内
に
四
支
所
を
設
け

た
。
戦
争
に
よ
り
軍
需
供
給
用
材
が
加
速
度
的
に
増
加
し
、
同
年
、
政
府
が
各

府
県
に
用
材
の
規
格
統
制
と
検
査
施
設
整
備
を
命
じ
た
た
め
で
あ
る
。

警
察
部
の
衛
生
関
係
で
は
、
昭
和
十
二
年
十
月
十
二
日
、
「秋
田
県
立
診
療

所
規
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。
医
療
困
難
な
山
村
僻
地

へ
の
医
療
普
及
が
目
的
で

あ

っ
た
。
十

一
月
六
日
、
管
内
五
箇
所
に
診
療
所
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
‐８０
）

十
三
年
二
月
三
日
に
は

「秋
田
県
立
教
員
保
養
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
小

学
校
教
員
の
保
健
上
必
要
有
り
と
認
め
ら
れ
る
者
を
保
養
の
対
象
に
し
た
。
教

（皿
）

員
保
養
所
は
由
利
郡
道
川
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
翌
十
四
年
八
月
二
十

一
日

一般
）

に
は
、
「
保
健
所
法
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
館
保
健
所
が
北
秋
田
郡
大
館
町

に
設
置
さ
れ
た
。
県
内
最
初
の
保
健
所
で
あ
る
。

そ
の
他
、
昭
和
十
三
年
十
月

一
日
に
秋
田
地
方
測
候
所
が
文
部
省
に
移
管
さ

（閣
）

れ
、
中
央
気
象
台
秋
田
測
候
所
と
改
称
し
た
。

三



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

さ
て
、
①
の
部
分
改
正
は
、
昭
和
十
五
年

一
月
十
二
日
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

十
年
の
部
分
改
正
時
と
同
様
、
第

一
章
分
課
と
第
二
章
分
掌
の
改
正
で
あ

っ
た
。

分
課
は
図
３
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
知
事
官
房
と
四
部
制
の
枠
は
従
前
と
変
ら

な
い
が
、
課
の
下
に
新
た
に
係
が
設
け
ら
れ
た
。
係
の
設
置
は
、
明
治
四
十
年

七
月
十
五
日
の
廃
止
以
来
、
三
二
年
ぶ
り
で
あ
る
。
課
の
分
掌
は
各
係
に
細
分

化
さ
れ
、
内
容
も
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
。

「
国
家
総
動
員
法
」

の
施
行
後
、
関
係
勅
令
が
次
々
と
公
布
さ
れ
、
随
時

「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
に
よ
り
学
務
部
や
警
察
部
の
分
掌
に
反
映
さ
れ

て
い
っ
た
。
「
地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改
正
は
無
か

っ
た
が
、
総
動

員
関
係
の
分
掌
の
増
加
か
ら
、
秋
田
県
で
は
昭
和
十
五
年
の
時
点
で
係
設
置
を

必
要
と
判
断
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、　
一
部
の
課
や
係
の
名
称
に
、

「
経
済
統
制
課
」
や

「
軍
事
援
護
係
」
な
ど
戦
時
色
が
反
映
さ
れ
て
く
る
の
も

こ
の
時
期
以
降
の
特
徴
で
あ
る
。

課
や
係
の
分
掌
内
容
を

一
部
紹
介
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
学
務
部
職
業
課
の

分
掌
は
、
国
民
職
業
能
力
登
録
や
国
民
徴
用
な
ど
動
員
事
務
の
遂
行
を
主
と
し

て
い
る
。
課
の
目
的
が
、
設
置
当
初
の
失
業
者
救
済
か
ら
軍
需
産
業
動
員
に
大

き
く
変
化
し
た
。
経
済
部
林
務
課
の
各
係
の
分
掌
は
充
実
し
て
お
り
、
林
産
資

源
の
軍
需
利
用
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
。
警
察
部
保
安
課
に
は
工
場
係
が
置
か

れ
て
い
る
が
、
そ
の
分
掌
か
ら

「
工
場
法
」
お
よ
び

「
工
業
労
働
者
最
低
年
齢

法
」
施
行
に
関
す
る
事
務
は
全
く
消
え
て
い
る
。
分
掌
の
中
心
は
工
場
の
監
督

指
導
と
管
理
で
あ

っ
た
。
同
部
の
経
済
保
安
課
は
、
経
済
統
制
下
で
の
物
資
食

糧
の
闇
取
引
な
ど
市
場
犯
罪
の
取
締
ま
り
を
目
的
と
し
た
。
ま
た
、
特
別
高
等

知
事
官
房

董            径          学      総

罰            編          繁      峯
剛#用 口「+丁目「♯¬

「
|¬ 占
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警
察
課
の
第

一
係
は
都
市
労
働
者
や
新
聞
雑
誌
、
第
二
係
は
農
民
団
体
や
小
作

を
対
象
に
し
て
い
る
。

で
は
、
図
３
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
昭
和
十

五
年
六
月

一
日
に
、
「
秋
田
県
国
民
精
神
総
動
員
令
執
行
部
規
程
」
が
廃
止
さ

れ
鰤
。
そ
し
て
同
月
十
三
日
、
総
務
部
地
方
課
に
庶
務

・
地
方

・
精
動
の
三
係

が
新
設
さ
れ
紳
。
精
動
係
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
実
行
を
担
当
し
た
。
国

民
精
神
総
動
員
令
執
行
部
に
替
り
、
常
置
の
精
動
係
が
設
置
さ
れ
た
形
に
な
る
。

（
‐８８
）

ま
た
同
日
、
「
秋
田
県
臨
時
国
勢
調
査
部
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
次
い
で
、

十

一
月
十
六
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
、
地
方
教
学
官
が
各
府
県
を

通
し
て
七
人
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
純
。
地
方
教
学
官
は
学
務
部
に
所
属
し
、

教
学
の
刷
新
振
興
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
し
た
。
主
要
府
県
に
置
か
れ
、
秋
田

県
に
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
翌
十
六
年

一
月
十
五
日
の

「地
方
官
官
制
」
部

分
改
正
で
は
、
各
府
県
を
通
し
て
地
方
祭
務
官
七
人
、
地
方
祭
務
官
補
四
六
人

が
配
置
さ
れ
っ
。
学
務
部
に
所
属
し
、
神
社
の
祭
祀
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す

る
も
の
だ

っ
た
。
戦
争
の
長
期
化
す
る
中
で
、
国
家
神
道
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
高
揚
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
祭
務
官
も
主
要
府
県
に
置
か

れ
、
秋
田
県
に
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
部
分
改
正
で
、
従
前
の

工
場
監
督
官
お
よ
び
工
場
監
督
官
補
が
、
労
務
監
督
官
お
よ
び
労
務
監
督
官
補

に
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
調
定
官
お
よ
び
調
定
官
補
を
廃
止
し
、
労
働
争
議
調

停
の
事
務
を
労
務
監
督
官
お
よ
び
労
務
監
督
官
補
に
移
管
し
て
い
る
。

出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
昭
和

十
五
年
二
月
五
日
、
「
秋
田
県
郡
事
務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
注
目

し
た
ｍ
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
大
正
十
五
年
の
郡
役
所
廃
止
、
昭
和
四
年
の
地
方

制
度
改
正
で
強
化
さ
れ
た
地
方
分
権
体
制
が
中
央
集
権
体
制
に
逆
行
す
る
形
と

な

っ
た
。
郡
事
務
所
は
各
郡
に
置
か
れ
て
い
た
財
務
出
張
所
を
統
合
し
、
国
民

精
神
総
動
員
ほ
か
財
務
お
よ
び
産
業
指
導
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
し
た
。
組
織

機
構
と
し
て
庶
務

・
財
務

・
産
業
の
三
係
が
設
け
ら
れ
た
。
「
地
方
官
官
制
」

に
は
郡
事
務
所
に
関
す
る
規
定
は
無
く
、
秋
田
県
独
自
の
地
方
機
関
だ

っ
た
可

能
性
が
有
る
。
郡
事
務
所
は
戦
時
体
制
下
で
の
県
と
町
村
の
連
絡
を
円
滑
化
し
、

（
‐９２
）

ま
た
精
動
運
動
を
地
方
で
推
進
す
る
際
の
体
制
的
基
盤
と
な

っ
た
。
同
月
二
十

（円
）

六
日
に
は
、
「秋
田
県
郡
事
務
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

経
済
部
関
係
で
は
、
昭
和
十
五
年

一
月
十
六
日
、
工
業
用
水
工
営
事
務
所
が

秋
田
市
茨
島
に
設
置
さ
れ
純
。
工
業
用
水
施
設
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
し
て
い

綱
。
十
三
年
の
雄
物
川
放
水
路
完
成
と
秋
田
運
河
起
工
以
降
、
秋
田
市
茨
島
地

（削
）

区
か
ら
土
崎
港
ま
で
を
含
む
臨
海
工
業
地
帯
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
。
そ
の

（
‐９７
）

他
、
二
月
二
十
六
日
、
農
産
物
検
査
所
の
支
所
管
轄
区
域
が

一
部
改
正
さ
れ
、

六
月
十
八
日
に
水
産
試
験
場
の
八
郎
潟
養
殖
部
が
南
秋
田
郡
船
越
村
に
設
置
さ

（
‐９８
）

れ

て
い
る
。

（
‐９９
）

「秋
田
県
職
員
録
」
か
ら
は
、
昭
和
十
五
年
に
県
立
代
用
花
柳
病
診
療
所
と

県
立
五
里
合
診
療
動
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

次
に
、
②
の
部
分
改
正
は
昭
和
十
六
年
二
月
二
日
に
実
施
さ
れ
た
。
分
課
は

図
４
の
形
に
な
っ
た
。
知
事
官
房
お
よ
び
各
部
に
お
い
て
、
課
の
廃
止

・
新
設

・

分
離
お
よ
び
係
の
課
昇
格
が
見
ら
れ
る
。
①
で
の
機
構
改
編
か
ら
約

一
年
の
間
、

日
中
戦
争
の
拡
大
に
加
え
欧
州
大
戦
の
影
響
で
物
資
需
給
が
逼
迫
す
る

一
方
、



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

文
書
課
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雰讐
育四
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務

ｏ
社
会
事
業

・
医
療
の
三
係
）

（庶
務

・
業
務
の
二
係
）

嚇
五．
陥
画

・
産
業
組
合

・
農
地

・
副

）

協
の．
一餌
岬

．
天
ラ
ホ
。
玄
［
産

・
水
・産

・
）

（庶
務

・
配
給
統
制

・
調
査
の
三
係
）

£

ぽ
黎

鮮

物
嘉
）

彎
蒙
哺輌
請
針
融
第
二
）

喝
五．
婦
画

・
造
林

ｏ
森
林
土
木

・
林

）

鵠
の。
瑚
卿
水

。
開
墾

。
暗
渠
排
水

・
）

務

象
言
防
の

一係
）

安

・
労
政
の
二
係
）

能
犯

ｏ
強
力
犯
の
二
係
）

察
課

（第

一
・
第
二
の
二
係
）

務

・
防
疫

・
医
務

・
保
健
の
四
係
）

（庶
務

・
徴
収

・
給
付
の
三
係
）

第
二
次
近
衛
内
閣
に
よ
る
新
体
制
運
動
が
大
政
翼
賛
会
に
結
実
し
、
戦
時
体
制

を
よ
り
強
力
に
推
進
し
て
い
た
。
国
内
の
急
速
な
戦
時
体
制
化
に
対
応
し
、
②

で
再
び
機
構
改
編
が
必
要
に
な

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

課
や
係
の
主
な
改
編
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
従
前
の
知
事
官
房
秘
書

課
の
分
掌
の
殆
ど
が
総
務
部
人
事
課
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
人
事
課

長
の
権
限
が
前
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
総
務
部
振
興
課
は
、
従
前
の

同
部
地
方
課
精
動
係
の
昇
格
で
あ
る
。
精
動
運
動
や
大
政
翼
賛
運
動
な
ど
戦
時

体
制
の
振
興
や
翼
賛
を
目
的
と
し
た
。
学
務
部
教
学
課
は
、
従
前
の
同
部
学
務

課
の
改
称
で
あ
る
。
「
教
学
課
」
の
名
称
は
、
従
前
の
同
部
社
寺
兵
事
課
か
ら

社
寺
係
を
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
同
部
軍
事
課
は
、
従
前
の
社
寺

兵
事
課
兵
事
係
に
社
会
課
軍
事
援
護
係
お
よ
び
医
療
係
の
分
掌
を
加
え
、
軍
事

関
係
の
分
掌
を

一
括
し
て
独
立
し
た
。

一
方
、
経
済
部
で
は
、
土
木

・
林
務

・
耕
地
課
以
外
の
四
課
が
大
き
く
再
編

さ
れ
た
。
経
済
統
制
と
の
関
わ
り
に
よ
る
。
農
政
課
は
従
前
の
経
済
更
生
課
を

元
に
編
成
さ
れ
た
。
新
設
の
企
画
係
は
、
従
前
の
経
済
更
生
係
を
充
実
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
産
業
課
は
従
前
の
農
務
課
が
元
で
あ
り
、
従
前
の
商
工
水
産
課

か
ら
水
産
係
を
移
管
さ
れ
て
い
る
。
産
業
課
の
資
材
係
に
は
、
農
事

・
畜
産

・

水
産
の
資
材
関
係
の
事
務
が

一
括
さ
れ
た
。
食
糧
管
理
課
は
全
く
新
た
に
設
置

さ
れ
た
課
で
、
米
と
麦
を
中
心
と
す
る
食
糧
統
制
を
目
的
と
し
た
。
昭
和
十
五

年
か
ら
、
配
給
制
度
が
消
費
財
も
対
象
に
し
拡
大
強
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

経
済
課
は
従
前
の
商
工
水
産
課
と
経
済
統
制
課
か
ら
係
を
引
き
継
い
で
い
る
。

新
設
の
石
油
係
は
工
業
係
か
ら
の
分
離
独
立
で
、
軍
需
目
的
の
石
油
増
産
に
関

四



わ

っ
て
い
た
。
当
時
、
秋
田
県
は
秋
田
市
の
八
橋
油
田
を
中
心
に
国
内
有
数
の

（
２０２
）

産
油
量
を
誇

っ
て
い
た
。

警
察
部
に
お
い
て
は
、
警
察
部
長
書
記
室
が
廃
止
さ
れ
、
特
別
高
等
警
察
課

の
第

一
係
と
第
二
係
に
分
掌
を
移
管
し
た
。
ま
た
保
安
課
の
労
政
係
は
、
従
前

の
工
場
係
に
技
能
者
養
成
や
産
業
報
国
運
動
な
ど
の
分
掌
を
加
え
発
展
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
経
済
保
安
課
の
分
掌
が
、
経
済
統
制
の
強
化
に
伴
い
拡

充
さ
れ
て
い
る
。

図
４
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
整
理
し
て
み
た
い
。
昭
和
十
六
年
四

（２０３
）

月
二
十
日
、
経
済
部
農
政
課
に
農
会
係
が
新
設
さ
れ
た
。
農
会
の
指
導
監
督
ほ

か
を
分
掌
し
て
お
り
、
農
村
に
お
け
る
大
政
翼
賛
運
動
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ

（
２０４
）

る
。
ま
た
、
九
月
九
日
、
警
察
部
健
康
保
険
課
に
労
災
保
険
係
が
設
け
ら
れ
た
。

同
月
十
六
日
に
は
、
経
済
部
経
済
課
の
転
業
係
が
経
営
指
導
係
に
改
称
さ
れ
て

い
¨
ｏ
そ
し
て
ヽ
十
二
月
八
日
に
太
平
洋
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
。
同
月
二
十
日
、

（
２０６
）

「
秋
田
県
行
政
事
務
簡
捷
化
処
務
規
定
」
が
制
定
さ
れ
る
。
十

一
月
に
政
府
が

（獅
）

出
し
た

「許
可
認
可
等
行
政
事
務
処
理
簡
捷
令
」
に
基
づ
き
、
許
認
可
に
関
す

る
申
請
文
書
を
簡
略
化
し
た
も
の
だ

っ
た
。
ま
た
、
翌
十
七
年

一
月
十
三
日
、

（郷
）

「
地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
よ
り
総
務
部
長
た
る
書
記
官
が
知
事
の
事
故
時

（四
）

の
代
行
者
と
さ
れ
た
他
、
主
要
府
県
に
お
い
て
は
勅
任
官
に
格
上
げ
さ
れ
た
。

総
務
部
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
二
月
二
日
に
は
、
経
済
部
に
お
い
て

（
２‐０
）

従
前
の
経
済
課
が
統
制
課
と
企
業
課
に
分
離
し
た
。
統
制
課
に
は
、
庶
務

・
物

資
調
整

・
価
格
統
制

・
商
業

・
経
営
指
導

・
石
油
の
六
係
、
企
業
課
に
は
庶
務

・

工
業

・
度
量
衡
の
三
係
が
置
か
れ
た
。
統
制
課
に
経
済
統
制
に
関
わ
る
係
が
集

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
十
七
日
、
警
察
部
健
康
保
険
課
に
資
格
係
が
新

（
２‐‐
）

設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
五
月
二
十
三
日
、
学
務
部
軍
事
課
の
下
に
庶
務

・
兵
事

・

（
２‐２
）

援
護

・
扶
助
の
四
係
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
定
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
経
済
部

関
係
で
は
、
昭
和
十
六
年
二
月
八
日
に

「秋
田
県
中
央
商
工
相
談
所
規
程
」
が

一郷
）

廃
止
さ
れ
、
七
月
二
十
二
日
の

「秋
田
県
物
産
館
規
程
」
改
正
で
物
産
館
に
商

（
２‐４
）

工
相
談
の
機
能
を
移
管
し
て
い
る
。
四
月

一
日
に
は
、
土
木
事
務
所
の
管
轄
区

（郷
）

域
が

一
部
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
月
五
日
、
農
産
物
検
査
所
の
支
所
の
管
轄

（郷
）

区
域
が

一
部
改
正
さ
れ
て
い
る
。
七
月
五
日
に
は
水
産
試
験
場
の
岩
見
川
鮭
鱒

．
２‐７
）

人
口
孵
化
場
が
廃
止
さ
れ
た
。
翌
十
七
年

一
月
十
二
日
、
「
秋
田
県
角
館
樺
細

（郷
）

工
指
導
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
樺
細
工
指
導
所
は
仙
北
郡
角
館
町
に

（２‐９
）

設
置
さ
れ
、
樺
細
工
工
業
の
改
良
指
導
を
行
な

っ
た
。　
一
方
、
二
月
二
十

一
日

（躙
）

に

「秋
田
県
物
産
清
津
斡
旋
所
規
程
」
が
廃
止
と
な

っ
た
。
戦
争
の
激
化
に
よ

り
、
県
内
物
産
の
輸
出
が
困
難
に
な

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
四
月

（
２２‐
）

二
十
七
日
に
男
鹿
地
方
震
災
復
興
耕
地
課
出
張
所
が
廃
止
さ
れ
た
。

さ
て
、
③
の
部
分
改
正
は
昭
和
十
七
年
七
月

一
日
に
実
施
さ
れ
た
。
前
回
の

②
で
の
機
構
改
編
か
ら
約

一
年
半
の
間
、
太
平
洋
戦
争
の
開
始
に
伴
う

「物
資

（２
）

統
制
令
」
の
施
行
に
よ
り
物
資
配
給
制
度
が
極
限
ま
で
強
化
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
十
七
年
半
ば
に
は
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
激
化
で
兵
員
お
よ
び
軍
需
品
の
消

耗
が
増
大
し
て
い
た
。
右
の
情
勢
下
に
お
い
て
、
県
内
の
戦
時
体
制
を

一
層
強

化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
③
に
よ
る
機
構
改
編
を
実
施
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
分
課
は
図
５
の
よ
う
な
形
に
な

っ
た
。
特
に
軍
事
と
経
済
関
係
の
課
を
中

一
五



図 5 昭和17年 の県の職務分課 I(701改 定)

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事
官
房

文
書
課

総務部―̈̈
ｍ一̈

学
務
部

経
済
部

―

警
察
部

ｏ
営
繕
の
三
係
）

ｏ
地
方
の
二
係
）

一瞬
蒻
難
勘
組。叡
罐
卜
触
）

由辰
政
課

（新
喘

由［
報
劃
軽

糸備
の
．嫌

．
由辰
地

・
副

）

食
糧
課

（球
喝

・一一鰈
荷
配
給
第

一
・
集
荷
配
給
第

）

畜
水
産
課

（庶
務

ｏ
畜
産

ｏ
水
産
の
三
係
）

商
工
課

（敵
憾

一
岬
輪
一衡
．
％
攘
ぼ

工
業

・
物
資

土
会

（穏

一
鸞

鵡

の．貯

一格

発

林
務
課

（献
喝

五．
婦
画

・
造
林

・
森
林
土
木

・

耕
地
課

（欺
鵠

の。
珈
卿
水

・
開
墾

・
暗
渠
排
水

警
務
課

（警
務

・
警
防
の
二
係
）

保
安
課

（保
安

・
労
政
の
二
係
）

経
済
保
安
課

刑
事
課

（智
能
犯

ｏ
強
力
犯
の
一
係́
）

特
別
高
等
警
察
課

（第

一
０
第
二
の
二
係
）

衛
生
課

（庶
務

ｏ
防
疫

ｏ
医
務

・
保
健
の
四
係
）

健
康
保
険
課

（欺
賜

険。
％
排
膿
徴
収

・
給
付

・
労

）

警
察
練
習
所

一　エハ

心
に
改
編
さ
れ
た
印
象
が
強
い
。

総
務
部
は
、
従
前
の
七
課
か
ら
五
課
に
整
理
さ
れ
た
。
庶
務
課
の
営
繕
係
は
、

経
済
部
上
木
課
の
建
築
係
を
移
管
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
務
部
で
は
、
従
前
の

軍
事
課
と
社
会
課
が
軍
事
厚
生
課
に
統
合
さ
れ
た
。
ま
た
、
経
済
部
で
は
、
農

政
課
の
係
が
大
き
く
再
編
さ
れ
た
。
農
村
整
備
係
は
、
従
前
の
企
画
係
を
拡
充

し
た
も
の
で
あ
る
。
団
体
係
は
、
従
前
の
農
会
係
を
元
に
産
業
組
合
係
の
分
掌

も
統
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
事
係
と
蚕
糸
係
は
、
従
前
の
産
業
課
か
ら
の
移

管
で
あ
る
。
食
糧
課
は
従
前
の
食
糧
管
理
課
の
発
展
で
あ
り
、
食
糧
配
給
第

一

係
が
主
要
食
糧

（米
、
麦
、
雑
穀
、
薯
類
、
青
果
物
）
、
食
糧
配
給
第
二
係
が

主
要
食
糧
以
外
の
食
料
品

（食
肉
、
砂
糖
、
小
麦
粉
、
干
麺
、
澱
粉
、
菓
子
、

食
用
油
、
酒
類
、
魚
介
藻
、
乳
製
品
等
）
を
対
象
と
し
た
。
七
月

一
日
か
ら
の

（躙
）

「
食
糧
管
理
法
」

一
部
施
行
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
畜
水
産
課
は
、
従
前

の
産
業
課
か
ら
畜
産
係
と
水
産
係
を
引
き
継
ぎ
、
課
と
し
て
独
立
し
た
。
商
工

課
は
、
従
前
の
統
制
課
と
企
業
課
の
統
合
再
編
で
あ
る
。
同
課
の
整
備
係
は
、

企
業
免
許
や
転
業
指
導
な
ど
商
工
業
の
基
盤
整
備
を
目
的
と
し
た
。
物
資
係
は

従
前
の
統
制
課
物
資
調
整
係
お
よ
び
石
油
係
を
、
価
格
係
は
統
制
課
価
格
統
制

係
を
そ
れ
ぞ
れ
元
に
し
て
い
る
。

図
５
以
降
、
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
に
特
記
す
べ
き
事
は
無
い
。
出
先
機
関

の
処
務
規
程
等
の
変
遷
で
は
、
昭
和
十
七
年
七
月

一
日
の

「秋
田
県
地
方
事
務

（
２２４
）

所
処
務
規
程
」
制
定
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
六
月
十
三
日
の

「地
方
官
官
制
」

部
分
改
正
に
よ
り
、
各
府
県
の
管
内
須
要
地
に
地
方
事
務
所
を
置
く
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
た
。
地
方
事
務
所
は
、
戦
時
体
制
下
で
町
村
を
指
揮
監
督
し
て
国
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策
の
浸
透
と
行
政
能
率
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
日
的
と
し
“
。
秋
田
県
に
お
い

て
は
、
郡
事
務
所
が
土
木
事
務
所
を
統
合
し
地
方
事
務
所
に
発
展
し
た
。
地
方

事
務
所
の
組
織
機
構
は
、
従
前
の
郡
事
務
所
と
比
較
し
格
段
に
整
備
さ
れ
て
い

（躙
）

る
。
ま
た
、
七
月
四
日
に

「
秋
田
県
地
方
事
務
所
分
掌
事
務
細
則
」
が
制
定
さ

れ
た
。
同
月
二
十

一
日
、
一，秋
田
県
水
産
製
品
検
査
所
規
程
」
が
全
面
改
正
さ

（２２８
）

れ
た
。
ま
た
、
八
月
九
日
に
は

「秋
田
県
高
清
水
道
場
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て

（
２２９
・

い
る
。
戦
時
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
各
階
層
に
お
け
る
中
堅
人
材
の
育
成
を

目
的
と
し
た
。
高
清
水
道
場
は
、
秋
田
市
寺
内
の
秋
田
県
護
国
神
社
の
境
内
に

設
置
さ
れ
た
。ｂ

　
昭
和
十
七
年
十

一
月

一
日
部
分
改
正
下

昭
和
十
七
年
十

一
月

一
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改
正
が
実

施
さ
れ
た
。
行
政
簡
素
化
の

一
環
と
し
て
、
駅
百
視
庁
官
制
」
お
よ
び

「
北
海

道
庁
官
制
」
と
と
も
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
の
戦
局
は
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー

海
戦
を
転
機
に
不
利
に
傾
き
は
じ
め
、
こ
の
年
の
後
半
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
本

格
的
な
反
攻
が
開
始
さ
れ
た
。
戦
時
財
政
の
窮
迫
化
す
る
中
で
、
地
方
官
庁
機

構
の
縮
小
再
編
と
人
員
整
理
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

府
県
の
職
員
構
成
は
、
知
事

・
官
一房
長

・
部
長

・
地
方
事
務
官

・
地
方
祭
務

官

ｏ
地
方
視
学
官

・
地
方
教
学
官

・
地
方
警
視

・
地
方
小
作
官

・
地
方
職
業
官

・

地
方
技
師

・
視
学

・
属

・
祭
務
官
補

・
警
部

・
小
作
官
補

・
職
業
官
補

・
技
手

・

通
訳
と
な

っ
た
。
知
事
は
勅
任
で
、
官
房
長
以
下
地
方
技
師
ま
で
が
奏
任
、
視

学
以
下
が
判
任
で
あ
る
。
従
前
の
書
記
官
を
廃
し
、
新
た
に
官
房
長
と
部
長
が

置
か
れ
た
。
官
一房
長
は
各
府
県
に
専
任

一
人
で
あ
り
、
知
事
官
房
を
指
揮
し
た
。

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事
官
房
の
権
限
が
人
事
や
会
計
な
ど
の
分
掌
移
管
で
従
前
よ
り
も
拡
大
し
、

官
房
長
の
配
置
が
必
要
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
知
事
の
事
故
時
の

代
行
者
は
、
従
前
の
総
務
部
長
た
る
書
記
官
か
ら
、
官
等
の
順
序
に
従
い
部
長

と
な

っ
た
。
こ
の
他
、
地
方
職
業
官
お
よ
び
職
業
官
補
も
新
設
で
あ
る
。

府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房
と
内
政
部

・
警
察
部
の
二
部
制
に
整
理
さ
れ
た
。

警
察
部
に
総
動
員
関
係
の
事
務
の
大
半
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
内
務
大
臣
が

須
要
に
よ
り
府
県
を
指
定
し
て
置
け
る
部
は
、
経
済
部
、
土
本
部
、
衛
生
部
で

あ
る
。

ま
た
、
国
民
職
業
指
導
所
を
各
府
県
管
内
に
設
置
す
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
た
。

そ
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
等
は
内
務
大
臣
が
定
め
た
。
所
長
に
は
地
方
職

業
官
ま
た
は
職
業
官
補
が
充
て
ら
れ
た
。
国
民
職
業
指
導
所
は
従
前
の
職
業
紹

介
所
を
改
称
し
、
総
動
員
関
係
の
事
務
内
容
を
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

職
業
紹
介
所
は
、
昭
和
十
二
年
の
国
営
化
に
よ

っ
て
軍
需
産
業
の
労
働
力
供
給

機
関
に
変
質
し
て
い
た
。
国
民
職
業
指
導
所

へ
の
改
編
と
地
方
職
業
官
お
よ
び

職
業
官
補
の
新
設
は
、
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
対
応
し
、
労
働
力
供
給
機
関
と

し
て
の
役
割
を

一
層
強
化
し
た
処
置
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
対
し
、
同
日
、
「
秋
田
県
庁
中
処
務
細

則
」
の
部
分
改
正
も
実
施
さ
れ
た
。
第

一
章
分
課
と
第
二
章
分
掌
に
加
え
、
第

二
章
事
務
代
理
も
改
正
さ
れ
て
い
る
。
事
務
代
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
以
下
の

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
代
行
者
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
。
戦
時
下
で
行
政
の
停
滞

を
防
ぐ
目
的
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

分
課
は
図
６
の
よ
う
な
形
に
な

っ
た
。
秋
田
県
は
知
事
官
房
と
内
政
部

・
経

一
七



図 6 昭和17年 の県の職務分課Ⅱ (11・ 1改定)

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事
官
房

―
―
―
―
―
―
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政
部

経
済
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教
学
課

（庶
務
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督
学
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体
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衛
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社
寺
の
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係
）

振
興
課
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務

・
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方
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係
）

軍
事
厚
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課
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喝

係．
軍
事
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社
会
事
業
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医
療
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社
ハ
本
教
ム日
課

　
（球
賜

・
三日
年
教
育

ｏ
成
人
教
去目
の

）

衛
生
課

（衛
生

・
防
疫

・
保
健
の
三
係
）

（新
ｏ務農．梨
封聾稀外如岬
。農地
ｏ副）

（庶
務

・
食
糧

・
食
品
の
三
係
）

（欺
物

の 。
珈
卿
水

・
開
墾

・
暗
渠
排
水

・
）

（鹸
喝

五 。
婦
画

・
造
林

・
森
林
土
木

・
林

）

畜
水
産
課

（庶
務

・
馬
事

・
畜
産

・
水
産
の
四
係
）

商
工
課

（敵
鶴

一
雌
勅

衡
．
％
燿
は

工
業

・
物
資

・
）

未

課

（欺
儲

一
彎

楊

の 。静

． 格

楽

ご

警
務
課

（警
務

ｏ
警
防
の
二
係
）

保
安
課

（保
安

・
労
政
の
二
係
）

経
済
保
安
課

刑
事
課

（智
能
犯

・
強
力
犯
の
二
係
）

特
別
高
等
警
察
課

保
険
課

（は
喝

五．
陥
格

・
徴
収

・
給
付

ｏ
労
災
保

）

職
業
課

（庶
務

・
業
務
の
二
係
）

警
察
練
習
所

一
八

済
部

・
警
察
部
の
二
部
制
で
あ
る
。
経
済
部
の
設
置
は
、
内
務
大
臣
が
食
糧
お

よ
び
林
産
資
源
生
産
地
と
し
て
秋
田
県
を
重
要
視
し
た
結
果
と
推
定
さ
れ
る
。

知
事
官
房
と
各
部
の
間
で
は
、
「
地
方
官
官
制
」
に
応
じ
た
課
の
移
動
が
見
ら

れ
る
。
が
、
課
名
と
係
名
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
七
月
に
機
構
改
編
を
行
な

っ

た
後
わ
ず
か
四
か
月
で
ぁ

っ
た
た
め
殆
ど
変
化
が
無
い
。

知
事
官
房
に
は
、
従
前
の
総
務
部
よ
り
人
事

・
調
査

・
庶
務

・
会
計
の
四
課

が
移
管
さ
れ
、
権
限
の
強
化
に
つ
な
が

っ
た
。
内
政
部
に
は
、
従
前
の
学
務
部

か
ら
教
学

・
軍
事
厚
生

・
社
会
教
育
の
二
課
、
警
察
部
か
ら
衛
生
課
が
移
管
さ

れ
た
。
警
察
か
ら
衛
生
事
務
が
離
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
六
年
以
来
約
五
〇
年

ぶ
り
の
こ
と
で
あ
純
。
経
済
部
は
ほ
ぼ
変
化
な
い
が
、
食
糧
課
で
従
前
の
集
荷

配
給
第

一
係
が
食
糧
係
、
集
荷
配
給
第
二
係
が
食
品
係
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
畜
水
産
課
で
軍
馬
の
育
成
を
目
的
に
畜
産
係
よ
り
馬
事
係
が
分
離
独
立

し
た
。
警
察
部
に
は
、
従
前
の
学
務
部
か
ら
職
業
課
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。

図
６
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
昭

和
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
、
知
事
官
房
会
計
課
が
、
庶
務

・
国
費

・
県
費

・

決
算

・
用
度
の
四
係
に
再
編
さ
れ
”
。
新
設
の
用
度
係
は
、
庶
務
係
か
ら
庁
舎

や
備
品
お
よ
び
消
耗
品
の
管
理
に
関
す
る
分
掌
を
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
従
前
の
軍
事
扶
助
係
と
職
員
共
済
組
合
係
は
庶
務
係
に
、
貸
付
金
係
は

決
算
係
に
そ
れ
ぞ
れ
分
掌
を
移
管
さ
れ
た
。
翌
十
八
年

一
月
二
十
三
日
に
は
、

経
済
部
土
木
課
の
第

一
技
術

・
第
二
技
術

・
第
二
技
術
係
が
、
道
路

・
河
港

・

利
水
砂
防
係
に
改
称
さ
れ
口
。
次
い
で
、
七
月
二
十
八
日
の

「地
方
官
官
制
」

部
分
改
正
で
、
府
県
に
商
工
組
合
監
督
官
お
よ
び
商
工
組
合
監
督
官
補
を
置
く

農
政
課

食
糧
課

耕
地
課

林
務
課



こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
商
工
組
合
監
督
官
に
は
地
方
事
務
官
ま
た
は
地
方
技
師
、

商
工
組
合
監
督
官
補
に
は
属
ま
た
は
技
手
が
充
て
ら
れ
、
「
商
工
組
合
法
」
施

行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
。
「
商
工
組
合
働
」
は
同
月
二
十
日
に
施
行
さ

れ
て
い
る
。
同
法
は
商
工
組
合
を
統
制
組
合
と
施
設
組
合
に
三
分
し
、
前
者
を

総
力
戦
に
向
け
た
商
工
業
統
制

へ
の
協
力
組
織
、
後
者
を
事
業
改
良
発
達
の
た

め
の
共
同
組
織
と
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
九
月
八
日
、
内
政
部
に
お
い
て

社
会
教
育
課
が
廃
止
さ
れ
、
教
学
課
に
分
掌
を
移
管
さ
れ
鰤
。
教
学
課
に
は
、

新
た
に
青
年
教
育
係
と
成
人
教
育
係
が
設
け
ら
れ
た
。
警
察
部
に
お
い
て
は
、

職
業
課
が
庶
務

・
企
画

・
動
員

・
配
置
の
四
係
に
再
編
さ
れ
て
い
る
。
企
画
係

は
動
員
計
画
の
企
画
、
動
員
係
は
動
員
の
実
務
を
分
掌
し
た
。
配
置
係
は
従
前

の
業
務
係
の
分
掌
を
元
に
し
て
い
る
。
職
業
課
の
再
編
は
、
戦
局
の
悪
化
と
工

業
生
産
力
低
下
の
情
況
に
お
い
て
、
県
内
の
動
員
体
制
の
徹
底
を
図

っ
た
動
き

と
も
見
れ
る
。

さ
て
、
昭
和
十
八
年
十

一
月

一
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改

（断
）

正
が
再
び
実
施
さ
れ
た
。
府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房
と
内
政
部

・
経
済
部

・

警
察
部
の
三
部
制
と
な

っ
た
。
内
務
大
臣
が
須
要
で
府
県
を
指
定
し
て
置
け
る

部
は
、
土
本
部
と
衛
生
部
で
あ
る
。
秋
田
県
で
は
、
図
６
の
機
構
改
編
の
際
、

既
に
内
務
大
臣
の
指
定
で
経
済
部
が
設
置
さ
れ
て
い
た
た
め
、
「
地
方
官
官
制
」

の
改
正
に
応
じ
た
再
編
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
が
、
こ
の
時
の
改
正
で
、
従

前
各
府
県
に
専
任

一
人
の
配
置
で
あ

っ
た
官
房
長
が
、
全
国
各
府
県
を
通
し
て

三
五
人
に
定
数
削
減
さ
れ
た
。
専
任
の
官
房
長
を
置
か
な
い
府
県
で
は
、
内
政

部
長
の
兼
務
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
秋
田
県
で
は
以
降
、
内
政
部
長
が
官

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

房
長
を
兼
ね
る
形
に
な

っ

ま
た
、
昭
和
十
九
年

一
月
二
十
四
日
、
警
察
部
に
お
い
て
従
前
の
保
安
課
が

警
防
課
、
職
業
課
が
勤
労
課
に
改
称
さ
れ
、
警
務
課
と
と
も
に
係
を
全
て
廃
止

（
２３９
）

さ
れ
て
い
る
。
警
察
行
政
の
簡
素
化
と
も
見
ら
れ
る
が
、
動
員
に
関
わ
る
勤
労

課
は
係
区
分
が
無
く
な

っ
た
の
み
で
、
分
掌
内
容
を
殆
ど
削
減
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
内
政
部
関

係
で
は
、
昭
和
十
八
年

一
月
十
九
日
に

「秋
田
県
教
員
保
養
所
規
程
」
が
改
正

さ
れ
、
対
象
を
小
学
校
教
員
か
ら
全
て
の
公
立
学
校
教
員
に
拡
大
し
「
。
そ
し

て
同
月
二
十
三
日
、
「
秋
田
県
臨
時
教
員
養
成
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
県

内
国
民
学
校
の
男
子
教
員
充
実
を
図
る
た
め
、
男
子
準
訓
導
の
養
成
を
行
な

っ

（犯
）

た
。
召
集
に
よ
る
男
子
教
員
数
の
不
足
が
背
景
に
あ
る
。
教
育
界
に
お
け
る
戦

時
体
制
の
最
終
的
な
到
達
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ａ
。
養
成
所

は
内
政
部
の
中
に
置
か
れ
、
所
長
に
内
政
部
長
、
主
事
に
同
部
教
学
課
長
が
充

て
ら
れ
た
。
支
所
は
地
方
事
務
所
に
置
か
れ
、
支
所
長
に
は
地
方
事
務
所
の
学

務
課
長
が
充
て
ら
れ
た
。
六
月
十
二
日
に
は
、
「
秋
田
県
傷
庚
軍
人
義
肢
修
理

所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
口
。
修
理
所
は
物
産
館
の
工
芸
部
内
に
設
け
ら
れ
て
い

る
。
所
長
に
は
内
政
部
軍
事
厚
生
課
長
が
充
て
ら
れ
た
。
当
時
、
義
肢
の
修
理

を
必
要
と
す
る
傷
庚
軍
人
が
県
内
で
も
増
加
し
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
、

十
九
年

一
月
八
日
に

「
秋
田
県
健
民
修
錬
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「
秋
田
県
健

民
修
錬
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
む
。
「
国
民
体
力
鰤
」
第

一
一
条
の
規
程
に
よ

り
、
体
力
向
上
施
設
の
利
用
を
要
す
る
者
に
健
民
修
錬
を
実
施
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
。
「
国
民
体
力
法
」

で
は
、　
一
五
～
二
五
歳
の
男
子
を
対
象
に
体
力

一
九

た,Ⅲ



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
市
町
村

・
学
校

・
企
業
な
ど
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。

検
査
で
筋
骨
薄
弱
と
認
定
さ
れ
た
者
は
、　
一
週
間
の
体
力
向
上
修
錬
会
に
参
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
“
。
県
立
第

一
健
民
修
錬
所
が
北
秋
田
郡
大
館
町
に
、

（
２４８
）

県
立
第
二
健
民
修
錬
所
が
平
鹿
郡
田
根
森
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

経
済
部
関
係
で
は
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
十
七
日
に

「秋
田
県
物
産
斡
旋
所

（
２４９
）

規
程
」
が

「秋
田
県
東
京
事
務
所
規
程
」
に
改
称
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
東
京
事

務
所
は
、
翌
十
八
年
十
二
月
二
十
日
を
も

っ
て
廃
止
さ
れ
獅
。
戦
局
の
悪
化
が
、

東
京
で
の
物
産
販
売
の
継
続
を
困
難
に
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
十
八
年
三
月
二

（淑
）

十
二
日
に
は
、
「
秋
田
県
食
糧
検
査
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
前
年
十

二
月
二
十
四
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
よ
り
、
各
府
県
管
内
に
食
糧

検
査
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
か
）。

食
糧
検
査
所
は
、
「食
糧
管

理
法
」
に
基
づ
い
て
主
要
食
糧
の
検
査
等
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
従

前
の
農
産
物
検
査
所
と
比
べ
る
と
、
庶
務

・
検
査

・
調
査
の
三
係
が
置
か
れ
各

段
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
食
糧
検
査
所
の
機
構
整
備
は
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ

る
食
糧
不
足
の
深
刻
化
を
反
映
し
て
い
る
。
食
糧
検
査
所
は
県
庁
内
に
置
か
れ
、

管
内
七
箇
所
に
支
所
が
設
け
ら
れ
鰤
。
ま
た
、
四
月
八
日
に

「
平
沢
港
修
築
事

務
所
規
程
」
が
廃
止
さ
れ
て
い
純
。
翌
十
九
年
二
月
二
十
日
に
は

「船
川
港
務

（２５５
）

所
規
程
」
を
廃
止
し
、
「
秋
田
県
港
務
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
船
川
港
務

（
２５６
）

所
に
加
え
て
、
秋
田
港
務
所
が
秋
田
市
土
崎
港
に
新
設
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
十
九
年

一
月
八
日
、
「
秋
田
県
農
業
技
術
員
養
成
所
規
程
」
が
制
定
さ

れ
コ
。
農
業
技
術
員
養
成
所
は
農
業
試
験
場
内
に
設
け
ら
れ
、
養
成
所
長
を
試

験
場
長
が
兼
務
し
た
。
戦
時
下
に
お
け
る
食
糧
増
産
を
目
的
と
し
た
技
術
員
養

二
〇

成
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
四
月
十

一
日
に
は
、
「
秋
田
県
角
館
樺
細
工

（
２５８
）

指
導
所
規
程
」
が

「秋
田
県
角
館
木
工
指
導
所
規
程
」
に
改
称
さ
れ
た
。

警
察
部
の
動
員
関
係
で
は
、
昭
和
十
八
年
四
月
十
七
日
、
「
秋
田
木
船
工
補

導
所
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
鰤
。
補
導
所
は
、
時
局
の
影
響
で
職
業
転
換
を

な
す
者
を
対
象
に
造
船
技
術
を
修
得
さ
せ
た
。
戦
争
に
よ
る
船
舶
不
足
が
背
景

で
あ
り
、
軍
需
産
業

へ
の
技
術
者
動
員
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
五

月
二
十
二
日
に
は
、
「
秋
田
機
械
工
補
導
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
同
様
の
目

的
で
機
械
技
術
を
修
得
さ
せ
鰤
。
両
補
導
所
は
、
臨
海
工
業
地
帯
を
形
成
す
る

茨
島
地
区
に
近
い
秋
田
市
川
尻
町
に
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
六
月
二
十
四
日
に

「
秋
田
県
勤
労
訓
練
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
コ
。
勤
労
訓
練
所
は
、
秋
田
市
上

中
城
町
に
設
置
さ
れ
た
。
管
理
工
場
ま
た
は
指
定
工
場
の
新
規
徴
用
者
を
対
象

に
、
事
前
訓
練
を
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
軍
需
製
品
の
品
質
向
上
を
図

っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
十
九
年
三
月
十
六
日
、
国
民
職
業
指
導

所
が
国
民
勤
労
動
員
署
に
改
称
さ
れ
口
。
二
月

一
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分

改
面
に
対
応
し
た
も
の
で
、
初
め
て

「勤
労
動
員
」
の
語
が
機
関
名
に
冠
せ
ら

れ
た
。
国
民
勤
労
動
員
署
も

一
応
は

「職
業
紹
介
法
」
第
四
条
に
規
定
さ
れ
る

職
業
紹
介
所
の
扱
い
だ

っ
た
が
、
名
実
と
も
に
総
動
員
体
制
の
下
部
機
関
と
な
っ

た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
府
県
の
出
先
機
関
に
も
決
戦
体
制
が
濃
厚
に
反
映
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
て
、
総
力
戦
体
制
か
ら
決
戦
体
制

へ
移
行
す
る
中
、
府
県
を
越
え
た
広
域

行
政
の
組
織
化
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
昭
和
十
八
年
七
月

一
日
、

「
地
方
行
政
協
議
会
令
」
の
公
布
に
よ
り
、
全
国
が
九

つ
の
広
域
行
政
区
に
編



成
さ
れ
紳
。
地
方
行
政
協
議
会
は
各
般
の
行
政
の
総
合
連
絡
調
整
を
目
的
と
し
、

（獅
）

協
議
会
を
設
置
し
た
府
県
の
知
事
を
会
長
と
し
た
。
協
議
会
を
構
成
す
る
委
員

に
は
、
当
該
地
方
の
県
知
事
ほ
か
、
財
務
局
長
や
税
関
長
、
営
林
局
長
な
ど
国

の
地
方
機
関
の
長
も
含
ま
れ
て
い
¨
∝
そ
し
て
ヽ
同
日
の

「戦
時
行
政
職
権
特

例
」
改
正
に
よ
り
、
協
議
会
を
設
置
し
た
都
庁
府
県
の
知
事

へ
、
必
要
時
に
お

（四
）

け
る
当
該
地
方
県
知
事
の
所
掌
事
務
に
対
す
る
指
示
権
が
与
え
ら
れ
た
。
東
北

地
方
行
政
協
議
会
に
お
い
て
は
、
宮
城
県
知
事
が
秋
田
県
知
事
に
対
し
指
示
を

出
せ
る
形
に
な

っ
た
。
最
終
的
に
は
本
土
決
戦
時
に
お
け
る
広
域
行
政
区
の
独

立
指
揮
体
制
を
目
指
し
た
も
の
だ

っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
地
方
官
庁
の

合
議
体
で
あ
る
。
協
議
会
は
行
政
官
庁
の
形
は
と
ら
ず
、
連
絡
調
整
の
た
め
に

（
２６８
）

会
長
を
補
佐
す
る
主
幹
が

一
人
置
か
れ
た
の
み
だ

っ
た
。
が
、
十

一
月

一
日
の

「戦
時
行
政
職
権
特
例
」
改
正
に
よ
り
、
協
議
会
を
設
置
し
た
都
庁
府
県
の
知

（知
）

事
の
指
示
権
が
、
県
知
事
以
外
の
地
方
官
庁
の
長
に
対
し
て
も
拡
大
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
の
末
期
に
向
か
う
に
つ
れ
、
広
域
行
政
区
に
関
す
る
制

度
が
さ
ら
に
整
備
拡
充
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ｃ
　
昭
和
十
九
年
七
月
八
日
部
分
改
正
下

昭
和
十
九
年
七
月
八
日
、
「地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改
正
が
実
施

さ
れ
た
。
府
県
の
職
員
構
成
で
は
官
房
長
が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
代
え
て
部
長

の
各
府
県
を
通
し
た
定
数
が
増
や
さ
れ
て
い
る
。
府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房

と
内
務
部

・
経
済
部

・
警
察
部
の
三
部
制
に
変
化
な
い
。
し
か
し
、
知
事
官
房

は
人
事
や
会
計
ほ
か
の
分
掌
を
内
政
部
に
移
管
さ
れ
、
権
限
を
大
幅
に
縮
小
さ

れ
た
。
官
房
長
の
廃
止
は
知
事
官
房
の
権
限
縮
小
に
因
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

ま
た
、
内
務
大
臣
の
須
要
で
府
県
を
指
定
し
て
置
か
れ
る
部
は
、
経
済
第

一
部
、

経
済
第
二
部
、
土
本
部
と
さ
れ
た
。
経
済
第

一
部
は
、
農
畜
水
産
、
飲
食
料
品
、

小
作
関
係
そ
の
他
農
地
利
用
争
議
の
調
停
を
分
掌
し
た
。
こ
れ
に
対
し
経
済
第

二
部
は
、
林
業
、
商
工
業
、
物
価
、
度
量
衡
ほ
か
を
分
掌
し
た
。
経
済
第

一
部

は
、
食
糧
増
産
を
重
視
し
て
農
業
県
を
指
定
し
て
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
有
る
。

「地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
と
同
日
、
「
秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
も
部

分
改
正
さ
れ
『
。
分
課
は
図
７
の
形
で
あ
る
。
秋
田
県
は
、
知
事
官
房
と
内
政

部

・
経
済
第

一
部

・
経
済
第
二
部

・
警
察
部
の
四
部
制
に
な

っ
た
。
経
済
部
に

代
え
て
経
済
第

一
部
と
経
済
第
二
部
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
理
由
に
因

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
十
五
年

一
月
の
機
構
改
編
以
降
、
各
課
の
下

に
置
か
れ
て
い
た
係
が
全
廃
さ
れ
た
。
十
五
年
の
係
設
置
も

「地
方
官
官
制
」

に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
今
回
も
秋
田
県
独
自
の
行
政
整
理
と
位
置
付
け

ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
係
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
各
課
の
分
掌
事
項
は
殆
ど
減
ら

さ
れ
て
い
な
い
。

各
部
を
見
て
み
る
と
、
内
政
部
に
は
知
事
官
房
か
ら
人
事

・
調
査

・
庶
務

・

会
計
の
四
課
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
従
前
の
振
興
課
と
軍
事
厚
生
課
は
そ
れ
ぞ

れ
地
方
課
と
兵
事
厚
生
課
に
改
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
経
済
第

一
部
に
は
農
畜
水

産
関
係
、
経
済
第
二
部
に
は
商
工
、
林
業
、
土
木
関
係
の
課
が
集
め
ら
れ
た
。

警
察
部
の
各
課
に
は
、
係
の
廃
止
以
外
の
変
化
は
無
い
。

図
７
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
昭
和
十

九
年
八
月
八
日
、
経
済
第

一
部
に
お
い
て
従
前
の
食
糧
課
と
畜
水
産
課
が
廃
止

（
２７‐
）

さ
れ
、
食
糧
水
産
課
と
畜
産
課

に
再
編
さ
れ
た
。

ま
た
、
九
月
二
十
五
日
に

一
一
一



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事
官
房

文
書
課

内
政
訂

`

経
済
第
二
部

―
出

‐ ― ‐

榊
続
榊

師
「

~FF目

警
［一祭

獣
■
‐　
‐
―
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学
徒
動
員
本
部
は
内
政
部
教
学
課
内
に
設
置
さ
れ
、
県
内
学
徒
の
動
員
に
関
す

る
業
務
を
強
力
に
推
進
し
た
。
本
部
長
は
知
事
、
次
長
は
内
政
部
長
が
兼
務
し
、

（脇
）

本
部
に
総
務

・
動
員

・
指
導

・
情
報
の
四
部
が
設
け
ら
れ
た
。
八
月
二
十
三
日

に
公
布
さ
れ
た

「
学
徒
勤
労
令
」
を
県
内
で
確
実
に
実
行
す
る
た
め
、
機
構
が

警
務
課

警
防
課

経
済
保
安
課

刑
事
課

特
別
高
等
警
察
課

保
険
課

勤
労
課

警
察
練
習
所

「
地
方
官
官
制
」

の
部
分
改
正
で
、

産
業
組
合
監
督
官

が
農
業
団
体
監
督

官
に
改
称
さ
れ
て

い
る
。
十
月
二
日

に
は
内
政
部
の
調

査
課
が
廃
止
さ
れ
、

統
計
調
査
関
係
の

分
掌
は
同
部
地
方

課
に
、
機
密
文
書

関
係
は
知
事
官
房

文
書
課
に
そ
れ
ぞ

（コ
一

れ
移
管
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
同
月
四

日
、
「
秋
田
県
学

徒
動
員
本
部
令
」

（出
）

が
制
定
さ
れ
る
。

町
は蝉絆生課

一
一一
一

整
備
さ
れ
て
い
る
。
翌
二
十
年
二
月

一
日
、
「地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
で
、

労
務
監
督
官
お
よ
び
労
務
監
督
官
補
に
充
て
る
職
員
と
し
て
、
新
た
に
地
方
警

（
２７７
）

視
お
よ
び
警
部
が
加
え
ら
れ
た
。
工
場
の
監
督
に
警
察
官
が
入
る
こ
と
と
な

っ

た
。
ま
た
、
二
月

一
日
に
は
経
済
第
二
部
に
軍
需
課
が
新
設
さ
れ
た
。
軍
需
生

産
関
係
の
分
掌
を
商
工
課
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
、
決
戦
体
制
下
で
の
軍
需
生

産
の
増
強
が
背
景
に
あ
る
。
さ
ら
に
二
月
十
日
、
「
知
事
官
房
企
画
室
運
営
要

（知
）

綱
」
が
制
定
さ
れ
、
知
事
官
房
に
企
画
室
が
設
置
さ
れ
た
。
企
画
室
は
、
時
局

事
務
の
推
進
運
用
や
東
北
地
方
行
政
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
し
た
。
同

月
二
十
二
日
に
は

「臨
時
戦
時
災
害
援
護
部
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
獅
。

臨
時
戦
時
災
害
援
護
部
は
、
「戦
時
災
害
保
護
法
」
施
行
そ
の
他
戦
時
災
害
罹

災
者
の
援
護
に
関
す
る
行
政
の
推
進
徹
底
を
図

っ
た
。
部
長
は
内
政
部
長
が
兼

務
し
、
総
務

・
連
絡
の
二
班
が
置
か
れ
た
。
ま
た
、
六
月
四
日
、
「地
方
官
官

制
」
部
分
改
正
に
よ
り
、
判
任
の
教
学
官
補
が
各
府
県
を
通
し
て
四
人
配
置
さ

（
２８‐
）

れ
た
。
教
学
官
補
は
地
方
教
学
官
と
同
様
、
秋
田
県
に
は
置
か
れ
な
か

っ
た
ら

し
い
。
ま
た
、
同
月
四
日
、
経
済
第

一
部
に
お
い
て
食
糧
水
産
課
が
食
糧
課
と

（兜
一

水
産
課
に
分
離
し
て
い
る
。
同
月
五
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
は
、

（川
）

各
府
県
に
奏
任
の
書
記
官
が
配
置
さ
れ
た
。
書
記
官
は
地
方
事
務
官
の
上
席
に

置
か
れ
、
府
県
支
庁
や
地
方
事
務
所
長
に
充
て
ら
れ
た
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、

（
２８４

）

昭
和
十
九
年
十
月
十
六
日
、
地
方
事
務
所
の
組
織
機
構
が

一
部
改
正
さ
れ
た
。

（獅
）

さ
ら
に
、
翌
二
十
年
四
月
二
十
四
日
に
全
面
改
正
さ
れ
る
。

内
政
部
の
衛
生
関
係
で
は
、
十
九
年
七
月
八
日
に

「県
立
保
健
所
処
務
規
程
」
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が
制
定
さ
れ
鰤
。
こ
の
規
程
に
基
づ
き
、
二
十
年
に
か
け
て
管
内
各
地
に
県
立

（２８７
）

保
健
所
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
九
月
二
十
六
日
、
「
健
康
相
談
所
規
程
」
が

廃
止
さ
れ
鰤
。
同
月
二
十
八
日
に
は
、
「
秋
田
県
保
健
所
附
属
保
健
婦
養
成
所

処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
初
。
保
健
婦
養
成
所
は
、
二
十
二
日
に
秋
田
市
下
長

町
の
秋
田
保
健
所
内
に
設
置
さ
れ
た
。
戦
争
に
よ
る
保
健
婦
お
よ
び
看
護
婦
の

需
要
が
背
景
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
健
婦
養
成
所
は
、
翌
二
十
年
四
月

一

（狙
）

日
、
秋
田
県
保
健
婦
学
校
と
改
称
さ
れ
た
。
五
月

一
日
に
は

「保
健
婦
学
校
処

（
２９２
）

務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
る
。

経
済
第

一
部
関
係
で
は
、
昭
和
二
十
年
二
月
十
日
、
「
秋
田
県
立
修
錬
農
場

規
程
」
が
廃
止
さ
紳
、
新
た
に

「青
年
道
場
規
程
」
が
制
定
さ
れ
鰤
。
青
年
道

場
は
、
食
糧
増
産
隊
員
、
中
等
学
校
生
徒
、
中
堅
農
家
青
年
に
対
し
て
皇
国
農

民
精
神
を
陶
冶
す
る
と
と
も
に
、
農
業
の
実
地
訓
練
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と

し
た
。
本
場
は
北
秋
田
郡
上
大
野
村
、
分
場
は
南
秋
田
郡
天
王
村
に
置
か
れ
た
。

そ
し
て
、
四
月
十
七
日
に

「大
野
台
開
墾
事
務
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「大
野

（
２９５
）

台
開
墾
事
務
所
規
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。
事
務
所
は
、
青
年
道
場
と
同
じ
く
北

秋
田
郡
上
大
野
村
に
置
か
れ
て
い
る
。
大
野
台
開
墾
事
業
は
、
戦
時
下
で
の
食

糧
増
産
を
目
的
に
進
め
ら
れ
た
可
能
性
が
有
る
。
蚕
業
関
係
で
は
、
二
十
年
七

（
２９６
）

月
二
十

一
日
に
蚕
業
取
締
所
の
支
所
の
管
轄
区
域
が

一
部
改
正
さ
れ
た
。
水
産

関
係
で
は
、
同
年
四
月
十
日
よ
り
水
産
製
品
試
験
場
が
水
産
試
験
場
と
と
も
に
、

（
２９７

）

食
糧
水
産
課
内
に
移
転
し
て
い
る
。

経
済
第
二
部
関
係
で
は
、
昭
和
十
九
年
十
月
十
九
日
に

「
用
材
検
査
所
処
務

規
程
」
が
廃
止
さ
れ
鰤
。
用
材
検
査
所
は
、
木
炭
検
査
所
に
統
合
さ
れ
た
可
能

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

性
も
考
え
ら
れ
初
。
翌
二
十
年
六
月
八
日
に
は

「秋
田
県
臨
時
船
川
港
出
張
所

規
程
」
が
制
定
さ
れ
た‥
。
出
張
所
は
、
船
川
港
に
お
け
る
揚
搭
作
業
の
推
進
事

務
を
行
な

っ
た
。

そ
の
他
、
昭
和
十
九
年
十
二
月

一
日
、
高
清
水
道
場
に
名
誉
道
場
長
が
置
か

れ
鰤
。
名
誉
道
場
長
は
、
道
場
の
運
営
に
つ
き
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
ま
た
意

見
を
提
出
し
た
。

最
後
に
、
戦
争
末
期
に
お
け
る
広
域
行
政
の
変
遷
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

昭
和
二
十
年
二
月

一
日
、
「
地
方
行
政
協
議
会
令
」
の
改
正
に
よ
り
、
地
方
行

（３０２
）

政
協
議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
協
議
会
の
目
的
は
、
地
方
に
お
け
る

各
般
行
政
の

「総
合
連
絡
調
整
」
か
ら

「統

一
及
推
進
」
に
改
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
必
要
時
の

「指
示
」
が

「指
揮
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３０３
）

広
域
行
政
の
画
期
は
、
六
月
十
日
の

「地
方
総
監
府
官
制
」
公
布
で
あ
る
。

地
方
行
政
協
議
会
に
替
る
地
方
総
監
府
は
、
地
方
官
庁
の
合
議
体
で
は
な
く
独

立
し
た
行
政
官
庁
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
総
監
府
職
員
に
は
、
地
方
総
監

・
地

方
副
総
監

・
参
事
官

・
秘
書
官

・
副
参
事
官

・
事
務
官

・
属
が
配
置
さ
れ
た
。

地
方
総
監
は
親
任
、
地
方
副
総
監
と
参
事
官
が
勅
任
、
秘
書
官
以
下
事
務
官
ま

で
が
奏
任
、
属
が
判
任
で
あ

っ
た
。
内
務
大
臣
が
地
方
総
監
府
を
統
理
し
た
。

地
方
総
監
に
は
、
地
方
総
監
府
令
の
発
布
権
、
当
該
地
方
の
陸
海
軍
司
令
官

ヘ

の
出
兵
要
請
権
、
地
方
官
庁
の
長
の
命
令
処
分
に
対
す
る
停
止
権
な
ど
広
範
な

権
限
が
付
与
さ
れ
た
。
東
北
地
方
総
監
府
で
あ
れ
ば
、
地
方
総
監
が
宮
城
県
知

事
は
じ
め
六
県
の
知
事
、
そ
の
他
地
方
官
庁
の
長
を
指
揮
監
督
す
る
形
で
あ
る
。

ま
た
、
「地
方
総
監
府
官
制
」
と
同
日
に

「
地
方
軍
需
監
理
局
官
制
」
も
公
布

一
一三



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

さ
れ
か
。
地
方
軍
需
監
理
局
は
地
方
総
監

の
管
理
に
属
し
、
地
方

に
お
け
る
軍

需
生
産
を
監
理
し
た
。
地
方
軍
需
監
理
局
も
独
立

の
行
政
官
庁
と
し
て
設
置
さ

・晰
）

れ

て

い
る
。

地
方
総
監
府
お
よ
び
地
方
軍
需
監
理
局
の
設
置
に
よ
り
、
全
国
は
八

つ
の
広

域
行
政
区
に
編
成
さ
れ
鰤
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
上
陸
占
領
な
ど
の
事
態
を
予
測
し
、

国
家
行
政
が
分
断
さ
れ
て
も
地
域
ご
と
に
応
急
措
置
を
と
れ
る
体
制
を
目
的
と

し
た
。
内
務
省
は
地
方
総
監
府
を
通
じ
て
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
支
配
し
得
る

（ヽ

一

体
制
を
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
戦
時
体
制
の
最
終
形
態
だ

っ
た
と
言
え
る
。
し

か
し
、
地
方
総
監
府
が
そ
の
機
能
を
殆
ど
発
揮
し
な
い
う
ち
、
八
月
の
敗
戦
を

迎
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。

３
　
占
領
体
制
下
の
県
の
職
務
分
課

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
敗
戦
後
、
同
月
末
よ
り
占
領
軍
が
国
内
各
地
に

進
駐
し
、
九
月
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
東
京
に
移
さ
れ
た
。
占
領
軍
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令

・

勧
告
に
基
づ
き
日
本
政
府
が
政
治
を
行
な
う
間
接
統
治
の
方
式
を
採

っ
た
。
地

方
軍
政
機
構
と
し
て
は
、
最
高
指
令
官
―
第
八
軍
軍
政
本
部

（軍
政
局
）
―
軍

団
軍
政
本
部
―
地
方
軍
政
部
本
部
―
府
県
軍
政
部
と
い
う
命
令
と
監
視
の
体
系

が

つ
く
ら
れ
『
。
末
端
の
府
県
軍
政
部
は
、
地
方
官
庁
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策

を
確
実
に
実
施
し
て
い
る
か
を
監
視
し
た
。
秋
田
県
内
に
は
九
月
下
旬
よ
り
占

領
軍
が
進
駐
し
、
十
月
二
十
五
日
、
秋
田
市
の
秋
田
銀
行
大
町
支
店
に
第
八
四

（�
）

軍
政
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

占
領
体
制
下
で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

っ
て
日
本
の
非
軍
事
化
と
民
主
化
を
目
指

す
諸
改
革
が
次
々
と
実
行
さ
れ
た
。
改
革
は
地
方
行
政
に
も
及
び
、
一‐地
方
官

二
四

官
制
」

の
部
分
改
正
を
通
し
て

「秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」

に
反
映
さ
れ
て
い

ス
リ
。昭

和
二
十
年
八
月
卜
五
日
以
降
、
府
県
の
機
構
再
編
に
関
わ
る

「地
方
官
官

制
」
の
部
分
改
正
は
三
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十

一
年

一

月
二
十

一
胸
と
昭
和
三
十

一
年
十

一
月
十
八
Ｉ‥―‥．‐
で
あ
る
。
本
節
で
は
、

ａ
昭
和

一
十^
年
八
月
十
五
日
以
降
、
ｂ
昭
和
二
十

一
年

一
月
二
十

一
日
部
分
改
正
下
、

ｃ
昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日
部
分
改
正
下
の
三
項
を
設
け
て
叙
述
す
る
こ

と
と
し
た
い
。ａ

　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
以
降

昭
和
二
十

一
年
二
月
に
至
る
ま
で
、
「
秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
の
機
構
再

編
に
関
わ
る
部
分
改
正
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ま
で
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
昭
和
二
十
年
八

月
二
十
三
日
、
内
政
部
の
兵
事
厚
生
課
が
厚
生
課
に
、
経
済
第
二
部
の
軍
需
課

と
商
工
課
が
工
務
課
と
商
務
課
に
、
警
察
部
の
警
防
課
が
保
安
課
に
改
称
さ
れ

把ヽ
）

た‐
。
占
領
軍
の
進
駐
前
に
、
戦
時
色
の
強
い
課
名
を
改
称
し
た
も
の
と
見
ら
れ

（騨
・

る
。
九
月
十
七
日
に
は
内
政
部
に
渉
外
課
が
新
設
さ
れ
た
。
同
月
十
五
日
に
占

領
軍
の
先
遣
隊
が
秋
田
市
内
に
入

っ
て
お
り
、
渉
外
課
は
占
領
軍
と
の
連
絡
調

整
事
務
を
担
当
し
た
。
次
い
で
、
九
月
二
十
五
日
、
経
済
第

一
部
に
お
い
て
農

政
課
か
ら
農
産
課
が
分
離
独
立
し
、
従
前
の
耕
地
課
が
開
拓
課
に
改
称
さ
れ
た
。

ま
た
、
十
月
六
日
、
「地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
に
よ
り
、
国
民
勤
労
動
員

署
が
勤
労
署
に
改
称
さ
れ
た
。
同
月
十
日
に
は
、
警
察
部
に
お
い
て
特
別
高
等

警
察
課
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

「自
由
制
限
の
撤
廃
に
つ
い
て
の
覚



書
」
に
某
づ
い
た
処
置
だ

っ
た
。

（
３‐６

）

ま
た
、
同
日
、
「
秋
田
県
調
査
室
臨
時
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
臨
時

に
知
事
官
房
に
調
査
室
を
設
置
し
、
所
管
行
政
の
調
査
に
関
す
る
事
務
を
分
掌

さ
せ
た
。
調
査
室
主
任
は
内
政
部
長
が
兼
務
し
た
。
十

一
月
十
二
日
に
は

「地

方
住
宅
建
設
本
部
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
簡
易
住
宅
な
ら
び
罹
災

応
急
住
宅
用
資
材
お
よ
び
部
分
品
の
建
設
準
備
の
掌
理
を
目
的
と
し
た
。
戦
争

罹
災
者
ま
た
復
員
者
や
引
揚
者
の
住
宅
難
が
、
県
内
で
も
深
刻
化
し
て
い
た
。

地
方
住
宅
建
設
本
部
は
内
政
部
に
設
け
ら
れ
、
総
務

・
管
理

・
資
材
の
三
班
を

置
い
た
。
本
部
長
は
知
事
が
兼
務
し
て
お
り
、
当
時
、
簡
易
住
宅
建
設
の
急
務

だ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

次
い
で
、
十
二
月

一
日
、
警
察
部
に
お
い
て
経
済
保
安
課
が
民
政
警
察
課
に

改
称
さ
れ
た
。
同
月
二
十
四
日
に
は

「地
方
官
官
制
」
が
部
分
改
正
さ
れ
、
戦

（
３‐９
）

時
色
の
残
滓
が
大
幅
に
払
拭
さ
れ
た
。
ま
ず
、
明
治
以
来
、
府
県
知
事
に
付
与

さ
れ
て
い
た
非
常
緊
急
時
の
軍

へ
の
出
兵
要
請
権
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

警
察
部
の
分
掌
か
ら
動
員
関
係
が
殆
ど
削
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
勤
労
署
の
分
掌

が
、
本
来
の
職
業
紹
介
事
務
に
戻

っ
て
い
る
。
こ
の
改
正
に
対
応
し
、
秋
田
県

で
は
同
月
二
十
四
日
に
、
警
察
部
か
ら
内
政
部
に
保
険
課
と
勤
労
課
が
移
管
さ

れ
た
。
勤
労
課
の
分
掌
は
職
業
安
定
を
中
心
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
第
二

部
に
お
い
て
は
、
従
前
の
工
務
課
と
商
務
課
が
商
工
課
に
統
合
さ
れ
た
。
二
十

一
年

一
月
十
六
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
は
、
各
府
県
の
警
察
部
に

監
察
官
を
配
置
し
て
い
る
。
従
前
は
主
要
府
県
の
警
察
部
に
の
み
配
置
さ
れ
て

（
３２２
）

い
た
監
察
官
が
秋
田
県
に
も
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
警
察

改
革
の

一
環
と
し
て
、
内
部
監
察
を
強
化
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
経
済
第

二
部
関
係
で
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、
醸
造
試
験
場
の
位
置
が
秋
田

（２
）

市
上
中
島
町
か
ら
同
市
土
崎
港
町
に
移
転
し
た
。
警
察
部
の
職
業
関
係
で
は
、

十
月
三
日
に

「秋
田
県
建
築
工
補
導
所
処
務
規
程
」
お
よ
び

「秋
田
県
建
築
工

（η
）

補
導
所
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
時
局
の
影
響
で
職
業
転
換
を
す
る
者
に

対
し
、
建
築
工
の
技
能
を
授
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
当
時
の
住
宅
不
足
が

建
築
工
の
需
要
を
高
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
所
長
は
警
察
部
勤
労
課
長
、
分
所

長
は
勤
労
署
長
の
兼
務
で
あ

っ
た
。
建
築
工
補
導
所
の
設
置
に
伴
い
、
木
船
工

補
導
所
と
機
械
工
補
導
所
は
九
月
二
十
日
限
り
で
廃
止
さ
れ
た
。

さ
て
、
敗
戦
後
の
広
域
行
政
の
変
遷
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
き
た
い
。
本

土
決
戦
を
想
定
し
設
け
ら
れ
た
地
方
総
監
府
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
以
降
も
暫

く
の
間
存
続
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
占
領
体
制
下
で
の
地
方
官
庁
の
統
括
に

広
域
行
政
区
を
必
要
と
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
十

一
月
六
日
、
「地
方
行
政

事
務
局
設
置
制
」
が
公
布
さ
れ
、
地
方
総
監
府
に
替
り
地
方
行
政
事
務
局
が
置

（鰤
）

か
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
地
方
行
政
事
務
局
は
、
地
方
に
お
け
る
各
般
の
行
政

の
総
合
連
絡
調
整
を
目
的
と
し
た
。
職
員
に
、
長
官

・
次
長

・
書
記
官

・
事
務

官

・
属
が
置
か
れ
た
。
長
官
と
次
長
は
勅
任
で
あ
り
、
書
記
官
と
事
務
官
が
奏

任
、
属
が
判
任
で
あ
る
。
長
官
は
、
地
方
事
務
局
を
設
置
し
た
都
道
府
県
の
知

事
が
兼
務
し
た
。
東
北
地
方
事
務
局
の
場
合
は
、
宮
城
県
知
事
が
長
官
を
兼
ね

る
形
で
あ
る
。
ま
た
、
長
官
は
当
該
地
方
の
官
庁
の
長
に
対
し
、
必
要
な
指
示

を
与
え
る
の
み
で
、
地
方
総
監
の
よ
う
に
令
達
を
発
す
る
権
限
は
無
か

っ
た
。



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

地
方
行
政
事
務
局
に
は
地
方
行
政
連
絡
会
議
が
付
置
さ
れ
、
府
県
知
事
そ
の
他

地
方
官
庁
の
長
で
構
成
さ
れ
た
。
地
方
行
政
事
務
局
は
、
十
八
年
に
地
方
行
政

協
議
会
が
発
足
し
た
当
時
の
緩
や
か
な
合
議
体
に
戻

っ
た
観
が
あ
る
。

ま
た
、
「
地
方
行
政
事
務
局
設
置
制
」
と
同
日
に

「
地
方
商
工
処
理
部
臨
時

（
３２６
）

設
置
制
」
も
公
布
さ
れ
た
。
地
方
に
お
け
る
電
気
お
よ
び
発
電
水
力
、
ア
ル
コ
ー

ル
お
よ
び
石
油
の
専
売
に
関
す
る
事
務
を
広
域
行
政
で
処
理
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。
地
方
総
監
府
の
商
工
関
係
部
門
を
引
き
継
い
で
い
る
。
地
方
商
工
処

理
部
は
、
地
方
行
政
事
務
局
長
官
ま
た
は
北
海
道
庁
長
官
の
管
理
下
に
置
か
れ

た
。
職
員
構
成
は
、
部
長

・
事
務
官

・
理
事
官

・
技
師

・
属

・
技
手
と
さ
れ
た
。

部
長
は
勅
任
で
あ
り
、
事
務
官
以
下
技
師
ま
で
が
奏
任
、
属
以
下
が
判
任
で
あ

（翡
）

る
。
さ
ら
に
、
二
十

一
年

一
月
七
日
、
「地
方
商
工
局
官
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。

地
方
商
工
処
理
部
と
従
前
か
ら
有

っ
た
地
方
鉱
山
融
を
統
合
し
、
地
方
商
工
局

が
成
立
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
地
方
商
工
局
も
、
地
方
行
政
事
務
局
長
官
ま
た

は
北
海
道
庁
長
官
の
管
理
に
属
し
た
。
職
員
に
は
、
局
長

・
部
長

・
事
務
官

・

理
事
官

・
技
師

・
属

・
技
手
が
置
か
れ
た
。
局
長
が
勅
任
、
部
長
以
下
技
師
ま

で
が
奏
任
、
属
以
下
が
判
任
で
あ
る
。
組
織
機
構
と
し
て
は
、
商
工

・
鉱
山

・

電
力
の
二
部
が
設
け
ら
れ
た
。
鉱
山
部
を
設
け
た
た
め
、
各
地
方
商
工
局
に
鉱

務
監
督
官
お
よ
び
鉱
務
監
督
官
補
を
設
け
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
同

日
の

「都
庁
府
県
臨
時
職
員
等
設
置
制
」
に
よ
り
、
北
海

・
東
北

・
九
州
の
各

地
方
商
工
局
に
石
炭
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
な

っ
口
。
さ
ら
に
、
同
月
三
十

一

日
に
は
組
織
機
構
が
改
編
さ
れ
、
総
務
課
を
商
工
部
の
上
席
に
加
え
て
い
麺
。

一
一六

ｂ
　
昭
和
二
十

一
年

一
月
二
十

一
日
部
分
改
正
下

昭
和
三
十

一
年

一
月
二
十

一
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改
正

が
実
施
さ
れ
た
。
府
県
の
職
員
に
は
、
知
事

・
部
長

・
書
記
官

・
地
方
事
務
官

・

地
方
視
学
官

・
地
方
警
視

・
地
方
小
作
官

・
地
方
技
師

・
視
学

・
属

・
警
部

・

小
作
官
補

・
技
手

・
通
訳

・
警
部
補
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
知
事
は
勅

任
で
あ
り
、
部
長
以
下
地
方
技
師
ま
で
が
奏
任
、
視
学
以
下
が
判
任
と
さ
れ
た
。

戦
時
体
制
下
で
配
置
さ
れ
た
地
方
祭
務
官
お
よ
び
祭
務
官
補
、
地
方
教
学
官
お

よ
び
教
学
官
補
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
職
員
構
成
も
、
非
常
時
か
ら
平
時
の
形

に
戻

っ
た
観
が
あ
る
。

府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房
と
内
務
部

・
経
済
部

・
警
察
部
の
二
部
制
を
基

本
と
し
、
内
務
大
臣
の
須
要
に
よ
り
府
県
を
指
定
し
て
、
教
育
民
政
部
、
土
木

部
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
。

「
地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
に
対
応
し
、
二
月

一
日
、
「秋
田
県
庁
中
処
務

細
則
」
の
部
分
改
正
が
実
施
さ
れ
た
。
分
課
は
図
８
の
形
に
な

っ
た
。
「
地
方

官
官
制
」
に
沿

っ
た
知
事
官
房
と
内
務
部

・
経
済
部

・
警
察
部
の
二
部
制
で
あ

る
。
従
前
の
経
済
第

一
部
と
経
済
第
二
部
は
、
経
済
部
に
統
合
さ
れ
た
。
経
済

第
二
部
の
土
木
部
は
、
内
務
部
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

図
８
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
昭

和
二
十

一
年
二
月
九
日
、
知
事
官
房
が
秘
書
課
と
文
書
課
に
再
編
さ
れ
た
。
ま

た
、
内
務
部
に
お
い
て
教
学
課
を
学
務
課
、
厚
生
課
を
社
会
課
、
勤
労
課
を
労

働
課
に
改
称
し
、
渉
外
課
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
調
査
課
を
新
設
し
た
。
経
済

部
で
は
農
政
課
を
農
政
開
拓
課
、
開
拓
課
を
耕
地
課
に
改
称
し
、
警
察
部
に
お



図 8 昭和21年の県の職務分課 I(201改 定)

「          ~~¬
警       経          内
察       済           務
部       部           部

―
「h   ll

|

|
警 刑 民 保 警  林 商 水 食 開 農 農  土 勤 保 渉 衛 厚 地 教 会 庶 人  調 文 企
察 事 生 安 務  務 工 産 糧 拓 産 政  木 労 険 外 生 生 方 学 計 務 事  査 書 画
練 課 警 課 課  課 課 課 課 課 課 課  課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課  室 課 室
習  察
所  課

知
事
官
房

政
監
視
を
受
け
、
連
絡
調
整
事
項
の
多
か

っ
た
様
子
を
窺
え
る
。（出

）

次
い
で
、
二
月
十
六
日
、
警
察
部
に
監
察
官
室
が
新
設
さ
れ
た
。
監
察
官
室

は
、
警
察
官
吏
の
監
察
と
教
養
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
し
た
。
二
月
十
五
日
に

は
監
察
官
室
が
教
養
課
に
改
称
さ
れ
、
分
掌
内
容
に
警
察
行
政
に
対
す
る
民
意

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

調
査
な
ど
を
加
え
さ
ら
に
発
展
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
警
察
の
民
主
化
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
二
月
十
六
日
に
は

「秋
田
県
吏
員
鈴
衡
規
程
」
が
全
面
改

（鋼
）

正
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
月
二
十
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
に
よ
り
労

務
監
督
官
お
よ
び
労
務
監
督
官
補
が
労
務
官
お
よ
び
労
務
官
補
に
改
称
さ
れ
て

獅ヽ
）

い

る

。
そ
し
て
、
四
月

一
日
の

「各
庁
職
員
通
則
」
公
布
に
よ
り
、
官
吏
の
等
級
が
、

（翻
）

従
前
の
勅
任

・
奏
任

・
判
任
か
ら

一
級

・
二
級

・
三
級
の
区
分
に
改
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
応
し
、
同
日
の

「地
方
官
官
制
」
部
分
改
正
で
府
県
の
職
員
構
成
が

大
き
く
再
編
さ
れ
て
い
る
。
府
県
の
職
員
は
、
知
事

・
部
長

・
地
方
事
務
官

（二
級
）
・
地
方
事
務
官

（三
級
）
・
地
方
技
官

（二
級
）
・
地
方
技
官

（三
級
）

に
整
理
さ
れ
た
。
視
学
官

・
警
視

・
小
作
官

・
貿
易
組
合
監
督
官
に
は
三
級
ま

た
は
三
級
の
地
方
事
務
官
、
警
視

・
青
年
教
育
官
に
は
二
級
の
地
方
事
務
官
、

警
部
補
に
は
三
級
の
地
方
事
務
官
、
農
業
団
体
監
督
官
に
は
二
級
の
地
方
事
務

官
か
地
方
技
官
、
商
工
組
合
監
督
官

・
労
務
官

・
建
築
監
督
官
に
は
二
級
ま
た

は
三
級
の
地
方
事
務
官
か
地
方
技
官
が
充
て
ら
れ
る
形
と
な

っ
た
。

ま
た
、
四
月
十
三
日
に
経
済
部
に
お
い
て
、
従
前
の
農
政
開
拓
課
と
農
産
課

が
統
合
さ
れ
農
務
課
に
な

っ
た
。
五
月
十
五
日
に
は
、
警
察
部
で
民
生
課
が
経

済
防
犯
課
に
改
称
さ
れ
た
。
戦
後
も
配
給
制
度
の
続
い
た
中
、
食
糧
物
資
の
闇

取
引
等
に
対
す
る
取
締
り
を
強
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
月
十

（Ｗ
）

六

日
、
「
秋
田
県
警
察
監
察
規
程
」
が
全
面
改
正
さ
れ
た
。

こ
れ
も
、
警
察
民

主
化

の

一
環
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
監
察
官

に
は
警
察
部
教
養
課
長
が
充

て

ら
れ
た
。

一
七^



昭
和
戦
前
期
秋
田
県

の
職
務
分
課

の
変
遷

に

つ
い
て

（躙
）

六
月
十
五
日
に
は
、
勅
令
に
よ
り

「
地
方
世
話
部
官
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。

地
方
世
話
部
は
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
軍
人
お
よ
び
軍
属
の
身

上
取
扱
い
や
家
族
等
に
対
す
る
俸
給
そ
の
他
給
与
の
留
守
宅
渡
送
金
に
関
す
る

事
務
を
行
な

っ
た
。
地
方
世
話
部
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
は
内
務
大
臣
が

定
め
た
。
職
員
に
は
、
部
長

・
地
方
事
務
官

（
二
級
）
・
地
方
事
務
官

（三
級
）

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
陸
海
軍
の
解
体
後
、
元
軍
人
お
よ
び
軍
属
と
家
族
に
対

す
る
生
活
保
障
も
地
方
行
政
の
重
要
な
業
務
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
十
月
十
八
日
、
「医
科
大
学
建
設
準
備
事
務
室
臨
時
設
置
規
程
」
が

（
３４４
）

制
定
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
す
ぐ
の
時
点
で
、
県
内
に
医
科
大
学
を
建
設
す
る
具

体
的
な
動
き
が
有

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
準
備
事
務
室
は
内
務
部
の
中
に
設
け

ら
れ
、
秋
田
県
立
医
科
大
学
設
置
準
備
会
の
事
務
を
行
な

っ
た
。
同
月
二
十
六

（郎
）

日
に
は
、
警
察
部
に
お
い
て
保
安
課
が
公
安
課
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
昭
和
二

十

一
年
五
月
二
十

一
日
、
地
方
事
務
所
の
組
織
機
構
が

一
部
改
正
さ
れ
、
係
名

（
３４７
）

と
分
掌
か
ら
戦
時
色
を
払
拭
し
て
い
る
。
内
務
部
の
職
業
関
係
で
は
、
二
月
九

（田
）　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
（３４９
）

日
に

「
勤
労
署
分
署
設
置
規
程
」
、
七
月
二
十
日
に

「
勤
労
署
処
務
規
程
」
が

制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
六
月
二
十
二
日
、
「
秋
田
県
職
業
補
導
所
処
務
規
程
」

（罰
）

お
よ
び

「秋
田
県
職
業
補
導
所
設
置
規
程
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
職
業
補
導

所
は
、
離
職
、
復
員
、
引
揚
げ
、
戦
災
等
に
よ
る
失
業
者
な
ど
に
、
建
築
、
家

具
、
建
具
、
樺
細
工
ほ
か
の
知
識
と
技
能
を
授
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
職

業
補
導
所
の
設
置
に
よ
り
、
従
前
の
建
築
工
補
導
所
は
廃
止
さ
れ
た
。
失
業
者

数
の
増
加
が
、
建
築
以
外
の
多
様
な
技
能
指
導
を
必
要
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

所
長
は
内
務
部
労
働
課
長
が
兼
務
し
た
。
そ
の
他
、
二
月
三
十
日
に

「秋
田
県

（「
）

自
治
講
習
所
規
程
」
が
改
正
さ
れ
た
。
自
治
講
習
所
の
目
的
は
、
従
前
の
市
町

村
吏
員
の
養
成
と
訓
練
か
ら
、
地
方
自
治
の
振
興

へ
と
転
換
さ
れ
た
。
所
長
は

内
務
部
長
、
副
所
長
は
同
部
地
方
課
長
の
兼
務
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
地
方

自
治
の
推
進
を
反
映
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
同
日
、
「秋
田
県
高
清
水
道
場

規
程
」
が
廃
止
さ
れ
た
。
自
治
講
習
所
は
、
秋
田
市
寺
内
の
旧
高
清
水
道
場
の

建
物
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
四
月
九
日
、
「秋
田
県
青
年
学
校
女
子
教
員

臨
時
養
成
所
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
養
成
所
は
学
務
課
内
に
置
か
れ
、
所
長

は
内
務
部
長
、
副
所
長
は
学
務
課
長
が
兼
務
し
た
。
戦
後
の
社
会
教
育
振
興
に

対
し
、
県
内
の
専
門
教
員
が
不
足
し
て
い
た
状
況
を
窺
い
知
れ
る
。

経
済
部
関
係
で
は
、
二
月
二
十
日
、
「
秋
田
県
醸
造
試
験
場
規
程
」
が
廃
止

（剛
）　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　
（晰
）

さ
れ
、
新
た
に

「秋
田
県
食
品
試
験
場
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
食
品
試
験
場

は
、
醸
造
お
よ
び
食
品
加
工
に
関
す
る
試
験
ほ
か
を
分
掌
し
た
。
ま
た
、
同
日
、

（出
）

「秋
田
県
食
糧
検
査
所
処
務
規
程
」
が
改
正
さ
れ
た
。
主
要
食
糧
の
検
査
や
需

（訂
）

給
計
画
な
ど
分
掌
が
充
実
さ
れ
、
機
構
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
食
糧
不

足
の
深
刻
化
を
背
景
と
し
た
改
正
だ

っ
た
ろ
う
。
四
月
十
六
日
に
は
、
各
地
方

（
３５８
）

事
務
所
の
管
内
に
薪
検
査
出
張
所
が
設
置
さ
れ
た
。

ｃ
　
昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日
部
分
改
正
下

昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
大
規
模
な
部
分
改
正

が
実
施
さ
れ
た
。
府
県
の
機
構
再
編
と
し
て
は
、
前
回
か
ら
わ
ず
か

一
〇
か
月

足
ら
ず
で
あ
る
。

こ
の
改
正
に
よ
り
府
県
の
機
構
は
、
知
事
官
房
と
内
務
部

・
教
育
民
政
部

・

/ヽ



教
育
民
生
部

―
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崚
一

農
務
課

食
糧
課

水
産
課

商
工
課

林
務
課

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

経
済
部

・
警
察
部
の
四

部
制
が
基
本
と
な
っ
た
。

教
育
民
政
部
の
必
置
に

は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
が

反
映
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
内

務
大
臣
は
須
要
に
よ
り

府
県
を
指
定
し
て
、
教

育
部
、
民
政
部
、
衛
生

部
、
土
本
部
を
置
く
こ

と
が
で
き
た
。

「地
方
官
官
制
」
の

部
分
改
正
に
対
応
し
、

十

一
月
十
八
日
に

「秋

田
県
庁
中
処
務
細
則
」

の
部
分
改
正
も
行
な
わ

（
３５９
）

れ
た
。
分
課
は
図
９
の

よ
う
な
形
で
あ
る
。
秋

田
県
の
機
構
は
、
知
事

官
房
と
内
務
部

・
教
育

民
政
部

・
経
済
部

・
農

地
部

・
警
察
部
の
五
部

「渉    警
外    察
事    部

奮     |

「市 |

警 刑 経 公 教 警
察 事 済 安 養 務
練 課 防 課 課 課
習  犯
所  課

制
に
渉
外
事
務
局
を
加
え
た
形
と
な

っ
た
。
農
地
部
の
設
置
は
、
同
日
の

「都

庁
府
県
等
臨
時
職
員
設
置
制
」
改
正
に
基
づ
い
て
い
る
。
農
地
部
は
、
農
地
関

係
の
調
整
、
自
作
農
創
設
特
別
処
置
、
開
拓
、
耕
地
復
旧
に
関
す
る
事
務
を
分

掌
し
た
。
十
月
二
十

一
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
勧
告
を
う
け
て

「自
作
農
創
設
特
別
措

（詢
）

置
法
」
が
公
布
さ
れ
て
い
た
。
農
地
部
の
臨
時
設
置
は
、
同
法
に
基
づ
く
第
二

次
農
地
改
革
の
推
進
を
目
的
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
農
地
部
に
は
経
済
部
か

ら
耕
地
課
が
移
管
さ
れ
、
ま
た
教
育
民
生
部
に
は
内
務
部
か
ら
社
会

・
学
務

・

労
働

・
衛
生

・
保
険
の
五
課
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。

十

一
月
十
八
日
に
は

「秋
田
県
渉
外
事
務
局
規
程
」
も
改
正
さ
れ
、
渉
外
事

務
局
に
教
育
民
生
部
と
農
地
部
が
新
設
さ
れ
た
。
県
庁
の
機
構
再
編
に
対
応
し

た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
図
９
以
降
の
本
庁
職
務
分
課
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
昭
和
三

十

一
年
十
二
月
二
十
七
日
、
「
地
方
官
官
制
」
の
部
分
改
正
に
よ
り
、
内
務
大

（瑚
）

臣
の
須
要
で
府
県
を
指
定
し
て
置
け
る
部
に
労
働
部
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は

秋
田
県
の
機
構
に
影
響
し
て
い
な
い
。
が
、
同
日
、
従
前
の
内
務
部
土
木
課
が

土
本
部
に
昇
格
し
、
監
理

・
道
路

・
河
港
の
三
課
を
設
け
て
い
る
。
土
本
部
の

設
置
は
、
内
務
大
臣
の
指
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
秋
田
県
の
機

構
は
、
知
事
官
房
と
六
部
制
に
渉
外
事
務
局
の
形
に
な

っ
た
。
同
時
に

「秋
田

県
渉
外
事
務
局
規
程
」
も
改
正
さ
れ
、
渉
外
事
務
局
に
土
木
部
が
新
設
さ
れ
て

（筋
）

い
る
。
ま
た
、
二
十
二
年
四
月
十
九
日
に
は
、
教
育
民
生
部
に
お
い
て
従
前
の

・鯛
）

労
働
課
が
労
政
課
と
職
業
課
に
分
離
し
た
。
労
政
課

の
分
掌
は
、
労
働
団
体
や

労
働
委
員
会
お
よ
び

「
労
働
関
係
調
整
法
」
施
行
に
関
す
る
事
務
な
ど
で
非
常

二
九
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

に
充
実
し
た
内
容

で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
労
働
政
策

の
推
進
が
反
映
さ
れ
て

（魏
）

い
る
。
二
十
年
に

「労
働
組
合
法
」
、
二
十

一
年
に

「
労
働
関
係
調
整
法
」
、
そ

（�
）

し
て
二
十
二
年
に

「労
働
基
準
法
」
が
公
布
さ
れ
て
い
た
。　
一
方
、
職
業
課
は
、

従
前
の
労
働
課
の
分
掌
を
ほ
ぼ
引
き
継
い
だ
。

次
に
、
出
先
機
関
の
処
務
規
程
等
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
昭
和
二

十
二
年
二
月

一
日
、
地
方
事
務
所
に
農
地
課
が
新
設
さ
れ
た
。
前
年
十

一
月
十

八
日
の
県
庁
機
構
再
編
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
方
事
務
所
の
農
地
課
は
、

各
郡
内
の
農
地
改
革
を
推
進
す
る
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
教
育
民
生

部
関
係
で
は
、
二
十
二
年
四
月
五
日
、
「
秋
田
県
職
業
補
導
所
規
程
」
が

「
職

（詢
）

業
補
導
所
処
務
規
程
」
に
改
正
さ
れ
た
。
所
長
は
、
労
働
課
長
ま
た
は
勤
労
署

（耽
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（鼎
）

長
の
兼
務
と
さ
れ
た
。
職
業
補
導
所
は
管
内
三
箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
同

月
八
日
に
は
、
「
地
方
官
官
制
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
政
事
務
所
が
管
内
八

箇
所
に
設
置
さ
れ
た
。
労
政
事
務
所
は
、
地
方
に
お
け
る
労
働
政
策
の
実
施
機

関
と
な

っ
た
。
農
地
部
関
係
で
は
、
二
十

一
年
十
二
月
十
四
日
、
「大
野
台
開

（踊
）

墾
事
務
所
規
程
」
が

「
県
営
開
墾
事
務
所
規
程
」
に
改
称
さ
れ
た
。
同
日
、
こ

．
３７６
）

の
規
程
に
基
づ
き
県
営
御
助
開
墾
事
務
所
が
由
利
郡
西
滝
沢
村
に
設
置
さ
れ
た
。

県
営
開
墾
事
務
所
は
、
大
野
台
と
合
わ
せ
二
箇
所
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
一

「
地
方
自
治
法
」
の
施
行
と
県
庁
の
職
務
分
課
の
再
編

富́
）

昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
、
「地
方
自
治
法
」
が
公
布
さ
れ
、
「東
京
都
制
」

お
よ
び

「
道
府
県
制
」、
「市
制
」
お
よ
び

「
町
村
制
」
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ

二
〇

に
よ
り
、
官
治
的

で
不
完
全
な
自
治
体
だ

っ
た
都
道
府
県
は
、
市
町
村
と
同
じ

（淵
・

普
通
地
方
公
共
団
体
に
な

っ
た
。

「地
方
自
治
法
」
の
第
七
章
執
行
機
関
は
、
都
道
府
県
の
知
事
お
よ
び
職
員

構
成
、
組
織
機
構
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
「
地
方
官
官
制
」
に
替
り
、
新

た
な
地
方
制
度
の
基
準
に
な

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
都
道
府
県
の
知

事
は
、
住
民
の
直
接
投
票
に
よ
る
公
選
で
任
期
四
年
と
定
め
ら
れ
た
。
「地
方

官
官
制
」
に
お
け
る
府
県
知
事
が
内
務
大
臣
の
指
揮
監
督
下
の
勅
任
官
で
あ

っ

た
こ
と
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
。
知
事
の
下
に
は
、
副
知
事

・
出
納
長

・
副

出
納
長
が
置
か
れ
た
。
副
知
事
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
お

よ
び
市
町
村
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
置
か
れ
る
吏
員
は
、
事
務
吏
員

・
技
術

吏
員

・
教
育
吏
員

・
警
察
吏
員
の
四
種
類
に
区
分
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
都
道
府

県
に
は
任
期
四
年
の
監
査
委
員
も
置
か
れ
た
。

都
道
府
県
の
組
織
機
構
は
、
総
務
部

・
民
生
部

・
教
育
部

・
経
済
部

・
上
木

部

・
農
地
部

・
警
察
部
の
七
部
制
を
基
本
と
し
た
。
知
事
は
、
局
部
の
下
に
必

要
な
課
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
必
要
の
有
る
時
は
条
例
を
制
定
し

て
、
局
部
を
分
合
し
た
り
事
務
の
配
分
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
。

都
道
府
県
の
支
庁
ま
た
は
地
方
事
務
所
の
位
置
、
名
称
、
所
管
地
域
は
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
地
方
自
治
法
」
施
行
後
も
地
方

事
務
所
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
の

「地
方
自
治
法
」
施
行
を
控
え
、
四
月

五
日
に
第

一
回
統

一
地
方
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
秋
田
県
で
は
、
蓮
池
公
咲
が

初
の
公
選
知
事
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
「
地
方
自
治
法
」
の
施
行
と
と
も
に
、



秋
田
県
に
お
け
る
県
庁
機
構
の
再
編
が
始
ま
る
。

ま
ず
、
五
月
二
日
、
「
地
方
自
治
法
」
第
七
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
前
の

（用
）

内
務
部
が
総
務
部
に
改
称
さ
れ
た
。
局
部
の
分
合
に
は
条
例
の
制
定
を
要
し
た

た
め
、
教
育
民
生
部
は
未
だ
教
育
部
と
民
生
部
に
分
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
、

教
育
民
生
部
に
世
話
課
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
世
話
課
は
元
軍
人
お
よ
び
軍
属

の
生
死
調
査
や
身
分
資
格
証
明
、
恩
給
、
復
員
関
係
な
ど
を
分
掌
し
た
。
そ
の

後
、
七
月
十
四
日
に
は

「出
納
事
務
室
設
置
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
出
納
長
の

も
と
に
出
納
事
務
室
を
置
い
コ
。
出
納
事
務
室
の
設
置
に
よ
り
、
総
務
部
の
会

（阻
）

計
課
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
七
月
二
十
六
日
、
「
秋
田
県
民
生
部
、
教
育
部
お
よ
び
林
業
部
設

（３８２
）

置
等
に
関
す
る
条
例
」
が
県
議
会
の
決
議
を
経
て
公
布
さ
れ
た
。
「
地
方
自
治

法
」
第
七
章
で
規
定
さ
れ
た
形
に
、
県
庁
の
組
織
機
構
を
再
編
す
る
こ
と
が
条

例
の
目
的
で
あ

っ
た
。
林
業
部
は

「地
方
自
治
法
」
に
規
定
の
無
い
秋
田
県
独

自
の
部
で
あ
る
。
秋
田
県
の
森
林
資
源
と
戦
後
の
用
材
需
用
が
結
び
付
き
設
定

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
七
月
二
十
六
日
の
条
例
は
、
林
業
部
に
関

す
る
条
項
を
除
い
た
形
で
公
布
さ
れ
た
。
林
業
部
の
設
置
に
準
備
期
間
を
要
し

た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

条
例
公
布
の
同
日
、
「秋
田
県
庁
中
処
務
細
則
」
も
部
分
改
正
さ
れ
、
組
織

機
構
の
改
編
が
行
な
わ
れ
鰤
。
条
例
に
対
応
し
、
従
前
の
教
育
民
生
部
が
民
生

部
と
教
育
部
に
分
離
し
た
。
民
生
部
に
は
、
社
会

・
労
働

・
衛
生

・
保
険

・
世

話
の
五
課
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
教
育
部
に
は
学
務
課
が
移
管
さ
れ
た
他
、
社

会
教
育
課
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
社
会
教
育
課
は
、
昭
和
十
八
年
九
月
八
日
に

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

知
事
官
房

民生部許
¨

教
育
部
―
占
‐‐

土木部
―占‐―‐ 秘

書
課

人
事
課

庶
務
課

調
査
課

地
方
課

統
計
課

社
会
課

労
働
課

衛
生
課

保
険
課

世
話
課

学
務
課

社
会
教
ムロ
課

監
理
課

道
路
課

河
港
課

農地部―占‐―‐脚咄翻

出
納
事
務
室

‐
渉
外
事
務
局

「
―
農
務
課

廃
止
さ
れ
て
以
来
の
復
活
で

あ
り
、
分
掌
内
容
も
整
備
拡

充
さ
れ
た
。
政
府
の
社
会
教

育
重
視
の
政
策
を
反
映
し
て

（３８４
）

い
る
。
そ
の
他
、
知
事
官
房

に
お
い
て
秘
書
課
が
廃
止
さ

れ
、
分
掌
を
総
務
部
調
査
課

に
移
管
し
て
い
る
。
総
務
部

に
お
い
て
は
、
調
査
課
か
ら

統
計
課
が
分
離
独
立
し
た
。

調
査
課
の
分
掌
で
は
、
元
正

規
陸
海
軍
将
校
調
査
や
公
職

適
否
調
査
、
民
論
調
査
な
ど

が
目
立

つ
も
の
で
あ
る
。

七
月
二
十
六
日
の
条
例
の

う
ち
、
林
業
部
に
関
す
る
事

項
は
九
月

一
日
に
公
布
さ
れ

た‐
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
同
日
、

経
済
部
か
ら
林
務
課
を
削
除

（
３８６
）

し
、
林
業
部
が
設
置
さ
れ
た
。

林
業
部
の
独
立
は
、
明
治
以

降
の
県
庁
職
務
分
課
の
変
遷

一一三

経済部―語‐‐‐藤螂制

林業部―｛‐―‐嚇脚制
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

で
は
初
め
て
で
あ

っ
た
。
以
降
、
林
政
関
係
の
部
の
設
置
は
、
森
林
資
源
を
も

つ
秋
田
県
の
特
色
と
し
て
続
く
こ
と
に
な
る
。
林
業
部
に
は
、
林
政

・
施
設

・

利
用
の
二
課
が
置
か
れ
た
。
林
政
課
は
、
薪
炭
の
生
産
配
給
や
林
業
用
資
材
物

資
の
配
給
、
林
業
団
体
の
指
導
監
督
な
ど
を
分
掌
し
た
。
施
設
課
は
造
林
種
苗
、

林
野
保
護
、
森
林
土
木
な
ど
、
利
用
課
は
木
工
を
分
掌
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
九
月

一
日
の
時
点
で
、
「
地
方
自
治
法
」
に
基

づ
い
た
秋
田
県
の
機
構
再
編
は
完
了
し
た
。
分
課
は
図
１０
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。

秋
田
県
は
、
知
事
官
房
と
総
務
部

・
民
生
部

・
教
育
部

・
土
本
部

・
経
済
部

・

林
業
部

・
農
地
部

・
出
納
事
務
室

・
警
察
部

・
渉
外
事
務
局
の
八
部

一
室

一
局

制
に
な

っ
た
。
翌
二
十
二
年
に
は
、
公
選
制
教
育
委
員
会
制
度
に
よ
り
秋
田
県

教
育
委
員
会
が
発
足
（口

、
教
育
部
の
廃
止
と
な
る
。
ま
た
、
コ
言
察
ぃ
」
の
施

行
で
国
家
地
方
警
察
秋
田
県
本
部
が
発
足
し
、
警
察
部
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「地
方
官
官
制
」
か
ら

「
地
方
自
治
法
」
に
基
づ
く
組
織
機
構

へ
の
移

行
は
二
十
二
年
九
月
ま
で
に
完
了
し
た
が
、
教
育
お
よ
び
警
察
行
政
に
つ
い
て

は
、
国
家
の
制
度
改
革
に
よ

っ
て
以
後
も
若
干
の
紆
余
曲
折
が
有

っ
た
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、
紙
幅
を
大
き
く
取

っ
た
が
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
の

県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
た
ど

っ
て
き
た
。
課
係
の
設
置
や
職
務
規
程
の
内

容
に
は
、
国
家
や
社
会
の
状
況
、
ま
た
組
織
編
成
上
の
必
然
性
や
要
請
が
有
機

的
に
関
わ

っ
て
く
る
。
本
稿
で
対
象
と
し
た
期
間
は
、
戦
時
体
制
お
よ
び
Ｇ
Ｈ

一一一一
一

Ｑ
に
よ
る
占
領
体
制
の
時
代
を
含
み
、
国
家
や
社
会
の
急
激
な
状
況
変
化
が
県

庁
の
組
織
機
構
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
府
県
を
は

じ
め
多
く
の
行
政
機
関
は
、
そ
の
機
能
の
継
続
期
間
の
中
で
平
時
ば
か
り
で
な

く
戦
争
等
の
非
常
時
も
経
験
し
て
い
る
。
行
政
機
関
の
文
書
群
を
整
理
す
る
際
、

平
時
と
非
常
時
で
は
組
織
性
の
内
的
秩
序
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（榊
）

さ
て
、
高
橋
務
氏
の
研
究
を
引
き
継
い
だ
後
、
本
稿
を
も

っ
て
、
明
治
六
年

か
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
、
秋
田
県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
を

一
応
終
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
「地
方
自
治
法
」
以
前
の
地
方

制
度
下
で
作
成
さ
れ
た
近
代
の
秋
田
県
庁
文
書
群
に
つ
き
、
出
所
の
組
織
機
構

を

一
通
り
明
ら
か
に
で
き
た
。
高
橋
論
文
の
発
表
か
ら
既
に
九
年
が
経
過
し
て

お
り
、
研
究
の
遅
れ
を
深
く
お
詫
び
中
し
―‐
げ
た
い
。
ま
た
、
前
稿
で
の
誤
記

等
に
つ
い
て
は
註
記
に
て
訂
正
さ
せ
て
戴
き
た
ぃ
。

昭
和
二
十
二
年
以
降
、
「
地
方
自
治
法
」
下

に
お
け
る
県
庁
職
務
分
課

の
変

遷

の
整
理
に

つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
、　
一
先
ず
こ
こ
で
筆
を
欄
く
こ
と
と

す
る
。

王ヽ（
１
）
　

『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
九
号

（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』

第
九
号
　
一
一〇
０
三
年
）

（
２
）
　

『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
八
年
）
四
四
三
貞

（３
）
　

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」



（
４
）
　

『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻

（古
川
弘
文
館
、　
一
九
八
六
年
）
六
六
二
～
六
六
三

頁

（
５
）
　

拙
稿

「
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察
」
「
秋
田
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
第
七
号
　
一
一〇
〇

一
年
）

（
６
）
　

『
秋
田
県
史
』
資
料
明
治
編
上

（秋
田
県
、　
一
九
六
〇
年
）
三
四
〇
～
三
四
八

頁

（
７
）
　

秋
田
県
立
秋
円
図
書
館
、　
一
九
七
二
年

（８
）
　

明
治
二
十
三
年
十
月
卜

一
日
、
同
二
十
六
年
十
月
二
十

一
日
、
同
三
十
八
年
四

月
十
九
日
、
大
正
三
年
六
月
十
三
日
、
同
十
五
年
六
月
四
日

（９
）
　

「
臨
時
資
金
調
整
法
」
（昭
和
十
二
年
九
月
十
日
法
律
第
八
六
号
）
、
「
軍
需
工

業
動
員
法
適
用
法
」
（同
法
律
第
八
八
号
）
、
「
輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
法
」
（同

法
律
第
九
二
号
）
国
家
の
法
令
は
全
て

『
法
令
全
書
』
ま
た
は

『
官
報
』
を
参

照
し
た
。
以
下
、
出
典
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
ら
に
よ
る
。

（
１０

）

『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
四
年
）
二
八
～
二
九
頁

企
画
院
は
、
第

一
次
近
衛
内
閣
の
も
と
企
画
庁
と
資
源
局
を
統
合
し
て
設
置
さ

れ
、
大
幅
な
権
限
を
持

つ
戦
時
経
済
統
制
推
進
の
中
枢
機
関
に
改
編
さ
れ
た
。

生
産
力
拡
充
四
か
年
計
画
や
物
資
動
員
計
画
の
立
案
を
は
じ
め
と
し
て
、
経
済

の
全
分
野
に
お
け
る
国
家
動
員
計
画
の
立
案
に
あ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
経
済
参
謀

本
部
と
し
て
戦
時
国
家
統
制
の
確
立
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。

昭
和
十
三
年
四
月

一
日
法
律
第
五
五
号

昭
和
十
年

一
月
十
九
日
勅
令
第
四
号

昭
和
十
五
年
六
月
四
日
勅
令
第

一
四
七
号

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

訓
令
甲
第
三
七
号

（大
正
十
五
年
六
月
二
十
九
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編

（秋
田
県
、　
一
九
六
五
年
）
五
五
二
～

五
五
三
頁

（
‐７
）
　

同
有

（
‐８
）
　

県
令
第

一
号
、
第
二
号
、
第
二
号

（昭
和
元
年
十
一
．月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

号
外
）

明
治
三
十
二
年
二
月
十
六
日
法
律
第
六
四
号

「
地
方
待
遇
職
員
令
」
は
、
大
正
九
年
八
月
十

一
日
勅
令
第
二
四
八
号
で
公
布

さ
れ
た
。
地
方
待
遇
職
員
は
、
形
式
的
に
は
国
の
官
吏
で
あ
り
職
務
に
つ
い
て

も
国
の
官
庁
の
指
揮
監
督
に
服
し
た
が
、
経
済
的
に
は
地
方
自
治
体
か
ら
俸
給

を
受
け
取

っ
た
。
そ
の
た
め
、
身
分
も
普
通
の
国
の
官
吏
と
は
区
別
さ
れ
、
む

し
ろ
地
方
自
治
体
の
職
員
と
言
え
る
。
（伊
藤
隆
監
修

・
百
瀬
孝
著

『
事
典
昭

和
戦
前
期
の
日
本
―
制
度
と
実
態
―
』
吉
川
弘
文
館

　
一
九
九
〇
年
　
九
二
～

九
三
頁
）
大
正
九
年
八
月
十

一
日
、
「
地
方
待
遇
職
員
令
」
に
基
づ
き
、
「道
路

管
理
職
員
制
」
（勅
令
第
二
四
五
号
）
、
「地
方
土
木
職
員
制
」
（勅
令
第
二
四
六

［こ

、
「
地
方
産
業
職
員
制
」
（勅
令
第
二
四
七
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
以

降
も
勅
令
に
よ
り
、
地
方
測
候
所
職
員
、
庁
府
県
衛
生
職
員
、
地
方
社
会
事
業

職
員
な
ど
の
地
方
待
遇
職
員
が
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

昭
和
三
年
二
月
九
日
勅
令
第
二
四
号

訓
令
甲
第
五
０
号

（昭
和
三
年
七
月
七
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻

（古
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）
三
三
三
頁

さ
き
が
け
新
書

『
近
代
の
秋
田
』
（秋
田
魁
新
報
社
、　
一
九
九

一
年
）

一
八
九

～

一
九
〇
頁
　
秋
田
県
で
は
、
タ
ネ
マ
キ
ス
ト
の
今
野
賢
三
や
秋
田
労
農
社
の

近
江
谷
友
治
、
畠
山
松
治
郎
ら
を
中
心
に
各
地
に
政
治
研
究
会
の
支
部
が
結
成

さ
れ
、
大
正
十
五
年
九
月
に
労
農
党
秋
田
県
支
部
の
発
会
式
に
至

っ
た
。
昭
和

二
年
九
月
の
府
県
会
議
院
選
挙

（第

一
回
普
通
選
挙
）
で
は
、
既
成
政
党
に
対

し
無
産
政
党
の
組
織
化
の
動
き
が
起
き
、
雄
勝
郡
選
挙
区
で
労
農
党
候
補
の
入

江
五
郎
が
下
馬
評
を
裏
切
る
形
で
当
選
し
た
。

（
２５
）
　

訓
令
甲
第
二
九
号

（昭
和
四
年
七
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
２６
）
　

訓
令
甲
第
五
四
号

（昭
和
四
年
八
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
２７
）
　

昭
和
四
年
七
月
三
十

一
日
勅
令
第
二
四
五
号

（
２８
）
　

大
正
十

一
年
四
月
二
十
二
日
法
律
第
七
〇
号

　

「
健
康
保
険
法
」
は
労
働
者
の

生
活
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
最
初
の
社
会
保
険
法
。
関
東
大
震
災
の
た
め

一二
一二

16 15 14 13 12 11

（
‐９
）

（
２０
）

（２‐
）

（
２２
）

（
２３
）

（２４
）



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

施
行
が
遅
れ
、
昭
和
二
年
に
全
面
実
施
と
な

っ
た
。
「
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻

吉
川
弘
文
館

　
一
九
八
五
年
、　
一
四
三
頁
）

昭
和
四
年
四
月
十
五
日
法
律
第
五
五
号

「
府
県
制
」
中
改
正

訓
令
甲
第

一
五
号

（昭
和
七
年
四
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
三
三
号

（昭
和
七
年
九
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

『
秋
田
県
教
育
史
』
第
六
巻
　
通
史
編
二

（秋
田
県
教
育
委
員
会
、　
一
九
八
六

年
）
二
七
四
～
二
七
五
頁
　
当
時
、
社
会
的
経
済
的
問
題
の
多
発

へ
の
対
策
と

し
て
、
成
人
教
育
講
座
等
の
開
設
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
七
年
十
月
六
日
勅
令
第
三
〇
四
号

昭
和
七
年
九
月
六
日
法
律
第
二
五
号

『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻
　
四
八
五
頁

訓
令
甲
第
四

一
号

（昭
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
四
号

（昭
和
八
年
二
月
四
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
九
号

（昭
和
九
年
十
二
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第
八

一
二
号
）

訓
令
甲
第
五
四
号

（大
正
十
五
年
六
月
三
十
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
九
号

（大
正
十
三
年
二
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
五
八
号
）

「土
木
課
員
郡
駐
在
規
程
」

（
４‐
）

花
輪

（鹿
角
郡
）
、
鷹
巣

（北
秋
田
郡
）
、
能
代

（山
本
郡
）
、
土
崎

（南
秋
田

郡
）
、
秋
田

（秋
田
市
、
河
辺
郡
、
由
利
郡
の
う
ち
雄
物
川
筋
）
、
本
荘

（雄
物

川
筋
を
除
く
由
利
郡
）
、
横
手

（平
鹿
郡
）
、
湯
沢

（雄
勝
郡
）
の
九
土
工
区
事

務
所

（４２
）
　

訓
令
甲
第
二
六
号
、
告
示
第
二
〇
五
号

（昭
和
二
年
六
月
二
十

一
日

「秋
田
県

報
」
第
四
八
号
）

（
４３
）
　

訓
令
甲
第
二
八
号
、
告
示
第
二
九
七
号

（昭
和
七
年
六
月
十
七
日

「秋
田
県
報
」

号
外
）

（
４４
）
　

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
一二
八
三
頁

（
４５
）
　

鹿
角
、
北
秋
田
、
山
本
、
南
秋
田
、
河
辺
、
由
利
、
仙
北
、
平
鹿
、
雄
勝
の
九

財
務
出
張
所

三
四

県
令
第
二
九
号

（昭
和
六
年
五
月
二
十
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
二
五
七
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

県
令
第
二
二
号
、
訓
令
甲
第
五
号

（大
正
十
五
年
四
月
十
七
日

「
秋
田
県
報
」

号
外
）

告
示
第

一
一
九
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

『
秋
田
県
土
地
改
良
史
』
（秋
田
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
、　
一
九
八
五

年
）

一
三
四
～

一
三
六
頁

県
令
第
五
四
号

（昭
和
九
年
八
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

『
国
史
大
辞
典
』
第
十

一
巻

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
〇
年
）
三
六
〇
頁
、

『
秋
田
県
教
育
史
』
第
六
巻
　
四
三
六
、
六
二
四
頁

告
示
第
四
三
六
号

（昭
和
九
年
八
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
九
号

（昭
和
九
年
九
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
第
七
八
七
号
）

県
令
第
五
五
号

（昭
和
七
年
十
月
四
日

「秋
田
県
報
」
第
五
八
七
号
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
五
二
九
頁

告
示
第
四
八

一
号

（昭
和
七
年
十
月
四
日

「
秋
田
県
報
」
第
五
八
七
号
）

訓
令
甲
第
六
号

（昭
和
八
年
二
月
二
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

告
示
第

一
一
四
号

（昭
和
二
年
四
月
八
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
七
号
）
　

一化
館

孵
化
場

（仙
北
郡
花
館
村
）
、
田
沢
湖
孵
化
場

（仙
北
郡
田
沢
村
）
、
強
首
孵
化

場

（仙
北
郡
強
首
村
）
、
沼
館
孵
化
場

（平
鹿
郡
沼
館
村
）
、
矢
島
孵
化
場

（由

利
郡
矢
島
村
）
、
直
根
孵
化
場

（由
利
郡
直
根
村
）
、
栗
山
池
孵
化
場

（由
利
郡

上
郷
村
）
、
岩
見
川
孵
化
場

（河
辺
郡
川
添
村
）

（６‐
）
　

県
令
第
七
号
、
訓
令
甲
第
九
号

（昭
和
八
年
二
月
二
十
四
日

「
秋
田
県
報
」
第

六
三
四
号
）

訓
令
甲
第

一
六
号

（昭
和
二
年
二
月
三
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第

一
五
二
号

（昭
和
三
年
五
月
三
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
四
号
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
工全
二
二
～
六
三
四
頁

告
示
第

一
一
七
号

（昭
和
四
年
二
月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第
二
二
七
号
）

40 39 38 37 36 35 34 33

60 59 58 57 56 55 54 53    52 51

32 31 30 29

50 49    48 47 4665 64 63 62



（６６
）
　

訓
令
甲
第
二
〇
号

（昭
和
六
年
五
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第
四
四
七
号
）
、

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
工全
一一四
頁

（６７
）
　

生
回
示
第
二
〇
六
号

（昭
和
九
年
五
月
二
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
第
七
五
三
号
）

（６８
）
　

生
回
示
第

一
二
四
号

（昭
和
八
年
二
月
二
十
八
日

「秋
田
県
報

一
第
六
三
五
号
）

（
６９
）
　

生
口
示
第

一
六
二
号

（昭
和
八
年
四
月
十
四
日

「秋
田
県
報
」
第
六
四
〇
号
）

（
７０
）
　

生
回
示
第

一
八

一
号

（昭
和
八
年
四
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
第
六
四
二
号
）

（
７‐
）
　

県
令
第
九
号

（昭
和
七
年
二
月
九
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
７２
）
　

そ
の
後
、
大
正
六
年
告
示
第
四
五
八
号

（大
正
六
年
十

一
月
二
日

「秋
田
県
報
」

第
五
三
六
号
）
に
よ
り
、
藁
工
品
検
査
所
の
本
所
が
県
庁
内
に
置
か
れ
、
大
館

支
所

（北
秋
田
郡
、
鹿
角
郡
）
、
能
代
支
所

（山
本
郡
）
、
土
崎
支
所

（秋
田
市
、

南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
）
、
本
荘
支
所

（由
利
郡
）
、
大
曲
支
所

（仙
北
郡
）
、
横

手
支
所

（平
鹿
郡
）
、
湯
沢
支
所

（雄
勝
郡
）
が
地
方
に
置
か
れ
た
。
支
所
の

下
に
は
派
出
所
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
７３

）

大
正
六
年
告
示
第

一
四
六
号

（大
正
六
年
二
月
三
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

に
よ
り
、
穀
物
検
査
所
の
本
所
が
県
庁
内
、
大
館
支
所

（北
秋
田
部
、
鹿
角
郡
）
、

能
代
支
所

（山
本
郡
）
、
土
崎
支
所

（秋
田
市
、
南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
）
、
本
荘

支
所

（由
利
郡
）
、
大
曲
支
所

（仙
北
郡
）
、
横
手
支
所

（平
鹿
郡
）
、
湯
沢
支

所

（雄
勝
郡
）
が
地
方
に
置
か
れ
て
い
た
。
支
所
の
レ
ベ
ル
で
も
穀
物
検
査
所

が
藁
工
品
検
査
所
の
事
務
を
兼
務
す
る
体
制
だ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

告
示
第
六
三
号

（昭
和
九
年
二
月
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

県
令
第

一
〇
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

告
示
第

一
三
〇
号

（昭
和
四
年
二
月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
五
七
五
～
五
七
八
頁

県
令
第
五
七
号

（昭
和
九
年
九
月
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
第
七
八
四
号
）

県
令
第
二
九
号

（大
正
十
三
年
三
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第

一
四
六
号

（昭
和
十
年
四
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
第
八
四
三
号
）

海
原
徹

『
日
本
史
小
百
科
　
学
校
』
改
訂
新
版

（東
京
堂
出
版
、　
一
九
九
六
年
）

二
〇
一
一～
一
（
）三
頁

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

（
８２
）
　

告
示
第
五

一
六
号

（昭
和
九
年
十
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
８３
）
　

告
示
第
二

一
四
号

（大
三
十
五
年
十
月
十
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（８４
）
　

生
口示
第
二
五
〇
号

（昭
和
八
年
七
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
８５
）
　

生
回
示
第
四
九
八
号

（昭
和
九
年
九
月
二
十
五
日

「秋
田
県
報
」
第
七
八
八
号
）

（
８６
）
　

訓
令
甲
第
二
号

（昭
和
十
年
二
月
六
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（８７
）
　

訓
令
甲
第
二
〇
号

（昭
和
十
年
五
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
第
八
五
七
号
）

（
８８
）
　

訓
令
甲
第
二
七
号

（昭
和
十
年
八
月
二
日

「
秋
田
県
報
」
第
八
七
五
号
）
　

こ

れ
以
前
に
、
明
治
三
十
三
年
訓
令
甲
第
八
八
号

「
警
察
巡
視
規
程
」
（明
治
三

十
三
年
五
月
二
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
四
六
四
号
）
、
大
正
五
年
訓
令
甲

第
六
号

「
警
察
巡
視
規
程
」
（大
正
五
年
二
月
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
五

九
号
）
が
あ

っ
た
。

訓
令
甲
第
二
四
号

（昭
和
十
年
十
月

一
日

「
秋
田
県
報

一
号
外
）

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

昭
和
十

一
年
八
月
二
十
九
日
勅
令
第
二
八
五
号

明
治
三
十
九
年
五
月
十
八
日
勅
令
第

一
〇
六
号

「
東
京
府
小
笠
原
島
水
産
事
務

二
関

ス
ル
臨
時
職
員
設
置
ノ
件
」
、
大
正
六
年
十
二
月

一
日
勅
令
第
二
二

一
号

「
拓
殖
及
森
林
事
務

二
従
事
セ
シ
ム
ル
為
北
海
道
庁

二
臨
時
職
員
増
置
ノ
件
」
、

昭
和
八
年
九
月
二
十
七
日
勅
令
第
二
五
三
号

「
沖
縄
県
振
興
事
務

二
従
事
セ
シ

ム
ル
為
沖
縄
県

二
臨
時
職
員
増
置
ノ
件
」
、
昭
和
十
年
九
月
二
十

一
日
勅
令
第

二
七
八
号

「
鹿
児
島
県
大
島
郡
振
興
事
務

二
従
事
セ
シ
ム
ル
為
鹿
児
島
県

二
臨

時
職
員
増
置
ノ
件
」

（
９３
）
　

県
令
第
三
二
号
、
訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
十

一
年
七
月
十
四
日

「秋
田
県
報
」

号
外
）

（
９４
）
　

県
令
第

一
二
号

（昭
和
十

一
年
三
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
第
九
四
三
号
）

（
９５
）
　

告
示
第

一
二
八
号

（昭
和
十

一
年
二
月
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
第
九
二
七
号
）

大
曲
土
木
事
務
所
は
仙
北
郡

（横
手
川
筋
を
除
く
）
、
横
手
土
木
事
務
所
は
仙

北
郡
の
う
ち
横
手
川
筋

・
平
鹿
郡

（皆
瀬
川
筋
お
よ
び
成
瀬
川
筋
を
除
く
）
・

雄
勝
郡
の
う
ち
雄
物
川
筋
中
皆
瀬
川
合
流
点
よ
り
下
流
、
湯
沢
土
木
事
務
所
は

二
五

（
７４

）

（
７５

）

（
７６

）

（
７７

）

（
７８

）

（
７９

）

（
８０

）

（
８‐

）

92 91 90 89



108 107 106 105 104 103    102 101 100    99 98    97 96

132   131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114

（
‐０９

）

（
１１０

）
113 112 111

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

平
鹿
郡
の
う
ち
皆
瀬
川
筋
お
よ
び
成
瀬
川
筋

・
雄
勝
郡

（雄
物
川
筋
中
皆
瀬
川

合
流
点
よ
り
下
流
を
除
く
）
を
管
轄

訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
十
年
十

一
月
二
日

「秋
田
県
報
」
第
九
〇
七
号
）

『
秋
田
県
土
木
史
』
第
二
巻

（秋
田
県
土
木
部
監
修
、
社
団
法
人
秋
田
県
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
、　
一
九
九
〇
年
）
二
七
六
頁

告
示
第
五
五
六
号

（昭
和
十
年
十

一
月
二
十
二
日

「秋
田
県
報
」
第
九
〇
七
号
）

訓
令
甲
第
三
二
号
、
告
示
第
五
二
五
号

（昭
和
十

一
年
十
月
六
日

「秋
田
県
報
」

号
外
）

『
秋
田
県
土
地
改
良
史
』

一
四
八
頁

告
示
第
五
二
八
号

（昭
和
十

一
年
十
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
第
九
九
七
号
）

告
示
第

一
五
五
号
、
訓
令
甲
第

一
三
号

（昭
和
十

一
年
二
月
三
十

一
日

「
秋
田

県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
五
号

（昭
和
十
二
年
四
月
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
〇
四
七
号
）

県
令
第

一
四
号
、
告
示
第
二

一
四
号

（　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
）

告
示
第

一
五
六
号

（昭
和
十

一
年
三
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第

一
六
三
号

（昭
和
十

一
年
四
月
四
日

「秋
田
県
報
」
第
九
四
三
号
）

告
示
第
五
四
六
号

（昭
和
十

一
年
十
月
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
二
〇
七
、
二
〇
八
号

（昭
和
十
二
年
四
月
九
日

「秋
田
県
報
」
第

一
〇

［四
エハ
［万
）

告
示
第
二
二
四
号

（昭
和
十
二
年
四
月
十
三
日

「秋
田
県
報
」
第

一
〇
四
七
号
）

そ
の
後
、
告
示
第
二
七
六
号

（昭
和
十
二
年
五
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第

一

〇
五
七
号
）
に
よ
り
工
業
試
験
場
は
物
産
館
内
か
ら
秋
田
市
川
尻
町

へ
移
転
し

た
。

告
示
第

一
八
三
、　
一
八
四
号

（昭
和
十
二
年
二
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号

外
）

告
示
第

一
八
五
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

県
令
第

一
二
号

（昭
和
十

一
年
二
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
第
九
四
二
号
）

告
示
第
二
三
Ｃ
号

（昭
和
十
年
七
月
二
十
日

「
秋
田
県
報
」
第
八
七
四
号
）

一二
エハ

告
示
第
二
三
二
号

（昭
和
十

一
年
五
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
第
九
五

一
号
）

告
示
第
五
七
七
号

（昭
和
十

一
年
十

一
月
四
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
〇
〇
四
号
）

昭
和
十
七
年
十

一
月

一
日
勅
令
第
七
六
八
号

昭
和
十
八
年
十

一
月

一
日
勅
令
第
八
三
八
号

昭
和
十
九
年
七
月
八
日
勅
令
第
四
三
四
号

訓
令
甲
第

一
号

（昭
和
十
五
年

一
月
十
二
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
四
号

（昭
和
十
六
年
二
月
三
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
五
号

（昭
和
十
七
年
七
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
十
二
年
九
月
十

一
日
勅
令
第
四
八
六
号

昭
和
十
二
年
八
月
十
四
日
法
律
第
七
四
号

訓
令
甲
第
二
四
号

（昭
和
十
二
年
十
月
十
五
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
〇
〇
号
）

訓
令
甲
第
二
五
号

（昭
和
十
二
年
十

一
月
九
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
〇
七
号
）

昭
和
十
三
年
二
月

一
日
勅
令
第
六
六
号

『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
　
五

一
八
頁

訓
令
甲
第
二
七
号

（昭
和
十
二
年
六
月
七
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
三
号

（昭
和
十
三
年
七
月
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
七
号

（昭
和
十
三
年
七
月
二
十
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

『
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
　
四
二
六
～
四
二
七
頁
、
『
同
』
第
五
巻
　
エハ
九
二

頁訓
令
甲
第

一
五
号

（昭
和
十
四
年
四
月
二
十
七
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
三
〇
九

号
）
　

昭
和
十
四
年
の
国
勢
調
査
は
、
商
業
、
旅
館
、
飲
食
店
、
寄
宿
舎
、
病

院
な
ど
を
臨
時
に
調
査
し
た
。
「
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
　
工全
ハ
四
頁
）

訓
令
甲
第

一
七
号

（昭
和
十
四
年
四
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
十
四
年

一
月
七
日
勅
令
第
七
号

「
賃
金
統
制
令
」
（昭
和
十
四
年
二
月
二
十

一
日
勅
令
第

一
二
八
号
）
、
「
国
民

徴
用
令
」
（昭
和
十
四
年
七
月
八
日
勅
令
第
四
五

一
号
）
、
「
地
代
家
賃
統
制
令
」

（昭
和
十
四
年
十
月
十
八
日
勅
令
第
七
〇
四
号
）
、
「
賃
金
臨
時
措
置
令
」
（昭
和

十
四
年
十
月
十
八
日
勅
令
第
七
〇
五
号
）
、
璽
円
少
年
雇
入
制
限
令
」
（昭
和
十

135 134 133



（
‐３６

）
147 146 145 144

万

143 142 141 140 139 138 137153 152   151   150   149 148

五
年
二
月

一
日
勅
令
第
二
六
号
）
等
が

「
地
方
官
官
制
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

訓
令
甲
第
二

一
号

（昭
和
十
四
年
五
月
二
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
三
二
〇

］万
）

『
秋
田
県
近
代
総
合
年
表
』
（無
明
舎
出
版
、　
一
九
八
八
年
）

一
七
八
頁

昭
和
十
四
年
十
月
十

一
日
勅
令
第
六
六
九
号

『
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
　
一
一五
〇
頁

訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
十
三
年
七
月
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
九

一
号
）

昭
和
十
三
年
六
月
二
十
九
日
勅
令
第
四
五
〇
号

『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻
　
七
〇
九
頁
、
『
同
』
第
五
巻
　
一二
一
〇
頁

告
示
第
四
六
五
号

（昭
和
十
四
年
六
月
二
十
九
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
三
三
六

口万
）

告
示
第
四
六
四
号

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

訓
令
甲
第
二
号

（昭
和
十
二
年
三
月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第

訓
令
甲
第

一
一
号

（昭
和
十
三
年
三
月
二
十
二
日

「秋
田
県
報
」

告
示
第

一
二
五
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

川
港
務
所
は
、
南
秋
田
郡
船
川
港
町
、
脇
本
村
、
南
磯
村
を
管
轄
し
た
。

告
示
第

一
七
九
号

（昭
和
十
三
年
四
月
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
五
二
号
）

告
示
第
六
五
八
号

（昭
和
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）
、

昭
和
十
三
年

「秋
田
県
職
員
録
」

『
秋
田
県
土
木
史
』
第
二
巻
　
四
六
〇
～
四
六
五
頁
　
秋
田
運
河
は
戦
後
の
昭

和
二
十
四
年
に
完
工
し
た
。

訓
令
甲
第

一
九
号

（昭
和
十
二
年
九
月
二
十
四
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
〇
九
四

口万
）

告
示
第
四
九
〇
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

告
示
第
四
九
三
号

（昭
和
十
二
年
九
月
二
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）
　

当

時
、
天
王
村
で
は
住
民
の
大
半
が
漁
業
に
従
事
し
、
漁
業
不
振
に
よ
る
出
稼
ぎ

者
増
加
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
二
田
是
儀
村
長
が
県
議
時
代
に
強
く
働
き
か
け
、

住
民
に

一
定
の
耕
地
を
与
え
る
べ
く
、
天
王
村
か
ら
大
久
保
町
に
ま
た
が
る
蓮

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

池
ほ
か
十
数
箇
所
の
池
沼
干
拓
を
実
現
さ
せ
た
。
Ｓ
天
王
町
史
』
天
王
町
役
場

一
九
七
四
年
、
四
〇
八
～
四
〇
九
頁
）

訓
令
甲
第
二
〇
号

（昭
和
十
二
年
四
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
五
七

日万
）

告
示
第

一
八
七
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司

）

告
示
第

一
八
九
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

用
務
区
域
は
、
仙
北
郡
神
代
村
、
白
岩
村
、
豊
岡
村
、
長
信
田
村
、
横
沢
村
、

千
屋
村
、
畑
屋
村
、
六
郷
町
、
飯
詰
村
、
金
沢
町
、
角
館
町
。

（
‐５７
）
　

『
秋
田
県
土
地
改
良
史
』

一
〇
四
六
頁

（
‐５８
）
　

告
示
第
二
六

一
号

（昭
和
十
四
年
四
月
四
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
二
九
八
号
）

用
務
区
域
は
、
仙
北
郡
田
沢
村
、
白
岩
村
、
神
代
村
、
豊
岡
村
、
豊
川
村
、
角

館
町
、
長
野
村
、
横
沢
村
。

（
‐５９
）
　

『
秋
田
県
土
地
改
良
史
』

一
八
八
頁
　
玉
川
毒
水
の
農
業
用
水
と
し
て
の
除
毒

の
た
め
、
昭
和
十
四
年
よ
り
三
か
年
に
わ
た
る
県
営
工
事
が
実
施
さ
れ
た
。
毒

水
を
塩
焼
土
管
で
導
水
し
、
所
々
に
耐
性

レ
ン
ガ
を
貼

っ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
溜

桝
を
造
り
、
こ
れ
に
よ
り
支
管
で
地
中
に
導
入
し
た
。

県
令
第
六
号

（昭
和
十
二
年
二
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
二
九
号
）

告
示
第
五
四
六
号

（昭
和
十
四
年
八
月
十
九
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
六
四
四
、
六
四
五
号

（昭
和
十
二
年
十
二
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」

第

一
一
一
九
号
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
四
六
九
～
四
七

一
頁

訓
令
甲
第
二

一
号

（昭
和
十
三
年
六
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
八
三

口万
）

告
示
第
三

一
号

（昭
和
十
三
年
六
月
二
十
八
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
八
三
号
）

県
令
第

一
〇
号
、
訓
令
甲
第

一
〇
号

（昭
和
十
四
年
二
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」

第

一
二
九
七
号
）

告
示
第

一
一
五
号

（昭
和
十
四
年
二
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」
第

一
二
九
七
号
）

告
示
第
五
三
七
号

（昭
和
十
二
年
十
二
月
二
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

三
七

一
〇
四
一

号
外
））

船
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

告
示
第
五
三
八
号

（
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

藤
原
彰

『
日
中
全
面
戦
争
―
拡
大
す
る
大
陸
戦
線
と
国
民
生
活
―
』
（昭
和
の

歴
史
５
　
小
学
館
、　
一
九
八
二
年
）
三
二
八
頁

（
ｍ
）
　

告
示
第
五
九
〇
、
五
九

一
号

（昭
和
十
四
年
九
月
一
．十

一
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
三
七
二
号
）

（
‐７２
）
　

告
示
第
五
七
四
号

（昭
和
十
二
年
十

一
月
十
日

「秋
田
県
報

一
号
外
）

（
‐７３
）
　

告
示
第
六
〇
八
号

（昭
和
十
二
年
十

一
月
二
十
四
日

「
秋
田
県
報

一
第

一
一
一

一
号
）
　

本
荘
支
所

（由
利
郡
）
と
大
曲
支
所

（仙
北
郡
）
が
増
置
。

（
‐７４
）

告
示
第
二
四

一
号

（昭
和
十
三
年
五
月
二
十

一
日

「‐秋
田
県
報
」
第

一
一
七

一

号
）
　

横
手
支
所

（平
鹿
郡

一
円
、
仙
北
郡
飯
詰
村
、
金
沢
西
根
村
、
藤
木
村
、

金
沢
町
、
六
郷
町
、
畑
屋
村
）
、
大
曲
支
所

（仙
北
郡

一
円
、
た
だ
し
横
手
支

所
編
入
町
村
を
除
く
）

訓
令
甲
第
二
〇
号

（昭
和
十
四
年
十

一
月

一
日

「秋
田
県
報

一
号
外
）

告
示
第
六
五
五
号

（
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　

秋
田

支
所

（秋
田
市
、
南
秋
田
部
、
河
辺
郡
、
由
利
郡
）
、
能
代
支
所

（山
本
部
）
、

大
館
支
所

（北
秋
田
郡
、
鹿
角
郡
）
、
湯
沢
支
所

（雄
勝
郡
、
平
鹿
郡
、
仙
北

郡
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
五
七
四
頁

告
示
第
五

一
八
号

（昭
和
十
二
年
卜
月
十
一
一日

「秋
田
県
報
」
第

一
〇
九
九
号
）

告
示
第
五
八
八
号

（昭
和
ト
ー
年
十

一
月
六
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
〇
九
号
）

富
根
診
療
所

（山
本
部
富
根
村
）
、
富
津
内
診
療
所

（南
秋
田
郡
富
津
内
村
）
、

七
日
市
診
療
所

（北
秋
田
郡
七
日
市
村
）
、
占
田
診
療
所

（平
鹿
郡
吉
田
村
）
、

上
郷
診
療
所

（由
利
郡
上
郷
村
）
の
五
箇
所
ｃ
そ
の
後
、
昭
和
十
四
年
七
月

一

日
の
告
示
第
四
七

一
号

（
「
秋
田
県
報

」
第

一
二
三
七
号
）
に
よ
り
、
男
鹿
中

診
療
所
が
設
立
さ
れ
た
。

告
示
第

一
九
四
号

（昭
和
十
三
年
五
月
二
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
一
五
九
号
）

告
示
第

一
六
七
号

（昭
和
卜
三
年
四
月
九
日

「秋
田
県
報
」
第

一
一
四
九
号
）

昭
和
十
二
年
四
月
五
日
法
律
第
四
二
号

三
八

告
示
第
五
五
八
号

（昭
和
十
四
年
八
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
五
五
号
、
告
示
第
四
二
四
号

（昭
和
卜
三
年
十
月

一
日

「秋
田
県
報
」

号
外
）
　

秋
田
測
候
所
は
、
明
治
二
十
年
二
月
に
内
務
省
地
理
局
か
ら
秋
田
県

に
所
管
替
え
さ
れ
た
。
つ
第
十
回
秋
田
県
勧
業
年
報

一
明
治
二
十
年
分
）

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
卜
五
年
六
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
九
号

（昭
和
十
五
年
六
月
十
三
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
七
号

（昭
和
十
五
年
六
月
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
四
八
三
号
）

昭
和
十
五
年
の
国
勢
調
査
は
戦
時
下
で
内
容
を
簡
略
化
さ
れ
た
。
「
国
史
大
辞

典
』
第
五
巻
）
　

工全
ハ
四
頁

昭
和
十
五
年
十

一
月
十
五
日
勅
令
第
七
七
三
号

昭
和
十
六
年

一
月
十
五
日
勅
令
第
四
三
号

告
示
第
七
四
号

（昭
和
十
五
年
二
月
五
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
七
二
～
七
二
頁

訓
令
甲
第

一
七
号

（昭
和
卜
五
年
二
月
ニ
ト
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第

一
五
号

（昭
和
十
五
年

一
月
卜
六
日

「秋
田
県
報
」
第

一
四

一
九
号
）
、

昭
和
十
五
年

「秋
田
県
職
員
録
」

管
轄
区
域
は
秋
田
市
、
寺
内
町
、
土
崎
港
町
、
新
屋
町
、
四
ツ
小
屋
村
、
一
井^

田
村
、
飯
島
村
、
外
旭
川
村
。

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
工全
二
一
頁

告
示
第
九
八
号

（昭
和
十
五
年
二
月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第

一
四
四
九
号
）

横
手
支
所

（平
鹿
郡

一
円
）
、
大
曲
支
所

（仙
北
郡

一
円
）

告
示
第
二
三

一
号

（昭
和
十
五
年
六
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

秋
田
市
南
鉄
砲
町
に
設
置

南
秋
田
郡
五
里
合
村
に
設
置

『
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
　
四
二
三
～
四
二
四
頁

『
秋
田
県
史
』
第
六
巻
　
大
正
昭
和
編
　
七
０
■
～
七
〇
八
頁

訓
令
甲
第
二

一
号

（昭
和
十
六
年
四
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」
第

一
六

一
六
号
）
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訓
令
甲
第
四
五
号

（昭
和
十
六
年
九
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
第

一

訓
令
甲
第
四
七
号

（昭
和
十
六
年
九
月
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第

訓
令
甲
第
六
六
号

（昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
日

「
秋
田
県
報
」

口万
）

昭
和
十
六
年
十

一
月
十
五
日
勅
令
第
九
六
七
号

昭
和
十
七
年

一
月
十
三
日
勅
令
第

一
〇
号

東
京
府
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
愛
知
県
、

府
県

訓
令
甲
第
四
号

（昭
和
十
七
年
二
月
二
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
八
号

（昭
和
十
七
年
二
月
十
七
日

「
秋
田
県
報
」
第

一

訓
令
甲
第

一
九
号

（昭
和
十
七
年
五
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」

口万
）

告
示
第
七
三
号

（昭
和
十
六
年
二
月
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
三
四
九
号

（昭
和
十
六
年
七
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」

［万
）

告
示
第

一
五
七
号

（昭
和
十
六
年
四
月

一
日

「秋
田
県
報
」
第

一
六
〇
四
号
）

能
代
土
木
事
務
所

（能
代
市
、
山
本
郡
）
、
土
崎
土
木
事
務
所

（秋
田
市
の
う

ち
旧
土
崎
港
町
お
よ
び
旧
寺
内
町
の
区
域
、
南
秋
田
郡
）
、
秋
田
土
木
事
務
所

（旧
土
崎
港
町
お
よ
び
旧
寺
内
町
を
除
く
秋
田
市
、
由
利
郡
の
う
ち
雄
物
川
筋
、

南
秋
田
郡
太
平
村
）

告
示
第

一
六
三
号

（昭
和
十
六
年
四
月
五
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
六
〇
六
号
）

告
示
第
二
二
三
号

（昭
和
十
六
年
七
月
五
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
六
四
五
号
）

告
示
第
九
号

（昭
和
十
七
年

一
月
十
三
日

「秋
田
県
報
」
第

一
七
二
五
号
）

告
示
第
八
号

（昭
和
十
七
年

一
月
十
三
日

「秋
田
県
報
」
第

一
七
二
五
号
）

告
示
第

一
五
九
号

（昭
和
十
七
年
三
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
二
三
二
号

（昭
和
十
七
年
四
月
二
十
七
日

「秋
田
県
報
」
第

一
七
六
八

口万
）

（
２２３
）
　

昭
和
十
七
年
二
月
二
十

一
日
法
律
第
四
〇
号
　
戦
中
戦
後
の
食
糧
管
理
制
度
は
、

不
足
す
る
主
要
食
糧
を
国
民
に
公
平
に
配
給
す
る
こ
と
を
主
要
目
的
と
し
た
。

そ
の
配
給
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、
政
府
が
生
産
者
か
ら
自
家
保
有
分
を
除
い

た

一
切
の
主
要
食
糧
を
強
制
的
に
買
い
上
げ
た
。
翁
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻

六
九
〇
頁
）

訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
十
七
年
七
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
　
四
四
四
頁

総
務
課

（庶
務

・
財
務
の
二
係
）
、
学
務
課

（教
育
、
社
会
教
育
の
二
係
）
、
兵

事
厚
生
課

（兵
事

・
厚
生
の
二
係
）
、
経
済
課

（勧
業

・
統
制
の
二
係
）
、
土
木

課

（土
木
係
）

訓
令
甲
第
二
八
号

（昭
和
十
七
年
七
月
四
日

一
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
二
九
五
号

（昭
和
十
七
年
七
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
四
五
二
号

（昭
和
十
七
年
八
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
四
九
号

（昭
和
十
七
年
十

一
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

拙
稿

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

訓
令
甲
第
五
九
号

（昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
八
七

一
［万
）

訓
令
甲
第
二
号

（昭
和
十
八
年

一
月
二
十
三
日

「秋
田
県
報
」
第

一
八
八
二
号
）

昭
和
十
八
年
七
月
二
十
八
日
勅
令
第
六

一
七
号

昭
和
十
八
年
二
月
十
二
日
法
律
第
五
三
号

訓
令
甲
第
二
六
号

（昭
和
十
八
年
九
月
八
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
十
八
年
十

一
月

一
日
勅
令
第
八
三
八
号

昭
和
十
九
年

「秋
田
県
職
員
録
」

訓
令
甲
第
六
号

（昭
和
十
九
年

一
月
二
十
四
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

条
例
第
二
号

（昭
和
十
八
年

一
月
十
九
日

「秋
田
県
報
」
第

一
八
八
〇
号
）

告
示
第
二
四
号

（昭
和
十
八
年

一
月
二
十
三
日

「秋
田
県
報
」
第

一
八
八
二
号
）

告
示
第
五
二
号

（昭
和
十
九
年
二
月
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
〇
四
七
号
）

昭
和
十
九
年
の
規
程
改
正
で
は
、
目
的
が
県
内
国
民
学
校
教
員
の
養
成
と
な
り
、

三
九

（
２‐５

）

（２２２
）
　

昭
和
十
六
年
十
二
月
十
六
日
勅
令
第

一
一
三
〇
号

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

エ
ハ
‐ｔ
〓
百
万
）

一
エ
ハ
十
上
ハ
ロ万
）

第

一
七

二

一

福
岡
県
の
七

七
四
〇
号
）

第

一
七
八
〇

第

一
六
五
二
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

女
子
教
員
も
対
象
と
な

っ
た
可
能
性
が
有
る
。

（
２４３
）
　

『
秋
田
県
教
育
史
』
第
六
巻
　
通
史
編
二
　
五
七
五
頁

（
四
）

告
示
第
二
九

一
号

（昭
和
十
八
年
六
月
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
九
四
二
号
）

（
坤
）

訓
令
甲
第
二
号
、
告
示
第
九
号

（昭
和
十
九
年

一
月
八
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
２４６
）
　

昭
和
十
五
年
四
月
八
日
法
律
第

一
〇
五
号

（２４７
）

藤
野
豊

『
強
制
さ
れ
た
健
康
―
日
本

フ
ァ
シ
ズ
ム
下
の
生
命
と
身
体
―
』
Ｔ
口

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
～
二
九
頁

（
２４８
）
　

昭
和
十
九
年

「
秋
田
県
職
員
録
」

（
川
）
　

告
示
第
六
四

一
号

（昭
和
卜
七
年
十
二
月
十
七
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
八
六
九

［万
）

（
２５０
）
　

告
示
第
五
六
九
号

（昭
和
十
八
年
十
二
月
ニ
ト
日

「秋
田
県
報

一
号
外
）

（
躙
）
　

訓
令
甲
第

一
〇
号

（昭
和
卜
八
年
二
月
二
十
三
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（軍
）
　

昭
和
十
七
年
卜
二
月
二
十
四
日
勅
令
第
八
四
九
号

（困
）
　

告
示
第

一
五
二
号

（昭
和
十
八
年
二
月
ニ
ト
三
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）
　

湯

沢
支
所

（雄
勝
郡
）
、
横
手
支
所

（平
鹿
郡
）
、
大
曲
支
所

（仙
北
郡
）
、
本
荘

支
所

（由
利
郡
）
、
秋
田
支
所

（秋
田
市
、
河
辺
郡
、
南
秋
田
郡
）
、
能
代
支
所

（能
代
市
、
山
本
部
）
、
大
館
支
所

（北
秋
田
部
、
鹿
角
郡
）
　

そ
の
後
、
昭
和

十
九
年
二
月
十
六
日
の
告
示
第

一
二
〇
号
に
よ
り
、
大
館
支
所
か
ら
花
輪
支
所

（鹿
角
郡
）
が
分
離
独
立
す
る
。

県
令
第

一
三
号

（昭
和
十
八
年
四
月
八
日

「秋
田
県
報
」
第

一
九

一
四
号
）

訓
令
甲
第
二
二
号

（昭
和
卜
九
年
二
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」
第
二
０
六
六
号
）

告
示
第

一
四
四
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

告
示
第
六
号

（昭
和
十
九
年

一
月
八
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
〇
三

一
号
）

告
示
第

一
八
六
号

（昭
和
十
九
年
四
月
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
二

一
六
号

（昭
和
卜
八
年
四
月
十
七
日

「秋
田
県
報
」
第

一
九

一
八
号
）

そ
の
後
、
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
二
日
の
告
示
第
二
〇
四
号

（
「
秋
田
県
報

」

第

一
九
四
六
号
）
に
よ
り

「
秋
田
県
木
船
工
補
導
所
設
置
規
程
」
に
改
称
さ
れ

′Ｏ
。

四
●

（叩
）

告
示
第
二
六
四
号

（昭
和
十
八
年
五
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第

一
九
二

一́^

［万
）

（
２６‐
）

告
示
第
二
〇
五
号

（昭
和
十
八
年
六
月
二
十
四
日

「秋
田
県
報
」
第

一
九
四
七

［万
）

（
四
）
　

告
示
第

一
一
七
号

（昭
和
―
九
年
二
月
卜
六
日

「秋
田
県
報
」
第
二
●
六
●
号
）

（
朋
）
　

昭
和
十
九
年
二
月

一
日
勅
令
第
九
八
号

（
剛
）

昭
和
十
八
年
七
月

一
日
勅
令
第
五
四
八
号
　
北
海

（北
海
道
庁
に
設
置
）
、
東

北

（宮
城
県
同
）
、
関
東

（東
京
都
同
）
、
東
海

（愛
知
県
同
）
、
北
陸

（新
潟

県
同
）
、
近
畿

（大
阪
府
同
）
、
中
国

（広
島
県
同
）
、
四
国

（愛
媛
県
同
）
、
九

州

（福
岡
県
同
）
の
九
地
方
行
政
協
議
会

（
２６５
）
　

地
方
行
政
協
議
会
の
前
身
と
し
て
、
昭
和
十
五
年
に
地
方
連
絡
協
議
会
が
置
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
内
務
次
官
を
議
長
と
し
て
、
地
方
行
政
の
運
営
に
つ
き

府
県
相
互
間
の
連
絡
調
整
を
図
る
べ
く
、
主
と
し
て
物
資
の
配
給
、
価
格
の
決

定
そ
の
他
経
済
統
制
を
議
題
に
月

一
０
二
回
程
度
開
催
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
。

（伊
藤
隆
監
修

・
百
瀬
孝
著

『
事
典
昭
和
戦
前
期

の
日
本
―
制
度
と
実
態
―
』

一
一
四
～

一
一
五
頁
）

（
２６６
）
　

協
議
会
の
委
員
は
以
下
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
①
当
該
地
方
の
庁
府
県
長

官
、
②
当
該
地
方
の
財
務
局
長
、
税
関
長
、
地
方
専
売
局
長
、
営
林
局
長
、
鉱

山
監
督
局
長
、
地
方
燃
料
局
長
、
逓
信
局
長
、
海
務
局
長
、
鉄
道
局
長
、
０
当

該
地
方
に
関
係
有
る
工
務
官
事
務
所
長
、
労
働
官
事
務
所
長
、
そ
の
他
の
官
衛

の
長
に
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
も
の

（断
）
　

昭
和
十
八
年
七
月

一
日
勅
令
第
五
四
九
号

（
２６８
）
　

昭
和
十
九
年
七
月

一
日
勅
令
第
五
五
〇
号

「地
方
参
事
官
臨
時
設
置
制
」
　

全

国
の
地
方
行
政
協
議
会
に
勅
任
の
地
方
参
事
官
を
配
置
し
、
協
議
会
の
主
幹
に

充
て
た
。

昭
和
十
八
年
十

一
月

一
日
勅
令
第
八
四
二
号

訓
令
甲
第
五
〇
号

（昭
和
十
九
年
七
月
八
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
六
一
号^

（昭
和
十
九
年
八
月
八
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）
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（
２７２
）
　

昭
和
十
九
年
九
月
二
十
五
日
勅
令
第
五
五
六
号

（２７３
）
　

訓
令
甲
第
六
八
号

（昭
和
十
九
年
卜
月
二
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（２７４
）
　

告
示
第
四
六
五
号

（昭
和
十
九
年
卜
月
四
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
踊
）

総
務

・
動
員

。
指
導

・
情
報
各
部
の
主
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
教
学
課
長
、
体
育
担

当
地
方
事
務
官
、
地
方
視
学
官
、
青
年
教
育
官
が
兼
務
し
た
。

（
躙
）
　

昭
和
卜
九
年
八
月
二
十
三
日
勅
令
第
五

一
八
号

（
２７７
）
　

昭
和
二
十
年
二
月

一
日
勅
令
第
四
三
号

（
躙
）
　

訓
令
甲
第
二
号

（昭
和
二
十
年
一
月^

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
２７９
）
　

訓
令
甲
第
七
、
八
号

（昭
和
二
十
年
二
月
十
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
躙
）
　

訓
令
甲
第

一
〇
号

（昭
和
二
十
年
二
月
二
十
二
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
二

一
七

日万
）

（
２８５

）

昭
和
二
十
年
六
月
四
日
勅
令
第
二
三
四
号

訓
令
甲
第
二

一
号

（昭
和
二
十
年
六
月
四
Ｈ

「秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十
年
六
月
五
日
勅
令
第
二
〓
七^
号

訓
令
甲
第
七

一
号

（昭
和
十
九
年
十
月
十
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）
　

林
務

課

（用
材

。
薪
炭

・
指
導
奨
励
の
三
係
）
が
新
設
さ
れ
た
。

訓
令
甲
第
二
三
号

（昭
和
三
十
年
四
月
二
十
四
日

「
秋
田
県
報

一
号
外
）
　

内

政
課

（庶
務

ｏ
学
務

・
兵
事
厚
生
の
三
係
）
、
経
済
部

（増
産

・
統
制
の
二
係
）
、

林
務
課

（用
材

・
薪
炭

ｏ
松
根
油
の
三
係
）
、
土
木
課

（土
木
係
）

訓
令
甲
第
四
九
号

（昭
和
十
九
年
七
月
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
十
九
年
十
月
十
二
日
告
示
第
四
五

一
号

（「
秋
田
県
報
」
第
二

一
四
九
号
）

秋
田
保
健
所

（秋
田
市
、
南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
）
、
能
代
保
健
所

（能
代
市
、

山
本
郡
）
、
横
手
保
健
所

（平
鹿
郡
）
を
設
置
。
昭
和
二
十
年
二
月
十
三
日
告

示
第
四
五
号

（「
秋
田
県
報
」
第
二
二
〇

一
号
）
角
館
保
健
所

（仙
北
郡
）
を

設
置
。
昭
和
二
十
年
二
月
三
日
告
示
第
六
六
号

（「
秋
田
県
報
」
第
一
二^
〇
九

号
）
湯
沢
保
健
所

（雄
勝
郡
）
を
設
置
。
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
日
告
示
第
八

〇
号

（「
秋
田
県
報
」
第
二
二

一
六
号
）
矢
島
保
健
所

（由
利
郡
）
を
設
置
。

昭
和
二
十
年
五
月

一
日
告
示
第

一
四
二
号

（「
秋
田
県
報
」
号
外
）
花
輪
保
健

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

所

（鹿
角
郡
）
を
設
置
。

（
２８８
）
　

告
示
第
四
三
〇
号

（昭
和
卜
九
年
九
月
二
十
六
日

「秋
田
県
報
」
第
二

一
四
二

］万
）

訓
令
甲
第
六
七
号

（昭
和
十
九
年
九
月
二
十
八
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
四
二
一
一号

（昭
和
十
九
年
九
月
二
十
二
日

「秋
田
県
報
」
第
二

一
四

一

［万
）

告
示
第

一
三
二
号

（昭
和
三
十
年
四
月

一
日

「‐秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
五
号

（昭
和
二
十
年
五
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

県
令
第

一
０
号

（昭
和
二
十
年

二
月
三
十
日

一秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
七
五
号

（昭
和
二
十
年
二
月
十
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第

一
七
号
、
告
示
第

一
０
八
号

（昭
和
一
．十
年
四
月
十
七
日

「秋
田
県

報
」
第
二
三
二
五
号
）

（
２９６
）
　

県
令
第
二
八
号

（昭
和
．
．十
年
七
月
二
十

一
日

「秋
田
県
報
」
第
二
二
七
三
号
）

湯
沢
支
所

（仙
北
郡
、
平
鹿
郡
、
雄
勝
郡
）

秋
発
第
九
五
号

（昭
和
二
十
年
四
月
二
十
四
日

「秋
田
県
報
」
第
二
一
三^

一
号
）

訓
令
甲
第
七
〇
号

（昭
和
十
九
年
十
月
十
九
日

「秋
田
県
報
」
第
二

一
五
一
．号
）

告
示
第
四
八

一
号

（昭
和
十
九
年
―
月
二
十
四
日

「秋
田
県
報
」
第
二

一
五
四

号
）
　

木
炭
及
用
材
検
査
出
張
所
が
管
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

告
示
第

一
七
八
号

（昭
和
二
十
年
六
月
八
日

「秋
田
県
報

一
号
外
）

告
示
第
五
三
四
号

（昭
和
十
九
年
十
二
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十
年
二
月

一
日
勅
令
第
四
四
号

昭
和
二
十
年
六
月
十
日
勅
令
第
二
五
〇
号

昭
和
二
十
年
六
月
十
日
勅
令
第
二
五
七
号

職
員
構
成
は
、
長
官

（勅
任
）
・
地
方
軍
需
官

（勅
任
ま
た
は
奏
任
）
・
技
師

（奏
任
）
ｏ
地
方
軍
需
官
補

（判
任
）
ｏ
属

（判
任
）
で
あ
る
。

北
海
、
東
北
、
関
東
信
越
、
東
海
北
陸
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
の
八
広

域
行
政
区
。
地
方
総
監
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
札
幌
市
、
仙
台
市
、
東
京
都
、
名
古

屋
市
、
大
阪
市
、
広
島
市
、
高
松
市
、
福
岡
市
に
置
か
れ
た
。

四

一

287286

305 304 303 302 301 300   299 298 297 295 294293 292 291   290289

284 283 282 281

（３０６
）



昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

（
３０７
）
　

伊
藤
隆
監
修

・
百
瀬
孝
著

『
事
典
昭
和
戦
前
期
の
日
本
―
制
度
と
実
態
―
』

一

（
３２３

）

一
五
～

一
一
六
頁

竹
前
栄
治

『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
』
（岩
波
新
書
、　
一
九
八
三
年
）
五
四
～
六
０
頁

さ
き
が
け
新
書

『
近
代
の
秋
田
』
二
六
四
～
二
六
七
頁

昭
和
二
十

一
年

一
月
ニ
ト

一
日
勅
令
第
六
二
号

昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日
勅
令
第
五
四
六
号

訓
令
甲
第
三
五
号

（昭
和
二
十
年
八
月
二
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
二
七
七

［万
）

訓
令
甲
第
四
〇
号

（昭
和
二
十
年
九
月
卜
七
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
四
二
号

（昭
和
二
十
年
九
月
二
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
第
一
．■
八
五

［万
）

昭
和
二
十
年
十
月
六
日
勅
令
第
五
六
〇
号

訓
令
甲
第
四
三
号

（昭
和
二
十
年
十
月
十
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
五
二
号

（昭
和
三
十
年
十

一
月
十
三
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
二
九
八

口万
）

訓
令
甲
第
五
六
号

（昭
和
二
十
年
十
二
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
勅
令
第
七

一
一
号

訓
令
甲
第
五
九
号

（昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十
年

一
月
卜
六
日
勅
令
第
二
四
二
号

昭
和
十
九
年
四
月
十
二
日
勅
令
第
二
四
三
号
　
監
察
官
は
、
京
都
府
、
大
阪
府
、

神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
愛
知
県
、
福
岡
県
の
警
察
部
に
置
か
れ
た
。

告
示
第
二
八
二
号

（昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
〇
五

口万
）

（
３２４
）
　

訓
令
甲
第
四
九
号
、
告
示
第
二
五
八
号

（昭
和
二
十
年
十
月
三
日

「秋
田
県
報
」

第
二
二
九
五
号

昭
和
二
十
年
十

昭
和
二
十
年
十

昭
和
二
十

一
年

四
二

（３２８
）
　

大
正
十
三
年
卜
二
月
二
十
日
勅
令
第
二
六
七
号

「鉱
山
監
督
局
官
制
」
に
よ
り
、

東
京
、
仙
台
、
大
阪
、
福
岡
、
札
幌
の
五
鉱
山
監
督
局
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
昭
和
十
九
年
五
月
六
日
勅
令
第
二
二
五
号
に
よ
り
、
「
鉱
山
監
督
局
官
制
」

は

「
地
方
鉱
山
局
官
制
」
に
改
め
ら
れ
た
。

昭
和
二
十

一
年

一
月
七
日
勅
令
第

一
号

昭
和
二
十

一
年

一
月
三
十

一
日
勅
令
第
六
三
号

訓
令
甲
第
七
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月

一
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
九
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月
九
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第

一
一
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

訓
令
甲
第

一
二
号

（昭
和
三
十

一
年
二
月
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
二
号

（昭
和
二
十

一
年
三
月
十
五
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

告
示
第
五
八
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十

一
年
二
月
二
十
日
勅
令
第

一
五
二
号

昭
和
二
十

一
年
四
月

一
日
勅
令
第

一
八
九
号

昭
和
二
十

一
年
四
月

一
日
勅
令
第
二
二
〇
号

訓
令
甲
第
二
〇
号

（昭
和
二
十

一
年
四
月
十
三
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
七
号

（昭
和
二
十

一
年
五
月
十
五
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
二
九
号

（昭
和
二
十

一
年
五
月
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
四

一

口万
）

昭
和
二
十

一
年
六
月
十
五
日
勅
令
第
二

一
八
号

訓
令
甲
第
七

一
号

（昭
和
二
十

一
年
十
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
七
五

口万
）

（３４５
）
　

昭
和
二
十
二
年
五
月

一
日
の
訓
令
甲
第
二
二
号

（「
秋
田
県
報
」
第
二
四
三
〇

号
）
に
よ
り
、
医
科
大
学
建
設
準
備
事
務
室
は
教
育
民
生
部
に
移
管
さ
れ
た
。

（３４６
）
　

訓
令
甲
第
七
四
号

（昭
和
二
十

一
年
十
月
二
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
七

九
号
）

（
３４７
）
　

訓
令
甲
第
四
〇
号

（昭
和
二
十

一
年
五
月
二
十

一
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
四

二
号
）
　

内
政
課
兵
事
厚
生
係
が
厚
生
係
、
林
務
課
用
材
係
が
木
材
係
、
同
課

322321 320319318   317316315 314313   312311 310 309308327326325

月
六
日
勅
令

里́
全

〓
百
万

月
六
日
勅
令
第
六
二
三
号

月
七
日
勅
令
第

一
号

344343   342 341340339338337336335334333332 331 330329



松
根
油
係
が
造
林
係
に
改
正
さ
れ
た
。

（
聞
）
　

告
示
第
八
三
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月
九
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
二
六
号
）

（
３４９
）

訓
令
甲
第
六

一
号

（昭
和
ニ
ト

一
年
七
月
二
十
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
五
七

ロヴ
）

（３５０
）
　

訓
令
甲
第
五
五
号
、
告
示
第
二
〇
九
号

（昭
和
二
十

一
年
六
月
二
十
二
日

「
秋

田
県
報
」
第
二
二
五

一
号
）

（３５‐
）
　

県
令
第

一
二
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
３５２
）
　

告
一不
第

一　
一
四
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司

′　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
３５３
）

告
示
第

一
二
九
号

（昭
和
ニ
ト

一
年
四
月
九
日

「秋
田
県
報
」
第
二
三
二
四
号
）

（
３５４
）
　

訓
令
甲
第
二
八
号

（昭
和
二
十

一
年
二
月
二
十
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
３５５
）
　

訓
令
甲
第
二
六
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

）

（
３５６
）
　

訓
令
甲
第
二
七
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

）

（３５７
）
　

庶
務

ｏ
業
務

・
調
査

ｏ
管
理
の
四
課
が
置
か
れ
た
。

（
掘
）
　

告
示
第

一
四
〇
号

（昭
和
二
十

一
年
四
月
十
六
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
瑚
）
　

訓
令
甲
第
八
二
号

（昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日

一‐秋
田
県
報
」
第
二
三
八

四
号
）

昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日
勅
令
第
五
四
六
号

昭
和
二
十

一
年
十
月
二
十

一
日
法
律
第
四
三
号

訓
令
甲
第
八
八
号

（昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
八
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十

一
年
十
二
月
二
十
七
日
勅
令
第
六

一
七
号

訓
令
甲
第
八
九
号

（昭
和
二
十

一
年
十
二
月
二
十
七
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

訓
令
甲
第
九

一
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

訓
令
甲
第
二
五
号

（昭
和
二
十
二
年
四
月
十
九
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

昭
和
二
十

一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
五
号

昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日
法
律
第
五

一
号

昭
和
二
十
二
年
四
月
七
日
法
律
第
四
九
号

訓
令
甲
第

一
二
号

（昭
和
二
十
二
年
二
月

一
日

「秋
田
県
報
」
第
二
四

一
三
号
）

訓
令
甲
第

一
八
号

（昭
和
二
十
二
年
四
月
五
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
四
三
二
号
）

昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

（
３７４
）

告
示
第
八
八
号

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

秋
田
職
業
補
導
所

（本
荘
、
五
城
目
の
一
一分
所
）
、
能
代
職
業
指
導
所

（大
館
、

毛
馬
内
の
三
分
所
）
、
大
曲
職
業
指
導
所

（横
手
、
湯
沢
、
六
郷
、
角
館
の
四

分
所
）

告

小
第
九
二
号

（昭
和
三
十
一
年^
四
月
八
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
四
三
二
号
）

秋
田
労
政
事
務
所

（秋
田
市
、
河
辺
郡
、
南
秋
田
郡
）
、
能
代
労
政
事
務
所

（能
代
市
、
山
本
郡
）
、
大
館
労
政
事
務
所

（北
秋
田
郡
）
、
花
輪
労
政
事
務
所

（鹿
角
郡
）、
本
荘
労
政
事
務
所

（由
利
郡
）
、
横
手
労
政
事
務
所

（平
鹿
郡
、

雄
勝
郡
）
、
人
曲
労
政
事
務
所

（仙
北
郡
）

（踊
）
　

告

不
第
二
七
八
号

（昭
和
三
卜

一
年
卜
二
月
十
四
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
三
九

四
号
）

（
３７６
）
　

生
口示
第
二
七
七
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
Ⅲ
）
　

昭
和
二
十
一
年́
四
月
十
七
日
法
律
第
六
七
号

（躙
）
　

『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
　
四
四
三
頁

（３７９
）
　

訓
令
甲
第
四

一
号

（昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日

「
秋
田
県
報
」
号
外
）

（
３８０
）
　

訓
令
甲
第
四
五
号

（昭
和
一
．十
二
年
七
月
十
四
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
３８‐
）
　

訓
令
甲
第
四
六
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
剛
）
　

条
例
第
二
二
号

（昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

「
秋
田
県
報
」
第
二
四
五
三

［万
）

（３８３
）
　

訓
令
甲
第
四
九
号

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
３８４
）
　

『
秋
田
県
教
育
史
』
第
六
巻
　
通
史
編
二
　
・八
九
九
～
九
〇

一
頁

（
晰
）
　

条
例
第
二
三
号

（昭
和
二
十
二
年
九
月

一
日

「秋
田
県
報
」
号
外
）

（
３８６
）
　

訓
令
甲
第
五
〇
号

（　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（３８７
）
　

昭
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
法
律
第

一
七
〇
号

「教
育
委
員
会
法
」
に
よ
る
。

（３８８
）
　

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
七
日
法
律
第

一
九
六
号
　
全
市
と
人
口
五
千
人
以
上

の
市
街
的
町
村
に
自
治
体
警
察
が
置
か
れ
、
残
り
の
農
山
漁
村
に
は
国
家
地
方

警
察
が
置
か
れ
た
。
自
治
体
警
察
は
す
べ
て
市
町
村
公
安
委
員
会
、
国
家
地
方

警
察
は
国
家
公
安
委
員
会
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
管
理
し
た
。
こ
の
体
制

四
三
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昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

は
昭
和
二
十
九
年
の

「
警
察
法
」
改
正
で
都
道
府
県
警
に
改
組
さ
れ
た
。
「
秋

田
県
警
察
史
』
第
四
巻
　
秋
田
県
警
察
史
編
さ
ん
委
員
会

　

一
九
七

一
年
、
五

五
八
頁
）

（３８９
）
　

高
橋
務

「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
「
秋
田
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号

　
一
九
九
五
年
）

（３９０
）
　

前
稿
の
三
二
頁
下
段

一
一
行
日
の

「
明
治
二
十
六
年
十
月
二
十
日
」
は

「
明
治

二
十
六
年
十
月
二
十

一
日
」
、
三
九
頁
上
段

一
七
行
日
の

「
明
治
三
十
八
年
四

月
十
八
日
」
は

「
明
治
三
十
八
年
四
月
十
九
日
」
、
四
八
頁
上
段

一
八
行
目
の

「
大
正
十
五
年
六
月
三
日
」
は

「
大
正
十
五
年
六
月
四
日
」
に
訂
正
。
「地
方
官

官
制
」
の
官
報
公
布
日
を
記
載
す
べ
き
所
を
、
制
定
日
を
と

っ
た
た
め
の
誤
記

で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
地
方
官
官
制
」

の
部
分
改
正
に
つ
い
て
も
、
官
報
公
布

日
で
は
な
く
制
定
日
の
記
載
が
数
箇
所
あ
る
。
ま
た
、
四
八
頁
下
段
三
二
行
日
、

五
〇
頁
上
段

一
行
目
お
よ
び
五
行
目
の

「
秋
田
県
庁
処
務
細
則
」
は

「
秋
田
県

庁
中
処
務
細
則
」
の
誤
記
で
あ
る
。
三

一
頁
下
段
の
図
２
で
、
「
明
治
２３
年
の

県
の
職
務
分
課

（
１０

・
２‐
改
定
と

は

「
明
治
２３
年
の
県
の
職
務
分
課

（
１ｌ

ｏ

‐５
改
定
と
、
内
務
部
の

「
第

一
課

（会
議

・
記
録

・
庶
務
の
三
係
と
は

「
第

一

課

（会
議

・
郡
市
町
村

・
庶
務
の
三
係
と
、
「
第
二
課

（学
務

・
兵
事

・
戸
籍

の
三
係
と

を

「
第
二
課

（学
務

。
衛
生

・
兵
事

・
戸
籍
の
四
係
と

に
訂
正
す

る
。
ま
た
、
五

一
頁
の
註
３４
で
は
ヽ
明
治
十
九
年
に
設
置
さ
れ
た
の
は
蚕
業
取

締
所
で
は
な
く
、
蚕
種
検
査
所
で
は
な
か

っ
た
か
と
書
い
た
。
が
、
そ
の
後
の

史
料
調
査
で
、
明
治
十
九
年

「
第

一
部
勧
業
課
事
務
簿
」
山
林
繭
糸
産
馬
共
進

会
山
林
ノ
部
壱
番
の
中
に
、
明
治
十
九
年
に

「蚕
糸
業
取
締
所
」
が
存
在
し
た

記
録
を
発
見
し
た
。
さ
ら
に
、
明
治
二
十
年

「
秋
田
県
六
種
勧
業
別
報
」
第
九

号
で
、
二
十
年
九
月
十
三
日
に
蚕
種
検
査
所
を
設
置
し
た
記
録
も
発
見
で
き
た
。

（公
文
書
班
専
門
員
　
し
ば
た
と
も
あ
き
）

四

四



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
目
録
刊
行

へ
の
取
り
組
み
―

は
じ
め
に

一　

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成

の
経
緯

１
．
秋
田
県
庁
文
書
群
と
引
き
継
ぎ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

２
．
過
去
の
目
録
デ
ー
タ
管
理
に
お
け
る
問
題
点

３
．
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
に
求
め
ら
れ
る
も
の

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
向
け
た
取
り
組
み

１
．
物
理
的
管
理
面

２
．
情
報
管
理
面

表
題
目
録
の
刊
行
に
つ
い
て

今
後
の
課
題

１
．
構
造
分
析

へ
の
取
り
組
み

２
．
件
名
目
録
の
作
成
に
つ
い
て

３
．
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

４
．
検
索
シ
ス
テ
ム
の
提
供

５
。
他
の
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

四  三

柴

田

美

（
１
）
秋
田
県
立
図
書
館
シ
ス
テ
ム

（２
）
秋
田
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

終
わ
り
に

は
じ
め
に

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
現
在
、
「秋
田
県
庁
文
書
群
」
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
開
館
以
来
蓄
積
し
て
き
た
目
録
デ
ー
タ
の
問

題
点
を
改
善
し
、
資
料
管
理
に
お
け
る
業
務
効
率
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
利

用
者
に
と

っ
て
利
便
性
の
高
い
検
索
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ

スυ
。本

稿

で
は
、
過
去

の
目
録
デ
ー
タ
の
問
題
点
と
そ
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
た
現

在

の
取
り
組
み
に

つ
い
て
述

べ
、
目
録
業
務

に
お
け
る
今
後

の
課
題

に

つ
い
て

考
え
た
い
。

四

五



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

一　

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
の
経
緯

１
．
秋
田
県
庁
文
書
群
と
引
き
継
ぎ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ

る
前
に
、
目
録
化
の
対
象
資
料
で
あ
る
秋
田
県
庁
文
書
群
に
つ
い
て
、
秋
田
県

の
文
書
引
き
継
ぎ
シ
ス
テ
ム
と
併
せ
て
説
明
し
た
い
。

秋
田
県
公
文
書
館
は
平
成
五
年

（
一
九
九
二
年
）
、
「歴
史
資
料
と
し
て
重
要

な
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
及
び
利
用
に
供
す
る
」
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
置
さ
れ
た
。
秋
田
県
庁
文
書
の
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
は

「秋
田
県
行
政

文
書
管
理
規
則
」
、
「秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
程
」
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
秋

田
県
の
行
政
文
書
は
総
務
部
総
務
課
の
文
書
管
理
書
庫
で
保
存
さ
れ
た
後
、
す

べ
て
公
文
書
館
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
、
引
き
継
い
だ
文
書
の
評
価
選
別
、
廃

棄
の
権
限
が
公
文
書
館
長
に
存
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

○
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則

（行
政
文
書
の
保
存
）

第
九
条
　
事
務
処
理
の
完
了
し
た
行
政
文
書

（
そ
の
内
容
が
特
に
軽
易
な
も

の
を
除
く
。
）
は
、
処
理
の
完
了
し
た
年
度
の
翌
年
度
の
二
月
二
十

一
日
ま

で
、
課
所
の
書
架
等
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
課
所
長
は
、
前
項
に
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
行
政
文
書

（保
存
期

間
が
二
年
の
も
の
及
び

一
年
の
も
の
を
除
く
。
）
を
、
毎
年
度
六
月
二
十
日

ま
で
に
総
務
課
長
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
に
定
め

四
六

る
行
政
文
書
は
、
必
要
な
期
間
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
行
政
文
書

（以
下

「保
存
文
書
」
と
い
う
。
）
を
、
書
庫
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
総
務
課
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、　
一
定
の
期
間
書
庫
に

保
存
し
た
保
存
文
書
を
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（以
下
省
略
）

（行
政
文
書
の
廃
棄
）

第
十
条

（省
略
）

２
　
公
文
書
館
長
は
、
引
渡
し
を
受
け
た
保
存
文
書
の
う
ち
、
歴
史
的
又

は
文
化
的
資
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
料
と
し
て
保
存
す
べ
き
行
政
文

書
以
外
の
行
政
文
書
を
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
廃
棄
す

る
も
の
と
す
る
。

（以
下
省
略
）

○
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
程

（保
存
簿
冊
の
引
渡
し
）

第
四
十
七
条
　
総
務
課
長
は
、
保
存
期
間
が
経
過
し
た
保
存
簿
冊

（永
年
保

存
の
保
存
簿
冊
で
保
存
期
間
が
十
年
を
経
過
し
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
保
存
簿
冊
引
渡
書

（様
式
第
十
六
号
）
を
添
え
て
、
毎
年

度
六
月
二
十
日
ま
で
に
公
文
書
館
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



開
館
し
た
平
成
五
年
度
は
、
前
年
度
ま
で
に
保
存
期
間
を
満
了
し
た
行
政
文

書
に
加
え
、
総
務
部
文
書
広
報
課
の
記
録
書
庫

（平
成
十

一
年
四
月
よ
り
文
書

管
理
書
庫
に
名
称
変
更
）
が
長
年
管
理
し
て
き
た
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
公

文
書
約

一
九
、
○
○
○
冊
と
戦
後
永
年
保
存
文
書
約

一
三
、
○
○
○
冊
が
公
文

書
館

へ
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
ら
は
秋
田
県
の
近
現
代
史
を
知
る
た
め
の
重
要

な
歴
史
資
料
と
し
て
保
存

・
管
理
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
記
録
の
ラ
イ
フ

サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
は
、
既
に
評
価
選
別
を
経
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。　
一
方
、
前
年
度
末
に
保
存
期
間
が
満
了
し
引
き
継
が
れ
た
文

書
は
、
「
記
録
史
料
」
と
し
て
保
存
さ
れ
る
か
、
廃
棄
さ
れ
る
か
が
未
だ
決
定

し
て
い
な
い
段
階
の
文
書
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
評
価
選
別
に
よ

っ
て
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
と
判
断
さ
れ
た
も
の
だ
け
が

「
記
録
史
料
」
と
し
て
保
存
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
も
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
の
開
庁
以
来
、
秋
田
県
と
い
う

一
つ
の

組
織
が
業
務
を
遂
行
す
る
過
程
で
作
成
、
取
得
、
保
存
し
て
き
た
文
書
で
あ
り
、

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
上
の
段
階
は
異
な

っ
て
も
、　
一
つ
の
記
録
史
料
群
と
し
て
扱

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

わ
れ
る
べ
き
文
書
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
開
館
年
度
に
当
館
が
受
け
入
れ
た

「秋

田
県
庁
文
書
群
」
と
い
う

一
つ
の
ま
と
ま
り
の
中
に
は
、
評
価
選
別
を
要
す
る

文
書
と
、
評
価
選
別
を
経
て
記
録
史
料
と
し
て
公
開
に
向
け
た
準
備
を
要
す
る

文
書
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
上
の
段
階
が
異
な
る
公
文
書
が
存
在
し
て
お
り
、

公
文
書
館
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
上
の
段
階
に
応
じ
た
管
理
を
バ
ラ

ン
ス
良
く
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る

（図
１
参
照
）
。

そ
の
た
め
に
は
、
「
一
記
録
史
料
群
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理
」
と
い
う
視

点
の
も
と
、
引
き
継
ぎ
か
ら
利
用
提
供
に
至
る
全
体
的
な
業
務
の
流
れ
を
把
握

し
、
計
画
性
を
持

っ
て
資
料
管
理
を
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し
か
し
当
館
に
お

け
る
資
料
管
理
の
現
状
か
ら
判
断
す
る
と
、
開
館
以
来
そ
の
よ
う
な
計
画
的
資

料
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
り
、
目
録
デ
ー
タ
に
つ
い

て
も
、
全
体
的
な
業
務
を
見
据
え
た
も
の
で
は
な
く
、
短
期
的
な
業
務
遂
行
の

た
め
に
作
成
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
実
情
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２
．
過
去
の
目
録
デ
ー
タ
管
理
に
お
け
る
問
題
点

開
館
年
度
に
引
き
継
い
だ
戦
前
文
書
の
う
ち
、
約
七
千
冊
に
関
し
て
は
個
人

情
報
等
非
公
開
に
す
べ
き
内
容
が
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
開
館
と
同
時
に

公
開
可
能
で
あ

っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
七
千
冊
に
つ
い
て
は
開
館
ま
で
の
六
ケ

月
の
間
に
閲
覧
者
用
の
目
録
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
公
文
書
課
の
職
員
十

名

（臨
時
、
非
常
勤
嘱
託
職
員
含
む
）
に
よ

っ
て
次
の
手
順
に
よ
り
目
録
作
成

業
務
が
行
わ
れ
た
。

①
県
庁
記
録
書
庫
か
ら
の
引
継
目
録
と
実
際
の
簿
冊
を
照
合
し
、
左
記
の
デ
ー

図 1 秋田県庁文書群の

ライフサイクル概念図
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秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

夕
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
受
入
台
帳
を
作
成
す
る

②
受
人
台
帳
の
記
載
事
項
を

一
名
の
職
員
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
入
力
す
る

〔受
入
台
帳
の
デ
ー
タ
項
目
〕

①
受
入
番
号
　
公
文
書
館
に
お
け
る
簿
冊
単
位
の
識
別
番
号
。
受
入
年
度
、

一受
入
課
を
コ
ー
ド
化
し
、
課
ご
と
の
整
理
番
号
と
連
結
し
た

番
号
。
ラ
ベ
ル
貼
付
し
、
利
用
提
供
の
際
の
請
求
記
号
と
す

Ｚ
り
。

②
整
理
番
号
　
県
庁
記
録
書
庫
で
管
理
し
て
い
た
際
の
番
号
。
引
継
目
録
は

こ
の
整
理
番
号
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

③
資
料
名

④
年
度

⑤
備
考

一

⑥
備
考
二

⑦
備
考
三

簿
冊
の
表
題

簿
冊
表
紙
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
完
結
年

（戦
後
は

完
結
年
度
）

簿
冊
表
紙
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
年
代

（月
ま
で
記

録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）

簿
冊
表
紙
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
完
結
年
、
部
課
係

以
外
の
情
報

簿
冊
表
紙
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
部
課
係
名

四
八

事
務
分
掌
に
基
づ
き
個
々
の
公
文
書
を
簿
冊
編
綴
す
る

「類
別
制
度
」
を
導
入

し
た
こ
と
に
よ
る
。
秋
田
県
で
は
明
治
六
年
以
降
、
「秋
田
県
庁
目
誌
」
の
編

纂
を
も

っ
て
公
的
記
録
の
保
存
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
八
年
十
月
に
日
誌

編
纂
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ

っ
て
公
文
書
原
本
を
簿
冊
に
編
綴
し
公
的
記
録
と
し

て
保
存
す
る
方
式
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
類
別
制
度
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ

た
簿
冊
の
表
紙
に
は
、
基
本
的
に

「第

一
課
駅
逓
掛
事
務
簿
」
と
い
う
よ
う
に
、

組
織
の
名
称
を
採

っ
た
簿
冊
題
名
が

つ
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

「郵
便
之
部
」

と
い
う
よ
う
に
そ
の
事
業
名
や
年
代
、
冊
番
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
永
年
保
存
文
書
、
及
び
保
存
期
間
満
了
に
よ
り
引
き
継
が
れ
た
文
書
に

関
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
方
法
で
目
録
デ
ー
タ
が
作
成
さ
れ
、
結
果
的
に
平

成
五
年
度
は
約
二
六
、
〇
〇
〇
冊
分
の
デ
ー
タ
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
う
ち
公
開
可
能
な
戦
前
簿
冊
約
七
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
冊
分
の
デ
ー
タ
を
印
刷
、

フ
ァ

イ
ル
し
閲
覧
目
録
と
し
て
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

平
成
六
年
度
以
後
も
同
様
の
デ
ー
タ
が
引
き
継
ぎ
年
度
単
位
で
作
成
さ
れ
た

が
、
そ
れ
ら
個
々
の
デ
ー
タ
を

一
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
た
め
、
受
入
台
帳
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
が
引
き
継
ぎ
年
度
分
だ
け
存
在
す
る
と

い
う
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

前
項
で
述
べ
た
と
お
り
、
記
録
史
料
と
し
て
公
開
さ
れ
る
戦
前
文
書
も
、
保

存
期
間
満
了
に
よ
り
引
き
継
が
れ
た
戦
後
文
書
も

「秋
田
県
庁
文
書
群
」
と
い

う

一
つ
の
記
録
史
料
群
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
、
目
録
デ
ー
タ
も

一

元
管
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
統
合

右
記
の
デ
ー
タ
項
目
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
戦
前
の
秋
田
県
庁
文
書
は
、

簿
冊
の
表
紙
記
載
か
ら
年
代
、
部
課
係
な
ど
あ
る
程
度
の
情
報
を
読
み
取
る
こ

と
が
可
能
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
秋
田
県
が
明
治
八
年
十
月
よ
り
、
組
織
と



が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
戦
前
文
書
に
関
し
て
は
公
開

・
非
公
開
の
審
査
に
関
す

る
項
目
、
毎
年
の
引
き
継
ぎ
文
書
に
つ
い
て
は
評
価
選
別
や
廃
棄
に
関
す
る
項

目
を
付
加
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
管
理
の
段
階
に
応
じ
て
そ

の
都
度
必
要
な
項
目
を
追
加
し
、
個
々
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
続
い
て

来
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
日
録
デ
ー
タ
の
統
合
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
最
大
の
原
因
は
、
公
文

書
館
の
業
務
が
毎
年
度
の
文
書
引
き
継
ぎ
と
引
継
文
書
の
評
価
選
別
作
業
に
偏

重
し
て
し
ま

っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文

書
そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
利
用
に
供
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
施
設
で

あ
る
以
上
、
本
来
公
文
書
館
は
文
書
引
き
継
ぎ
か
ら
利
用
提
供
に
至
る
全
体
的

な
業
務
量
を
把
握
し
、
中
長
期
的
計
画
の
も
と
、
継
続
性
と

一
貫
性
を
持

っ
て

業
務
を
遂
行
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
毎
年
引
き

継
が
れ
る
文
書
の
物
理
的
処
理
、
評
価
選
別
と
い
う
目
先
の
業
務
に
負
わ
れ
て

い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、　
一
つ
の
記
録
史
料
群
を
ラ
イ
フ

サ
イ
ク
ル
を
通
し
て
管
理
す
る
と
い
う
視
点
も
、
最
終
的
な
目
標
が
利
用
提
供

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
目
録
情
報
を
作
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
視
点

も
欠
如
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
に
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し

た
文
書
す
べ
て
を
公
文
書
館

へ
引
き
継
ぎ
、
評
価
選
別
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
評
価
選
別
の
た
め
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
も
な
く
、
具
体
的
な

評
価
選
別
基
準
や
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
で
こ
の
よ
う
な
制
度
を
取
り

入
れ
た
た
め
、
開
館
後
数
年
間
は
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
時
間
を
か
け
て
評
価

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

選
別
作
業
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
全
体
的
な
業
務
量
に
お
け
る
評
価
選
別
の

比
重
が
大
き
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
評
価
選
別
に
業
務
が
偏
重
し
た

こ
と
は
、
他
の
業
務
を
遅
滞
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
廃
棄
文
書
の
処
理
を
滞
ら

せ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
り
、
書
庫
の
収
容
能
力
に
限
界
を
来
た
す
と
い
う
物
理

的
問
題
も
生
じ
さ
せ
た

（平
成
十
五
年
度
以
後
は
、
こ
の
問
題
を
改
善
す
べ
く

業
務
促
進
に
努
め
、
引
き
継
ぎ
年
度
内
に
評
価
選
別
を
完
了
さ
せ
て
い
る
）
。

記
録
保
存
機
関
で
あ
る
公
文
書
館
に
評
価
選
別
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
制

度
を
高
く
評
価
す
る
声
も

一
方
で
は
あ
る
が
、
い
か
に
制
度
が
先
進
的
で
あ

っ

て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
設
備
や
人
員
、
計
画
性
が
な
く
て
は
、
そ
れ

は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
せ

っ
か
く
の
歴
史
資
料
を
眠
ら
せ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
引
き
継
ぎ
年
度
ご
と
に
目
録
デ
ー
タ
が
分
断
し
て
い
る
と
い
う

状
態
は
、
検
索
が
効
率
的
に
で
き
な
い
と
い
う
点
で
職
員
の
日
常
業
務
に
も
支

障
を
来
し
て
い
た
。
あ
る
事
業
に
つ
い
て
の
文
書
を
数
年
度
分
ま
と
め
て
調
べ

た
い
場
合
な
ど
、
文
書
の
完
結
年
度
と
保
存
期
間
か
ら
引
き
継
ぎ
年
度
を
推
定

し
、
各
引
き
継
ぎ
年
度
分
の
デ
ー
タ
を

一
つ
一
つ
検
索
し
て
行
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
務
上
の
無
駄
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
バ
ラ

バ
ラ
の
デ
ー
タ
を

一
つ
に
統
合
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
必
要
性
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

３
．
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
に
求
め
ら
れ
る
も
の

目
録
デ
ー
タ
を

一
つ
に
統
合
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
に
あ
た
り
、
記
録

四
九



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

史
料
群
の
目
録
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
、
「
史
料
整
理
論
」
の
観
点
か
ら
検
討

し
た
。

「史
料
整
理
」
の
概
念
規
定
に
は
諸
説
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
鈴
江
英

一
氏
は

「
保
存
さ
れ
て
い
る
史
料
を
利
用
に
供
す
る
た
め
に
施
す
、
検
索

・
出
納
に
必

要
な
処
理
」
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
目
録
作
成
業
務
も
史
料

整
理
の

一
部
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
鈴
江
氏
は

「整
理
は
、
収
集
―
整
理
―
利
用
と
い
う
文
書
館
業
務
の
中
で
、
収
集
と
利
用

の
間
に
位
置
す
る
が
、
そ
の
領
域
は
画
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
整
理
の
概

念
規
定
は
、
容
易
で
は
な
い
。
」
と
も
述
べ
、
文
書
館
業
務
を
関
連
図
に
よ

っ

て
示
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
目
録
作
成
が
す
で
に
収
集

（な
い
し
引
継
）
の
段
階
か
ら
始
ま
り
、
ま
た
史

料
を
利
用
に
供
し
得
る
段
階
で
も
終
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
文
書
館
業
務

の
流
れ
図
か
ら
整
理
業
務
を
切
り
取

っ
て
、
そ
の
部
分
の
み
を
論
ず
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
」

「史
料
整
理
を
考
え
る
時
に
は
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
収
集

・
引
継
後
の
処
理
、

ま
た
閲
覧
提
供
後
の
各
種
の
検
索
手
段
の
作
成
も
含
め
て
、
史
料
全
体
を
管
理

す
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

こ
の
見
解
は
、
前
述
し
た

「
一
記
録
史
料
群
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理
」
と
い

う
視
点
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

作
成
に
お
い
て
も
、
引
き
継
ぎ
か
ら
利
用
提
供
に
至
る
資
料
管
理
業
務
全
体
を

反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の

認
識
に
基
づ
き
、
利
用
提
供
の
為
の
目
録
作
成
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な

五
〇

く
、
そ
こ
に
至
る
全
て
の
業
務
を
把
握
で
き
る
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
す

べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
に
は
、

①
各
資
料
が
ど
の
よ
う
に
保
存

・
管
理
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
そ

れ
ぞ
れ
の
履
歴
情
報
と
し
て
記
録
す
る

②
資
料
管
理
の
進
捗
状
況
を
把
握
し
、
計
画
的
な
業
務
遂
行
に
活
用
す
る

と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
求
め
ら
れ
る

機
能
と
は

「秋
田
県
庁
文
書
群
全
体
の
、
引
き
継
ぎ
か
ら
利
用
提
供
に
至
る
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理
」
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
た
。
次
節
に
お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
実
現
す
る
為
の
実
際
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
具

体
的
に
報
告
し
た
い
。

一
一　
日
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
向
け
た
取
り
組
み

目
録
デ
ー
タ
を

一
つ
に
統
合
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
作
業
と
し
て
デ
ー
タ

項
目
を
統

一
し
、
さ
ら
に
必
要
な
項
目
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
り
、
引
き
継
ぎ

か
ら
利
用
提
供
に
至
る
資
料
管
理
業
務
全
体
を
反
映
さ
せ
る
上
で
ど
の
よ
う
な

デ
ー
タ
項
目
が
必
要
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
し
て
デ
ー
タ
項
目
の
検
討
に
お
い
て
は
、
資
料
管
理
業
務
を

「物
理
的
管

理
面
」
と

「情
報
管
理
面
」
の
両
面
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
両
方
の
具
体
的
な
業

務
内
容
を
目
録
デ
ー
タ
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
区
分
は
、
記
録

史
料
の
文
書
館
に
お
け
る
管
理
を

「
『
も
の
』
と
し
て
管
理
し
保
存
す
る
処
理



過
程
と
、
記
録
史
料
の

『
情
報
』
を
管
理
し
利
用
者
に
そ
れ
を
提
供
す
る
処
理

過
程
と
に
区
分
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
、
前
者
を

「
も
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
後
者

を

「情
報

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
位
置
付
け
た
青
山
英
幸
氏
の
見
解
を
参
考
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
資
料
管
理
の
両
輪
と
し
て
も
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
情
報

コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
必
要
で
あ
り
、
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
そ
の
両
者
を
反
映
す
べ

き
だ
と
考
え
た
。

つ
ま
り
、
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
た
め
だ
け
の
目
録
デ
ー

タ
で
は
な
く
、
も
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
す
る
情
報
も
管
理
す
る
目
録
デ
ー
タ

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

１
．
物
理
的
管
理
面

物
理
的
管
理
と
は
、
引
き
継
い
だ
公
文
書
の
配
架
、
受
入
番
号
の
付
与
と
ラ

ベ
ル
貼
付
な
ど
引
き
継
ぎ
に
関
連
す
る
業
務
の
ほ
か
、
書
庫
内
に
お
け
る
保
存

管
理
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
な
ど
の
保
存
業
務
を
指
す

（補
修
業
務
に
つ
い

て
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
当
館
に
お
い
て
秋
田
県
庁
文
書
の
補
修
業
務

は
現
在
実
施
予
定
が
な
い
た
め
、
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
た
）
。
ま
た
、
利
用

者

へ
の
資
料
出
納
に
も
関
わ
る
業
務
で
あ
り
、
利
用
提
供
の
た
め
の
業
務
と
い

う

一
面
も
あ
る
。

青
山
氏
が
物
理
的
単
位
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
ヨ

フ
ォ
ル
ダ
ー
や

一
フ
ァ

イ
ル
、　
一
冊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
単
位
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
親
機
関
が
把
握

し
て
き
た
単
位
に
依
拠
す
る
場
合
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
館
に

お
い
て
も
目
録
デ
ー
タ
の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
引
き
継
ぎ
目
録
に
依
拠
し
、
基

本
的
に
は

一
フ
ァ
イ
ル
＝
簿
冊
を

一
単
位
と
し
た

（分
冊
を

一
フ
ァ
イ
ル
と
す

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

る
場
合
も
あ
る
）
。

物
理
的
管
理
業
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
う
ち
、
受
入
番
号
は
各
デ
ー
タ
と
も

項
日
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
配
架
場
所
と
保
存
業
務
に
関
す
る
項
目
は
新
た
に

追
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、
資
料
の
書
庫
出
納
を
伴
う
利
用
者

の
閲
覧
、
県
職
員
の
職
務
利
用
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
を
別
に
作
成
し

て
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
１
）
配
架
場
所
に
関
す
る
項
目

配
架
場
所
に
関
す
る
項
日
は
、
利
用
者

へ
の
資
料
出
納
の
た
め
に
必
要
な
基

本
的
項
目
と
言
え
る
。

当
館
で
は
簿
冊
を
引
き
継
い
だ
際
の
ま
と
ま
り
を
崩
さ
な
い
よ
う
引
き
継
ぎ

年
度
の
受
入
部
課
ご
と
に
配
架
し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
庁
組
織
構
造
を
あ
る
程

度
把
握
し
て
い
な
く
て
は
分
か
り
難
い
配
架
方
法
で
あ
り
、
全
て
の
職
員
が
効

率
的
か

つ
正
確
に
書
庫
出
納
を
行
う
た
め
に
は
配
架
場
所
を
単
純
な
書
架
番
号

等

（何
番
書
架
の
何
列
日
、
何
段
目
と
い
う
よ
う
に
）
で
把
握
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
。

ま
た
、
引
き
継
ぎ
後
評
価
選
別
さ
れ
る
文
書
に
関
し
て
は
、
評
価
選
別
結
果

に
よ

っ
て
廃
棄
簿
冊
が
大
量
に
生
じ
る
た
め
、
廃
棄
処
理
後
、
保
存
簿
冊
の
移

動
作
業
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
県
職
員
の
職
務
利
用
に
お
け
る
貸
出

・
返
却

を
確
実
に
行
う
上
で
も
各
簿
冊
の
配
架
場
所
を
常
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
配
架
に
関
す
る
次
の
項
目
を
追
加
し
た
。

・
書
架
番
号

五
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秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

・
棚
番
号

・
段
数（２

）
保
存
業
務
に
関
す
る
項
目

記
録
史
料
の
保
存
業
務

（中
性
紙
保
存
箱

へ
の
収
納
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

化
）
は
劣
化
程
度
に
応
じ
て
優
先
順
位
を

つ
け
、
中
長
期
的
計
画
を
立
て
た
上

で
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
簿
冊
の
劣
化
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
結
果

を
入
力
す
る
項
目
と
し
て
次
の
項
目
を
追
加
し
た
。

・
劣
化
程
度

（劣
化
程
度
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
三
段
階
で
記
録
す
る
）

・
資
料
状
態

（劣
化
程
度
に
特
筆
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
、
詳
細
を
記
録

す
る
）

さ
ら
に
保
存
業
務
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
た
め
次
の
項
目
を
追
加
し
た
。

・
保
存
箱
有
無

・
縦

（保
存
箱
に
収
納
す
る
た
め
計
測
し
た
サ
イ
ズ
を

ｍ
単
位
で
記
述
）

・
横

（同
右
）

・
厚
さ

（同
右
）

・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
有
缶
（

・
複
製
本
の
有
無

（３
）
利
用
者
の
閲
覧
に
つ
い
て

一
般
の
利
用
者
は
、
閲
覧
室
で
資
料
の
閲
覧
、
複
写

（原
本
は
写
真
撮
影
の

み
許
可
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
カ
ウ
ン
タ
ー
に
資
料
請
求
す
る
際
に
使
う

五
二

日
録
に
つ
い
て
は
第
三
節
を
参
照
）
。

こ
の
利
用
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
い
つ
、
ど
の
資
料
が
利
用
さ
れ
た
か
を

記
録
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
を
作
成
し
た
。
閲
覧
利
用
さ
れ
た
回
数
、

複
写

（原
本
は
写
真
撮
影
の
み
許
可
）
枚
数
を
記
録
し
て
利
用
統
計
を
取
る
こ

と
に
よ
り
、
利
用
頻
度
の
高
い
資
料
を
優
先
的
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
、
複

製
本
作
成
を
行
う
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
県
職
員
の
職
務
利
用
に
つ
い
て

当
館
で
は

「県
職
員
公
文
書
閲
覧
借
用
要
綱
」
に
よ
り
、
県
職
員
に
よ
る
職

務
上
の
閲
覧
と
借
用
を
未
公
開
簿
冊
も
含
め
て
許
可
し
て
い
る

（
一
般
利
用
者

に
対
し
て
は
借
用
を
許
可
し
て
い
な
い
）
。
そ
の
際
、
資
料
の
検
索
を
効
率
的

に
行
う
た
め
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
上
の
Ｉ
Ｄ
番
号

（現
用
記
録
段
階
で
の
識

別
番
号
）
を
項
目
と
し
て
追
加
し
た

（第
五
節
で
述
べ
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

と
の
連
携
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
し
た
項
目
設
定
で
あ
る
）
ほ
か
、
貸
出

・
返

却
管
理
を
正
確
に
行
う
た
め
、
貸
出
年
月
日
、
課
名
、
返
却
日
を
記
録
す
る
貸

出
管
理
の
デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
を
作
成
し
た
。

・
簿
冊
分
類
年
度

（簿
冊
作
成
年
度
。
簿
冊
分
類
番
号
と
の
組
み
合
わ
せ
で

簿
冊

一
冊
ず

つ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

・
簿
冊
分
類
番
号

（文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
る
番
号
。
現
用
記
録

段
階
に
お
け
る
年
度
毎
の
簿
冊
単
位
の
識
別
番
号
）



２
．
情
報
管
理
面

こ
こ
で
論
じ
る
情
報
管
理
と
は
、
記
録
史
料
を
利
用
提
供
す
る
た
め
に
行
わ

れ
る
情
報
管
理
で
あ
り
、
利
用
者
の
検
索
手
段
と
な
る
目
録
情
報
を
作
成
す
る

業
務
で
あ
る
と
言
え
る
。

各
デ
ー
タ
に
共
通
の
項
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
受
入
番
号
、
資
料
名
、

年
度
、
備
考

（簿
冊
表
紙
か
ら
採
取
可
能
な
情
報
）
の
ほ
か
、
戦
前
文
書
の
み

に
設
定
さ
れ
て
い
た
公
開

・
非
公
開
の
審
査
に
関
す
る
項
目
は
、
利
用
提
供
の

た
め
の
基
本
的
項
目
と
考
え
、
新
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
引
き
続
き
採
用
す
る
こ

と
と
し
た
。
そ
し
て
、
追
加
す
べ
き
項
目
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
「
記
録

史
料
の
検
索
手
段
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
ど
の
よ
う
な
形
で
提
供
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
視
占
かヽ
ら
考
え
る
た
め
、
前
掲
し
た
青
山

氏
の
文
献
の
ほ
か
、
行
政
文
書

へ
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
国
際
標
準

…
記
録
史
料

記
述
の

一
般
原
則
の
適
用
を
試
み
た
森
本
祥
子
氏
の
論
文
を
参
考
に
し
、
さ
ら

に
秋
田
県
庁
文
書
群
に
対
し
て
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
の
適
用
が
可
能
か
に
つ
い
て

も
検
討
し
た
。

森
本
氏
は

「文
書
作
成
部
署
と
し
て
ど
の
よ
う
な
組
織
が
あ
り
、
各
々
が
ど

の
よ
う
な
業
務
を
行
い
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
文
書
を
作
成
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
利
用
者
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
、

コ
ン
テ

ク
ス
ト
情
報
が
利
用
者
を
目
指
す
史
料

へ
導
く
も
の
と
し
て
必
要
な
も
の
と
位

置
付
け
て
い
る
。

青
山
氏
も

「
記
録
が
発
生
し
た
組
織
の
設
置
目
的
や
そ
の
履
歴
、
記
録
の
構

造
、
記
録
の
内
容
な
ど
は
、
記
録
史
料
そ
の
も
の
を
み
る
前
に
与
え
ら
れ
な
け

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

れ
ば
な
ら
な
い
情
報
で
あ
る
。
別
な
見
方
を
す
れ
ば
、
記
録
史
料
は
、
そ
の
組

織
の
業
務
に
も
と
づ
い
て
発
生
し
、
そ
の
業
務
内
容
に
応
じ
て
保
管
さ
れ
、
保

存
さ
れ
る
体
系
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
業
務
と
保
管

・
保
存
体
系
に

も
と
づ
い
た
記
録
史
料
の
秩
序
を
利
用
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
述
べ
、
そ
の
実
践
に
つ
い
て
は

「
そ
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
処
理
過
程
は
、

記
録
史
料
を
そ
の
組
織
内
で
保
存
さ
れ
て
い
た
体
系
に
も
と
づ
い
た

『
編
成
』

を
行
う
こ
と
、

つ
ま
り

『
記
録
史
料
の
階
層
構
造
』
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

次
で
そ
の
編
成
に
依
拠
し
、
記
録
史
料
に
関
す
る
情
報
を

『
記
述
』
す
る
こ
と

が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
記
録
史
料
を

『
検
索
す
る
手

段
』
を
構
築
す
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

両
氏
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
記
録
史
料
の
検
索
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に

は
、
次
の
二
段
階
に
よ
る
記
録
史
料
の
構
造
分
析
が
必
要
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

①
組
織
の
構
造
分
析

組
織
の
階
層
構
造
や
そ
の
変
遷
、
組
織
内
に
お
け
る
文
書
作
成
部
課
の
位
置

付
け
と
業
務
内
容
な
ど
、
文
書
作
成
主
体
で
あ
る
組
織
の
全
体
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
。

②
記
録
史
料
群
の
構
造
分
析

組
織
が
そ
の
業
務
の
た
め
に
作
成
し
た
記
録
史
料
群
に
は
、
そ
の
作
成
主
体

で
あ
る
組
織
構
造
と
作
成
目
的
で
あ
る
業
務
内
容
に
応
じ
た
体
系
＝
秩
序
が

存
在
す
る
た
め
、
①
で
示
さ
れ
た
組
織
構
造
に
基
づ
い
て
そ
の
秩
序
を
再
構

成
す
る
。

五
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秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

図
書
館
で
の
蔵
書
検
索
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
情
報
検
索
な
ど
、
日
頃

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に
慣
れ
て
い
る
せ
い
か
、
検
索
に
お
い
て
全
体
構
造
の
把
握

を
第

一
と
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
か

っ
た

が
、
日
常
整
理
に
携
わ

っ
て
い
る
簿
冊
を
例
に
考
え
る
こ
と
で
、
組
織
構
造
を

把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

例
え
ば
県
が
行

っ
た

一
つ
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
調
査
す
る
と
し
よ
う
。
関

連
す
る
文
書
と
し
て
は
本
庁
の
主
管
課
が
作
成
し
た
全
体
計
画
の
ほ
か
、
実
際

の
工
事
を
行

っ
た
地
方
機
関

（建
設
事
務
所
等
）
の
工
事
関
係
書
類
が
存
在
す

る
。
ま
た
、
そ
の
事
業
が
多
年
度
に
渡
り
、
そ
の
間
に
組
織
改
編
が
行
わ
れ
た

場
合
、
そ
の
文
書
は
他
の
課
に
引
き
継
が
れ
、
事
業
が
継
続
す
る
限
り
文
書
も

引
き
継
い
だ
課
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
利
用
者
は
調
査
内

容
に
応
じ
、
こ
れ
ら
関
連
文
書
の
中
か
ら
必
要
な
も
の
を
抽
出
し
て
利
用
す
る

わ
け
だ
が
、
仮
に
そ
の
事
業
名
で
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
い
、
該
当
す
る
文
書

が

一
覧
表
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
各
部
署
の
役
割
や
相
対
的

・
時
間
的
関
係
を

理
解
し
て
い
な
く
て
は
そ
の
中
か
ら
必
要
な
文
書
を
選
び
出
す
こ
と
は
難
し
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
事
業
名
が
簿
冊
の
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
は

検
索
漏
れ
の
可
能
性
が
あ
り
、
逆
に
同
様
の
事
業
が
各
地
方
建
設
事
務
所
で
行

わ
れ
て
い
た
場
合
な
ど
、
不
必
要
な
情
報
が
大
量
に
検
索
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
う
る
。

秋
田
県
と
い
う

一
つ
の
組
織
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
秋
田
県
庁
文
書
群
を
有

効
に
活
用
す
る
検
索
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、

・
秋
田
県
庁
に
は
ど
の
よ
う
な
部
、
課
、
係

（担
当
、
班
）
が
存
在
し
た
の
か

五
四

・
各
部
、
課
、
係

（担
当
、
班
）
は
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行

っ
て
い
た
の
か

・
組
織
改
編
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
業
務
は
ど
の
部
、
課
、
係

（担
当
、
班
）

へ
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か

な
ど
、
秋
田
県
庁
組
織
の
全
体
構
造
と
変
遷
を
分
析
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
文

書
群
の
構
造
分
析
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
当
館
に
お
け
る
実
際
の

秋
田
県
庁
文
書
群
の
構
造
分
析
は
、
専
門
員
の
調
査
研
究
活
動
と
し
て
明
治
前

期
分
か
ら
段
階
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
進
捗
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
秋
田
県
庁
組
織
の
構
造
分
析
…
…
…
昭
和
二
十
二
年
度
ま
で
終
了

②
秋
田
県
庁
文
書
群
の
構
造
分
析
…
…
明
治
二
十
二
年
度
ま
で
終
了

こ
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
、
秋
田
県
庁
文
書
群

へ
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
の
適

用
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
は
国
際
文
書
館
評
議
会
が
公
表
し
た
記
録
史
料
記
述
の

一

般
原
則
で
あ
り
、
記
録
史
料
の
構
造
を
フ
ォ
ン
ド
、
サ
ブ
フ
オ
ン
ド
、
シ
リ
ー

ズ
、

フ
ァ
イ
ル
と
い
う
レ
ベ
ル
を
軸
に
再
構
成
し
、
全
体
の
概
要
か
ら
細
部

へ

段
階
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
方
法
に
つ
い

て
青
山
氏
は

「
記
録
史
料
成
立
の
背
景
や
構
造
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
全

体
か
ら
そ
の
細
部
に
か
け
て
用
意
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
研
究
者
な
ど
の

特
定
の
人
々
の
み
を
対
象
に
情
報
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、　
一
般
市
民

へ
の
情
報
提
供
を
指
向
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
」
と
述
べ
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）

が
記
録
史
料
を

一
般
に
広
く
公
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
記
述
原
則
で
あ
る
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
が

マ
ル
チ
レ
ベ
ル
記
述
規
則
と
し
て
設
定
し
て
い
る
次
の



四
つ
の
規
則
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
の
階
層
構
造
を
分
析

し
、
文
書
群
全
体
の
組
織
構
造
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
前
提
と
し
て
必
要
で

あ
る
。

［
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
記
述
規
則
］

１
．
全
体
か
ら
個
別

へ
の
記
述

（日
的
）

フ
ォ
ン
ド
お
よ
び
そ
の
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や

階
層
構
造
を
再
現
す
る
こ
と
。

（規
則
）

フ
ォ
ン
ド
の
レ
ベ
ル
で
は
フ
ォ
ン
ド
全
体
の
情
報
を
与
え
る
。
そ

の
次
、
お
よ
び
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
下
位
の
レ
ベ
ル
で
は
、
記
述

す
る
部
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
。
こ
う
し
て
え
ら
れ
た
記

述
は
、
も

っ
と
も
広
い
範
囲

（
フ
ォ
ン
ド
）
か
ら
よ
り
限
定
さ
れ

た
範
囲

へ
と
い
う
順
序
で
、
全
体
と
部
分
を

つ
な
げ
て
階
層
的
に

関
連
づ
け
て
提
示
さ
れ
る
。

２
．
記
述

レ
ベ
ル
に
適
し
た
情
報

（以
下
省
略
）

３
．
記
述
の
リ
ン
ク

（以
下
省
略
）

４
．
情
報
の
非
重
複

（以
下
省
略
）

し
か
し
秋
田
県
庁
文
書
群
に
つ
い
て
構
造
分
析
が
終
了
し
て
い
る
の
は
現
時

点
で
明
治
二
十
二
年
度
完
結
文
書
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
文
書
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
今
後
の
構
造
分
析
が
進
み
次
第
可
能
に
な
る

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
全
体
か
ら
個

へ
」
と
い
う
考
え
方
を
取
り

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

入
れ
る
こ
と
が
秋
田
県
庁
文
書
群
の
構
造
を
理
解
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
点
、

今
後
継
続
し
て
構
造
分
析
を
進
め
る
こ
と
が
当
館
に
と

っ
て
必
須
の
課
題
で
あ

る
点
を
考
慮
し
て
も
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
を
完
全
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

く
て
も
、
そ
の
概
念
を
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
反
映
さ
せ
る
意
義
は
あ
る
と
考

え
た
。
そ
こ
で
、
日
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
フ
ォ
ン
ド
概
念
を
取
り
入
れ
、
サ
ブ

・

フ
ォ
ン
ド
、
サ
ブ

・
サ
ブ

・
フ
オ
ン
ド
、
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
項
目
を
設
定
し
た
。

構
造
分
析
を
終
え
た
各
簿
冊
＝
フ
ァ
イ
ル
が
ど
の
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
、
サ
ブ

・

サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
、
シ
リ
ー
ズ
に
属
す
の
か
を
記
録
す
る
た
め
の
項
目
設
定
で

あ
る
。
こ
れ
は
今
後
構
造
分
析
を
進
め
、
各
レ
ベ
ル
の
記
述
を
行
う
こ
と

（
レ

ベ
ル
ご
と
の
テ
ー
ブ
ル
を
作
成
す
る
）
を
見
据
え
た
次
善
の
策
と
言
え
る
も
の

で
あ
る
。

ｏ
サ
ブ

・
フ
オ
ン
ド

（文
書
作
成
課
↓
部
）

・
サ
ブ

・
サ
ブ

・
フ
オ
ン
ド

（文
書
作
成
係
↓
課
）

・
シ
リ
ー
ズ

（文
書
作
成
の
目
的
で
あ
る
事
業
ま
た
は
担
当
係
名
）

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
の
適
用
に
関
し
て
は
、
「
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
は
、
安
藤
氏
の

段
階
論
の

『
構
造
分
析
』
が
終
わ
る
ま
で
適
用
で
き
な
い
も
の
で
な
く
、
『
内

容
目
録
』
、
場
合
に
よ

っ
て
は

『
概
要
目
録
』
を
も
対
照
と
し
う
る
も
の
で
あ

る
。
」
と
し
た
福
井
県
の
柳
沢
芙
美
子
氏
の
見
解
や

「
コ
ン
セ
プ
ト
の
作
成
や

フ
ァ
イ
ル
構
成
表
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
も
参
考

に
し
た
が
、
厳
密
に
あ
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら

な
か

っ
た
。
」
と
い
う
沖
縄
県
公
文
書
館
の
豊
美
山
和
美
氏
の
見
解
に
み
ら
れ

る
と
お
り
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
の
概
念
は
と
り
い
れ

つ
つ
も
、
実
践
に
お
い
て

五
五



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

は
現
状
で
可
能
な
限
り
適
応
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
館
が
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
当
館
は
こ
う
し
た
他
館
の
目
録
標
準
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ

い
て
も
常
に
関
心
を
持
ち
、
参
考
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
物
理
的
管
理
面
と
情
報
提
供
面
の
両
方
か
ら
必
要
な
デ
ー
タ
項
目

の
検
討
を
行
い
、
単
年
度
ご
と
の
デ
ー
タ
を

一
本
化
す
る
と
い
う
作
業
に
取
り

組
み
始
め
た
が
、
具
体
的
作
業
は
シ
ス
テ
ム
開
発
会
社
に
外
注
し
、
試
作
段
階

で
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
な
が
ら
進
行
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば

目
録
デ
ー
タ
を
入
れ
る
た
め
の

「
器
」
作
り
で
あ
り
、
よ
り
重
要
な
の
は
器
の

「中
身
」
と
な
る
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
目
録
情
報
と
し
て
利
用
者
に
提

供
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
当
館
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に

「
器
」
で
あ
る
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
お
い
て
も
、
中
身
の
も
と
と
な

る
調
査
研
究
業
務
に
お
い
て
も
他
館
に
比
べ
て
遅
れ
を
取

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
利
用
提
供
」
を
最
終
的
な
目
的
と
す

る
施
設
で
あ
る
以
上
、
少
し
ず

つ
で
は
あ

っ
て
も
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
で
き
る

限
り
の
情
報
提
供
を
し
て
い
く
責
務
が
当
館
に
は
あ
る
。
次
節
で
報
告
す
る
表

題
目
録
の
刊
行
事
業
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立

っ
た

一
つ
の
前
進
的
取
り
組

み
と
考
え
て
い
る
。

〓
一　
表
題
目
録
の
刊
行
に
つ
い
て

本
節
で
取
り
上
げ
る
表
題
目
録
と
は
簿
冊
単
位
の
目
録
で
あ
り
、
こ
の
刊
行

事
業
は
、
構
築
途
中
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
編
成
し
、
更
に

五
六

検
索
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
付
け
加
え
て

一
冊
の
目
録
に
ま
と
め
る
と
い
う

取
り
組
み
で
あ
る
。

当
館
が
現
在
閲
覧
者
に
提
供
し
て
い
る
目
録
は
、
開
館
時
に
作
成
し
た
目
録

に
毎
年
度
の
新
規
公
開
分
を
追
加
し
て
更
新
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概

要
は
第

一
節
で
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
開
館
ま
で
の
時
間
的
制
約
や
引
き

継
ぎ
文
書
の
書
庫

へ
の
搬
入

・
配
架
な
ど
、
併
行
し
て
行
わ
れ
た
物
理
的
作
業

量
を
考
慮
す
れ
ば
、
目
録
作
成
に
お
け
る
当
時
の
職
員
の
苦
労
は
多
大
な
も
の

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
努
力
に
は
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
引
継
目
録
と
簿
冊
表
紙
か
ら
採
取
し
た
情
報
の
み
に
よ
る
い
わ
ば

「
仮
目
録
」
で
あ
り
、
利
用
者
に
と

っ
て
は
利
便
性
の
低
い
検
索
手
段
だ

っ
た

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

秋
田
県
庁
組
織
に
精
通
し
た
歴
史
研
究
家
で
あ
れ
ば
、
課

・
係
名
や
完
結
年

度
か
ら
必
要
な
簿
冊
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の

一

般
利
用
者
に
と

っ
て
は
、
当
時
の
県
庁
組
織
の
全
体
的
構
造
や
そ
の
変
遷
、
各

課
係
の
業
務
内
容
な
ど
、
よ
り
詳
し
い
情
報
が
な
く
て
は
必
要
な
簿
冊
を
特
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
う
し
た
目
録
記
述
を
充
実
さ
せ
、
検
索
手
段
と

し
て
真
に
意
味
の
あ
る
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
、
開
館
以
来
、
当
館
に
と

っ

て

一
つ
の
大
き
な
課
題
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
県
庁
組
織
の
全
体
的
構
造
や
そ
の
変
遷
、
各
部
課

係
の
業
務
内
容
な
ど
よ
り
詳
し
い
目
録
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
文
書
群

の
構
造
分
析
が
前
提
で
あ
り
、
現
在
完
了
し
て
い
る
の
は
明
治
二
十
二
年
度
ま

で
で
あ
る
。
し
か
し
、
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
で
き
る
限
り
の
情
報
提
供
を
す
る



こ
と
が
歴
史
資
料
の
利
用
提
供
を
目
的
と
す
る
公
文
書
館
の
責
務
で
あ
る
と
い

う
視
点
か
ら
、
段
階
的
に
表
題
目
録
を
刊
行
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
今
年
度
、
第

一
集
と
し
て
開
庁
か
ら
明
治
十

一
年
ま
で
四

つ
の
組
織
改

編
期
を
対
象
に
作
成
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

目
録
の
た
め
の
デ
ー
タ
作
成
と
編
成
は
構
築
途
中
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用

し
、
次
の
方
法
で
行
わ
れ
た
。

①
日
録
カ
ー
ド

（構
造
分
析
を
行
い
シ
リ
ー
ズ
単
位
で
そ
の
結
果
を
記
述

し
た
も
の
）
を
も
と
に
各
フ
ァ
イ
ル

（簿
冊
）
が
属
す
サ
ブ

・
フ
ォ
ン

ド

（課
）、
サ
ブ

・
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド

（係
）
、
シ
リ
ー
ズ

（事
業
内
容
）

を
入
力
す
る
。

②
各
組
織
改
編
期
ご
と
に
デ
ー
タ
を
抽
出
し
、
階
層
構
造
に
基
づ
い
て
サ

ブ

・
フ
オ
ン
ド
、
サ
ブ

・
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
、
シ
リ
ー
ズ
を
並
び
替
え

③
シ
リ
ー
ズ
内
の
内
的
秩
序
に
基
づ
き
、

フ
ァ
イ
ル

（簿
冊
）
の
デ
ー
タ

を
並
び
替
え
、
目
録
情
報

（請
求
番
号
、
表
題
、
表
記
年
、
完
結
年
度
）

を
提
示
す
る
。

デ
ー
タ
作
成
段
階
で
生
じ
た
問
題
点
は
、　
一
つ
の
フ
ァ
イ
ル
が
複
数
の
シ

リ
ー
ズ
に
重
出
す
る
と
い
う
例
外
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
内
で
デ
ー
タ
の
編
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
抽
出
し
た
デ
ー
タ

を
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
組
み
直
す
必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
点
は
デ
ー
タ
入

力
段
階
で
気
づ
い
た
問
題
点
で
あ
り
、
次
回
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
更
新
時
の
検
討

課
題
で
あ
る
。

そ
し
て
目
録
の
全
体
的
な
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

①
凡
例
に
お
い
て
フ
ォ
ン
ド
Ｈ
秋
田
県
庁
文
書
群
に
つ
い
て
の
解
説
を
す

Ｚ
Ｏ
。

②
四
つ
の
組
織
改
編
期
ご
と
の
組
織
階
層
図
を
提
示
す
る
。

③
各
課
係
＝
サ
ブ

・
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
の
職
務
内
容
を
解
説
す
る
。

④
各
シ
リ
ー
ズ
別
に
フ
ァ
イ
ル
＝
簿
冊

一
冊
ず

つ
の
情
報
を
提
示
す
る
。

全
体
＝
フ
ォ
ン
ド
か
ら
個
＝
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
記
述
を

一
冊
の
目
録
と
し
て

実
践
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
ガ
イ
ド
の
機
能
を
持

つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
　
〈
「
後
の
課
題

以
上
、
今
年
度
の
当
館
に
お
け
る

「秋
田
県
庁
文
書
群
」
の
目
録
業
務
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
、
表
題
目
録
刊
行
と
も
に
現
在
進

行
中
の
事
業
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
見
え
て
き
た
問
題
点
も
多
い
。
本
節
で
は
、

そ
う
し
た
新
た
な
問
題
点
か
ら
見
え
て
き
た
、
今
後
当
館
が
取
り
組
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

１
．

構
造
分
析
へ
の
取
り
組
み

利
用
者

へ
の
検
索
手
段
を
提
供
す
る
た
め
、
文
書
群
の
構
造
分
析
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
こ
と
は
第
二
、
三
節
で
繰
り
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
来
、

公
開
し
て
い
る
文
書
す
べ
て
の
構
造
分
析
を
終
え
る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
構
造
分
析
を
行
う
こ
と
の
可
能
な
専
門
職
員
の
不
足
と
い
う
問
題



秋
田
県
庁
文
書
群
の
日
録
作
成
に
つ
い
て

も
あ
る
た
め
、
段
階
的
に
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
、

左
記
の
①
と
②
の
間
に
生
じ
て
い
る
タ
イ
ム
ラ
グ
を
解
消
し
、
昭
和
二
十
二
年

度
ま
で
の
構
造
分
析
を
進
め
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

〔秋
田
県
庁
文
書
群
の
構
造
分
析
進
捗
状
況
〕

①
組
織
機
構
の
構
造
分
析

（県
庁
の
機
構
変
遷
と
そ
の
職
務
内
容
を
把
握

す
る
作
業
）
　
　
　
↓
　
昭
和
二
十
二
年
度
ま
で
終
了

②
文
書
群
の
構
造
分
析

（①
に
基
づ
き
文
書
群
の
階
層
構
造
を
再
構
成
す

る
作
業
）
　
　
　
　
↓
　
明
治
二
十
二
年
度
ま
で
終
了

２
．
件
名
目
録
の
作
成

利
用
者
に
よ
り
詳
細
な
検
索
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
簿
冊
に
ど
の
よ

う
な
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
件
名
単
位
の
目
録
デ
ー

タ
を
作
成
す
る
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

明
治
四
年
～
昭
和
三
十
年
代
の

一
部
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
簿
冊
の
巻
頭
に

件
名
目
次
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
県
庁
の
記
録
書
庫
で
管
理
し
て
い
た

当
時

（公
文
書
館
開
館
以
前
）
に
筆
写
し
た
件
名
台
帳
が
約
九
十
冊
存
在
す
る
。

そ
の
件
名
目
録
を
デ
ー
タ
と
し
て
入
力
す
る
作
業
に
今
年
度
よ
り
着
手
し
て
い

る

（件
名
目
録
の
デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
簿
冊
デ
ー
タ
の
テ
ー
ブ
ル
と
リ
ン

ク
さ
せ
る
予
定
）
が
、　
一
冊
の
簿
冊
に
何
十
件
も
の
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
入
力
作
業
に
は
相
当
の
労
力
と
時
間
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
九
十
冊
の
件
名
台
帳
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
簿
冊
に
つ
い
て
は
原
本

一
冊

ず

つ
か
ら
件
名
を
採
録
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
年
代
の
古
い
簿
冊
に
つ
い
て
は

五
八

く
ず
し
字
や
旧
字
体
を
読
解
で
き
る
能
力
も
必
要
と
す
る
た
め
、
よ
り
困
難
な

作
業
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
こ
の
入
力
作
業
と
件
名
の
採
録
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
、
ま

た
件
名
目
録
を
ど
の
よ
う
な
形
で
利
用
者
に
提
供
し
て
い
く
か
を
当
館
の
方
針

と
し
て
確
立
し
、
計
画
的
に
進
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

３
．
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

引
き
継
ぎ
か
ら
利
用
提
供
に
至
る
資
料
管
理
業
務
は
、
単
年
度
で
終
了
す
る

も
の
で
は
な
く
、
複
数
年
度
に
渡
り
継
続
し
て
行
わ
れ
る
業
務
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
計
画
性
と

一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
が
、
職
員
の
殆
ど
が
行
政
職
員
で
あ
り
、

定
期
的
に
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
当
館
に
お
い
て
、
業
務
に

一
貫
性
を
持
た
せ

る
こ
と
は
職
員
が
意
識
的
に
行
わ
な
く
て
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
異
動
時
の

引
き
継
ぎ
を
徹
底
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
業
務

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、　
百
貝
性
の
あ
る
デ
ー
タ
管
理
を
行
う
た

め
に
は
目
録
記
述
の
ル
ー
ル
を
確
立
し
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
完
成
後
の

一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

４
．
検
索
シ
ス
テ
ム
の
提
供

検
索
の
利
便
性
を
考
え
た
場
合
、
冊
子
体
目
録
の
刊
行
に
加
え
、
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ロ
録
を
閲
覧
室
に
設
置
す
る
こ
と
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
検
索
シ
ス
テ
ム
を

提
供
す
る
こ
と
も
検
討
課
題
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
記



録
史
料
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
文
書
群
の
全
体
構
造
を
分
析
し
、
全
体
か
ら

細
部

へ
、
段
階
的
に
情
報
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
く
、
キ
ー
ワ
ー
ド

検
索
に
よ
る
検
索
結
果
の

一
覧
表
示
が
適
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
森
本
氏
は

「
一
件
の
史
料
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
合
致
し
た
か

ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
無
加
工
で
無
秩
序
に
検
索
結
果
を
表
示
す
る
の
で
は
な

く
、
階
層
構
造
を
利
用
者
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ

と
が
最
も
望
ま
し
い
。
」
「行
政
文
書
に
適
応
し
た
論
理
的
な
検
索
を
実
現
し
、

か

つ
、
利
用
者
が
見
落
と
し
て
い
た
関
連
資
料
を
提
示
す
る
た
め
の
網
羅
的
な

検
索
機
能
も
持

つ
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
ま
さ
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
検
索
す
る
価

値
が
あ
る
と
い
え
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
史
料
の
階
層
構
造
を
提
示
し
、
さ

ら
に
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
可
能
に
し
た
例
と
し
て
は
、
沖
縄
県
公
文
書
館
が
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
提
供
し
て
い
る

「所
蔵
資
料
日
録
ガ
イ
ド
付
」
等
の
実
践
例
が

あ
る
他
、
群
馬
県
立
文
書
館
は
、
収
蔵
資
料
の
概
要
を
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
）
を
適

用
し
て
紹
介
し
、
さ
ら
に
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
機
能
も
提
供
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
所
蔵
史
料
全
体
の
構
造
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
検
索
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
検
索
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
史
料

の
構
造
分
析
を
終
え
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
公
開
資
料
の

ご
く

一
部
し
か
構
造
分
析
を
終
了
し
て
い
な
い
秋
田
県
庁
文
書
群
に
つ
い
て
は

ま
だ
実
現
が
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

現
段
階
で
当
館
が
具
体
的
に
検
討
で
き
る
検
索
シ
ス
テ
ム
と
は
、
公
開
し
て

い
る
す
べ
て
の
簿
冊
に
つ
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
い
、
資
料
名
、
課
名
、

完
結
年
度
を

一
覧
表
示
す
る
簡
易
な
シ
ス
テ
ム
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

検
索
シ
ス
テ
ム
は
、
前
述
し
た
と
お
り
記
録
史
料
の
検
索
手
段
と
し
て
十
分
な

も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
「出
来
る
と
こ
ろ
か
ら
可
能
な
限
り
の
情
報
提
供
を

す
る
」
、
と
い
う
観
点
か
ら
は
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
段

階
的
に
刊
行
を
計
画
し
て
い
る
表
題
目
録
が
資
料
ガ
イ
ド
と
し
て
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ロ
録
の
機
能
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

５
。
他
の
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

当
館
は
、
歴
史
的
資
料
の
利
用
提
供
機
関
と
い
う
側
面
に
加
え
、
秋
田
県
の

一
行
政
機
関
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
る
。
秋
田
県
庁
文
書
を
引
き
継
ぎ
、

保
存
す
る
こ
と
に
は
、
「
将
来
的
な
史
料
の
利
用
提
供
」
と
い
う
目
的
の
他
、

「
一
行
政
機
関
と
し
て
の
役
割
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
側
面
か
ら
、
中
期
的
な
課
題
と
し
て
次
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
と

の
連
携
を
考
え
た
い
。　
一
つ
は
併
設
館
で
あ
る
秋
田
県
立
図
書
館
の

「
図
書
館

シ
ス
テ
ム
」
と
の
連
携
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
公
文
書
館
の
親
組
織
で
あ
る
秋

田
県
の

「文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
と
の
連
携
で
あ
る
。

（１
）
秋
田
県
立
図
書
館
シ
ス
テ
ム

当
館
の
併
設
館
で
あ
る
秋
田
県
立
図
書
館
は
、
平
成
十
七
年
度
に
図
書
館
シ

ス
テ
ム
の
更
新
を
計
画
中
で
あ
る
。
こ
の
際
、
公
文
書
館
の
日
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
も
バ
ー
ジ

ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
り
、
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と

一
元
管
理
す
る
こ
と

が

一
つ
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
併
設
館
と
し
て
の
利
点
を
活
か
し
図
書
館
と
シ

五
九



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

ス
テ
ム
構
築
の
面
で
協
力
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
館
長
の
高
橋
精

一
氏
が

秋
田
県
公
文
書
館
の
中
期
計
画
と
し
て
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

「情
報
機
器
や
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
活
用
す
る

こ
と
で
、
膨
大
な
文
書
デ
ー
タ
の
登
録
、
資
料
管
理
が
で
き
る
。
ま
た
利
用
者

に
と

っ
て
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
居
な
が
ら
に
し
て
資
料
を
調
べ
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
は
専
門
的
な
情
報

知
識

・
技
術

・
経
験
が
必
要
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
は
長
期
間
を
要
し
、

非
常
に
難
し
い
事
業
で
は
あ
る
。
幸
い
に
も
県
立
図
書
館
の
Ｉ
Ｔ
活
用
は
先
進

的
で
あ
り
、
ま
た
優
秀
な
技
術
者
も
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
併
設
館
と
し
て
の

利
点
を
活
か
し
、
両
館
が
協
力
し
あ
い
な
が
ら
、

ハ
ー
ド
や
シ
ス
テ
ム
の
研
究

を
進
め
て
い
く
方
が
効
率
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
」

扱
う
資
料
の
特
性
や
、
分
類

・
目
録
記
述
な
ど
整
理
体
系
の
大
き
な
違
い
を

考
え
る
と
、
図
書
館
と
公
文
書
館
の
資
料
を
同

一
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
管
理
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
設
備

・
機
器
の
管
理
を

一
元
化
す
る
こ

と
に
よ
る
経
費
削
減
効
果
に
加
え
、
利
用
者

へ
の
資
料
提
供
と
い
う
共
通
点
を

持

つ
併
設
館
と
し
て
、
情
報
提
供
の
面
で
連
携
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
公
文
書
館
の
検
索
用
の
デ
ー
タ
を
図
書
館
の
デ
ー

タ
と
と
も
に

一
つ
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
よ
り
提
供
す
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
現
に
あ
た

っ
て
は
図
書
館
側
の
先
進
的
技
術
、
設
備
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大

き
く
、
綿
密
な
協
議
の
う
え
、
図
書
館
の
協
力
を
必
要
と
す
る
事
業
で
あ
る
。

六
〇

（２
）
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

親
組
織
で
あ
る
行
政
機
関
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
公
文
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
文
書
作
成
段
階
か
ら
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理
を

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
廃
棄
に
関
す
る
文
書
事
務
を
シ
ス
テ
ム
上

で
処
理
し
、
行
政
利
用
の
際
に
は
各
課
で
公
文
書
館
の
所
蔵
情
報
を
検
索
で
き

る
よ
う
に
す
る
等
、
業
務
効
率
化
も
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
文
書
登
録
の
際
の

入
力
項
目
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
館
に
と

っ
て

一
つ
の
大
き
な
課

題
と
な

っ
て
い
る

「
評
価
選
別
」
に
文
書
作
成
段
階
で
の
意
志
を
反
映
さ
せ
る

こ
と
も
可
能
に
な
る

（た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
公
文
書
館
に
お
け
る
評

価
選
別
、
廃
棄
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
、
規
則

・
規
程
の
改
正

も
要
す
る
問
題
で
あ
る
）
。

こ
こ
で
は
行
政
機
関
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書
館
の
シ
ス
テ
ム
を
含
め

た
先
進
的
事
例
と
し
て
、
こ
こ
で
北
海
道
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
取
り
上

げ
た
い
。
な
お
、
シ
ス
テ
ム
の
概
要
に
つ
い
て
は
北
海
道
立
文
書
館
研
究
紀
要

第
十
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
青
山
英
幸
氏
の
報
告
を
大
幅
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

北
海
道
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
「本
庁
、
支
庁
等
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

環
境
下
で
文
書
事
務
を
電
子
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
書
の
発
生
か
ら
保
管

・

廃
棄
、
そ
し
て
歴
史
的
価
値
あ
る
文
書
の
保
存
ま
で
の

一
元
管
理
化
、
組
織
を

超
え
た
文
書
情
報
の
共
有
化
、
他
業
務
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
に
よ
り
、
文
書
事

務
の
公
開
を
実
現
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
中
に

「
北
海
道
立
文
書
館
情
報

管
理
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
含
ま
れ
、
文
書
館
固
有
の
業
務
を
担
当
」
し
て
い
る
。



青
山
氏
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
電
算
シ
ス
テ
ム

上
に
お
け
る

『
文
書
管
理
』
で
あ
り
、
従
来
ま
で
の
紙
媒
体
に
よ
る
文
書
管
理

に
替
わ
る
も
の
と
し
て
稼
動
し
、
さ
ら
に
北
海
道
立
文
書
館
の
業
務
を
も
担
う

も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
従
来
の
紙
媒
体
の
文
書
に
替
わ
り

電
子
文
書
が
基
本
と
な
っ
て
遂
行
さ
れ
る
事
務
、
文
書
の
収
受

・
起
案

・
決
裁

・

保
管

ｏ
保
存

・
廃
棄
お
よ
び
歴
史
的
価
値
あ
る
文
書
引
渡
、
情
報
公
開
事
務
と

情
報
提
供
、
そ
し
て
文
書
館
資
料
と
し
て
歴
史
的
価
値
あ
る
文
書
等
の
保
存
と

そ
の
提
供
を
、
電
算
シ
ス
テ
ム
上
で
行
う
も
の
で
あ
る
。
」
サ」
の
シ
ス
テ
ム
の

開
発
は
、　
一
九
九
七
年
に
北
海
道
立
文
書
館
で
着
手
さ
れ
た
電
算
シ
ス
テ
ム
導

入
に
つ
い
て
の
検
討
と

一
九
九
八
年
か
ら
の
北
海
道
に
よ
る
電
子
道
庁
化

へ
の

取
り
組
み
を
発
端
と
し
、
二
〇
〇

一
年

「総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
に

「文

書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
」
を
含
め
た
事
業
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
総
務
部
法

制
文
書
課
、
北
海
道
立
文
書
館
、
開
発
担
当
企
業
で
あ
る
富
士
電
機
株
式
会
社

の
三
者
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
た
。
文
書
の
起
案
か
ら
決
裁
、
文
書
館

へ
の
引
渡

し
、
廃
棄
ま
で
を
す
べ
て
シ
ス
テ
ム
上
で
行
う
処
理
過
程
や
そ
の
た
め
の
詳
細

な
項
目
設
定
、
従
来
の
紙
媒
体
文
書
の
取
り
扱
い
な
ど
三
者
に
よ
る
綿
密
な
検

討
を
重
ね
て
構
築
さ
れ
た
同
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
最
も
画
期
的
と
思
わ
れ
る

点
が
、
利
用
に
供
す
る
目
録
情
報
作
成
の
た
め

「
文
書
群
」
と
い
う
考
え
方
を

取
り
入
れ

「
マ
ド
リ
ッ
ド
原
則
」
「
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（Ｇ
と

に
依
拠
し
た
項
目
設
定

が
な
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

「文
書
館
職
員
に
お
い
て
も
十

分

な

理

解

が

え

ら

れ

て

い

る

と

は

言

い

が

た

い

Ｉ

Ｓ

Ａ

Ｄ

（
Ｇ

）

や

Ｉ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ｒ

（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
導
入
を
許
容
し
た
総
務
部
法
制
文
書
課
と
、

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

恐
ら
く
日
本
で
は
初
め
て
の
試
み
と
思
わ
れ
る
こ
の
文
書
館
情
報
管
理
サ
ブ
シ

ス
テ
ム
の
開
発
に
あ
た

っ
た
富
士
電
機
株
式
会
社
の
関
係
者
に
謝
辞
を
さ
さ
げ

た
い
。
」

と
青
山
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
親
組
織
に
よ
る
文
書
館
業
務
に
対
す
る
理

解
が
あ

っ
て
こ
そ
実
現
で
き
た
事
業
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
電
子
文
書

へ
の

認
識
を
深
め
る
た
め
文
書
館
職
員
が
開
発
担
当
企
業
か
ら
説
明
を
受
け
る
な
ど
、

文
書
館
側
に
も
行
政
の
電
子
化
に
積
極
的
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ

っ

た
よ
う
に
窺
え
る
。
行
政
文
書
が
文
書
館
に
お
い
て
歴
史
資
料
と
し
て
公
開
さ

れ
る
も
の
に
な
る
の
だ
と
い
う
行
政
機
関
側
の
理
解
、
自
ら
も
行
政
機
関
の

一

組
織
で
あ
り
、
行
政
文
書
を
扱

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
文
書
館
側
の
認
識
、
そ

の
両
方
が
あ

っ
て
こ
そ
実
現
で
き
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
管
理
を
行
政
の
電
子
化
と
い
う
流
れ
の
中
で
実
現
し
た
先
進
的
取
り
組
み

と
い
え
よ
う
。
今
後
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
公
文
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の

連
携
を
検
討
す
る
う
え
で
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
。

以
上
、
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
、
及
び
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
前
者
が
併
設
館
で
あ
る
こ
と
の
経
費
上
の
利
点
と
歴
史

資
料
の
利
用
提
供
機
関
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
た
取
り
組
み
で
あ
る

一
方
、

後
者
は
行
政
機
関
の

一
組
織
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
た
取
り
組
み
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
そ
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
は
公
文
書
館
の
長
期
計
画
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
う
え
、
い
ず
れ
も
相
手
機
関
の
協
力
と
理
解
が
無
く
て
は
で
き
な

い
事
業
で
あ
り
、
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
秋

工（
一



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

円
県
の
組
織
全
体
に
関
わ
る
大
規
模
な
事
業
で
あ
り
、
実
現
に
は
北
海
道
の
事

例
の
よ
う
に
相
当
の
準
備
期
間
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

以
上
、
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て
過
去
の
問
題
点
か
ら
今
後

の
課
題
ま
で
述
べ
て
き
た
。　
一
年
間
公
文
書
館
業
務
に
携
わ
る
な
か
で
見
え
て

き
た
問
題
点
と
そ
の
改
善
に
重
点
を
置
い
た
構
成
だ

っ
た
た
め
、
頭
翻
文
」
と

い
う
よ
り
は

「業
務
報
告
」
に
近
い
内
容
で
あ
り
、
「
史
料
整
理
論
」
の
観
点

に
は
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
多
々
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
と
目
録
刊
行
事
業
と
い
う
日
々
の
業
務
を
改

め
て
見
直
す
作
業
は
、
公
文
書
館
業
務
全
体
に
つ
い
て
も
見
直
す
き

っ
か
け
に

な
り
、
資
料
を
管
理
す
る
上
で
の
教
訓
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
れ
は
、

「資
料
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理
」
と
い
う
意
識
を
常
に
持
ち
、
長
期
的
視
点

に
立

っ
て
管
理
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秋
田
県

庁
文
書
群
は
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
秋
田
県
と
い
う
組
織
の
活
動
記
録
で
あ
り
、

今
後
も
継
続
し
て
作
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
保
存
と
利
用
提
供
を

責
務
と
す
る
機
関
と
し
て
、
公
文
書
館
は

一
貫
性
と
計
画
性
の
あ
る
資
料
管
理

を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
後
は
こ
の
教
訓
を
念
頭
に
置

い
た
上
で
他
館
の
先
進
的
取
り
組
み
も
参
考
に
し
、
た
と
え
段
階
的
に
で
は
あ

っ

て
も
可
能
な
限
り
の
情
報
提
供
が
で
き
る
よ
う
、
目
録
業
務
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

エハ
二

王ヽ（
１
）

秋
田
県
公
文
書
館
条
例

（平
成
五
年
秋
田
県
条
例
第
二
号
）

（設
置
）

第

一
条
　
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
及
び

利
用
に
供
す
る
た
め
、
公
文
書
館
法

（昭
和
六
―
三
年
法
律
第

一
一
五
号
）
第

四
条
第

一
項
の
公
文
書
館
と
し
て
、
秋
田
県
公
文
書
館
を
秋
田
市
山
工
新
町

一

四
番
三

一
号
に
設
置
す
る
。

（
２
）
　

記
録
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
、
及
び
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
概
念
図
に
つ
い
て
は
、
音

山
英
幸
氏
の
著
書
を
参
考
に
し
た
。
青
山
氏
は
、
現
用
記
録
、
半
現
用
記
録
、

非
現
用
記
録
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
記
録
が
発
生
し
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ
た
組
織
で
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
段
階
の

記
録
を
、
現
用
記
録

（Ｃ

ｕ
ｒ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
，
Ａ

ｃ
ｔ
ｉ

ｖ
ｅ

Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
）
と
い
う
。
そ
の
保
管
場
所
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
記
録
を

発
生
さ
せ
た
職
場
内
で
あ
る
。
」

「
記
録
を
発
生
し
た
組
織
が
頻
繁
に
利
用
し
な
い
よ
う
な
状
況
に
な

っ
た
記
録

を
、
半
現
用
記
録

（
Ｓ

ｅ
ｍ
ｉ
ｌ

ｃ
ｕ
ｒ
ｒ
ｃ
ｎ
ｔ
　
Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
，

Ｓ

ｅ
ｍ
ｉ
ｌ

ａ
ｃ
ｔ
ｉ

ｖ
ｅ

Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
）
と
い
う
。
保
管
場
所
を
移

動
す
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
」

「
記
録
を
発
生
し
た
組
織
が
、
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
よ
う
に
な

っ
た
記
録
の

う
ち
、
廃
棄
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
非
現
用
記
録

（Ｎ

ｏ
ｌ

ｃ
ｕ
ｒ
ｒ
ｃ
ｎ
ｔ

Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
，
Ｎ

ｏ
ｌ

ａ
ｃ
ｔ
ｉ

ｖ
ｅ
　
Ｒ

ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ

ｓ
）
と
し
て
、

記
録
史
料

（
Ａ

ｒ
ｃ
ｈ
ｉ

ｖ
ｅ
ｓ
）
と
し
て
文
書
館
に
引
き
継
が
れ
、
公
開
に

供
さ
れ
る
。
」

青
山
英
幸

『
記
録
か
ら
記
録
史
料

ヘ
　

ア
ー
カ
イ
バ
ル

・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
序

説
』
（岩
田
書
院
、
二
〇
０
二
年
）
　

一二
０
五
～
三
〇
六
頁

（
３
）
　

「秋
田
県
庁
日
誌
」
は
、
明
治
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
秋
田
県



庁
の
公
的
記
録
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
記
録
管
理
は
、
公
文
書
原
本
を
事
務
簿

に
編
綴
し
て
保
存
す
る
の
で
は
な
く
、
重
要
文
書
の
写
か
ら
県
庁
日
誌
を
編
纂

す
る
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
。
（柴
田
知
彰

「
『
秋
田
県
庁
日
誌
』
に
つ
い
て
」

秋
田
県
公
文
書
館
だ
よ
り
第

一
二
号
、　
一
九
九
八
年
）

（
４
）
　

こ
の

「部
」
は
、
事
業
内
容
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
組
織
構
造
上
の

「部
」
を

示
す
も
の
で
は
な
い
。

（
５
）
　

「
明
治
十

一
年
七
月

ョ
リ
八
月

マ
テ
　
第

一
課
駅
逓
掛
事
務
簿
　
郵
便
之
部

三
番
」
と
い
う
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ョ

一番
」
が
冊
番
に
該
当
す

′
Ｏ

。

（
６
）
　

当
館
に
は
、
明
治
十

一
年
五
月
作
成
と
み
ら
れ
る
文
書
類
別
基
準
が
保
存
さ
れ

て
お
り
、
簿
冊
の
類
別
項
目
ご
と
に
、
綴
じ
る
べ
き
文
書
の
種
類
が
詳
細
に
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
二
月
の
組
織
改
編
時
に

「
文
書
取
扱
規

定
」
や

「
令
官
房
往
復
文
書
編
纂
細
則
」
が
定
め
ら
れ
、
文
書
の
保
存
期
限
、

編
纂
上
の
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
十
九
年
九
月
八

日
制
定
の

「秋
田
県
処
務
細
則
」
に
は
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
送
達
、

文
書
編
纂
と
い
う
章
が
立
て
ら
れ
、
文
書
編
纂
で
は
第

一
か
ら
十
号
ま
で
の
各

事
務
ご
と
の
書
式
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
明
治
二
十
年
の

「
文
書

編
纂
及
保
存
規
則
」

へ
向
か
う
文
書
規
則
の
土
台
と
な

っ
た
。
明
治
二
十
二
年

二
月
制
定
の

「
秋
田
県
処
務
細
則
」
で
は
、
全
七
章
の
中
に
文
書
収
受
、
文
書

調
理
、
文
書
発
送
の
章
が
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
秋
田
県
の
処
務
細
則
の

中
に
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
が
章
立
て
ら
れ
る
制
度
は
、
こ
の
後
昭
和
二
十

二
年
ま
で
継
続
す
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
三
論
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

高
橋
務

「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
翁
秋
田
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、　
一
九
九
五
年
）

柴
田
知
彰

「
明
治
前
期
秋
田
県
庁
文
書
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
」
翁
秋
田
県
公

文
書
館
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）

柴
田
知
彰

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
「
秋

秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
〇
三
年
）

（
７
）
　

『
秋
田
県
公
文
書
館
年
報
』
第

一
号

（
一
九
九
四
年
）
十
八
～
十
九
頁

（
８
）
　

平
成
卜

一
年
度
秋
田
県
に

「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
が
導
入
さ
れ
て
以
後
は
、

デ
ー
タ
化
さ
れ
た
引
継
円
録
を
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
と

な

っ
た
た
め
、
簿
冊
タ
イ
ト
ル
や
部
課
名
、
完
結
年
度
な
ど
文
書
作
成
課
に
お

い
て
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
流
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
入
力
に
係
る
労

力
は
削
減
さ
れ
た
。

（
９
）
　

当
館
の
評
価
選
別
作
業

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
論
文
を
参
照
さ

れ
た
い
。
佐
藤
隆

『
公
文
書
の
評
価
選
別
と
公
開
非
公
開
の
基
準
に
つ
い
て
の

試
論
』
翁
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
」
第
四
号
、　
一
九
九
八
年
）
、
高
橋
精

一

「
秋
田
県
公
文
書
館
中
期
計
画

（案
と

（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』

第
九
号
、
一
０^
〇
三
年
）

（
１０
）
　

鈴
江
栄

一
「
近
現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識
」
（北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
二
年
）
　

一
一
九
～

一
三
〇
頁

鈴
江
、
前
掲
書
　
一二
九
二
～
二
九
七
頁

青
山
、
前
掲
書
　
一二
一
三
頁

青
山
、
前
掲
書
　
一二
一
三
頁

引
き
継
い
だ
際
の
年
度
、
受
入
課
、
課
毎
の
整
理
番
号
を
組
み
合
わ
せ
た
簿
冊

一
冊
ず

つ
の
識
別
番
号
で
あ
り
、
利
用
提
供
の
際
の
資
料
請
求
記
号
と
な
る
。

森
本
祥
子

『
国
際
標
準
記
録
史
料

（
一
般
原
則
と

適
用
の
試
み
―
行
政
文
書

の
場
合
―
」
Ｇ
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
、　
一
九
九
八
年
）

（
‐６
）

青
山
、
前
掲
書
　
一二
一
四
頁

（
‐７
）
　

高
橋
務

「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
「
秋
田
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、　
一
九
九
二
年
）
、

柴
田
知
彰

「
明
治
後
期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
「
秋

田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
三
〇
〇
三
年
）
、

柴
田
知
彰

「
昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
翁
秋
田
県

公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
号
、
二
〇
〇
四
年
）

エハ
一二

（
１１

）

（
‐２

）

（
‐３

）

（
‐４

）

（
‐５

）



秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て

（
‐８
）
　

柴
田
知
彰

「
明
治
前
期
秋
田
県
庁
文
書
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
」
翁
秋
田
県
公

文
書
館
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
‐９
）

主目
山
、
前
掲
書
　
一
一五
頁

（
２０
）
　

ァ
‐
ヵ
イ
ブ
ズ

・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会

『
記
録
史
料
記
述
の
国
際
標

準
』
（北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇

一
年
）
三
二
～
三
四
頁

六
四

あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
日
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
機
能
は
有
し
て
い
な
い
。

（
３０
）
　

青
山
英
幸

「
北
海
道
立
文
書
館
に
お
け
る
北
海
道
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の

導
入
に
つ
い
て
」
「
北
海
道
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
第

一
八
号
、
二
〇
０
三
年
）

（
３‐
）
　

国
際
文
書
館
評
議
会

（
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
が

一
九
九
二
年

に
マ
ド
リ

ッ
ド
で
採
択
し

た

「
記
録
史
料
記
述
に
関
す
る
原
則
に
つ
い
て
の
声
明
」
。

こ
れ
に
基
づ
き
、

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
が
作
成
さ
れ
た
。

付
記
　
本
稿
は
、
平
成
十
五
年
度
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程

（独
立
行
政
法
人
国

立
公
文
書
館
主
催
）
に
お
け
る
修
了
研
究
論
文
に

一
部
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

修
了
研
究
論
文
の
指
導
講
師
と
し
て
御
指
導
い
た
だ
い
た
埼
玉
県
立
文
書
館
の
原
由
美

子
氏
に
深
く
感
謝
中
し
上
げ
た
い
。

（公
文
書
班
主
事
　
し
ば
た
み
ほ
）

（
２‐
）

（２２
）

（
２３
）

明
治
前
期
の
秋
田
県
庁
文
書
群

へ
の
フ
ォ
ン
ド
概
念
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

館
研
究
紀
要
第
八
号
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い

（柴
田
、
前
掲
論
文
）
。

明
治
十
九
年
、
組
織
改
編
に
よ
り
課
制
か
ら
部
制
に
変
遷
し
た
。

柳
沢
芙
美
子

「
収
蔵
資
料
の
目
録
編
成
と

コ
ン
テ
ク
ス
ト
情
報
―
福
井
県
文
書

館
日
録
シ
ス
テ
ム
の
事
例
か
ら
―
」
（国
立
公
文
書
館

『
平
成
十
三
年
度
公
文

書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
修
了
研
究
論
文
集
し

（
２４
）

豊
見
山
和
美

「
公
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
階
層
構
造
の
表
現
に
関

す
る
試
み
～
琉
球
政
府
文
書
を
例
に
～
」
翁
沖
縄
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
三

号
、
二
〇
〇

一
年
）

（
２５
）

鈴
江
英

一
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
仮
目
録
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
基
本
目
録
編
集

・
刊
行
の
前
段
階
の
処
理
と
し
て
、
個
別
の
史
料
番
号
と
簡

略
な
標
題
な
ど
出
納
に
最
低
限
必
要
な
表
示
を
付
し
て
、
閲
覧
利
用
の
た
め
に

一
定
程
度
応
ず
る
措
置
を
し
て
い
る
仮
日
録
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
完
全
と

は
い
え
な
い
ま
で
も
、
仮
日
録
の
段
階
で
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
」
鈴
江
、
前
掲
書
　
一二
九
五
～
二
九
七
頁

①
明
治
六
年
八
月
二
十
五
日
、
②
明
治
八
年
六
月
二
十
二
日
、
③
明
治
八
年
十

二
月
二
十
七
日
、
④
明
治
九
年
六
月

一
日
の
組
織
改
編
期
を
対
象
と
し
た

（明

治
八
年

一
月
十
九
日
に
も
組
織
改
編
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
期
の
簿
冊
は

残

っ
て
い
な
じ

。

森
本
、
前
掲
論
文

高
橋
、
前
掲
論
文

現
行
の
秋
田
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の

一
つ
と
し

て
、
公
文
書
館
が
引
き
継
い
だ
簿
冊
を
管
理
す
る

一‐簿
冊
管
理
シ
ス
テ
ム
」
が

（
２６

）

（
２７
）

（
２８
）

（
２９
）



《
史
料
紹
介
》

前
号
に
引
き
続
き
、
明
治
九
年
度
か
ら
十
二
年
度
ま
で
の
職
務
規
程
に
関
す

る
史
料
を
紹
介
す
る
。
平
成
六
年
当
時
に
公
文
書
課
専
門
員
だ

っ
た
高
橋
務
氏

が
作
成
し
た
資
料
集
を
元
に
、
県
庁
の
組
織
機
構
図
も
配
し
て
再
構
成
し
た
。

史
料
は
年
度
ご
と
に
ま
と
め
、　
一
点
ご
と
に
内
容
を
示
す
表
題
を
付
け
た
。

県
処
務
細
則
の
全
面
改
正
に
つ
い
て
は
、
◎
を
表
題
に
冠
し
た
。
各
史
料
の
表

題
の
次
に
は
、
括
弧
書
き
で
出
典
名
と
当
館
の
資
料
番
号
を
記
し
た
。

公

文

童
日

班

本
県
職
務
章
程
相
廃
シ
分
課
職
制
別
冊
之
通
り
相
定
候
条
此
旨
為
心
得
相
達
候

事

明
治
九
年
六
月

一
日
　
　
　
秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

明
治
九
年
五
月
決
定

秋
田
県
分
課
職
制

秋
田
県
分
課
職
制

第

一
章
　
各
官
責
任
ノ
事
ヲ
載
ス

第

一
条
　
本
県
ノ
事
務
ヲ
判
理
シ
若
シ
其
事
ノ
挙
ラ
サ
ル
ハ
長
官
其
責

二
任

ス
次
官
之

二
亜
ク

第
二
条

　
一
課
内
ノ
事
務
ヲ
調
査
シ
若
シ
其
事
ノ
挙
ラ
サ
ル
ア
レ
ハ
課
長
其

責

二
任
ス
担
任
ノ
官
員
之

二
亜
ク

第
三
条
　
各
課
ノ
官
員
各
其
主
務
ヲ
分
チ
専
ラ
担
任

ス
ル
所
ア
リ

第
四
条
　
判
任
官
其
担
任
ス
ル
事
ノ
細
大
ヲ
問

ハ
ス
必
ス
其
課
長

二
商
り
直

六
五

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

明
治
九
年
度

（
一
八
七
六
）

◎
秋
田
県
分
課
職
制

（明
治
九
年
六
月

一

（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」
　

一

務
掛
事
務
簿
」
官
員
関
係
之
部
弐
番

乙
第
九
十
六
番

各
区

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

日
、
乙
第
九
六
番
）

一
一
〇
五
、
明
治
九
年

「第

一
課
事

八
二
五
二
）

正
副
区
戸
長



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

二
決
ヲ
令
参
事

二
取
ル

但
課
長
ノ
起
案
ス
ル
ハ
担
任
官

二
商
り
決
ヲ
令
参
事

二
取
ル

第
五
条
　
課
内
主
務
担
任
ノ
人
撰

ハ
其
課
長

コ
レ
ニ
与
ル
事
ヲ
得

第
六
条
　
分
課
職
制
限
予
メ
其
責
任
ノ
部
分
ヲ
立
ル
ト
雖
ト
モ
他
ノ
主
務

ニ

関
係
ス
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
其
主
任
卜
商
議
シ
且
臨
時
ノ
事
件
其
他
主
務
ノ
官
員

不
参
等
ノ
節

ハ
課
中
之
ヲ
代
理
シ
其
事
務
ヲ
シ
テ
渋
滞
ナ
カ
ラ
シ
ヲ
要
ス

第
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条
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逓
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付
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課
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条
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勧
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工
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務
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掛
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節
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収
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逓
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ノ
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車
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ノ
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ヲ
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ヲ
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梁
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節
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史
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付
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付
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ノ
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節
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務
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ノ
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ノ
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検
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節
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節
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秋
田
県
の
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程
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九
～
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度
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節
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収
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収
入
ス
ヘ
キ
諸
税
ノ
徴
収
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収
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狭
落
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節
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節
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節
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献
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付
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又
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令
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図 1.秋田県庁組織 (明治 9年 6月 1日 ～11年 12月 6日 )

第一課

――――― 第二課

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

Ｉ
Ｌ
匡

すＬ

一匿
」

戸籍掛

民費掛

民費改正掛 (明治10年 4月 30日 設置、 8月 30H廃止)

区務掛 (明治10年 8月 30日 設置)

駅逓掛

土木掛

記録掛

受付掛

諸務掛

勧農掛

勧工掛

勧商掛

諸務掛

国税掛

県税掛 (明治11年 3月 14目 廃止、国税掛に事務統合)

地租改正掛 (明治10年 5月 4日 廃lL)

税則掛

地理掛

一

―

　

　

　

　

　

―

第二課―― T―一 学務掛

Ё 鰍暑
第六課―――
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統計掛

公債掛

受払掛

出納掛 (明治10年 9月 28日 設置 )

用度掛

銀行掛 (明治11年 3月 20日 設置)

―― 簿記改正科

(明治11年 9月 30日 設置)

一― 警察所
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鮮
明

ニ
シ
之
ヲ
記
録
掛

二
付
ス

往
復
数
回
ヲ
重
子
書
類
多
端
ナ
ル
モ
ノ
各
人
之
理
ス
ル
ト
キ

ハ
前
後
通
覧

ノ
労
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
緩
急
失
措
ノ
恐

レ
ナ
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
此
類

ハ
主
任

ヲ
定
メ

一
人
担
当
シ
テ
局
ヲ
終
ル
ヲ
要
ス

但
掛
合
書
ノ
類
其
回
答
遅
滞

ス
ル
者

ハ
之
ヲ
促
ス
ヘ
シ

凡
他
庁
ノ
官
吏
接
遇
面
曙
セ
ン
ト
欲
ス
ル
有
テ
受
付
掛

ヨ
リ
之
ヲ
報
セ
ハ

其
陳
述
す
る
所
ヲ
課
長

二
伝
フ
若
課
長
不
在
ナ
レ
ハ
直

二
上
官

二
告
ケ
指

揮

二
従
テ
之
二
答

フ
恣
意
専
答
ス
ル
ヲ
得
ス

四
民
出
ス
所
ノ
文
書

二
付
キ
本
人
ヲ
出
頭
セ
シ
メ
尋
問
説
諭
ス
ル
モ
其
小

事

ハ
課
長

二
商
議
シ
其
大
事

ハ
上
官

二
稟
告
セ
ス
シ
テ
専
行
ス
ル
ヲ
得
ス

以
上
本
課
各
掛
成
之
ヲ
例
ト
ス

戸
籍
係

戸
籍
主
任

戸
籍
簿
総
計
等
成
規
ノ
如
ク
之
ヲ
編
成
シ
区
画
順
次
ヲ
正
シ
以
探
抽

二
便

ニ
ス

予
テ
区
画
簿
ヲ
制
造
シ
区
画
変
換
扱
所
廃
置
転
換
村
町
分
合
等
ノ
請
願
ア

レ
ハ
其
土
地
ノ
便
否
人
民
ノ
利
害
得
失
ヲ
純
考
シ

等

〓
一課

エ

通
議
シ
内
務
省

工
上
伺
ス

但
扱
所
ノ
廃
置
転
換

ハ
上
伺
ス
ル
ニ
及

ハ
ス

区
戸
長
職
制
及
旅
費
日
当
ノ
沿
革
等
其
実
況
ヲ
掛
量
シ
之
ヲ
編
成
ス

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

但
旅
費

ハ
民
費
係

二
商
議
ス

区
戸
長
ノ
印
鑑
簿
ヲ
製
シ
各
大
小
区
ノ
位
置

二
貼
附
シ
後
証

二
備

フ

戸
数
人
ロ
ノ
増
減
毎
月
区
戸
長
ノ
届
書

二
拠
り
戸
籍
簿
ヲ
加
除
ス

毎
年

一
月
前
年
ノ
戸
数
人
口
職
分
寄
留
附
属
表
及
死
亡
表
ノ
増
減
ヲ
計
算

シ
総
計
表
二
通
ヲ
製
シ

一
ハ
県
庁

二
備

工
一
ハ
内
務
省

二
進
達
ス
ル
ヲ
例

ト

ス

但

一
大
区
ヲ

一
括
ト
シ
後
考

二
供

フ

脱
走
者
ヲ
届
出
ル
ト
キ

ハ
其
時
々
名
簿

二
登
記
ス
帰
籍
届
出
レ
ハ
日
月
ノ

多
寡
ヲ
考

工
法

二
依
テ
之
ヲ
所
分
シ
名
簿

二
再
記
ス

管
内
ノ
者
他
管
内

二
於
テ
犯
罪
或

ハ
疾
病
等

ニ
テ
原
籍
如
何
ヲ
問
来
ラ
ハ

速

二
其
本
籍

二
達
シ
有
無
ヲ
回
報
ス
ヘ
シ

管
内
外
ヲ
論
セ
ス
総
テ
遠
隔
ノ
者
犯
罪
所
決
放
免
ス
ル
有
テ
警
察
所
ヨ
リ

回
送
セ
ハ
其
者
ヲ
シ
テ
本
籍

二
復
帰
セ
シ
ム

漂
泊
人
ア
レ
ハ
有
籍

ハ
其
府
県

工
掛
合
無
籍

ハ
警
察
所

工
引
渡
ス
ヘ
シ

棄
児
拾
得
救
盲
請
願
ス
ル
ア
レ
ハ
第
六
課

工
通
議
シ
成
格

二
拠
り
之
ヲ
所

分
ス

貫
属
主
任

貫
属
士
族
元
卒
ノ
禄
高
及
ヒ
賞
典
米
等
若
事
故
有
テ
増
減
ス
ル
ト
キ
ハ
其

事
由
ヲ
詳
記
シ
帳
簿
ヲ
改
メ
第
六
課

二
回
達
シ
内
務
大
蔵
両
省

二
上
申
ス

貫
属
士
族
隠
居
家
督
戸
主
死
亡
及
貫
属
替
帰
農
商
分
家
等
ノ
事
ア
レ
ハ
直

チ
ニ
帳
簿
ヲ
改
メ
第
六
課

二
通
議
シ
内
務
大
蔵
両
省

二
上
申
ス

但
無
禄

ハ
レ
ハ
特
り
内
務
省

二
届
ク

七
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秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

予
テ
貫
属
士
族

ヨ
リ
明
細
短
冊
ヲ
以
テ
各
戸
主
年
齢
禄
高
及
履
歴
ヲ
中
出

セ
シ
メ
頭
字
ヲ
以
部
類
ヲ
分
チ
捜
索

二
便

ニ
ス

貫
属
十
族
移
住
改
名
改
印
及
ヒ
隠
居
家
督
等
ノ
ト
キ
ハ
直

二
短
冊
ヲ
改
正

セ
シ
メ
其
簿
ヲ
更
正
ス

貫
属
士
族
戸
主
旅
行
或

ハ
他

二
寄
留
ス
ル
ト
キ

ハ
公
私
ヲ
論
セ
ス
留
主
中

跡
心
得
人
ヲ
立
テ
其
事
由
ヲ
届
ケ
出
ル
ニ
短
冊
ヲ
以
テ
セ
シ
メ
其
簿

二
貼

付
ス

社
寺
主
任

社
寺
明
細
簿
ヲ
製
シ
神
社
寺
院
細
大
ト
ナ
ク
尽
ク
之
ヲ
記
載
シ
式
内
外
県

郷
村
及
本
山
末
寺
等
明
細

二
登
記
ス
若
興
廃
合
併
等
ア
レ
ハ
其
事
実
ヲ
審

シ
教
部
省

二
上
伺
ス

神
官
及

一
寺
住
職
ノ
姓
名
簿
ヲ
製
置
シ
鶏
渉
等
ア
レ
ハ
之
ヲ
改
ム

神
官
及

一
寺
住
職
ト
ナ
ル
者
神
官

ハ
其
区
内
首
坐
ノ
神
官
二
名
以
上
及
氏

子
総
代
連
印
戸
長
之

二
奥
印
シ
加

フ
ル
ニ
神
道
事
務
局
長
ノ
副
書
ヲ
以
シ

各
宗
取
締
又
ア
触
頭
ノ
副
書
ヲ
以
テ
願
出

ハ
其
品
行
ヲ
詳
察
シ
テ
之
ヲ
所

分
ス

而
シ
テ
之
力
辞
令
書
ヲ
造
ル

寺
院
廃
令
僧
尼
増
減
寺
院
住
職
鶏
渉

ハ
必
其
簿
冊

二
登
記
シ
毎
歳

一
月
前

年
ノ
実
況
ヲ
計
算
シ
増
減
表
及
瓢
渉
調
を
調
成
シ
教
部
省

工
上
申
ス

神
官
ノ
釉
渉
モ
亦
同
シ
惟
其
調
成
進
達
ノ
期

一
月
七
月
ノ
両
度
ア
ル
ノ
ミ

庁
中
旅
行
ス
ル
所
ノ
祭
式
遥
拝
式
ノ
如
キ
祝
辞
奉
幣
ノ
類
皆
之
ヲ
管
理
ス

時
宜

ニ
ヨ
リ
諸
務
掛

二
通
議
ス
其
費
用

二
関
ス
ル
ア
レ
ハ
第
六
課

二
通
議

七

一

ス招
魂
社
及
ヒ
墳
墓
ノ
修
理
ス
ヘ
キ
ア
レ
ハ
土
木
掛

二
通
議
シ
之
ヲ
所
分
ス

社
寺
院
現
境
内
ノ
樹
木
伐
採
ヲ
乞
フ
ア
レ
ハ
之
ヲ
取
纏
メ
置
キ
四
月
九
月

ノ
両
度

二
巡
回
実
地
ヲ
検
査
シ
後

二
之
ヲ
所
分
ス

若
其
樹
木
ノ
枯
稿
風
折
ア
レ
ハ
戸
長
立
合
入
札
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
売
却
シ
テ

申
出
セ
シ
メ
帳
簿

二
登
記
シ
其
堂
宇
修
繕
ノ
費
用

二
供
ス

総
テ
教
導
職

ハ
公
試
験
シ
而
シ
テ
后
撰
挙
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
品
行
才
識
卓
越

ノ
者

ハ
其
族
籍
ヲ
論
セ
ス
特
別
之
ヲ
撰
挙
ス

徴
兵
主
任

海
陸
軍
兵
員
井
生
徒
徴
募
ノ
事
務

ハ
総
テ
成
規

二
照
準
ス

毎
年
十
二
月
廿
五
日
徴
兵
連
名
簿
免
役
連
名
簿
井
免
役
箇
条
書
検
査
場
ノ

位
置
ヲ
調
成
シ
テ
陸
軍
省

二
進
達
ス

毎
年
二
月
十
五
日
後

ハ
徴
兵
使
巡
回
ス
ヘ
キ
ニ
ヨ
リ
予
テ
各
区
正
副
戸
長

ノ
中

一
名
徴
兵
取
調
係
ヲ
命
シ
徴
兵
令
同
参
考
同
手
続
書
ノ
如
ク
調
成
セ

シ
メ
本
年
徴
兵
タ
ル
者
ノ
人
別
表
検
査
表
ヲ
作
り
指
揮
次
第
徴
員
ヲ
卒
テ

検
査
場

工
出
頭
セ
シ
ム

右

二
先

ン
シ
テ
毎
年
十
月
徴
兵
議
官
各
区
ヲ
巡
回
シ
徴
兵
相
当
者
ノ
父
兄

扱
所

工
召
集
シ
徴
兵
令
ノ
本
旨
ヲ
明
示
シ
事
故
或

ハ
苦
情
ア
ル
者
ヲ
説
諭

ス

但
人
民
其
旨
趣
ヲ
熟
知
ス
ル
ニ
至
レ
ハ
之
ヲ
廃
ス
ヘ
シ

国
民
軍

ハ
予
テ
拾
七
歳

ヨ
リ
四
拾
歳
迄
ノ
帳
簿
ヲ
製
シ
置
キ
毎
年

一
月
各

区
ヨ
リ
出

ス
所
ノ
届
書

二
依
り
前
年
ノ
増
減
ヲ
加
除
シ
人
員
総
計
表
ヲ
作



り
同
月
中
陸
軍
省

二
進
達
ス

常
備
兵
帰
郷
中

一
身
上

二
関
ス
ル
事
故
ア
レ
ハ
其
時
々
所
轄
鎮
台

工
報
ス

後
備
軍
前
条
ノ
如
キ
ハ
月
末
之
ヲ
報
ス

連
稽
接
続
人
口

一
百
名
己
上
ノ
ヶ
所
取
調
年
末
陸
軍
省

工
準
達
ス

海
軍
水
火
夫
服
役
ノ
者
海
軍
省

ヨ
リ
家
族
扶
助
金
送
附
ア
レ
ハ
人
名
金
額

ヲ
検
閲
シ
第
六
課

二
回
送
シ
家
族

工
之
ヲ
渡
ス

民
費
掛

課
徴
主
任

管
内
民
費
ノ
各
種
其
当
否
ヲ
検
査
シ
偏
重
ノ
弊
害
ナ
カ
ラ
シ
ム

其
賦
課
徴
集
ノ
方
法

ハ
民
費
章
程

二
詳
載
セ
ル
ヲ
以
テ
又
贅
言
セ
ス

各
大
小
区
々
戸
長
ヨ
リ
出
ス
所
ノ
毎
半
歳
ノ
諸
費
概
計
課
徴
高
ノ
当
否
ヲ

調
査
シ
其
切
符
ヲ
付
与
ス

而
シ
テ
其
課
徴
ス
ル
民
費
半
歳
計
ヲ
決
算
シ
毎
期
各
区
ヨ
リ
出
シ
来
ラ
ハ

之
ヲ
検
査
シ
管
内

一
般
統
計
シ
テ
太
政
官

二
申
呈
シ
管
内

二
広
告
ス

蓄
積
主
任

凶
荒
ノ
備
用
予
算
セ
サ
ル
可
ラ
ス
然
レ
ト
モ
之
ヲ
施
行
シ
緩
急
其
宜
キ
ヲ

得
ル
ハ
曹

二
法
則
ヲ
以
責
ム
可
ラ
ス
故

二
実
地
経
験
適
度
ノ
方
法
ヲ
立

ン

ト
シ
テ
暫
ク
之
ヲ
省
ク

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

駅
逓
掛

駅
逓
主
任

管
内
道
路
ノ
等
級
及
ヒ
里
程
ヲ
調
理
シ
其
実
測
ヲ
要
ス
ル
者

ハ
派
出
シ
テ

之
ヲ
所
分
ス

道
路
橋
梁
渡
舟
場
ヲ
監
視
シ
破
壌
ス
ア
ラ
ハ
其
村
落
ノ
申
牒
ヲ
案
シ
之
ヲ

修
理
ス

而
シ
テ
其
上
功
卜
費
用
ト
ニ
関
ス
ル
者

ハ
土
木
掛

二
回
致
ス
其
地
理

二
関

ス
ル
ハ
第
二
課

二
通
議
ス

行
旅
ノ
難
易
卜
土
地
ノ
便
否
ト
ヲ
計
較
シ
新
タ
ニ
道
路
ヲ
開
撃
セ
ン
ト
欲

ス
ル
ニ
当
テ
ハ
実
地
之
ヲ
検
査
測
量
シ
大

二
便
益
ア
レ
ハ
之
ヲ
施
行
ス

道
路
掃
除
ノ
方
法
ヲ
案
シ
常

二
不
潔
ナ
キ
ヲ
要
ス

並
木
培
養
ノ
方
法
ヲ
調
理
ス

各
駅
行
旅
人
馬
ノ
供
給
及
賃
額
ノ
高
低
等
ヲ
検
査
シ
其
当
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス

予
メ
各
駅
人
馬
ノ
数
ヲ
調
査
シ
置
キ
運
搬
ノ
便
ヲ
計
較
ス

新
タ
ニ
駅
ヲ
興
シ
或

ハ
之
ヲ
廃
ス
モ
皆
其
宜
キ

ニ
ヨ
ル

非
常
出
兵
或

ハ
成
兵
交
番
等

二
用
ュ
ル
人
馬

ハ
一
駅
凡
何
千
石
ノ
高

二
何

程
ヲ
課
ス
ル
等
夫
々
公
布

二
照
準
シ
予
テ
細
密

二
調
査
ス

若
シ
大
兵
行
旅
ス
ル
カ
如
キ
ア
ラ
ハ
速

二
出
張
シ
駅
村
ノ
役
員
ヲ
指
揮
シ

其
賃
銭
会
計
等
錯
乱
ナ
カ
ラ
シ
ム

橋
梁
破
壊
ス
ル
有
テ
之
ヲ
改
作
シ
為

二
賃
銭
ヲ
需
求
セ
ン
ト
乞
フ
ア
レ
ハ

先
土
木
掛

二
商
議
シ
其
営
膳
費
用
都
合
有
テ

一
般
ノ
方
法

ニ
ヨ
ル
可
ラ
サ

ル
ノ
時

ハ
其
費
用
卜
仕
様
帳
ヲ
出
サ
シ
メ
之
ヲ
調
査
シ
テ
不
可
ナ
ル
ア
ラ

七
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秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

サ
レ
ハ
之

ヲ
許

ス

之

ヲ
許

ス
ニ
先
立
タ
チ
テ
其
地
元

二
尋

ヌ
ル
ニ
其
可
否

ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
例

ト

ス

功
成
テ
其
事
ヲ
報
セ
ハ
出
張
艦
珠
鵠
之
ヲ
検
シ
平
常
人
馬
通
行
ノ
平
均
ヲ

計
較
シ
之
力
賃
銭
卜
年
限
ト
ヲ
定
ム

渡
舟
ヲ
変
シ
テ
架
橋
セ
ン
ト
ス
ル
モ
亦
此
例

ニ
ヨ
ル

官
吏
其
他
公
事
旅
行
ス
ル
ニ
当
り
先
触
帳
人
馬
帳
ヲ
乞

ハ
々
之

二
付
与
ス

ル
ニ
管
内

ハ
駅
逓
掛
ノ
印
ヲ
捺
シ
管
外

ハ
県
印
ヲ
用
ユ

但
旅
行
了
ラ
ハ
之
ヲ
返
却
セ
シ
ム

汽
船
入
港
ノ
報
知
ア
レ
ハ
之
ヲ
通
達
ス

郵
便
主
任

管
内
郵
便
局
ノ
位
置
速
度
ノ
方
法
及
取
扱
役
ノ
勤
惰
ヲ
監
視
シ
其
廃
置
進

退
セ
ン
ト
ス
ル
時

ハ
其
事
由
ヲ
詳
審

ニ
シ
内
務
省
及
駅
逓
寮

二
稟
議
ス

併
セ
テ
郵
便
為
替
ノ
位
置
ヲ
定
ム

其
稟
議
ス
ル
所
ノ
者
施
行
ス
ヘ
キ

ニ
於
テ
ハ
其
廃
置
ノ
触
示
案
ヲ
草
シ
辞

令
ヲ
下
付
ス

管
内
各
郵
便
局
ヨ
リ
毎
月
期
日
ヲ
以
テ
出
ス
所
ノ
正
算
仕
上
表
ヲ
検
査
シ

毎
月
廿
二
日
ヲ
期
ト
シ
之
ヲ
駅
逓
寮

工
送
致
ス

若
シ
期
限
ヲ
誤
ル
者
ア
レ
ハ
之
ヲ
督
促
ス

管
内
本
線
支
線
ヲ
論
セ
ス
毎
月
両
度
期
日
ヲ
以
テ
出
ス
所
ノ
郵
便
発
着
時

限
ヲ
監
視
シ
誤
謬
渋
滞
ナ
カ
ラ
シ
ム

右
ノ
送
致

ハ
必
ス
書
留
郵
便
ヲ
以
テ
ス

七
四

駅
逓
寮
ノ
照
会
ア
ル
カ
又

ハ
事
故
有
テ
郵
便
取
扱
役
面
曙
セ
サ
レ

弁
明
セ
サ
ル
ニ
非
ル
ヨ
リ
ハ
妄
リ
ニ
呼
出
ス
ヲ
得
ス

之
ヲ
呼
出
サ
ハ
其
事
由
ヲ
詳

ニ
シ
駅
逓
寮

二
通
知

ス

国
家
ノ
大
事
有
テ
飛
信
切
手
ヲ
用
フ
ヘ
キ
ハ
上
官
ノ
特
命

ニ
ヨ
ル

土
木
掛

土
木
主
任

河
港
堤
防
ヲ
修
築
シ
溝
渠
ヲ
疎
通
シ
治
水

一
切
ノ
事
務
ヲ
施
行
ス
ル
ハ
人

民
ノ
請
願

ニ
ヨ
ル
ト
雖
ト
モ
又
殊

二
修
築
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

管
内
ノ
村
落
河
港
堤
防
ノ
修
築
ヲ
請
願
ス
ル
ア
レ
ハ
之
ヲ
検
査
ス
ル
ニ
毎

歳
春
秋
二
季
ヲ
以
テ
シ
ニ
月
七
月
尽
日
迄
ノ
請
願
ヲ
纏
メ
四
月
八
月

一
日

ヨ
リ
派
出
シ
実
地

二
就
キ
頼
破
ノ
景
況
便
否
得
失
ヲ
参
考
シ
修
築
目
論
見

仕
様
帳
ヲ
製
ス

費
用

ハ
悉
皆
民
費
ト
ス
其
費
用
ヲ
賦
課
ス
ル
ハ
民
費
係
ノ
任
タ
ル
ヲ
以
テ

之

二
商
議
ス

而
シ
テ
沼
道
ノ
村
落
ヲ
シ
テ
之
ヲ
請
負
シ
メ
伍
長
総
代

ヨ
リ
請
書
ヲ
出
サ

シ
メ
為
メ
ニ
金
員
ヲ
乞

フ
ア
レ
ハ
備
金
ノ
内

ヨ
リ
渡
ス
可
キ
金
員
ノ
半
額

民
費

ヨ
リ
支
給
ス
ヘ
キ
金
額
ノ
七
分
ヲ
付
与
ス
ル
ヲ
例
ト
ス

功
成
ヲ
告
ケ
ハ
春
ノ
修
築

ハ
秋

二
至
り
之
ヲ
検
査
シ
秋
ノ
修
築

ハ
欲
春
派

出
ノ
際
ト
ス

洪
水
等
ア
リ
テ
急
破
修
繕
ス
ヘ
キ
ハ
此
限

二
非

ス



毎
歳
毎
月
水
害
ア
レ
ハ
表
ヲ
製
シ
テ
内
務
省

二
稟
告
ス

道
路
橋
梁
モ
亦
之

二
準
ス
ト
雖
ト
モ
駅
逓
係
卜
協
議
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
駅

逓
係
ヨ
リ
新
道
撃
橋
梁
架
渡
ノ
回
議
ア
ラ
ハ
之
カ
ロ
論
見
帳
ヲ
造
ル
ロ
論

見
帳
ア
ル
者

ハ
之
ヲ
検
査
ス

河
流
ノ
屈
曲
ヲ
去
り
水
害
ヲ
除
防

ス
ル
カ
如
キ
大
事
業

二
至
テ
ハ
其
利
害

得
失
ヲ
計
帳
シ
テ
主
務
ノ
省

二
稟
議
ス

営
繕
主
任

県
庁
官
舎
倉
庫
牢
檻
ノ
如
キ
新
築
ノ
費
用
官
費

二
関
ス
ル
者

ハ
細
尺
ヲ
不

論
絵
図
目
論
見
仕
様
帳
ヲ
製
シ
内
務
省

工
上
申
シ
許
可
ヲ
得
テ
施
行
ス

而
シ
テ
其
修
繕
補
理

二
至
テ
ハ
悉
皆
民
費
ト
ス

警
察
派
出
所
屯
所
学
校
病
院
ノ
如
キ
モ
其
補
理
修
繕
ス
ル
ア
レ
ハ
必
ス
其

費
用
ヲ
調
査
ス

凡
功
業

二
関
ス
ル
者
瑣
末
ノ
小
破

二
非
ル
者

ハ
尽
ク
入
札
法
ヲ
用
ュ

其
開
札

ス
ル
ニ
当
り
諸
入
札
人
ヲ
連
坐
セ
シ
メ
課
長
之
ヲ
会
シ
而
シ
テ
後

開
札
金
員
ヲ
朗
読
ス
其
法
ノ
如
ク
ナ
ラ
サ
ル
者

ハ
之
ヲ
退
ク

而
シ
テ
後
各
自
其
金
額
ヲ
比
較
シ
テ
之
ヲ
決
ス

落
札
人
請
書
ヲ
出
サ
ハ
費
用
半
額
ヲ
渡

ス
ヲ
例
ト
ス

功
成
ヲ
告
ケ
ハ
課
長
卜
共

二
之
ヲ
検
シ
其
引
渡
ヲ
要
ス
ル
者

ハ
主
務
ノ
官

吏
ヲ
伴

フ
テ
之
ヲ
渡
ス

記
録
掛

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

記
録
主
任

官
省
布
齢
達
及
ヒ
日
誌
報
告
其
他
ノ
刊
本
数
部
頒
布
相
成
ル
モ
ノ
到
達

ス

ル
毎

二
上
局
備
ノ
部
分
受
付
係

ヨ
リ
送
付
セ
ハ
各
自
ノ
銘
簿
ヲ
分
テ
番
号

ノ
順
序

二
編
綴
シ
巻
端

二
番
号
事
ロ
ヲ
標
記
ス

公
文
中
追
テ
添
削
改
訂
等
ノ
公
達
ア
ル
寸

ハ
次
ヲ
逐
テ
本
条

二
遡
り
朱
書

シ
テ
其
沿
革
ヲ
審

ニ
ス

受
付
係
ヨ
リ
回
送
ス
ル
公
文

一
部

二
止
ル
モ
ノ
担
任
及
ヒ
回
覧
等
ノ
証
印

ア
ル
モ
ノ
ハ
謄
写
シ
テ
受
付
掛

二
送
付
シ
原
書

ハ
各
簿

二
編
纂
ス

但

一
箇
ノ
簿
冊
ノ
ミ
ニ
シ
テ
回
覧
等
ノ
証
印
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
書
名
ヲ

記
シ
テ
直

二
其
取
扱
ノ
順
序
ヲ
為
ス
ベ
シ

官
省

ヨ
リ
本
県
限
リ
ノ
達
書
一受
付
掛

ヨ
リ
回
送
ス
ル
時

ハ
之
ヲ
謄
写
シ
テ

同
掛

二
送
付
シ
原
書

ハ
到
達
ノ
順
序

二
従
テ
編
綴
別
簿
卜
為
ス

公
文
至
急
ノ
事
件

二
係
ル
モ
ノ
受
付
係
ヨ
リ
送
付
ス
ル
時

ハ
速

二
謄
写
シ

テ
同
掛

二
回
送
ス

諸
般
事
務
官
省
上
申
ヲ
経
テ
指
令
ア
ル
者
其
原
書

ハ
別

二
一
簿
卜
為
シ
置

キ
上
申
ノ
原
書
型
晦
夢
ゲ
一
其
指
令
ヲ
謄
写
シ
テ
事
務
簿

二
収
ム

但
シ
別

二
其
申
牒
卜
指
令
ト
ノ
ミ
ヲ
謄
写
シ
各

一
簿
卜
為
シ
特

二
其

要
旨
ヲ
点
検
ス
ル
ノ
便
ト
ス

本
県
触
示
達
書
等
総
テ
刊
行
ス
ル
モ
ノ
受
付
係

ヨ
リ
必
ス
ニ
部
ヲ
送
付
ス

ル
ニ
付
其

一
部

ハ
番
号
ヲ
逐
テ
各
自
ノ
銘
簿

二
収
綴
シ

一
部

ハ
事
類
ヲ
分

テ
逐
次

二
編
組
シ

一
ロ

ニ
其
沿
革
ヲ
瞭
然
タ
ラ
シ
メ
照
査

二
便

ニ
ス
尚
ホ

皆
巻
端

二
番
号
事
ロ
ヲ
標
記
ス

七
五



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

但
庁
中
達
書
等
刊
行
ヲ
経
サ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ

一
個
ノ
規
則
ヲ
為
セ
シ
モ

ノ
ハ
謄
写
シ
テ
事
類

二
収
ム

書
類
ヲ
蒐
集
シ
本
綴

一
簿
冊
ト
ス
ル
ヤ
必
シ
モ
年
月
ヲ
以
テ
区
分
セ
ス
其

葉
数
ノ
多
寡

二
従
テ
之
ヲ
調
成
ス

各
課
各
所
事
簿
毎
年
ノ
部
類
ヲ
分

ツ
而
シ
テ
日
々
事
務
取
扱
ノ
書
類
結
局

ス
ル
ヲ
各
課
各
所

ヨ
リ
毎
件
其
首
尾
ヲ
全
シ
テ
回
送
シ
来
ラ
ハ
之
ヲ
通
覧

シ
テ
各
簿

二
編
綴
ス

之
ヲ
通
覧
シ
テ
其
首
尾
全
備
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
直

二
其
掛

二
還
付
督
責

ス
ヘ
シ
尚
実
際
全
備
ス
可
カ
ラ
サ
ル
者

ハ
其
旨
ヲ
記
セ
シ
ム
ル
ヘ
シ

一
事
件

ニ
シ
テ
両
部

二
跨
ル
モ
ノ
ハ
其
主
部
ノ
簿
冊

二
全
書
ヲ
収
綴
シ
関

渉
ス
ル
所
ノ
部

ニ
ハ
其
標
ロ
ノ
ミ
ヲ
掲
記
シ
テ
全
書

ハ
某
ノ
部

ニ
ア
リ
ト

註
記
ス但

尋
常
細
事

ハ
必
シ
モ
然
ラ
ズ

各
課
各
所
事
務
取
扱
異
同
ア
ル
ヲ
以
テ

一
事
件

ニ
シ
テ
大
成
ス
ヘ
キ
者
ト

否
ラ
サ
ル
者
ア
リ
其
否
ラ
サ
ル
者

ハ
一
曲
限
り
小
成
編
綴
ス
ル
適
宜
ノ
調

成
タ
ル
ヘ
シ

一
事
己

二
結
局
ス
ル
モ
ノ
ヲ
編
纂
ス
ト
雖
モ
後
来
其
事
件
再
発
ス
ル
者

ハ

姑
ク
其
便
宜

二
随
テ
収
綴
ス

諸
般
事
務
簿

ハ
総
テ
先

ツ
仮
綴
ト
ナ
シ
大
概
二
月
二
月
乃
至
六
七
月

ニ
シ

テ
漸
次
適
宜

二
修
整
本
綴
ス
ベ
シ
ト
雖
モ
葉
数
ノ
多
カ
ラ
ス
シ
テ
積
累
ス

ル
ヲ
待
モ
ノ
ハ
此
例

二
非
ス

本
綴
成
ル
ノ
後
チ
各
課
各
所
ヨ
リ
回
送
洩
等
ノ
故
ヲ
以
テ
数
月
前
既

二
結

七
六

局
セ
ル
ノ
書
類

二
収
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
送
付
シ
来
ル
事
ア
ル
時

ハ
其
時
ノ
結

局
卜
見
倣
シ
編
綴
ス
ベ
シ

仮
綴
本
綴
ト
モ
皆
ナ
簿
冊
ノ
巻
端

二
界
紙
ヲ
添

へ
一
件
毎

二
番
号
卜
事
目

ヲ
標
記
シ
置
キ
尚
別

二
之
ヲ
印
刷
或

ハ
謄
写
シ
テ
庁
中

一
般
又

ハ
主
務
ノ

蹴
二
送
付
シ
照
査
ノ
便

ヲ
旨
ト
ス
八
年
己
上

ノ
書
類

二
遡
り
調
成
ス
ル
モ

ノ
ハ
九
年
以
来
ノ
規
定

二
倣

フ
ヘ
シ
ト
雖
モ
間
々
書
類
ノ
紛
雑
残
欠
或

ハ

体
裁
未
定

二
属
ス
ル
者

ハ
適
宜

二
修
整
シ
必
シ
モ
規
定

二
拠
ラ
サ
ル
モ
ノ

ト

ス

各
簿
冊
其
目
録
ヲ
製
シ
置
キ
後
来
紛
乱
ノ
憂
ナ
キ
ヲ
要
ス

書
類
交
付
徴
印
簿
ヲ
製
シ
置
士
受
授
ノ
際
必
ス
検
印
ヲ
証
ス

国
史
地
誌
主
任

国
史
ノ
編
輯

ハ
政
治
ノ
沿
革
民
物
ノ
盛
衰
ヲ
観
ル
ヲ
主
脳
ト
ス
故

二
管
内

ノ
事
蹟
年
月
ヲ
詳
藪
シ
逐
次
分
類
叙
記
ス

故

二
政
治
制
度
付
録
等
之
部
内

二
就
キ
職
制
禁
令
兵
制
学
校
ヨ
リ
拓
地
勧

農
図
書
目
録

二
至
ル
迄
各
条
皆
其
事
実
縁
由
ヲ
考
究
シ
テ
質
実
簡
明
ナ
ラ

シ
ム
ル
ヲ
要
ス

一
般

二
調
査
編
輯
勿
論
ナ
レ
ト
モ
漸
ヲ
以
セ
サ
レ
ハ
成
功

二
至
り
難
キ

ニ

付
便
宜

二
着
手
シ
稿
本
成

二
随
テ
進
達
ス
ヘ
キ

ハ
逐
年
ノ
順
序
ト
ス

行
分
ノ
法

ハ
雅
俗

二
拘

ハ
ラ
ス
紀
事
ノ
本
末
ヲ
全

フ
シ
繁
ヲ
省
キ
要
ヲ
摘

シ
貫
通
理
会
シ
易
カ
ラ
シ
ム

地
誌
編
輯

ハ
管
内
区
域
山
林
原
野
里
程

ヨ
リ
物
産
民
業
等

二
至
ル
迄
精
藪

叙
記
ス



右

ハ
重
大
ノ
事
業

ニ
シ
テ

一
挙

二
成
功
難
致
且
費
額
ノ
程
限
有
ヲ
以
テ
便

宜

二
任
セ

一
郡
或

ハ
ニ
郡

ツ
々
着
手
シ

一
郡
成
稿
セ
ハ
即
進
達
ス
ヘ
シ

旧
記
等
民
間

二
存
在
ス
ル
者
往
々
散
供

二
帰
シ
徴
古
ノ
助
ヲ
欠
ク
ニ
至
ン

ト
ス
ル
ア
ラ
ハ
捜
求
保
存
ノ
道
ヲ
為

ス
ヘ
シ

但
国
史
地
誌
編
輯
方
法
其
詳
細
ナ
ル
ハ
皆
例
則

二
記
載
シ
ア
ル
ヲ
以

テ
之
ヲ
省
ク

総
テ
書
籍
簿
冊
等
ノ
類
皆
該
係
ノ
担
当
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
類
集
謄
写
等
ノ
保

存
進
達
ス
ヘ
キ
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
皆
其
責
任
ト
ス

受
付
係

受
付
主
任

院
省
使
庁
県
寮
司
等

ヨ
リ
郵
送
シ
来
ル
公
文

ハ
之
ヲ
開
封
シ
受
付
簿

二
銘

記
シ
番
号
ヲ
打
チ
受
付
人
印
ヲ
捺
シ
テ
直

二
長
次
官

二
出
ス
可
シ

長
次
官
之
ヲ
見
之

二
各
課
及
ヒ
回
覧
布
達
ノ
認
印
ヲ
下
シ
テ
ニ
タ
ヒ
受
付

二
付
与
セ
ハ
其
認
印
ヲ
証
ト
シ
各
課
及
ヒ
裁
判
警
察
両
所

二
渡
ス
ニ
当
リ

テ
ハ
受
付
簿
中
銘
記
ス
ル
所

二
各
課
各
所
ノ
証
印
ヲ
得

ヘ
シ

但
各
課

ハ
課
長
各
所

ハ
筆
頭
判
事
補
警
部
ト
ス

然

レ
ト
モ

一
部

ニ
シ
テ
各
課

二
分
チ
難
キ
者

ハ
仮
令
各
課
ノ
捺
印
ア
ル
モ

之
ヲ
記
録
掛

二
送
致
ス

記
録
係
之
ヲ
謄
写
シ
テ
送
致
セ
ハ
各
課
各
所

二
送
致
ス

来
書
封
上
親
展
或

ハ
直
折
等
ノ
文
字
ア
ル
カ
或

ハ
官
名
ヲ
正
書
セ
サ
ル
書

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

簡

ニ
シ
テ
公
私
ノ
分
別
定
り
難
キ
者

ハ
織
封
ノ
侭
之
ヲ
出
ス

上
官
之
ヲ
開
キ
其
事
公
事
ナ
レ
ハ
受
付
ニ
タ
ヒ
之
ヲ
受
ケ
創
メ
テ
受
付
簿

二
銘
記
ス

回
達
ノ
公
文
有
テ
郵
送
シ
来
ラ
ハ
之
ヲ
謄
写
シ
テ
上
官

二
出
シ
其
原
書
ヲ

回
送
ス

他
庁
ノ
官
吏
来
テ
面
曙
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ア
レ
ハ
之
ヲ
応
接
所

二
誘
ヒ
其
主

務

二
報
知
ス

四
民
願
伺
届
裁
判
警
察
両
所
関
係
ノ
事
件
ヲ
除
ク
ノ
外
都
テ
之
ヲ
受
領
シ

其
事
件
銘
及
ヒ
其
日
ノ
番
号
井

二
本
人
持
参
郵
便
等
ヲ
副
書
卜
受
付
簿
ト

ニ
朱
書
シ
各
課
ノ
課
長
或

ハ
掛
長

二
渡
ス

但
本
人
持
参
郵
送
ノ
区
分

ハ
本
郵
ノ
ニ
字
ヲ
以
之
ヲ
標
示
ス

四
民
願
伺
届
書
等
都
テ
控
書

一
本
ヲ
添
テ
出
サ
シ
ム
ル
ヲ
例
ト
ス
其
控
ナ

キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
徴
ス

而
シ
テ
其
事
諸
官
省

二
陵
ル
者

ハ
三
本
ヲ
出
サ
シ
ム

担
任
ノ
課
ヨ
リ
出
ス
所
ノ
指
令
書
各
課
ヨ
リ
之
ヲ
回
送
セ
ハ
受
付
簿
ノ
件

銘

二
遡
り
其
下

二
何
月
幾
目
指
令
済
卜
朱
書
シ
而
シ
テ
後
之
ヲ
附
与

ス

各
官
吏
自
己
ノ
諸
願
伺
届
ノ
類
其
課
課
長
其
所
筆
頭
官
吏
ノ
ト
キ
ハ
掛
長

ノ
検
印
ア
ラ
ハ
之
ヲ
受
領
シ
受
付
簿

二
銘
記
シ
本
課
諸
務
係

二
回
送
ス

其
待
罪
書
ノ
如
キ

ハ
直

二
上
官

二
致
シ
而
シ
テ
後
警
察
所

二
回
送
ス

四
民
願
伺
等
各
課

二
於
テ
直
チ
ニ
指
令
シ
其
事

ヲ
報
シ
来
ラ
ハ
其
番
号
ヲ

照
合
シ
何
幾
何
課
直
達
卜
朱
書
ス

雑
務
主
任

七
七



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

院
省
使
庁
府
県
寮
司
及
ヒ
各
区
扱
所
各
人
民
等

工
郵
送
又

ハ
通
運
会
社
ヲ

以
テ
差
立

ヘ
キ
公
文
諮
襲
樺
縮
型
鯛
各
課
各
所
ヨ
リ
回
送
シ
来
ラ
ハ
之
ヲ

受
領
シ
テ
公
文
卜
帳
簿
ト
ニ
番
号
編
論
醐
�
ヲ
記
載
シ
院
省

ヘ
ハ
ロ
録

ヲ

付
ス

但
府
県
寮
司
卜
雖
ト
モ
書
類
多
数
ナ
レ
ハ
之
ヲ
添
付
ス

而
シ
テ
差
立
済
ノ
原
稿

ハ
各
課
徴
印
簿

二
銘
記
シ
テ
之
ヲ
返
付
ス

午
後
二
時
郵
函
ヲ
開
キ
文
書
ヲ
検
シ
権
衡
其
量
ヲ
見
以
切
手
ヲ
貼
シ
官
民

費
ヲ
区
分
シ
帳
簿

二
其
差
立
人
卜
行
先
卜
量
日
ト
ヲ
記
載
ス
書
留
郵
便
ア

レ
雀
受
証
簿
卜
共

二
郵
便
局

二
送
り
落
手

二
証
ヲ
取
ル

各
課
各
所

ヨ
リ
公
文
回
送

ハ
午
後
第
二
時
ヲ
限
ト
シ
郵
便
局

二
送
ル
ハ
同

第
二
時
ヲ
期
ト
ス

但
昇
降
ノ
時
限

ニ
ヨ
リ
伸
縮
ア
ル
ヘ
シ

右
期
限
ヲ
過
テ
送
致
セ
ル
文
書

ハ
翌
朝
之
ヲ
郵
便
局

二
達
ス

各
課
各
所

ヨ
リ
至
急
ノ
事
件
有
テ
直

二
郵
便
局

二
達
之
ヲ
報
知
ス
ル
ア
レ

ハ
帳
簿

二
登
記
ス

到
達
ノ
公
布

二
上
官
管
内
布
達
ノ
印
ヲ
捺
シ
テ
下
付
セ
ハ
事
ノ
緩
急
ヲ
量

り
帳
簿
卜
原
書
ト
ニ
番
号
及
ヒ
結
文
ヲ
記
載
シ
速

二
活
版
社

へ
下
付
ス

同
社
刻
成
テ
上
納
セ
ハ
部
数
ヲ
検
シ
之
ヲ
一受
領
シ
其
証
ヲ
付
ス

各
課
各
所
ヨ
リ
出
ス
処
ノ
管
内
触
示
区
戸
長
達
等
ノ
如
キ
モ
亦
同
シ

但
原
書
還
付
ノ
際
其
係

へ
刻
成
書

一
部
ヲ
添
送
ス

刻
成
配
達
少
ケ
レ
ハ
郵
便

二
付
シ
多
ケ
レ
ハ
通
運
会
社

二
托
ス
添
送
ス
ル

目
録

二
各
区
扱
所
受
人
ノ
印
ヲ
捺
シ
テ
之
ヲ
還
納
セ
シ
ム

七
八

庁
中
ノ
配
達

ハ
各
課
長
各
所
筆
頭
官
吏
ノ
捺
印
ヲ
得
テ
之
ヲ
渡
ス

郵
便
切
手
代
価

ハ
予
メ

一
ケ
月
ノ
ロ
途
ヲ
立
第
六
課

二
通
議
シ
決
ヲ
得
テ

金
員
ヲ
受
取
切
手
ヲ
買
フ
而
シ
テ
日
々
ノ
費
用
ヲ
計
算
シ
翌
月
五
日
之
ヲ

一回一ホ生
回
ス

巡
回
出
張
ノ
官
吏
官
用
予
備
ノ
切
手
ヲ
需
ム
ル
時

ハ
証
書
ヲ
出
サ
シ
メ
テ

之
ヲ
渡
ス
帰
県
セ
ハ
三
国
内
計
算
書
ヲ
作
り
之
ヲ
報
セ
シ
ム

印
刷
ノ
費
用
犠
費
人
馬
ノ
賃
銭
月
末
活
版
通
運
ノ
両
社

ヨ
リ
精
算
帳
ヲ
出
サ

ハ
之
ヲ
調
査
シ
上
官
ノ
検
印
ヲ
得
テ
之
ヲ
第
六
課

二
送
致
ス

諸
務
係

名
簿
主
任

本
庁
官
吏
並
区
戸
長
ノ
名
氏
卜
其
進
退
出
入
等
ヲ
詳
記
シ
官
員
録
職
員
録

履
歴
簿
ヲ
編
成
シ
諸
辞
令
ヲ
書
写
シ
書
官
吏
身
上

二
関
ス
ル
中
請
報
知
等

ノ
事
及
ヒ
未
発
ノ
事
務
成
ク
本
課
ノ
管
理
ト
ス

新
任
転
免
ノ
為
メ
上
官
躙
渉
簿

二
手
記
捺
印
シ
テ
下
付
セ
ハ
辞
令
ヲ
書
記

シ
瓢
渉
簿
卜
共

二
之
ヲ
上
官

二
出
ス
而
シ
テ
其
者
ノ
出
頭
ヲ
命
ス
ル
ニ
ハ

県
名
ヲ
以
ス

出
頭
ノ
趣
受
付

ヨ
リ
報
知
セ
ハ
之
力
進
退
差
引
ヲ
為
ス

他
官
庁

二
奉
職
ス
ル
者
ヲ
採
用
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
予
シ
メ
其
官
庁

二
商
ル
ニ

故
障
ナ
キ
ハ
我
県
庁

へ
出
頭
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
委
托

ス

一
般
人
民

ハ
其
官
轄
庁

二
托
シ
テ
出
頭
セ
シ
ム



曽
テ
官

二
就
ク
者
採
用
ス
ル
ハ
其
官
庁

二
諮
問
ス
ル
ニ
在
官
中
ノ
品
行
如

何
ヲ
以
テ
ス

拝
命
ス
レ
ハ
其
旨
趣
ヲ
其
官
庁

二
審
報
ス

凡
拝
命
ノ
者
受
書
ヲ
出
ス
時

ハ
本
人
ノ
属
籍
姓
名
年
齢
本
禄
住
所
及
ヒ
履

歴
ヲ
詳
記
セ
ル
明
細
書
ヲ
併
セ
出
サ
ハ
其
在
官
中
ノ
辞
令
口
達
ヲ
写
シ
テ

之
ヲ
出
サ
シ
ム

既

二
受
書
ヲ
出
サ
ハ
各
簿

二
之
ヲ
記
ス

諸
官
吏
出
張
巡
回
ノ
者
発
程
期
日
ヲ
申
報
セ
ハ
其
報
書
ヲ
課
長

二
致
シ
上

官
検
印
ノ
後
第
六
課

二
回
覧
ス

諸
官
吏
辞
職
帰
省
ヲ
乞
ノ
稟
帖
上
官
押
印
ア
ラ
ハ
辞
職

ニ
ハ
本
人
奉
職
年

月
規
則
ヲ
照
シ
テ
満
年
賜
金
ヲ
賜
与
ス
ル
ノ
辞
令
卜
免
官
ト
ノ
辞
令
ヲ
併

セ
作
り
上
官

二
致
シ
本
人
ヲ
召
ス
其
帰
省

ニ
ハ
本
書

二
令
文
ヲ
朱
書
シ
テ

本
人

二
回
致
シ
其
日
数
ヲ
記
載
シ
之
ヲ
第
六
課

二
送
閲
セ
シ
ム

官
吏
病

二
罹
り
四
ケ
月

二
至
り
出
頭
セ
サ
ル
者

ハ
日
数
ヲ
記
シ
テ
第
六
課

一一生
回
カノ

服
忌
ノ
報
有
テ
後
除
服
出
頭
ヲ
其
課
其
所

ヨ
リ
申
報
セ
ハ
例
ヲ
照
ラ
シ
テ

之
ヲ
所
分
ス

諸
官
吏
新
任
転
免
或

ハ
一雇
入
等
ア
レ
ハ
毎
月
十
五
日
第
六
課

二
回
報
ス

雇

ハ
依
然
タ
ル
モ
之
ヲ
報
ス

毎
月
十
五
日
及
丹

一
日
秒
明
ハ史
官

二
報
ス
ル
ニ
任
官
ノ
任
免
転
換
ヲ
以
ス

前
月
十
六
日
ヨ
リ
其
月
十
五
日
迄
ノ
任
免
転
換
ヲ
内
務
省

二
申
告
ス
ル
ハ

判
任
ヨ
リ
等
外

二
及
フ

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

毎
月
丹
日
大
蔵
省

二
第
二
課
任
免
掛
替
等
ヲ
申
告
ス

区
戸
長
以
下
ノ
進
退

ハ
本
人
ノ
勤
惰
卜
各
区
ノ
申
状
ト
ヲ
推
考
シ
之
ヲ
課

長

二
商
り
而
シ
テ
鶏
渉
稿
案
ヲ
作
ル

拝
命
ス
レ
ハ
副
区
長
以
上

ハ
之
ヲ
該
大
小
区

二
達
ス

正
副
区
長
拝
命
ス
ル
ア
レ
ハ
給
仕
ヲ
シ
テ
之
ヲ
伴
ヒ
各
課
長
各
所
筆
頭
官

吏

二
接
遇
セ
シ
ム

受
書
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
ハ
官
吏

二
同
シ

諸
務
主
任

官
省
布
達
府
県
来
翰
四
民
願
伺
届
等
各
課
担
任
ノ
条
ロ

ニ
適
当
ス
ル
正
条

ナ
キ
事
務

ハ
普
ク
担
当
ス

然
レ
ト
モ
其
書
面
明
瞭
ナ
ラ
サ
ル
カ
或

ハ
採
用
シ
難
キ
者

二
決
セ
ハ
親
シ

ク
推
純
説
諭
シ
饂
齢
セ
サ
ル
ヲ
要
ス

其
指
令
ス
ヘ
キ
者

ハ
凡
テ
之

二
所
ス
ル
ノ
稿
案
ヲ
作
り
其
各
課
各
所

二
送

ル
ヘ
キ
ハ
一
度
上
官

二
出
シ
テ
后
之
ヲ
所
分
ス
ル
事

忠
考
節
義
篤
行
其
他
奇
特
者
ノ
褒
賞
鰈
寡
孤
独
廃
疾
或

ハ
非
常
水
災
ノ
患

害

二
罹
ル
者
ノ
賑
血
破
規
之
ヲ
第
六
課
及
警
察
所

二
商
ル

受
付
係
ヨ
リ
本
課

二
送
付
ス
ル
諸
公
文

ハ
一
度
回
覧

二
出
ス
ノ
後
之
ヲ
編

綴
シ
テ
各
掛
互
用
ノ
簿
記
ト
ス

但

一
部
ノ
者

ハ
庁
中

二
回
覧
シ
各
課

二
致
ス
者

ハ
本
課
中
各
掛
ノ
ミ

ニ
回
覧
ス

回
覧
若
シ
渋
滞
セ
ハ
之
ヲ
督
促
ス
ヘ
シ

勤
惰
長
日
々
午
前
第
十
時
之
ヲ
収
ム

七
九



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

時
辰
ヲ
測
正
ス
ル
フ
管
ス

使
部
以
下
ノ
勤
惰
ヲ
監
視
ス

使
部
以
下
別

二
帳
簿
ヲ
製
シ
人
員
給
料
等
ヲ
詳
記
シ
事
務
ノ
繁
閑
人
ノ
勤

惰

二
依
り
進
退
ス
ル
ニ
当
り
第
六
課

二
通
議
シ
勉
メ
テ
冗
費
冗
員
ヲ
省
ク

本
庁
印
鑑

ハ
出
張
巡
回
セ
ン
ト
ス
ル
者

二
一
枚
ヲ
付
与
ス
其
号
数
日
次
ト

其
官
名
出
仕
等
外
雇
及
姓
名
ヲ
併
記
シ
成
規

二
照
ラ
シ
テ
之
ヲ
所
分
ス

若
遺
失
或

ハ
火
盗
ノ
為
メ
ニ
失

フ
者
ア
レ
ハ
其
焼
失
ス
ル
者

ハ
事
由
ヲ
印

鑑
簿

二
記
録
シ
其
遺
失
ス
ル
者

ハ
本
人
申
報
ノ
書
ヲ
先
警
察
所

二
送
致
ス

其
盗
状
分
明
ナ
ル
者
モ
亦
警
察
所

二
通
報
ス

但
遺
失
卜
盗
難
ト
ハ
隣
県

二
報
知
ス

非
常
鑑
札
ノ
如
キ
皆
之
ヲ
管
ス

小
使
ヲ
指
揮
シ
テ
庁
中
ヲ
掃
除
シ
常

二
潔
浄
ナ
ラ
シ
メ
庁
内
破
損
械
蕪
ノ

如
ア
レ
ハ
之
ヲ
土
木
掛

二
報
知
ス

庁
中
宿
直
ノ
順
当
ヲ
定
ム

管
内
現
在
ノ
銃
砲
弾
薬
等
其
所
持
人
名
ヲ
詳
審

ニ
シ
譲
渡
其
他
増
減
ア
ル

毎

ニ
シ
譲
渡
其
他
増
減
ア
ル
毎

二
帳
簿
ヲ
改
正
シ
内
務
省

工
申
告
シ
所
轄

鎮
台

へ
通
知
ス

旧
城
郭
ノ
破
損
番
人
進
退
等
ア
レ
ハ
之
ヲ
所
轄
鎮
台

二
報
知
ス

以
上
之
ヲ
各
掛
事
務
ノ
制
限
ト
ス
然
レ
ト
モ
庁
務
繁
劇
ノ
際

ハ
彼
此
互

二
協
輔

ス
ヘ
シ

明
治
九
年
六
月

明
治
十
年
度

（
一
八
七
七
）

○
明
治
十
年
四
月
二
十
日
段
階
、
第

一
課
に
民
費
改
正
掛
設

（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」

第

一
課
ヲ
除
ク

各
　
課

警
察
所

別
紙
之
通
第

一
課
江
相
達
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
年
四
月
対
日

秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

（印
）

第

一
課

当
分
其
課
中
江
民
費
改
正
掛
ヲ
置
候
条
此
段
相
達
候
事

明
治
十
年
四
月
二
十
日

秋
田
県
権
令
石
田
英
古

○
明
治
十
年
五
月
四
日
段
階
、
第
二
課
の
地
租
改
正
掛
の
廃
止

（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」

第
二
課

其
課
地
租
改
正
掛
章
程
自
今
相
廃
止
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
年
五
月
四
日

秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

ノヽ
O

一
一
一
〇
五
）

一
〇
五
）



○
明
治
十
年
八
月
二
十
日
段
階
、
民
費
改
正
掛
を
廃
し
区
務
掛
を
置
く

（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」
　

一
一
一
〇
五
）

第

一
課

其
課
中
民
費
改
正
掛
ヲ
廃
シ
区
務
掛
ヲ
置
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
年
八
月
二
十
日

秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

（印
）

○
明
治
十
年
九
月
二
十
八
日
段
階
、
第
六
課
に
出
納
係
を
設
置

（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」
　

一
一
一
〇
五
）

其
課
中
　
出
納
係
ヲ
置
キ
統
計
係
受
排
掛
職
制
ト
モ
左
ノ
通
相
定
候
条
此
旨
相

達
候
事

明
治
十
年
九
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
石
田
秋
田
県
権
令

一
出
納
係

ハ
金
穀

一
切
ノ
収
支
ヲ
検
査
シ
及
ヒ
之
ヲ
出
納
ス
ル
ヲ
掌
ル

ニ
統
計
係

ハ
歳
入
歳
出
ヲ
統
計
シ
出
納
勘
定
帳
ヲ
視
認
ス
ル
ヲ
掌
ル

三
受
排
掛

ハ
現
金
穀
ヲ
主
管
シ
及
ヒ
之
ヲ
掌
ル

第
六
課
ヲ
除
ク

各
課

警
察
所

第
六
課
中

二
出
納
掛
ヲ
置
キ
統
計
掛
受
排
掛
職
制
ト
モ
左
ノ
通
り
相
定
候
条
此

旨
相
達
候
事

明
治
十
年
九
月
廿
日

石
田
秋
田
県
権
令

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

○
明
治
十
年
十
月
十
七
日
段
階
、
第
六
課
統
計
掛
、
受
排
掛
、
出
納
掛
事
務
仮

章
程
を
制
定
　
　
　
　
（明
治
九
年
十
年

「庁
中
規
則
」
　

一
一
一
〇
五
）

第
六
課

其
課
出
納
掛
統
計
掛
受
排
掛
事
務
仮
章
程
別
紙
ノ
通
相
定
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
年
十
月
十
七
日
　
　
　
　
石
田
秋
田
県
権
令

第
六
課
統
計
係
事
務
仮
章
程

第

一
条

一
凡
ソ
金
穀
ノ
歳
入
出
ヲ
統
計
ス
ル
事

第
二
条

一
金
庫
ノ
現
金
出
納
ヲ
監
ス
ル
事

第
二
条

一
諸
勘
定
帳
ヲ
視
認
ス
ル
事

第
四
条

一
金
穀
有
高
表
ヲ
正
算
ス
ル
事

第
五
条

一
諸
収
入
及
ヒ
経
費
ノ
予
算
表
ヲ
調
成
ス
ル
事

第
六
課
受
排
掛
事
務
仮
章
程

第

一
条

一
現
金
ヲ
出
納
ス
ル
事

第
二
条

一
諸
税
諸
費
等
ノ
科
ロ
ヲ
区
分
シ
ソ
ノ
現
金
種
類
ヲ
分
明

ニ
ス
ル
事ノ＼



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

第
二
条

一
旧
貨
幣
及
ヒ
損
傷
札
ヲ
交
換
ス
ル
事

第
四
条

一
諸
収
入
金
ノ
千
分

一
手
数
料
ヲ
領
収
ス
ル
事

第
五
条

一
贋
金
ヲ
成
規

二
照
ラ
シ
テ
処
分
ス
ル
事

第
六
課
出
納
掛
事
務
仮
章
程

第

一
条

一
成
規
ア
ル
経
費
ヲ
支
出
ス
ル
事

第
二
条

一
国
県
税
及
ヒ
諸
上
納
金
ヲ
収
入
ス
ル
事

第
二
条

一
額
内
外
常
費
警
察
費
ソ
ノ
他

一
切
ノ
経
費
金
ヲ
主
務
省

二
申
請
ス
ル
事

第
四
条

一
旧
貨
幣
及
損
傷
札
交
換
代
金
ノ
受
取
方
ヲ
申
請
ス
ル
事

第
五
条

一
国
税
ソ
ノ
他

一
切
ノ
金
穀
ヲ
主
務
省

二
納
付
ス
ル
事

第
六
条

一
出
納
局
ノ
預
金
ヲ
出
納
ス
ル
事

但
ソ
ノ
受
沸
仕
訳
書
ヲ
調
成
ス
ル
事

第
七
条

八
二

一
為
替
過
超
金
ヲ
領
収
納
付
ス
ル
事

第
八
条

一
為
替
過
超
金
ノ
収
支
ヲ
駅
逓
局

二
報
知
ス
ル
事

第
九
条

一
経
費
及
ヒ
税
外
収
入
等
ノ
報
告
表
ヲ
調
成
ス
ル
事

第
十
条

一
諸
勘
定
帳
ヲ
調
成
ス
ル
事

ソ

ノ

ロ

一
経
費
　
　
　
　
一
一税
外
収
入

三
警
察
費
　
　
　
四
出
納
局
預
金

五
県
税
　
　
　
　
エハ
地
租
改
正
費

第
六
課
ヲ
除
ク

各
課

警
察
所

別
紙
ノ
通
第
六
課

へ
相
達
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
年
十
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
石
田
秋
田
県
権
令

○
明
治
十

一
年
二
月
十
四
日
段
階
、
県
税
掛
の
廃
止

（明
治
十

一
年

「秋
田
県
庁
日
誌
」
制
度
部

　
一
一
〓
三

八
）

二
月
十
四
日
県
税
掛
ヲ
廃
シ
該
掛
事
務
ヲ
国
税
掛

へ
合
ス

第
三
課

へ
達
書



其
課
県
税
掛
ヲ
廃
シ
国
税
掛

へ
合
シ
候
条
此
旨
相
達
候
事

庁
中

へ
達
書

別
紙
之
通
り
第
二
課

へ
相
達
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事

○
明
治
十

一
年
二
月
十
八
日
段
階
、
県
税
掛
の
廃
止
を
触
示

（明
治
十

一
年

「本
県
触
示
留
」
　

一
一
〇
三
二
）

第
八
十

一
番

今
般
第
二
課
県
税
掛
ヲ
廃
止
同
掛
之
事
務
悉
皆
国
税
掛

へ
合
シ
候
条
此
旨
触
示

候
事明

治
十

一
年
三
月
十
八
日
　
　
　
　
秋
田
県
権
令
石
田
英
吉

○
明
治
十

一
年
二
月
二
十
日
段
階
、
第
六
課
へ
銀
行
掛
を
設
置

（明
治
十

一
年

「秋
田
県
庁
日
誌
」
制
度
部

　

一
一
〓
〓

八
）

二
月
廿
日
第
六
課
中

へ
銀
行
掛
ヲ
除
ク

庁
中

へ
達
書
″
想

第
六
課
中

へ
銀
行
掛
ヲ
置
候
条
此
旨
相
達
候
事

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

明
治
十

一
年
度

（
一
八
七
八
）

○
明
治
十

一
年
八
月

一
日
段
階
、
駅
逓
掛
と
土
木
掛
の
分
掌
変
更

（明
治
十

一
年

「秋
田
県
庁
日
誌
」
制
度
部

　
一
一
〓
〓

八
）

八
月

一
日
第

一
課
中
駅
逓
掛
掌
ル
所
ノ
道
路
橋
梁
修
繕
変
換
等
ヲ
土
木
掛
ノ
職

務
ト
ナ
ス

第

一
課
中

へ
達
書

其
課
中
駅
逓
掛
事
務
ノ
道
路
橋
梁
修
築
変
換
等
之
儀

一
切
土
木
課

ニ
テ
取
扱
可

致
此
旨
相
達
候

但
職
制
井
事
務
規
定
中
右

二
相
触
候
義

ハ
改
正
之
義
可
相
心
得
事

◎
秋
田
県
分
課
職
制

（明
治
十

一
年
十
二
月
六
日
、
乙
第

一
八
四
番
、
施
行

十
二
月
七
日
）

（明
治
十

一
年

「秋
田
県
庁
日
誌
」
制
度
部

　
一
一
〓
三

八
）

乙
第
百
八
十
四
番

今
般
本
県
分
課
職
制
別
冊
ノ
通
改
定
本
年
十
二
月
七
日
ヨ
リ
施
行
候
条
此
旨
相

達
候
事

明
治
十

一
年
十
二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
令
石
田
英
吉

秋
田
県
分
課
職
制

課
長
　
　
　
　
一
人

第

一　
　
課
務
ヲ
宰
掌
シ
各
件
ヲ
課
員

二
分
付
ス

八
三



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

第
二
　
　
課
員
ヲ
監
督
シ
備
員
ヲ
指
揮
ス

第
二
　
　
内
会
議
ノ
議
員
タ
ル
ヲ
得

課
員
　
　
　
　
定
員
ナ
シ

第

一　
　
課
務
ヲ
分
掌
シ
事
ヲ
課
長

二
商
ル

第
二
　
　
首
座
ノ
課
員

ハ
課
長
不
在
事
故
ア
ル
時

ハ

第
二
　
　
他
ノ
課
掛

二
関
渉
ス
ル
事
件

ハ
其
主
務

ニ

ニ
於
テ
ハ
該
件

二
就
キ
所
見
ヲ
附
ス
ル
ヲ
得

傭
員
　
　
　
　
事
ヲ
課
長

二
受
ケ
課
内
ノ
雑
務
ヲ
掌
ル

警
察
所
々
長
並
所
員

ハ
総
テ
課
長
課
員

二
同
シ

庶
務
課

戸
籍
掛

族
籍
ノ
事

篤
行
及
奇
特
者
取
調
ノ
事

窮
民
救
助
及
救
仙
ノ
事

棄
児
養
育
ノ
事

徴
兵
及
陸
海
軍

二
関
ス
ル
諸
件
ノ
事

社
寺
院
及
神
官
住
職

二
関
ス
ル
諸
件
ノ
事

行
旅
病
人
逓
送
処
分
ノ
事

凶
荒
予
備
ノ
事

名
所
古
跡
ノ
事

駅
逓
掛

水
陸
運
輸
法
ノ
事

課
長
ヲ
代
理
ス

通
議
シ
其
主
務

郵
便
及
郵
便
為
替
ノ
事

非
常
人
馬
継
立
及
飛
信
逓
送
ノ
事

里
程
及
標
木
ノ
事

灯
台
及
浮
標
ノ
事

記
録
掛

国
史
地
誌
編
纂
ノ
事

政
表
調
製
ノ
事

文
書
編
輯
保
存
ノ
事

諸
務
掛

職
員
身
上

二
関
ス
ル
諸
件
ヲ
調
理
ス
ル
事

附
テ
官
員
庁
中
宿
直
ヲ
賦
当

ス
ル
事

職
員
録
ヲ
調
製
セ
ル
事

庁
中
取
締
ノ
事

門
番
金
庫
番
及
給
仕
小
使
等
ヲ
進
退
事
ノ
事

臨
時
ノ
雑
務
ヲ
取
扱

フ
事

勧
業
課

農
事
掛

植
物
園
試
験
場
ヲ
管
ス
ル
事

荒
蕪
地
開
墾
ノ
事

米
穀
改
良
ノ
事

養
蚕
生
糸
ノ
事

鳥
獣
猟
及
威
銃
ノ
事

八

四



官
地

ニ
ア
ル
植
物
及
捕
魚
採
藻
処
分
ノ
事

牧
畜
掛

牧
場
及
牛
馬
市
ヲ
管
ス
ル
事

貸
下
牛
馬
ヲ
管
理
ス
ル
事

牛
馬
売
買

二
関
ス
ル
事
件
ヲ
処
分
ノ
事

屠
牛
場
願
処
分
ノ
事

報
告
掛

農
事
通
信
ノ
事

輸
出
入
比
較
表
及
物
価

勧
業
係
ヲ
管
ス
ル
事

勧
業
議
会
ノ
事

諸
務
掛

諸
試
験
ノ
事

市
場
ヲ
管
ス
ル
事

諸
鉱
開
採
土
石
堀
取
ノ
事

博
物
館
及
機
業
場
ヲ
管
ス
ル
事

博
覧
会
ノ
事

諸
会
社
及
民
設
ノ
諸
製
造
処
ヲ
管
ス
ル
事

度
量
衡
製
造
及
発
売
処
分
ノ
事

地
理
課

地
籍
掛

地
籍
編
纂
ノ
事

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

土
地
ノ
経
界
ヲ
産
正
ス
ル
事

官
地
払
下
及
貸
付
ノ
事

荒
地
起
返
鍬
下
年
季
ノ
事

潰
地
荒
地
検
査
ノ
事

民
有
地
森
林
ノ
事

官
有
地
部
分
木
補
挿
ノ
事

陸
軍
所
轄
地

二
関
ス
ル
事
務
ノ
事

貸
下
地
建
物
書
入
質
売
買

二
奥
書
ス
ル
事

地
券
掛

地
券
ヲ
交
付
ス
ル
事

地
券
台
帳
及
地
引
絵
図
調
成
ノ
事

土
地
売
買
ノ
価
格
検
査
ノ
事

測
量
掛

水
陸
ヲ
測
量
ス
ル
事

地
図
ヲ
調
製
ス
ル
事

水
量
標
木
ヲ
管
主
ス
ル
事

学
務
課

勧
学
掛

中
小
学
区
々
画
ノ
事

学
校
ノ
開
廃
及
維
持
法
ノ
事

子
弟
就
学
ノ
事

学
事
ノ
奨
励

二
係
ル
諸
件
ノ
事

八

五



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

学
事
年
報
ノ
事

督
学
掛

学
事
ノ
進
否
ヲ
董
督
ス
ル
事

学
事
試
験
ノ
得
失
ヲ
監
ス
ル
事

教
員
ノ
勤
惰
及
進
退
ノ
事

就
学
不
就
学
調
査
ノ
事

諸
務
掛

出
版
図
書
板
権
写
真
新
聞
紙
等
ノ
願
ヲ
処
分
ス
ル
事

各
学
校
ノ
出
納
ヲ
監
シ
及
勘
定
表
総
括
ノ
事

文
部
省
補
助
金
及
学
資

二
関
ス
ル
事
務
ノ
事

衛
生
課

医
務
掛

医
員
及
針
医
産
婆
按
摩
等
進
退
ノ
事

種
痘
ノ
事

流
行
病
予
防
ノ
事

徴
毒
検
査
法
ノ
事

患
者
死
亡
表
ノ
事

司
薬
掛

売
薬
及
製
薬
願
所
分
ノ
事

薬
品
並
温
泉
等
ノ
分
析
及
其
治
効
検
査
ノ
事

薬
舗
開
業
願
ノ
所
分
及
監
督
ノ
事

製
氷
検
査
ノ
事

八
六

諸
務
掛

健
康
保
全
ノ
方
法
ヲ
定
ム
ル
事

医
学
校
病
院
開
廃
ノ
所
分
及
監
督
ノ
事

医
学
校
病
院
ノ
出
納
ヲ
監
ス
ル
事

公
園
地
ノ
事

土
木
課

道
路
掛

新
タ
ニ
道
路
橋
梁
修
繕
ノ
事

道
路
掃
除
ノ
事

道
路
ノ
並
木
ヲ
管
ス
ル
事

道
路
修
繕
ノ
為
往
来
留
ノ
事

橋
銭
及
渡
船
賃
処
分
ノ
事

街
灯
ノ
事

堤
防
掛

新
タ
ニ
運
河
ヲ
疎
通
シ
港
ロ
ヲ
開
キ
又

ハ
堤
防
等
ヲ
設
ク
ル
事

河
港
堤
防
修
繕
ノ
事

用
悪
水
路
ノ
事

営
繕
掛

官
舎
倉
庫
等
建
築
営
繕
ノ
事

官
営
建
物
貸
渡
及
売
却
ノ
事

招
魂
社
並
戦
死
墳
墓
等
修
繕
ノ
事

諸
務
掛



土
木
費
ヲ
管
シ
及
工
作
出
張
所
ノ
出
納
ヲ
分
担
ス
ル
事

河
港
堤
防
道
路
橋
梁
修
築
費

一
村
限
帳
調
製
ノ
事

水
害
表
調
製
ノ
事

会
計
課

検
査
掛

金
穀
物
品
ノ
出
納
検
査
ノ
事

歳
入
歳
出
予
算
ノ
事

銀
行
検
査
ノ
事

各
課
金
穀
出
納
ノ
伝
稟
及
報
告
受
付
ノ
事

主
簿
掛

金
穀

一
切
ノ
出
納
ヲ
簿
記
ス
ル
事

諸
勘
定
帳
調
製
ノ
事

経
費
支
出
及
税
外
収
入
等
報
告
ノ
事

為
替
過
超
金
ノ
支
収
報
告
ノ
事

国
税
掛

国
税
ヲ
管
理
ス
ル
事

各
課
主
管
外
ノ
国
税

二
関
ス
ル
事
務
ノ
事

土
地
ノ
変
換

二
依
り
租
額
ノ
当
否
ヲ
検
ス
ル
事

税
率

二
用

ュ
ル
米
穀
価
及
酒
価
調
査
ノ
事

凶
作
検
見
ノ
事

地
方
税
掛

諸
営
業
税
及
雑
種
税
ヲ
管
理
ス
ル
事

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

諸
課
主
管
外
ノ
営
業
税

二
関
ス
ル
事
務
ヲ
管
ス
ル
事

地
方
税
収
支
予
算
ノ
事

出
納
掛

国
税
及
税
外
収
入
等
徴
収
納
付
ノ
事

地
方
税
徴
収
及
支
出
ノ
事

額
内
外
経
費
及
出
納
局
預
金
為
替
過
超
金
等
ノ
収
支
ヲ
管
ス
ル
事

代
米
納
預
り
米
処
分
ノ
事

掌
貨
掛

現
金
ヲ
主
管
ス
ル
事

金
銭
納
払
券
ヲ
調
製
ス
ル
事

為
替
又

ハ
預
り
金
方
法
ヲ
定
ム
ル
事

一
時
仮
預
り
金
ノ
事

旧
貨
幣
及
ヒ
損
傷
貨
紙
幣
交
換
ノ
事

贋
造
貨
紙
幣
及
描
改
札
処
分
ノ
事

金
銀
鑑
定
人
進
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図 2.秋田県庁組織 (明治11年 12月 6日 ～14年 9月 2日 )

庶務課令 。大書記官
少書記官

戸籍掛
駅逓掛
記録掛
救荒掛 (明 治12年 10月 13日 設置)

諸務掛

農事掛
牧畜掛
報告掛
諸務掛

地籍掛
地券掛
漫1量掛

地理掛
国税掛
地方税掛
地券掛
漫1量掛
地租改正掛
(明 治13年 8月 19日 設置、14年 2月 15日 廃止)

勧学掛
督学掛
諸務掛

医務掛
医事掛
司薬掛
保健掛
報告掛
諸務掛

道路掛
堤防掛
営繕掛
諸務掛

検査掛
主簿掛

(明 治13年 4月 12日 廃止 )

(明 治13年 4月 12日 設置)

(明治13年 4月 12日 設置)

(         〃         )

国税掛 (明 治13年 4月 12日 廃止)

地方税掛 (明 治13年 4月 12日 廃止 )

出納掛
掌貨掛
公債掛
諸務掛

安寧掛
検察掛
諸務掛

秋
田
県
の
職
務
規
程
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治
九
～
十
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度
）

勧業課一――――
[三二

Ⅷ霊芋撃譲月囲 ヒ
―一 租税課―一一―-1-一
(明治13年 4月 12日  ■―
設置)

学務課

衛生課

土木課
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会計課

菫
⑮纂曇曾I夏琢戸丁

~E≡

≡
整理科

―  地租改正科
(明 治13年 8月 19日 廃止 )

―  簿記改正科
(明 治12年 6月 9日 廃止、会計課に事務移管)

御巡幸御用掛
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計
較
シ
テ
之
ヲ
審
査
ス

年
限
ヲ
与

フ
ル
モ
亦
同
シ

渡
船
賃
ノ
如
キ
ハ
単

二
往
来
ノ
多
寡
河
川
ノ
急
瀞
広
狭
ヲ
審
案
シ
テ
考
査

ス
ル
者
ト
ス

街
頭
ノ
事

郡
長
ノ
報
告
ヲ
受
理
シ
其
当
否
ヲ
考

フ

官
設

二
係
ル
モ
ノ
ハ
其
工
事
ノ
初
メ
ニ
於
テ
郡
長

二
通
報
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

堤
防
掛

治
水

一
切
ノ
事
務
成
之

二
関
与
ス

新

二
運
河
ヲ
疎
通
港
ロ
ヲ
開
キ
又

ハ
堤
防
等
ヲ
設
ク
ル
事

仮
令
地
方
税

ニ
ヨ
ラ
ス
シ
テ
人
民
自
費
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
之
ヲ
検

査
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
ハ
施
行
ス
ル
ヲ
得
セ
シ
メ
ス
以
下
皆
同
シ

河
港
堤
防
修
繕
ノ
事

其
費
用
ヲ
配
当
ス
ル
等
手
続
総
テ
道
路
橋
梁
修
繕
ノ
条

二
同
シ

水
害
予
防
ノ
事



水
車
築
掛
ケ
持
場
漁
業
等
ノ
如
キ
出
願

二
際
シ
主
務
課
ヨ
リ
之
ヲ
致
サ
ハ

実
地
検
査
水
流
及
洪
水
ノ
景
状
ヲ
考
査
シ
僅
モ
疑
団
ア
ル
ハ
之
ヲ
許
サ
々

ル
ヲ
回
報

ス

水
害

ハ
一
杭
ノ
有
無
片
石
ノ
墜
傾

ヨ
リ
生
ス
ル
ヲ
以
テ
殊

二
注
意
シ
其
害

ヲ
免
ル
々
ヲ
要
ス

用
悪
水
路
ノ
事

該
事

ハ
人
民

へ
残
シ
置
所
ノ
民
費
金
円
ヲ
以
テ
便
宜
処
分
ス
ル
ヲ
許
ス
ト

雖
ト
モ
其
ケ
所
毎
工
業
ノ
方
法
費
用
積
共
詳
細
取
調
届
出
ノ
上
施
行
ス
ル

者
ト
ス

荀
モ
其
水
路
ヲ
変

ス
ル
カ
如
キ
ハ
出
願
検
査
ス
ル
ニ
非

レ
ハ
許
サ
ス

営
繕
掛

官
舎
倉
庫
等
建
築
営
繕
ノ
事

官
費

二
係
ル
者
之
ヲ
経
営
セ
ン
ト
ス
レ
ハ
細
大
ヲ
論
セ
ス
図
面
目
論
見
仕

様
帳
ヲ
製
シ
内
務
省
ノ
許
可
ヲ
得
テ
施
行
ス
ル
者
ト
ス

其
修
繕
ノ
如
キ
ハ
予
算
ノ
定
額

二
照
シ
施
行
ス
ル
ヲ
得

工
事

ハ
多
ク
入
札
法
ヲ
用
ュ

但
シ
小
破
ノ
補
理
臨
時
ノ
事
業

ハ
此
法

二
依
ラ
サ
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

其
入
札
法
及
請
負
規
則
別
冊

二
詳
ナ
リ

官
営
建
物
貸
渡
及
売
却
ノ
事

成
成
規

ニ
ヨ
ル

招
魂
社
丼
戦
死
墳
墓
等
修
繕
ノ
事

定
額
ノ
金
円

二
照
シ
清
浄
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

諸
務
掛

百
般
ノ
諸
文
書
整
理
科

ヨ
リ
之
ヲ
課
長

二
致
サ
ハ
其
検
印
簿

二
向
テ
係
員

之

二
捺
印
ス

回
議
判
決
了
テ
課
長
之
ヲ
付
セ
ハ
浄
書
シ
テ
之
ヲ
進
達
ド
付
シ
原
稿
ヲ
返

付
ス

課
員
ノ
旅
費
目
当
ノ
如
キ
会
計
課

二
出
ス
ニ
先

ン
シ
之
ヲ
調
理
ス
ル
ヲ
例

ト

ス

其
他
本
課

二
関
ス
ル

一
切
ノ
雑
務
ヲ
処
分
シ
土
工
方
ノ
人
員
ヲ
躙
レ
ス

凡
ソ
エ
業
上
金
穀
土
地
物
品
及
人
夫
等
献
納
寄
付
ヲ
許
容
ス
ル
ヲ
調
理
シ

ソ
ノ
事
終
り
其
品
納
ル
ヲ
倹
テ
之
ヲ
整
理
科

二
移
ス

土
木
費
ヲ
管
シ
及
工
作
出
張
所
ノ
出
納
ヲ
分
担
ス
ル
事

地
方
税

ヨ
リ
分
割
ス
ル
所
ノ
土
木
費
ヲ
道
路
橋
梁
堤
防
ノ
等
級

ニ
ヨ
リ
各

郡
該
年
工
業
ノ
多
寡
ヲ
考

へ
之
ヲ
配
当
ス
ル
者
ト
ス

官
費

二
係
ル
者

ハ
其
等
級

二
関
セ
ス
別

二
其
出
納
ヲ
定
ム

凡
ソ
金
穀
出
納

二
係
ル
ハ
一
底
冊
ヲ
以
テ
受
払
ヲ
詳
記
ス
ト
雖
ト
モ
本
条

ノ
如
キ
エ
作
出
張
所
有
テ
出
納
ヲ
分
担
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
本

課
ノ

一
底
簿

二
其
大
ロ
ヲ
掲
ケ
分
担
ノ
出
納
簿

二
詳
載
ス
ル
モ
敢
テ
妨
ナ

キ
者
ト
ス

河
港
堤
防
道
路
橋
梁
修
築
費

一
村
限
帳
調
製
ノ
事

各
員
担
任
ス
ル
所
卜
各
郡
出
ス
処
ト
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
編
成
精
算
シ
内
務
省

二
進
達
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
会
計
課

二
送
致
ス
ル
者
ト
ス

水
害
表
調
製
ノ
事

九
三



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

毎
年
毎
月
水
害
有

テ
各
郡

ヨ
リ
其
表

ヲ
出

サ

ハ
調
成

シ
テ
内
務
省

二
稟
告

ス土
木
ノ
事
業

二
対
シ
曇

二
施
行
ス
ル
諸
規
則
之
レ
ニ
抵
触
ス
ル
者

ハ
一
切

之
ヲ
剛
除
ス

明
治
十
二
年
度

（
一
八
七
九
）

○
明
治
十
二
年
四
月
二
十
八
日
段
階
、
国
税
掛
、
地
方
税
掛
、
出
納
掛
章
程
を

改
正

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
職
制
上
　

一
一
〓
〓
〓
し

四
月
廿
八
日
国
税
掛
地
方
税
掛
出
納
掛
章
程
ヲ
改
正
ス

各
課
所
科

へ
達
書

本
県
分
課
職
制
中
左
ノ
通
改
正
削
除
候
条
此
旨
相
達
候
事

国
税
掛

国
税
ヲ
管
理
ス
ル
事

土
地
ノ
変
換

ニ
ヨ
リ
租
額
ノ
当
否
ヲ
検

ス
ル
事

酒
造
検
査
ノ
事

凶
作
検
見
ノ
事

地
方
税
掛

地
方
税
ヲ
管
理
ス
ル
事

地
方
税
収
支
予
算
ノ
事

九
四

地
方
税
出
納
ノ
事

出
納
掛

税
外
収
入
金
ヲ
管
ス
ル
事

定
額
常
費
額
外
常
費
及
予
備
金
出
納
ノ
事

出
納
局
預
り
金
為
換
過
超
金
等
ノ
収
支
ヲ
管
ス
ル
事

○
明
治
十
二
年
六
月
九
日
現
在
、
簿
記
改
正
科
の
廃
止

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
職
制
上
　
一
一
三
〓
≡
し

六
月
九
日
簿
記
改
正
科
ヲ
廃
シ
会
計
課

二
於
テ
簿
記
法
伝
習
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

定
ム

各
課
所
科

へ
達
書

簿
記
改
正
科
相
廃
自
今
会
計
課

二
於
テ
簿
記
法
伝
習
可
致
候
条
此
旨
相
達
候

事
○
明
治
十
二
年
六
月
十
六
日
、
簿
記
改
正
科
廃
止
の
達

（明
治
十
二
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
四
八
）

乙
第
五
十
五
号

郡

役

所

町
村
役
場

明
治
十

一
年
月
　
乙
第
百
八
拾
四
番
達
本
県
分
課
職
制
中
簿
記
改
正
科
ヲ
廃
止

同
科
ノ
事
務

ハ
自
今
会
計
課

二
於
テ
取
扱
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
二
年



六
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
令
石
田
英
吉

○
明
治
十
二
年
六
月
十
九
日
警
察
所
職
制
条
項
の
改
正

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
職
制
上
　

一
一
〓
〓
〓
し

各
課
所
科

へ
達
書

本
県
分
課
職
制
中
警
察
所
諸
務
掛
担
任
事
務
ノ
条
目
第
八
項
左
ノ
通
り
改
正

候
条
此
旨
相
達
候
事

巡
査
被
服
属
具
等
ヲ
給
与
ス
ル
事

○
明
治
十
二
年
九
月
十
二
日
段
階
、
金
銀
鑑
定
掛
を
廃
止

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
職
制
上
　
一
一
〓
三
百
し

九
月
十
二
日
金
銀
鑑
定
掛
ヲ
廃
止
ス

各
課
所
科

へ
達
書

別
紙
之
通
会
計
課

へ
相
達
候
条
此
旨
為
心
得
相
達
候
事

別
紙

其
課
金
銀
鑑
定
人
相
廃
止
候
条
此
旨
相
達
候
事

○
明
治
十
二
年
十
月
十
五
日
段
階
、
庶
務
課
に
救
荒
掛
を
設
置

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
職
制
上
　

一
一
〓
〓
〓
し

十
月
十
五
日
救
荒
掛
ヲ
庶
務
課

二
置
ク

各
課
所
科

へ
達
書
崎
所

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
二
年
度
）

別
紙
之
通
庶
務
課

へ
相
達
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事

別
紙

其
課
中

へ
救
荒
掛
ヲ
置
其
取
扱
事
務
左
之
通
相
定
候
条
此
旨
相
達
候
事

但
本
文
ノ
通
り
付
テ
ハ
戸
籍
掛
中
凶
荒
予
備
ノ
事
項

ハ
削
除
候
儀
卜
心

得

ヘ
シ

救
荒
掛

凶
荒
予
備
ノ
事

○
明
治
十
三
年
二
月
二
十
五
日
段
階
、
衛
生
課
職
務
章
程

（明
治
十
三
年

「官
省
上
申
指
令
書
留
」
　

一
一
五
八
六
）

秋
田
県
衛
生
課
職
制

課
長
　
　
　
　
一
人

課
務
ヲ
宰
掌
シ
各
件
ヲ
課
員

二
分
付
ス

課
員
ヲ
監
督
シ
傭
員
ヲ
指
揮
ス

課
員
　
　
　
　
定
員
ナ
シ

課
務
ヲ
分
掌
シ
事
ヲ
課
長

二
商
ル

首
座
ノ
課
員

ハ
課
長
事
故
ア
リ
不
在
ナ
ル
ト
キ
ハ
課
務

一
切
ヲ
代
理
ス

糖
響
貝
　
　
　
　
　
　
航
順
酎
ル

事
ヲ
課
長

二
受
ケ
課
内
ノ
雑
務
ヲ
掌
ル

九
五



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

秋
田
県
衛
生
課
事
務
章
程

医
事
掛
　
蹴
清
酔
妊
充
ッ雫

医
師
獣
医
産
婆
等
ノ
開
廃
業
ヲ
督
察
シ
現
員
ヲ
調
査
シ
其
学
術
開
進
ノ

方
法
ヲ
謀
ル
事

医
師
及
遺
族

ヨ
リ
願
出
ル
病
屍
ノ
解
剖
ヲ
処
分
ス
ル
事

各
種
伝
染
病
ノ
発
見

二
注
意
シ
速

二
之

レ
カ
予
防

二
着
手

ス
ル
事

各
伝
染
病

二
就
キ
消
毒
法
及
患
者
ノ
離
隔
法
等
施
行
ノ
当
否
ヲ
検
察
ス

ル
事

避
病
院
ノ
員
数
及
ヒ
其
位
置
ヲ
定
メ
患
者
死
者
取
扱
ノ
当
否
ヲ
検
察
ス

ル
事

地
方
病
ノ
有
無
類
別
及
其
地
形
燥
湿
寒
温
等

二
注
意
ス
ル
事

家
畜
流
行
病
伝
染
病
ノ
予
防
消
毒
法
ヲ
行
ナ
フ
事

種
痘
検
徴
ノ
普
及
ヲ
謀
ル
事

郡
医
町
村
医
配
置
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事

司
薬
掛製

薬
家
薬
舗
売
薬
家
等
ノ
開
閉
業
ヲ
督
察
シ
其
現
員
ヲ
調
査
ス
ル
事

毒
薬
劇
薬
贋
敗
薬
ノ
調
合
及
販
売
ヲ
督
察
ス
ル
事

士冗
薬
ノ
鋼
呆
早
反
�
爺
墜
冗
ヲ
督
星
宗
ス
ル
事

各
地
飲
水
ノ
性
質
ヲ
検
査
ス
ル
事

腐
敗
贋
造
ノ
食
物
飲
料

二
注
意
シ
之

レ
カ
取
締
ヲ
ナ
ス
事

飲
食
物
及
玩
弄
品
ノ
着
色
料
其
他
顔
料
染
料
等
ノ
取
締
ヲ
ナ
ス
事

九
六

鉱
泉
ノ
性
質
効
能
ヲ
検
シ
浴
法
等
ヲ
督
察
ス
ル
事

天
然
生
薬
物
ノ
有
無
及
共
産
地
多
寡
等
ヲ
路
検
ス
ル
事

製
氷
ノ
場
所
及
其
水
性
ヲ
検
査
シ
之
レ
カ
発
売
ヲ
督
察
ス
ル
事

有
毒
ナ
ル
砿
物
及
植
物
ヲ
乳
検
シ
之
レ
カ
取
締
ヲ
ナ
ス
事

保
健
掛井

水
或

ハ
水
道
ノ
位
置
構
造
及
ヒ
水
源
ノ
掃
除
法
等

二
注
意
シ
之
レ
カ

改
良
ヲ
謀
ル
事

市
街
道
路
溝
渠
厠
固
芥
溜
ノ
掃
除
法
及
其
修
繕
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事

学
校
病
院
囚
獄
旅
舎
借
家
湯
屋
温
泉
場
劇
場
等
ノ
掃
除
構
造
法

二
注
意

シ
其
利
害
ヲ
検
察
シ
之

レ
カ
改
良
ヲ
謀
ル
事

公
園
市
場
製
造
場
畜
場
屠
場
魚
干
場
等
ノ
衛
生
上
利
害
ヲ
検
察
ス
ル
事

墓
地
ノ
位
置
経
界
及
埋
葬
火
葬
ノ
手
続
方
法
ヲ
定
ム
ル
事

埋
葬
場
ノ
地
形
火
葬
場
ノ
構
造
ヲ
検
察
シ
取
締
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事

稼
業
職
体
及
風
俗
ノ
常
習

二
依
り
健
康
ヲ
傷
害
ス
ヘ
キ
事
件
ヲ
勘
査
シ

漸
次
改
良
除
害
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事

報
告
掛出

産
死
亡
流
産
等
各
郡
ノ
申
報
ヲ
収
録
シ
管
内
ノ
人
口
死
者
ノ
寿
夭
疾

病
ノ
類
別
ヲ
調
査
シ
テ
毎
半
年

二
統
計
表
ヲ
製
ス
ル
事

公
私
立
病
院
貧
院
盲
院
聾
唖
顛
狂
院
棄
児
院
等
ノ
設
置
郡
医
町
村
医
ノ

配
置
及
種
痘
検
徴
ノ
員
数
等
ヲ
調
査
シ
毎
半
年

二
統
計
表
又

ハ
一
覧
表



ヲ
製
ス
ル
事

医
師
獣
医
製
薬
家
薬
舗
産
婆
等
ノ
開
閉
業
地
方
病
ノ
有
無
製
薬
ノ
多
寡

及
売
薬
ノ
増
減
等
ヲ
調
査
シ
テ
毎

一
年

二
統
計
表
ヲ
製
ス
ル
事

一
年
中
施
行
セ
ル
衛
生
事
項
及
管
内
衛
生
上
ノ
全
況
ヲ
蒐
録
シ
テ
考
案

ヲ
附
シ
年
報
ヲ
製

ス
ル
事

以
上
統
計
報
告
等

ハ
毎
期

二
内
務
省
衛
生
局

へ
申
達
ス
ル
事

地
方
衛
生
会
ノ
決
議

二
依
リ
テ
施
行
セ
ル
事
款

ハ
毎
月
末

二
之
ヲ
内
務

省
衛
生
局

へ
報
告
ス
ル
事

伝
染
病
家
畜
伝
染
病
中
毒
死
亡
避
病
院
廃
置
等

ハ
其
時
々
之
ヲ
内
務
省

衛
生
局

へ
報
告
ス
ル
事

但
凡
テ
伝
染
病
ア
ル
ト
キ
ハ
接
近
ノ
郡
村
或

ハ
隣
県

二
報
告
ス
ル
事

統
計
表
及
諸
報
告

ハ
悉
皆
之
ヲ
地
方
衛
生
会

二
出
シ
其
参
考

二
供
ス
ル

事地
方
衛
生
会
ノ
請
求

ニ
ヨ
リ
必
要
ノ
報
告
ヲ
郡
町
村

ヨ
リ
徴
収
ス
ル
事

諸
務
掛公

私
立
病
院
及
貧
院
盲
院
聾
唖
院
顛
狂
院
棄
児
院
等
ノ
設
立
ヲ
謀
り
再

開
廃
ヲ
処
分
シ
之
ヲ
擁
護
ス
ル
事

公
立
病
院
ノ
出
納
ヲ
監
督
シ
及
私
立
病
院
等
ノ
経
費
ヲ
検
ス
ル
事

公
園
ノ
新
設
存
廃
等
之
レ
カ
処
分
方
法
ヲ
謀
ル
事

流
行
病
予
防
其
他
本
課

二
属
ス
ル

一
切
ノ
出
納
ノ
勘
査

ス
ル
事

課
内

一
切
ノ
雑
務
ヲ
調
理
ス
ル
事

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

明
治
十
三
年
度

（
一
八
八
〇
）

○
明
治
十
三
年
四
月
十
二
日
段
階
、
地
理
課
を
廃
止
し
租
税
課
を
置
き
、
各
掛

を
設
置

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
県
会
及
地
方
税

・
職

制

・
兵
制

　

一
一
三

二
八
）

四
月
十
二
日
地
理
課
ヲ
廃
シ
テ
更

二
租
税
課
ヲ
置
キ
該
課
中

二
地
理
掛
国
税
掛

地
方
税
掛
地
券
掛
測
量
掛
ヲ
置
ク
而
シ
テ
会
計
課
中

ニ
ア
ル
処
ノ
国
税
地
方
税

両
掛
ヲ
廃
止
セ
リ

○
明
治
十
三
年
四
月
二
十

一
日
段
階
、
衛
生
課
職
制
及
事
務
章
程
の
決
定

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
県
会
及
地
方
税

・
職

制

・
兵
制

　
一
一
〓
〓
一八
）

同
月
廿

一
日
衛
生
課
職
制
及
事
務
章
程
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ

（三
月
二
十
五
日
段
階
の
も
の
と
同
じ
）

○
明
治
十
三
年
四
月
二
十
二
日
段
階
、
警
察
所
の
改
称

（同
）

四
月
廿
二
日
警
察
所
ヲ
改
称
シ
テ
警
察
本
署
ト
ナ
ス

○
明
治
十
三
年
四
月
二
十
三
日
段
階
、
学
務
課
の
所
管

一
部
変
更

（明
治
十
二
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
租
法

・
県
会
及
地
方
税

ｏ
職

制

・
兵
制
　

一
一
〓
一二
八
）

同
月
廿
三
日
是

マ
テ
学
務
課

二
於
テ
直
轄

ス
ル
所
ノ
秋
田
公
立
書
籍
館
ヲ
以
テ

九
七



秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

秋
田
師
範
学
校
ノ
所
属
ト
ナ
ス

○
明
治
十
二
月
四
月
二
十
九
日
段
階
、
地
理
課
、
会
計
課
国
税

・
地
方
税
掛
の

廃
止
、
租
税
課
の
設
置
、
警
察
所
を
警
察
本
署
と
改
称

（明
治
十
三
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
五

一
）

乙
第
二
十
八
号

郡
役
所

町
村
役
場

本
県
地
理
課
井
会
計
課
中
国
税
地
方
税
ノ
両
掛
ヲ
廃
シ
更

二
租
税
課
ヲ
置
右
事

務
取
扱
且
警
察
所
ノ
儀

ハ
警
察
本
署
卜
改
称
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
三
年
四
月
廿
九
日
　
　
秋
田
県
令
石
田
英
吉

○
明
治
十
三
年
五
月
五
日
段
階
、
庶
務
課
の
所
管
増
加

（明
治
十
二
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
五

一
）

五
月
五
日
救
育
所
ヲ
庶
務
課

二
属
シ
テ
之
ヲ
統
理
セ
シ
ム

○
明
治
十
二
年
七
月
二
日
段
階
、
分
課
職
制

・
衛
生
課
事
務
章
程
の

一
部
改
正

（明
治
十
三
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
五

一
）

七
月
二
日
衛
生
課
事
務
章
程
諸
務
掛
分
掌
第

一
項
中
貧
院
棄
児
院
ノ
五
字
剛
除

シ
且
ツ
分
課
職
制
中
庶
務
課
戸
籍
掛
分
掌
第
四
項
棄
児
養
育
ノ
下

二
貧
院
ノ
三

字
ヲ
挿
入
ス

九
八

〇
明
治
十
三
年
八
月
十
九
日
段
階
、
地
租
改
正
科
の
廃
止

（明
治
十
三
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
五

一
）

八
月
十
九
日
地
租
改
正
科
ヲ
廃
シ
租
税
課
中
地
方
税
掛
ノ
次

二
地
租
改
正
掛
ヲ

置
ク

○
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
段
階
、
本
県
職
制
の

一
部
改
正

（明
治
十
三
年

「本
県
達
留
」
　

一
一
〇
五

一
）

八
月
廿
三
日
本
県
職
制
中
土
木
課
道
路
掛
分
掌
橋
銭
及
渡
船
賃
所
分
ノ

一
行

ハ

自
今
庶
務
課
駅
逓
掛
ノ
負
担
ト
ス

○
明
治
十
四
年

一
月
十
八
日
段
階
、
分
課
職
制
の

一
部
改
正

（明
治
十
四
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
県
会
及
地
方
税

・
租
法

・
職

制

・
兵
制
　
一
一
〓
〓
一四
）

一
月
十
八
日
分
課
職
制
中
庶
務
課
諸
務
掛
分
掌
及
ヒ
整
理
科
分
掌
ヲ
改
正
ス
ル

左
ノ
如
シ

一　

庶
務
課
諸
務
掛
分
掌
中
第

一
項
及
ヒ
第
四
項

ハ
削
除
ス

一　

整
理
課
分
掌
第
九
項
ノ
次

二
左
ノ
三
項
ヲ
増
加
ス

官
員
職
掌

二
関
ス
ル
諸
件
ヲ
調
理
ス
ル
事

附
テ
宿
直
ヲ
賦
当
ス
ル
事

官
員
職
員
録
等
調
製

ス
ル
事

附
テ
履
歴
ノ
事

諸
印
鑑

二
関
ス
ル
事



○
明
治
十
四
年
二
月
十
五
日
段
階
、
地
租
改
正
係
の
廃
止

（明
治
十
四
年
分

「秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
県
会
及
地
方
税

・
租
法

・
職

制

・
兵
制
　

一
一
一
ビ
一四
）

二
月
十
五
日
程
税
課
地
租
改
正
係
ヲ
廃

ス

○
明
治
十
四
年
二
月
二
十
八
日
段
階
、
分
課
職
制
中
租
税
課
地
理
掛
、
勧
業
課

農
事
掛
の
分
掌

一
部
改
正

（明
治
十
四
年
分

「
秋
田
県
史
稿
」
制
度
部

・
県
会
及
地
方
税

ｏ
租
法

・
職

制

・
兵
制

　

一
一
〓
一三
四
）

二
月
廿
八
日
分
課
職
制
中
租
税
課
地
理
掛
分
掌
及
ヒ
勧
業
課
農
事
掛
分
掌
ヲ
改

正
ス
ル
左
ノ
如
シ

一　

租
税
課
地
理
掛
分
掌
中
第
六
項
第
七
項
剛
除
ス

一　

勧
業
課
農
事
掛
分
掌
第
六
項
ノ
次

二
左
ノ
ニ
項
ヲ
増
加
ス

民
有
森
林
之
事

部
分
木
植
挿
之
事

秋
田
県
の
職
務
規
程

（明
治
九
～
十
三
年
度
）

九

九





二粟
　
報

（平
成
十
五
年
十
二
月
末
現
在
）

一　
企
画
展

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
見
る
明
治
の
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

Ｉ
秋
田
の
博
覧
会

・
共
進
会
―
」

前
期
　
八
月
二
十
六
日
～
九
月
十
八
日

後
期
　
十
月
二
十

一
日
～
十

一
月
九
日

本
年
度
の
企
画
展
で
は
、
当
館
所
蔵
の
秋
田
県
庁

文
書
群
の
中
か
ら
明
治
期
の
博
覧
会
や
共
進
会
に
関

す
る
史
料
を
紹
介
し
た
。
欧
米
の
万
国
博
覧
会
の
影

響
を
う
け
、
明
治
政
府
に
よ
り
内
国
勧
業
博
覧
会
は

じ
め
各
種
の
博
覧
会
や
共
進
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ま

た
、
全
国
の
府
県
や
都
市

・
町
村
で
も
数
多
く
開
催

さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
各
種
の
博
覧
会
や
共
進
会
の

際
に
作
成
さ
れ
た
簿
冊
群
を
シ
リ
ー
ズ
ご
と
に
展
示

構
成
し
、
明
治
期
か
ら
の
県
内
物
産
に
関
す
る
記
録

を
多
種
類
展
示
し
た
。

展
示
室
の
構
成
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

・

「
日
本
人
と
万
国
博
覧
会
」

・

「
明
治
政
府
の
博
覧
会

・
共
進
会
」

・

「東
北
各
県
の
連
合
共
進
会
」

・

「秋
田
県
の
博
覧
会

・
共
進
会
」

・

「
郡

・
町
村
の
共
進
会
」

・

「
ト
ピ

ッ
ク
ス
」

・

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ー
公
文
書
と
公
文
書
館
―
」

車冥
　
報

・

「秋
田
県
公
文
書
館
の
仕
事
」

・

「
日
本
の
公
文
書
館
」

導
入
の

「
日
本
人
と
万
国
博
覧
会
」
で
は
、
ウ
ィ
ー

ン
万
博
等
で
授
賞
し
た
能
代
春
慶
塗
の
発
注
図
面
な

ど
を
紹
介
し
た
。
「
明
治
政
府
の
博
覧
会

・
共
進
会
」

で
は
、
内
国
勧
業
博
覧
会
は
じ
め
米
麦
大
豆
煙
草
菜

種
共
進
会
、
水
産
博
覧
会
、
絵
画
共
進
会
な
ど
の
関

連
史
料
を
展
示
し
た
。
明
治
期
の
県
内
物
産
と
し
て
、

稲
庭
干
饂
飩
、
横
手
筆
、
角
館
樺
細
工
ほ
か
が
出
品

さ
れ
て
い
る
。
「
東
北
各
県
の
連
合
共
進
会
」
で
は

陸
羽
連
合
共
進
会
や
奥
羽
六
県
連
合
物
産
共
進
会
な

ど
に
関
す
る
史
料
、
「秋
田
県
の
博
覧
会

・
共
進
会
」

で
は
秋
田
博
覧
会
や
産
馬
共
進
会
、
山
林
繭
糸
共
進

会
に
関
す
る
史
料
を
紹
介
し
た
。
「
ト
ピ

ッ
ク
ス
」

で
は
、
県
内
で
絶
滅
し
た
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
と
国
鱒

が
明
治
期
に
水
産
博
覧
会
等
に
出
品
さ
れ
た
記
録
が

衆
目
を
集
め
た
。

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ー
公
文
書
と
公
文
書
館
―
」
以

下
の
後
半
の
展
示
で
は
、
公
文
書
館
の
社
会
的
役
割

と
当
館
の
業
務
概
要
、
そ
し
て
国
内
各
地
の
公
文
書

館
の
紹
介
を
行

っ
た
。
展
示
に
よ

っ
て
、
公
文
書
館

へ
の
理
解
が
い
さ
さ
か
で
も
広
ま
る
こ
と
を
願
う
も

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（柴
田
　
知
彰
）

一
一　
研
修

ｏ
協
議
会

○
第
二
九
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協

議
会
全
国
大
会

（宮
城
大
会
）

平
成
十
五
年
十

一
月
十
九
日
～
二
十

一
日
の
三
日

間
、
宮
城
県
公
文
書
館
の
運
営
で
、
仙
台
国
際
セ
ン

タ
ー
を
会
場
に
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
二
九
〇
名
、

当
館
公
文
書
班
か
ら

一
名
、
ま
た
県
立
図
書
館
古
文

書
班
か
ら

一
名
が
参
加
し
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
、

「
二
十

一
世
紀
の
史
料
保
存
と
利
用
―
歴
史
資
料
を

い
か
に
残
す
か
―
」
で
あ

っ
た
。
概
要
は
左
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
日
目
…
研
修
会
、
総
会

二
日
目
…
大
会
テ
ー
マ
研
究
会

（全
体
会
Ｉ
、
分

科
会
、
全
体
会
Ｉ
）

三
日
目
…
視
察

（宮
城
県
公
文
書
館
）

今
年
は
、
平
成
十
二
年
に
設
定
さ
れ
た
大
会
テ
ー

マ

「
二
十

一
世
紀
の
史
料
保
存
」
の
最
終
年
に
あ
た

る
。
前
回
の
富
山
大
会
で
は
、
市
町
村
合
併
と
史
料

保
存
の
現
状
分
析
が
な
さ
れ
た
。
今
回
は
、
平
成
の

合
併
時
に
歴
史
資
料
と
し
て
公
文
書
等
を
い
か
に
残

す
か
、
各
面
か
ら
提
案

・
検
討
さ
れ
た
。
合
併
時
の

史
料
保
存
を
具
体
的
に
考
え
る
際
、
ど
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
を
作
り
何
を
選
択
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

今
大
会
は
、
地
方
で
歴
史
資
料
の
保
存
を
担
当
す
る

職
員
に
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
て
く
れ
た
点
で

非
常
に
有
意
義
な
も
の
だ

っ
た
。

（柴
田
　
知
彰
）

○
第
二
五
回
文
化
財

（書
籍

・
古
文
書
等
も
含
む
）

虫
菌
害
保
存
対
策
研
修
会

平
成
十
五
年
七
月
三
日

・
四
日
の
二
日
間

（財
）

一
〇

一



阜冥
　
報

文
化
財
虫
害
研
究
所
の
主
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。

公
文
書
館

・
図
書
館

・
博
物
館
関
係
者
の
ほ
か
、
文

化
財
保
護
に
携
る
企
業
関
係
者
九
四
名
が
参
加
し
て
、

文
化
財
の
虫
害
菌
の
原
因
や
予
防
と
対
策
に
つ
い
て

各
専
門
家
の
講
義
を
受
講
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
燻
蒸
に
使
用
さ
れ
て
き
た
臭
化
メ
チ

ル
が
二
〇
〇
四
年
末
で
全
廃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

代
替
法
と
し
て
の
Ｉ
Ｐ
Ｍ

（総
合
的
害
虫
管
理
）
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
研
修
会
で
は
そ
の
内
容

を
中
心
と
し
た
講
義
内
容
で
、
実
践
例
に
つ
い
て
も

知
る
こ
と
が
出
来
た
。
Ｉ
Ｐ
Ｍ
と
は
、
農
業
の
分
野

で
誕
生
し
た
生
物
被
害

（害
虫
）

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

方
法
で
、
あ
ら
ゆ
る
有
効
な
防
除
手
段
を
合
理
的
に

併
用
し
、
有
害
生
物
を
施
設
内
に
入
れ
ず
カ
ビ
も
生

育
さ
せ
な
い
予
防
を
第

一
に
し
て
、
被
害
が
発
生
し

て
も
出
来
る
だ
け
地
球
環
境
や
人
間
の
環
境
に
考
慮

し
た
駆
除
方
法
で
あ
る
。
日
常
管
理
の
中
で
清
掃
を

徹
底
し
、
館
内
に
虫
を
入
れ
な
い
体
制
を
作
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
共
に
、
地
域
の
気
候
と
施
設
の
立

地
条
件
、
習
慣
や
古
記
録
類
な
ど
を
再
考
し
、
先
人

の
残
し
て
い
っ
た
知
恵
を
取
り
入
れ
な
が
ら
保
存
を

し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
学
ん
だ
。

虫
菌
害
の
基
本
的
な
知
識
の
ほ
か
、
Ｉ
Ｐ
Ｍ
の
実

践
例
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
大
変
有
意
義
で
あ
っ

た
。
当
館
で
も
臭
化
メ
チ
ル
に
代
わ
る
薬
品
を
模
索

中
で
あ

っ
た
が
、
書
庫
内
の
環
境
管
理
は
も
ち
ろ
ん
、

文
書
引
継
ぎ
作
業
の
見
直
し
も
必
要
と
感
じ
た
。

（佐
藤
　
誠
子
）

○
平
成
十
五
年
度
公
文
書
館
等
職
員
研
修
会

九
月

一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
五
日
間
の
日
程

で
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
公
文
書
館
職
員
や
文
書
主
管
課
の
職
員

等
、
四
四
名
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

研
修
で
は
、
国
立
公
文
書
館
の
専
門
官
に
よ
る
公

文
書
等
の
移
管
、
公
開
、
保
存

・
利
用
の
取
組
み
に

つ
い
て
の
講
義
を
中
心
に
施
設
見
学
と
併
せ
て
行
わ

れ
た
。
公
文
書
保
存
に
関
し
て
は
、
外
部
の
専
門
家

に
よ
る
講
義
も
設
け
ら
れ
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
マ
イ
ク

ロ
化
、
保
存
環
境
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
か
ら
専

門
的
な
分
野
ま
で
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。

ま
た
、
研
修
課
程
の
中
で
特
に
有
意
義
だ

っ
た
の

は
、
公
文
書
館
に
お
け
る
実
務
と
課
題
の
事
例
報
告

と
し
て
他
県
の
公
文
書
館
の
状
況
を
伺
う
こ
と
が
出

来
た
こ
と
と
、
グ
ル
ー
プ
討
論
で
あ

っ
た
。
討
論
の

中
で
は
、
保
存
業
務
や
電
子
化
に
関
し
て
な
ど
、
日

頃
の
業
務
の
中
で
直
面
し
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
意

見
交
換
が
行
わ
れ
、
当
館
で
抱
え
て
い
る
課
題
の
参

考
に
な
る
意
見
も
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

初
任
者
向
け
の
研
修
と
い
う
こ
と
で
、
公
文
書
館

法
か
ら
保
存
業
務
ま
で
、
公
文
書
館
業
務
に
関
す
る

知
識
を
広
く
学
ぶ
よ
い
機
会
で
あ

っ
た
。
こ
の
研
修

内
容
を
十
分
に
活
用
し
日
々
の
業
務
に
励
み
た
い
。

（佐
藤
　
誠
子
）

○
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
が
主
催
す
る

「
平

一
〇
二

成
十
五
年
度
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
」
は
、

前
期
九
月
二
十
九
日

（月
）
～
十
月
十
日

（金
）
、

後
期
十

一
月
十
日

（月
）
～
十

一
月
二
十

一
日

（金
）

の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
課
程
は
、
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
公
文
書
館
等
に
勤
務
す
る
職
員
に
対

し
、
公
文
書
館
法
第
四
条
第
二
項
に
定
め
る
専
門
職

員
と
し
て
必
要
な
専
門
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
、
公

文
書
館
の
中
核
的
な
業
務
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
専
門
職
員
の
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
十
日
間
の
日
程
で
は
、
公
文
書
館
関
連
法
の
解

説
か
ら
、
評
価

・
選
別
論
、
資
料
整
理
論
、
情
報
サ
ー

ビ
ス
論
、
記
録
保
存
論
な
ど
、
公
文
書
館
業
務
に
関

連
す
る
広
範
囲
な
内
容
に
つ
き
講
義
が
行
わ
れ
た
。

文
書
館
学
に
つ
き
体
系
的
に
学
ぶ
と
共
に
、
情
報
科

学
な
ど
最
新
の
研
究
動
向
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
は
た
い
へ
ん
有
意
義
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
国
や
県
の
公
文
書
館
の
み
な
ら
ず
、
国
立

国
会
図
書
館
、
国
立
大
学
の
資
料
館
等
、　
〓

一機
関

一
二
名
の
参
加
が
あ
り
、
他
の
受
講
生
と
日
常
業
務

に
お
け
る
共
通
の
問
題
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
で
き

た
こ
と
は
今
後
の
業
務
に
役
立

つ
貴
重
な
経
験
で
あ
っ

た
と
思
う
。

（柴
田
　
美
保
）

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

平
成

一
五
年
十

一
月
四
日

（火
）
、
「市
町
村
合
併

と
公
文
書
保
存
Ⅱ
」
の
テ
ー
マ
で
当
館
を
会
場
に
開



催
さ
れ
た
。
三
十
二
市
町
村
か
ら
三
十
七
名
が
参
加

し
た
。
当
日
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

午
　
一則

報
告
①

「市
町
村
合
併
時
の
公
文
書
保
存
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
」

秋
田
県
公
文
書
館
　
柴
田
知
彰

報
告
②

「秋
田
県
庁
の
公
文
書
保
存
シ
ス
テ
ム
ー
公
文
書

作
成
か
ら
公
文
書
館
で
の
公
開
ま
で
―
」

秋
田
県
公
文
書
館
　
柴
田
美
保

報
告
③

「市
町
村
合
併
と
古
文
書
資
料
の
保
存
」

秋
田
県
立
図
書
館
　
菊
池
保
男

午
　
後

報
告
④

「南
外
村
史
編
纂
事
務
局
の
史
料
保
存
」

南
外
村
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
担
当

佐
々
木
繁
雄

情
報
交
換

午
前
は
、
当
館
職
員
が
六
月
に
行

っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
の
結
果
報
告
と
県
公
文
書
の
引
継
か
ら
公
開
ま
で

の
流
れ
を
紹
介
し
、
図
書
館
古
文
書
班
長
か
ら
は
収

集
し
た
古
文
書
を
ど
の
よ
う
に
し
て
調
査

・
活
用
し

て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
た
。

午
後
は
、
南
外
村
教
育
委
員
会
の
佐
々
木
氏
よ
り
、

村
史
編
纂
に
伴
う
史
料
の
収
集

・
整
理
に
つ
い
て
と

彙

報

今
後
の
課
題
等
を
報
告
し
て
頂
い
た
。
そ
の
後
、
各

市
町
村
の
出
席
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
現

状
や
問
題
点
、
合
併
後
の
課
題
等
に
つ
い
て
情
報
交

換
が
な
さ
れ
た
。

市
町
村
合
併
後
の
公
文
書
保
存
に
つ
い
て
必
要
性

の
認
識
は
あ
る
が
、
具
体
的
取
り
組
み
は
な
さ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
今
後
は
各
自
治
体
の
文

書
管
理
規
定
の
中
で
、
歴
史
的
公
文
書
の
公
開
を
目

指
し
た
保
存
を
行

っ
て
い
っ
て
貰
い
た
い
。

（武
田
　
澄
香
）

〓
一　
図
書

○
各
公
文
書
館
か
ら
の
受
贈
図
書

国
立
公
文
書
館

国
立
公
文
書
館
年
報

（第
二
二
）
号

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

（第

〓

一、

〓
一一口こ

北
の
丸

（第
二
六
号
）

外
務
省
外
交
史
料
館

外
交
史
料
館
報

（第

一
七
号
）

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

幕
府
奏
者
番
と
情
報
管
理

（史
料
叢
書
六
）

史
料
館
研
究
紀
要

（第
二
四
号
）

史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
七
六
集

郡
大
麻
生
村
古
沢
家
文
書
目
録

国
税
庁
税
務
大
学
校
租
税
史
料
館

租
税
史
料
目
録

（大
正
編
）

租
税
史
料
館
報

（武
蔵
国
大
里

そ

の

三

）

宮
内
庁
書
陵
部

書
陵
部
紀
要

（第
五
四
号
）

防
衛
庁
防
衛
研
究
所

戦
史
研
究
年
報

（第
六
号
）

戦
争
指
導
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
日
英
を
中
心
に

（平
成
十
四
年
九
月
十
八
～
十
九
日
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｓ

戦
争
史
研
究
国
際

フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
）

北
海
道
立
文
書
館

北
海
道
立
文
書
館
史
料
集

（第

一
八
　
北
海
道
庁

例
規
集
第
Ｉ
期
）

北
海
道
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第

一
八
号
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録

（
一
八

札
幌
県
治
類
典
人
七
Ｖ
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（
一
八
　
大
蔵

省
開
拓
使
会
計
残
務
整
理
委
員
文
書
Ａ

一
Ｖ
）

福
島
県
歴
史
資
料
館

研
究
紀
要

（第
二
五
号
）

福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録

（第
二
四
集

県
内
諸
家
寄
託
文
書
∧
二
八
Ｖ
）

茨
城
県
立
歴
史
資
料
館

茨
城
県
史
研
究

（第
八
七
号
）

茨
城
県
立
歴
史
館
史
料
叢
書

（六
　
弘
道
館
史
料

Ⅱ
）

運
営
要
覧

（平
成

一
五
年
）

栃
木
県
立
文
書
館

栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
七
号
）

栃
木
県
史
料
所
在
日
録

（第
二
二
集
、
安
蘇
郡
２
、

佐
野
市

・
葛
生
町
）

一
〇
三



彙
　
報

年
報

（第

一
六
号
）

年
報

（第

一
七
号
）

群
馬
県
立
文
書
館

群
馬
県
行
政
文
書
件
名
目
録

（第

一
四
集
、
大
正

期
学
務
編
Ⅳ
）

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（二

一
、
群
馬

・

高
崎
地
区
諸
家
文
書
人

一
Ｖ
）

群
馬
県
立
文
書
館
年
報

双
文

（第
二
〇
号
）

埼
玉
県
立
文
書
館

諸
家
文
書
目
録

（
Ⅵ
　
収
蔵
文
書
目
録
第
四
二
集
）

文
書
館
紀
要

（第

一
六
号
）

千
葉
県
公
文
書
館

千
葉
県
行
政
資
料
増
加
目
録

（発
行
部
局

・
所
別
、

市
町
村
別
）

東
京
都
公
文
書
館

東
京
都
行
政
資
料
集
録

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
杜
　
江
戸
東
京
歴
史
問
答

（都

市
紀
要
三
九
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
年
報

長
野
県
立
歴
史
館

長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要

（第
九
号
）

長
野
県
立
歴
史
館
年
報

（Ｎｏ．五
）

岐
阜
県
歴
史
資
料
館

岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報

（第
二
六
号
）

岐
阜
県
行
政
文
書
目
録

（
昭
和
五
二
年
度
編

Ａ
二
Ｖ
）

京
都
府
立
総
合
資
料
館

資
料
館
紀
要

（第
二

一
号
）

和
歌
山
県
立
文
書
館

和
歌
山
県
立
文
書
館
紀
要

（第
八
号
）

鳥
取
県
公
文
書
館

鳥
取
県
立
公
文
書
館
報

（第

一
二
号
）

広
島
県
立
文
書
館

広
島
県
立
文
書
館
紀
要

（第
七
号
）

山
口
県
文
書
館

山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要

（第
二
〇
号
）

山
口
県
内
所
在
史
料
目
録

（第
二
〇
集
、
山
口
県

文
書
館
地
方
調
査
員
調
査
報
告
三
〇
）

年
報

（平
成
十
四
年
度
）

行
政
資
料
目
録
八

（山
口
県
文
書
館
蔵
、　
一
九
四

〇
年
代
以
前
）

新
聞
文
庫
目
録

（近
世
）

香
川
県
立
文
書
館

香
川
県
立
文
書
館
紀
要

（第
七
号
）

香
川
県
立
文
書
館
年
報

（第
九
号
）

徳
島
県
立
文
書
館

徳
島
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
４
号
）

徳
島
県
立
文
書
館
年
報

（第
６
号
）

文
書
館
関
係
例
規
集

（平
成
十
四
年
度
）

大
分
県
公
文
書
館

事
業
年
報

（平
成
十
四
年
度
）

大
分
県
立
先
哲
史
料
館

史
料
館
研
究
紀
要

（第
八
号
）

沖
縄
県
公
文
書
館

一
〇
四

沖
縄
県
公
文
書
館
研
究
紀
要

（第
五
号
）

沖
縄
県
公
文
書
館
年
報

（第
五
号
）

琉
球

・
中
国

ｏ
日
本

・
朝
鮮
年
代
対
照
表

（史
料

編
集
参
考
資
料
）

藤
沢
市
文
書
館

藤
沢
市
文
書
館
紀
要

（第
二
五
号
）

藤
沢
市
史
研
究

（第
二
六
号
）

藤
沢
山
日
鑑

（第
二

一
巻
）

名
古
屋
市
市
政
資
料
館

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
年
報

（第

一
一
号
　
平
成

十
四
年
度
）

大
阪
市
公
文
書
館

大
阪
市
行
政
刊
行
物
目
録

大
阪
市
公
文
書
館
研
究
紀
要

（Ｎｏ．
一
五
）

大
阪
市
公
文
書
館
年
報

（第

一
五
号
）

広
島
市
公
文
書
館

図
書
目
録

（広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
日
録
第
二
〇

集
）

白
木
町
役
場
文
書
目
録

（広
島
市
公
文
書
館
所
蔵

目
録
第
三

一
集
）

福
岡
市
総
合
図
書
館

福
岡
市
公
文
書
資
料
目
録

（Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）

○
県
内
市
町
村
史
関
連
図
書

横
手
市
史
叢
書

（
三
）

横
手
市
史
叢
書

（三
）

秋
田
市
史

（第

一
六
巻
、
民
俗
編
）

秋
田
市
史

（第

一
三
巻
、
現
代
、
史
料
編
）



秋
田
市
史
研
究

（第

一
二
号
）

秋
田
市
史

（第
二
巻
、
近
世
、
通
史
編
）

南
外
村
史

（通
史
編
）

南
外
村
史

（資
料
年
表
、
地
名
資
料
）

能
代
市
史
資
料

（第
三

一
号
栗
田
定
之
丞
文
書

人
三
Ｖ
栗
田
定
之
丞
直
筆
御
用
日
記
）

比
内
町
史
資
料
編

（第
十
三
集
）

本
荘
の
歴
史

（普
及
版
）

雄
物
川
町
郷
土
史
資
料

（第
二

一
集
）
雄
物
川
町

「
い
こ
い
の
森
」
の
植
物
と
野
鳥

（小
松
連
蔵
）

○
県
外
自
治
体
史

青
森
県
史

（資
料
編
、
考
古
四
、
中
世

・
近
世
）

青
森
県
史

（自
然
編
、
生
物
）

青
森
県
史

（資
料
編
、
近
現
代
二
、
日
清

ｏ
日
露

戦
争
期
の
青
森
県
）

青
森
県
史

（資
料
編
、
近
世
四
、
南
部
１
、
盛
岡

藩
領
）

千
葉
県
の
歴
史

（別
編
　
地
誌
三
人
地
図
集
Ｖ
）

千
葉
県
史
研
究

（第

一
一
号
）

千
葉
県
の
歴
史

（別
編
、
民
俗
二
∧
各
論
Ｖ
、
県

史
二
五
）

千
葉
県
の
歴
史

（資
料
編
、
近
現
代
八
∧
社
会

・

教
育

・
文
化
二
Ｖ
、
県
史
三
二
）

千
葉
県
の
歴
史

（通
史
編
　
近
現
代

一　

県
史
六
）

愛
知
県
史

（資
料
編
二
、
弥
生
、
考
古
二
）

愛
知
県
史

（資
料
編

一
八
、
西
三
河
、
近
世
四
）

愛
知
県
史

（資
料
編

一
一
、
織
豊

一
）

彙

報

沖
縄
県
史

（資
料
編

一
六
、
女
性
史
新
聞
資
料

明
治
編
∧
上
Ｖ
、
女
性
史

一
）

沖
縄
県
史

（資
料
編

一
六
、
女
性
史
新
聞
資
料

明
治
編
人
下
Ｖ
、
女
性
史

一
）

沖
縄
県
史

（資
料
編

一
七
、
旧
南
洋
群
島
関
係
資

料
、
近
代
五
）

沖
縄
県
史

（掲
示
資
料
版
、
古
地
図
に
み
る
琉
球

①
～
⑤
）

沖
縄
県
史
ビ
ジ

ュ
ア
ル
版

（
一
一
、
近
代
④
、
沖

縄
島
北
部

・
中
部
域
の
空
中
写
真
）

沖
縄
県
史
ビ
ジ

ュ
ア
ル
版

（
一
二
、
古
琉
球
①
）

神
奈
川
県
寒
川
町
史

（
一
四
　
別
編
　
統
計
）

神
奈
川
県
寒
川
町
史

（
一
六
　
別
編
　
ダ
イ
ジ

ェ

ス
ト
　
さ
む
か
わ
歴
史
も
の
が
た
り

一
〇
〇
）

神
奈
川
県
寒
川
町
史
研
究

（第

一
六
号
）

神
奈
川
県
寒
川
町
史
調
査
報
告
書

（
一
三
　
寒
川

の
絵
は
が
き
）

栃
木
県
鹿
沼
市
史

（地
理
編
）

千
葉
県
野
田
市
史

（資
料
編
、
中
世
三
）

青
森
県
弘
前
市
史

（通
史
編
三
∧
近
世
二
Ｖ
、
新

編
）

青
森
県
新
編
弘
前
市
史

（通
史
編

一
人
古
代

・
中

世
Ｖ
）

○
本
館
刊
行
物

研
究
紀
要

（第
九
号
）

公
文
書
館
だ
よ
り

（第

一
七
号
）

事
業
年
報

（第
十
号
）

一
〇
五



一
〇
六

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
　
第
十
号

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
発
行

輪
篠
　
秋
田
県
公
文
書
館

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

郵
便
番
号
　
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

電
話

（〇

一
八
）
八
六
六
―
八
三
〇

一

印
刷
　
太
陽
印
刷
株
式
会
社

秋
田
市
卸
町

一
丁
目
二
―

一
五

（題
字
　
寿
松
木
　
毅
）




